
世界食料農業白書

編集　

国際連合食糧農業機関（FAO）
翻訳・発行

国際農林業協力・交流協会（JAICAF）

世界食料農業白書

世
界
食
料
農
業
白
書
二
〇
〇
六
年
報
告

食 農 2006年報告は，国際的
な食料援助をめぐる問題および論議を検証し，
二次的な悪影響を最小限に抑えながら，その
本質である人道的役割を堅持する方策を見出
そうとしている。食料援助は，何百万人もの
命を救ったとして，正当に評価されている。
実際，食料援助はしばしば，飢えつつある人
々と死とを分かつ唯一のものである。にもか
かわらず，食料援助は，受領国において依存
性を生み，持続的な食料安全保障の基盤であ
る地域の農業生産者と貿易業者を害する援助
国主導の対応であるとして，厳しく批判され
ている。これらの問題に関係する経済的根拠
は驚くほどに薄弱ではあるが，阻害要因とな
る可能性を最小限にしつつ当面の食料安全保
障目的を達成するためには，食料援助のタイ
ミングと対象の特定が最重要事項であること
を確認している。
　国際的な食料援助制度の改革が必要とされ
ているが，人々の生命が危険にさらされてい
る状況では，それらは慎重に進めていかなけ
ればならない。
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序　　　文

道義的な人であれば，自らを養うことができない人々を援助するために

不可欠な道徳的責務を拒否することはできない。事実，海外援助の最も古

い形の１つは，食料援助である。しかし用心深い観察者の多くは，食料援

助が食料安全保障を効果的に促進しているかどうか，あるいは，実際には，

良いことよりも，むしろ害をもたらしているのではないかと疑っている。

世界食料農業白書2006年報告は食料援助をめぐる諸問題と論争を検証し，

食料援助が食料安全保障の持続的な改善をどのように支援でき，また，で

きないか，を明らかにしようとするものである。

国際連合食糧農業機関（FAO）によれば，世界で８億5,400万人の人々

が活動的で健康な生活をするために十分な食料を欠いており，この数字は

1990年代初期からほとんど変わっていない。世界食糧計画（WFP）は，

毎年，極めて多くの人々―2005年だけでも7,300万人―に対して緊急食料

援助を行っており，また，その数字は自然および人為災害の規模と頻度の

増大に比例して急速に増えている。

グローバルな食料安全保障という課題の大きさにもかかわらず，食料援

助は世界全体の生産量および貿易量と比較すれば相対的に小さく，平均し

て年約1,000万トンである。この量は世界全体の穀物輸出量の２%未満，生

産量の0.5%未満である。食料援助は，近年，大きく変化している。約10年

前まで，多くの食料援助は２国間の政府対政府ベースで行われ，受領国の

公開市場で売却された。しかし現在は，食料援助全体の約75%が慢性的飢

餓に対する緊急活動あるいはプロジェクトを通して，直接飢えている人々

に向けられている。

食料援助は，正しく多くの人々の生命の救済に役立っている。実際，食

料援助は，しばしば１人の飢える子どもとその死を支配する唯一のもので

ある。食料援助は，地震やハリケーンによってコミュニティー全体が人道



的な危機に追い込まれる事態を阻止するために入手できる唯一の援助の供

給源であるかもしれない。学校給食プログラムを通して配分される食料援

助が，場合によっては，貧困を世代から世代へと引き継ぐ悪循環の輪を断

ち切り，１人の少女を学校に留まらせるのに必要なささやかな動機を提供

する。

しかし，食料援助は，しばしば受領者の食料安全保障ニーズよりも提供

者の思惑に奉仕する提供者本位の反応として批判される。批判者は，証拠

として，食料援助の年々の利用可能量が世界価格に反比例して変動する，

すなわち供給量が豊富で価格が低い時には増加するが，供給量が窮屈で価

格が高いとき―これは正に援助が最も必要な時なのだが―には減少する，

という事実を指摘する。

批判者の中には，食料援助が受領者の側に，自らが食料安全保障を達成

するという責任への怠慢を許してしまうという“依存性”を生じさせると

批判する向きもある。実証的研究では，食料援助の供給量は，受領者が依

存するには，通常あまりにも予測不可能で，少量であるので，“依存性”

に関するこのような懸念はほぼ当てはまらないとされる。それでも人々は，

自ら適切な食料が確保できない場合には，援助の手を期待することができ

るべきである。

開発の専門家は，輸入された食料援助が現地の農業開発の基盤を弱める

危険性について長らく懸念してきた。食料援助は，運営管理が適切でない

と，現地の市場価格を下落させたり不安定にすることがあり，長い期間に

わたって食料安全保障に頼ってきた現地の生産者および取扱い業者の生計

を潜在的に脅かす。研究によれば，食料援助のこれらの不安定化効果は，

食料援助が不適切な時期に到着したり，それを必要とする世帯に向けられ

ていない場合に最も甚だしいものとなる。

食料援助が現地の価格に及ぼす影響は，文献では十分論証されているが，

食料援助が受領国の食料生産を著しく減少させると示唆する証拠はほとん

どない。これは，多くの受領国の生産が，一般に，潜在的な需要に応える

というよりも，予期せぬ気候変動その他の要因に多く左右されているとい
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う事実によるものである。また，食料を購入することができる消費者たち

は，食料援助が現地の生産物の価格と大差ない場合には，現地の生産物を

選択するであろう。場合によっては，食料援助は，実際に，影響を受けた

生産者がその必須資産を危機の間持ち越し，危機が去った際により速やか

に生産を再開できるように支援することになるかもしれない。

食料援助が商業貿易を損ねる危険性も長期にわたって認識されてきた。

食料援助は，乏しい外国為替を節約させることにより，受領国の利益にな

りうるものであるが，商業輸出国の多くはこれを不公正な競争の一形態と

考える。これは世界貿易機関（WTO）交渉のドーハ・ラウンドの討議で

最も論争となっている問題の１つでもある。研究によれば，食料援助は部

分的に受領国の商業輸入に取って代わる。援助が短期間である場合に

は，食料援助の貿易置換効果は，多分，より多様な食料への消費者の需要

を刺激することで，長期的には商業貿易を実際に促進するかもしれない。

食料不安の世帯およびそれを必要とする人々を的確に対象とした食料援助

は，貿易置換の影響を最小限のものにすることができる。

食料援助の調達を援助を必要とする国または地域の中で行うことが，提

供国から食料物資を直接運ぶことに伴う諸問題の解決策として提案されて

いる。2005年には，食料援助全体の約15%が現地または周辺地域で調達さ

れている。このことは，明らかに食料援助を配送するための費用―お金と

時間―を軽減させる可能性を持つとともに，現地の生産と流通経路の発達

を支援するかもしれない。しかし，このような取り扱いが，食料援助の恩

恵を受けない貧しい消費者の食料価格をも引き上げることで，現地市場を

歪める可能性にも適切な配慮がなされるべきである。

食料援助は，しばしば人道的危機への対処として不可欠なものであるが，

このような環境での食料援助の運用をめぐっては相当の論議がある。食料

援助は，食料供給が十分である場合でさえ，往々にしてこれが唯一の可能

な方策であることから，危機対応に優位を占める傾向がある。より良い情

報，ニーズの分析および監視と連動した危機対応における資金と計画のよ

り高い弾力性が，人々の苦難および乏しい資源の節約の上で大きな利益と
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なるであろう。適切な資源を伴ったより機敏な対応により，食料不安の諸

問題の多くを，それが非常に費用のかかる膨大な介入が必要となる一大危

機に発展する前に軽減することができるであろう。

最後に，世界の栄養不足人口の90%超は慢性的に飢えているということ

を憶えておかなければならない。彼らにとって，飢餓は日々の重荷であり，

他ならぬ彼ら自身の危機である。食料援助は，自身で食料安全保障を達成

するには貧し過ぎたり，病気であったりする人々の食料への権利の実現を

保証する社会的なセーフティーネットの不可欠な一部となりうる。食料援

助は，補完的栄養プログラムあるいは教育のための食料計画のような状況

では比類なく役に立つが，常に最も効果的であったり，最も適切な介入と

なるわけではない。

結局のところ，本報告は，食料援助は，適切に運営管理されれば緊急時

および慢性的飢餓の両場面で食料安全保障の支援となりうるとしている。

依存性，生産阻害性および貿易との置換といった食料援助に関する懸念と

議論の多くは，企画および運営管理の判断に密接に関係している。食料援

助の時期や対象が不適切であると，逆効果となる危険性を高める。多くの

場合，食料援助はその問題の最善の解決策というわけではなく，唯一の可

能な手段であるという理由で採用される。食料不安への対処には巾の広い

より弾力的な手段が必要である。災いとなる危険性を最小化しながら，さ

らに効果的かつ効率的に問題に対応するための食料安全保障介入の企画と

実施にさらなる活動が必要である。しかし，可能な場合には，常に“彼ら

に魚を与えるよりも，魚を獲ることを教え，支援すること”がより好まし

い。長期的には，その時までに飢える子どもたちや母親たちを救う唯一の

選択肢となってしまっているような食料援助に走り出す危機を待つのでは

なく，生産と生産性の確立を目指す予防的手段に焦点を置くべきである。

食料援助は，慢性的飢餓と栄養失調の根本原因，すなわち農村の基盤施

設への投資の欠如（特に小規模治水，農道，貯蔵施設等），貧しい家族の

購買力を制限する農業と労働の低生産性，貧困者の実質食料コストを引き

上げる貧弱な機能の市場，貧困者の信用保証および保険への不十分なアク

─ vi ─



─ vii ─

セス，社会的疎外や種々の形態の差別等々に対応するには，それだけで十

分ということはありえない。もし世界が，世界食料サミットの目標と飢餓

と極度の貧困を2015年までに半減するというミレニアム開発目標を達成し

ようとするのであれば，これらの基本的諸問題に立ち向かわなければなら

ない。

ジャック・ディウフ

FAO事務局長

Jacques Diouf

FAO DIRECTOR－GENERAL
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FIAN Foodfirst Information and Action Network

食料第１・情報と行動ネットワーク（フィアン）＊

FIVIMS Food Insecurity and Vulnerability Information and

Mapping System 世界食料安全保障需要地図

FSAU Food Securuty Analysis Unit

FAO食料安全保障分析ユニット＊

GIEWS Global Information and Early Warning System

世界情報早期警報システム

GHD Good Humanitarian Donorship 優良人道的拠金＊

IEFR International Emergency Food Reserve

国際緊急食料備蓄

IFPRI International Food Policy Research Institute

国際食料政策研究所

IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent

Societies 国際赤十字・赤新月連合

IGA International Grains Arrangement 国際穀物取決め

IPC Integrated Humanitarian and Food Security Phase

Classification

人道的および食料安全保障の総合的フェーズ分類＊

LDC Least－developed country 後発開発途上国

LIFDC Low－income food－deficit country 低所得食料不足国

NAF Needs Analysis Framework of CAP CAP必要評価枠組み＊

NGO non－governmental organization 非政府組織

ODA official development assistance 政府開発援助

ODI Overseas Development Institute 海外開発研究所

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development

経済協力開発機構

SENAC Strengthening Emergency Needs Assessment Capacity

緊急必要評価能力強化事業＊



SIFSIA Sudan Institutional Capacity Programme: Food Security

Information for Action

スーダン制度能力プログラム：行動のための食料安全保障

情報

SMART Standardized Monitoring and Assessment of Relief and

Transitions

救援と状況変化の基準的監視と評価＊

SPLM Sudan People’s Liberation Movement

スーダン人民解放運動

UMR Usual Marketing Requirement 平常取引必要量

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

国連エイズ合同計画

UNDP United Nations Development Programme 国連開発計画

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees

国連難民高等弁務官

UN RC/HC UN Resident Coordinator ＆ Humanitarian Coordinator

国連住民・人道調整官＊

UNICEF United Nations Children’s Fund 国連児童基金

UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian

Affairs 国連人道問題調整事務所

USAID United States Agency for International Development

米国国際開発庁

USDA United States Department of Agriculture 米国農務省

WFP World Food Programme 世界食糧計画

WHO World Health Organization 世界保健機構

WTO World Trade Organization 世界貿易機関

（訳注：日本語訳は，主として，同訳語がすでに広く使用されているもので，

＊を付した語は本日本語版での訳語である。）
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説 明 注 記

本書の統計情報は，2006年10月までにFAOが入手した情報から作成さ

れた。

記　　号

次の記号を使用する。

－　＝　データがないかまたは無視できるもの（表中）

…　＝　入手できないもの（表中）

＄　＝　米ドル

期間および単位

年または年のグループの表記は次のとおりとする。

2003/04 ＝　作物，流通または会計年度が１暦年から次暦年にまたが

る期間

2003－04 ＝　２暦年の平均

別段の規定のほかは，本書においてはメートル法を使用する。

“Billion”＝　1,000 million（10億）

統　　計

統計表の数字は，端数整理の関係で加算しても一致しない。年変化およ

び年変化率は端数整理前の数値による。

生産指数

FAOの農業生産指数は，1989－91年基準期間と比較した各年の農業生

産の合計量の相対的水準を示す。この指数は，種々の農産物から，種子お

よび飼料（同種の加重）として使用した量を控除した数量を価格加重した
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ものの合計を基礎とする。したがってその合計量は，種子と飼料以外のい

かなる用途にも利用できる生産量を示している。

指数はすべて，国，地域または世界を問わず，ラスパイレス方式により

計算されている。各商品の生産量は，1989－91年平均国際商品価格で加重

し，各年ごとに合計されている。指数（単数）の計算は，その年の合計を

基準期間1989－91年の平均合計で除して得られる。

貿易指数

農産物の貿易指数も1989－91年を基準期間としている。これにはFAO

農産物貿易年報（FAO Trade Yearbook）に記載される商品および国がす

べて含まれる。全食料産品の指数には，通常“食料”として分類される可

食産品が含まれる。指数はすべて，米ドルで表示した輸出（本船渡し価格

f.o.b.）および輸入（運賃保険料込み価格　c.i.f.）の現行価額の変化を示す。

輸入を f.o.b.価額で報告する国については，推定 c.i.f.価額に修正する。量

と単位価格の指数は，諸国間の貿易について，量を価格加重した合計の変

化および産品を量加重した単位価格の変化を示す。ウエイトは，FAOが

一連の指数の計算基礎として価格および量それぞれに現在利用している基

準期間である1989－91年平均である。指数の計算にはラスパイレス方式を

使用している。
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第１章　序説および概観

食料援助は，最も古い形の海外援助の１つであり，また，最も議論の多

いものの１つである。食料援助は何百万もの人の命を救い，さらにそれよ

り多くの人たちの生活の改善に役立ってきたが，ドーハ・ラウンド多角的

貿易交渉における深刻な障害でもあった。飢えている人々に食物を与える

ことの必要性以上に理解しやすいことはないように考えられるが，この明

らかに親切な対応は考えられているよりも複雑である。食料援助は道徳的

であるよりも，より害をなすのか？　世界食料農業白書の本号は，特に危

機的状況における食料援助に付随する課題と条件，および食料援助が食料

安全保障の持続的な改善を支援できる―あるいは，できない―道筋を理解

しようとするものである。

食料援助が，商品価格を押し下げ，受領国の長期的な農業開発を侵食す

る可能性についての疑問は，T.W. Shultz（1960）によって最初に提起さ

れた。それ以来，一部の開発専門家は，食料援助が，現地の市場を不安定

にし，生産者や販売業者の意欲の低下をもたらし，食料経済の弾力性を損

なうのではないかという懸念を持っている。

食料援助が受領者側に“依存性”をもたらす可能性は，提供国において

も，受領国においても政策立案者の積年の懸念である。懸念とは，食料援

助は，他の形の対外援助と同様に，受領者の意欲に影響し，短期的な利便

が持続的な食料安全確保のための長期的戦略を侵食する潜在的可能性を持

っているということである。

第Ⅰ部・第１章　序説および概観
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食料援助は，受領国政府を外国資源に依存させ，それらの政府に必要な

改革を延期させたり，彼らの国民に対する食料安全保障の責任を放棄させ

るのではないかという議論もある。食料援助もその他の外部資源と同様

に，現地のエリートたちに捕捉され―無能，汚職または悪意によって―意

図する受益者に渡らないかもしれない。

食料援助は，特に，食料援助資源のほぼ３分の１が提供国内の食品加工

業者，輸出業者および仲介業者に捕捉されるので，資源を必要な人々に受

け渡す手段としては不経済な手段であるとして批判されている（Clay,

Riley & Urey, 2005）。この見解は，食料援助は，外国の貧しい人々を救う

というよりも，提供国の国内利益を援助するべく仕組まれた提供者主導の

対策であるとする広く支持されている見方を強めるものである。

批判者の中には，商品による食料援助は，それが正当な人道的効果を上

げるという明瞭に定義された緊急事態を除いては，禁止すべきであるとさ

え言う人たちもいる（International Relations Center, 2005）。緊急事態で

の対応でさえ，食料援助政策は，それが展開する特別の状況の中で，硬直

的であるとか，感応が鈍いと批判される。緊急事態ニーズ評価は，食料援

助は適切な対応手法であると前提している“食料援助ニーズ評価”に支配

されていて，これがしばしばあまりに焦点の狭い介入をもたらすのである。

他方，支持者たちは，食料援助が，深刻な人道的ニーズにも，また，母

子栄養，就学（特に少女），HIV/AIDSに影響されている世帯への健康介

入および基本的生産基盤施設を構築するための公共事業のような長期的食

料安全保障の目標にも対応できるユニークで効果的なメカニズムであると

信じている（WFP, 2004）。これらの人たちは，食料援助を，食料危機に

対し，また目標とする人々の慢性的飢餓との戦いおよび貧困諸国の経済と

市場開発の促進のために利用することを主張する。

一部の人道活動家は，食料援助は，代替可能性が少ないことから，現金

よりも不正流用されにくいと信じている。さらに家庭の中では，女性は，

現金よりも食料援助物資のほうが管理を担当しやすく，また，その援助を

家族の中の最も弱い者に与えようとする気持ちがより強いと信じられてい

世界食料農業白書 2006年
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る（Emergency Nutrition Network, 2004）。

研究者たちは，食料援助は“付加的資源”であり，もし食料援助が削減

されるべきであるとするならば，提供者は商品を同額の現金に置き換えて

はくれないであろうし，もしそうなれば食料援助は消滅し，海外援助の全

体量を減らすことになる，と懸念している。彼らは，食料援助の誤用を正

す必要性は認めながらも，不適切な管理であっても食料援助は人命を救う

ことから，過度な制限を警戒している（Young, 2005）。

支援者たちは，食料援助の管理は，近年，大幅に改善されており，また，

食料援助の意図しない否定的結果を最小にするために調達，流通および監

視のさらなる改善を積極的に進めていると言っている。しかし批判者は，

どれほどの計画が，大きな食料援助の取り扱いに伴う根強い市場混乱を防

ぐことができるか疑問視している。

食料援助と食料安全保障

世界の約８億5,000万人の人々が栄養不足状態にあり，この数字は世界

食料サミットおよびミレニアム開発目標が，飢餓を2015年までに半減させ

るとした基準年である1990－1992年の数字とほとんど変わっていない。過

去数年における飢餓減少の進展のなさ，および食料安全保障の危機の件

数，複雑さおよび期間の増大は，食料不安に対する援助対応の範囲と性質

について，国際的援助組織のいたるところに懸念を引き起こしている。

食料援助の総量は年々変化しているが，最近は年平均約1,000万トン

（穀物換算）である。これは世界の穀物貿易の約２％および世界穀物生産

の0.5％未満である。世界食糧計画（WFP）が配分する食料援助は，毎年，

各地のおよそ１億人の人々に渡り，また，２国間提供によるものは，おそ

らくその他の１億人に届いている。もし世界の食料援助が，全部これらの

受領者に均等に分配されれば，１人当たり年約50kgの穀物を提供するだけ

である。この食料援助が８億5,000万人の栄養不足の人々に分配されると

すれば，１人当たり12kg未満になるであろう。食料援助は，明らかに，必
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要な人々すべてに食料安全保障を提供するにはあまりにも少量に過ぎる。

食料援助は，弱い人々のすべてに均等に分配されてはいない。世界全体

として利用可能な食料援助の比較的少量が，ある年のある国々にとっては

大きな意義がある。例えば，2001－2003年の場合，北朝鮮では，カロリー

換算で全食料供給の22％が食料援助によるものであった。エリトリアの場

合，この数字は46％であった。

これらは極端な例としても，その他の19カ国が，この期間，全食料供給

の少なくとも５％を食料援助に依存していた。10年前，1990－1992年に

は，世界全体の食料援助はさらに大きく，より多くの国がその食料供給の

かなりの部分を食料援助の形態で受け取っていた。すなわち，38カ国が

５％以上を受け取り，そのうち10カ国は少なくとも20％を受け取っていた

（FAO, 2006a）。食料援助は，多くの国にとって直接的な食料安全保障の

中核をなすが，こういった規模の食料援助が，食料安全保障のより長期的

な戦略にどのように影響を及ぼすかはあまり明瞭ではない。

危機状況での食料援助

すべての食料援助のうち，食料危機に悩む人々へ提供される割合が高ま

っている。緊急食料援助は，今や全食料援助の２分の１から３分の２を占

めている。2006年10月現在，39カ国が緊急援助を必要とする食料危機に直

面している（第１図）（FAO, 2006b）。過去20年間に，食料危機の数は

1980年代の年平均15から，2000年以降の年30超へと高まった。この増加の

多くはアフリカで起きており，年々の食料危機の平均数は３倍となってい

る（FAO, 2004a）。

第１図に見るように，食料危機は，食料の利用可能量の絶対的な不足の

結果であることはほとんどなく，むしろ食料の入手手段が広範に欠けてい

ることにある。食料危機の底辺にある原因あるいは引き金は，往々にして，

直接（戦争および内紛）あるいは間接，すなわち，さほど重要でなかった

ような自然災害との相互作用による，人々の行動にある。2006年半ばの39

カ国の食料危機のうち，25は主として紛争とその後の混乱，あるいは紛争
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と自然災害の結合によるものであった。それ自体は人と自然災害の相互作

用の産物であるが，世界的流行のHIV/AIDSもまた食料危機，特にアフリ

カの食料危機の主要な要因であるとして，しばしば引合いに出されている

（FAO, 2006b）。

長びく危機において人為的要因は特に非難されるべきものである。世界

中で約5,000万人の人々が，５年あるいはそれ以上の永続的危機に見舞わ

れた地域に居住している。例えば，エチオピア，ソマリアおよびスーダン

はそれぞれ15年を超える永続的危機の状態にある（FAO, 2004a）。このよ

うな条件下に居住する人々に人道的支援を提供することは極めて困難であ

り，倫理的難問に満ちている。

危機的状況に陥った人々に食料援助その他の支援を提供する必要性につ

いての論争はないが，このような状況における対外援助の運用については

熱い議論がある。しかし，もし，食料援助が食料安全保障を改善するため

のものであるならば，ニーズのある人たちが正しく目標となるべきであ
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広範にわたり入手手段が
確保されていない国

食料生産／供給量が
ともに不足している国

食料不安が局地的に
深刻な国

出典：FAO 2006b

第１図　海外援助を必要としている危機状態にある国々（2006年10月）



り，適切な食料の船荷は，タイムリーに到着すべきであり（必要な限りで

あって，それ以上ではない），補足的資源もまた提供されるべきである。

概観および本報告書の要約

食料援助プログラム，管理および社会的保護

食料援助プログラムは近年著しく変化してきた。食料援助全体は，その

他の援助の流れおよび世界食料経済に比較して減少している。にもかかわ

らず，食料援助は，ある年の，ある国にとっては依然として大変重要であ

り，時には全穀物供給の半分を超えることがある。

食料援助のプログラムは，議論の多い多くの慣行も続いているが，受領

者のニーズにより応えるものとなってきており，提供者の意向に駆られる

ことはより少なくなっている。大部分の食料援助は，今や緊急事態に行わ

れ，弱者である個人と世帯を対象にしている。にもかかわらず，全食料援

助の４分の１はいまだに受領国の市場で販売されている。同時に提供国の

多くは，現地または近隣諸国からより多くの食料援助の調達を可能にする

ため，商品提供を現金に置き換えている。2005年には，全食料援助の約

15％が現地または地域の市場から調達された。

エコノミストの中には，現金提供が増えているにもかかわらず，全食料

援助財源の60－65％ほどは多かれ少なかれ“ひも付き”であると主張する

者もいる。全食料援助の約半分が提供国での国内調達，加工および船積み

要件に直接結び付けられている。大部分の現金での提供も，執行機関が最

も効率的な経路を利用するのを妨げるようなその他の調達および流通の要

件に結び付いている。世界的に見れば，ひも付き要件のせいで，全食料援

助財源の推定30％の効率が損なわれている（OECD, 2006）。

食料援助の管理機関は，食料援助に関連する多面的な目的，すなわち商

品の余剰処理，価格支持，貿易促進，対外政策および食料安全保障の調和

を図りつつ，提供国と受領国の意向の均衡を求めてきた。食料援助管理

は，このような矛盾する目的の調和をとることは到底できず，食料援助プ
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ログラムの最近の変化にも，食料安全保障と社会的保護の現今の考え方に

も同調していない。国際的な食料援助システムの改革要求は，人道的介入

の要請の高まりにつれて，一層大きくなっている。

本報告は，食料援助は，食料安全保障と社会的福利厚生を支援するとい

う，より幅の広いコンセプトと戦略状況との関連においてとらえられるべ

きであると主張する。社会的セーフティーネットには，貧困者に対して所

得またはその他の消費移転を提供し，弱者を生活の危機から保護すること

を目的とする幅広い手段が含まれる。食料援助は，食料安全保障を支援す

る目的の社会的セーフティーネットの１つではあるが，常に最も適当な手

段であるというわけではない。

社会的セーフティーネットの中での食料援助の正しい役割を理解するに

は，食料安全保障の性質と，それがどのように結び付くかについての理解

が必要である。食料安全保障は，すべての人々が，いつでも，十分な量の，

栄養上適切な，また安全な食料を入手する手段を持ち，しかもこのような

手段を失う不当なリスクがない場合に存在する，ということができる。こ

の定義には，入手可能性，入手手段，利用能力および安定性の４つの側面

がある。

ある国で食料が利用可能であること―国内生産，商業的輸入または食料

援助―は，食料安全保障の必要条件であるが，十分なものではない。人々

もまた，自らの生産，現地市場での購入あるいは社会的セーフティーネッ

トを通じた食料自体または食料獲得手段の移転による，食料の入手手段を

持たなければならない。利用能力とは食料内の栄養分を吸収する個人の能

力を意味し，したがって，食料安全保障のための清潔な水，衛生および健

康管理の入手といった非食料投入財の重要性が強調される。安定性は食料

安全保障の動的な性格を強調する。食料不安は，通常，“危機”と認識さ

れる厳しい基本的な貧困または状況を反映する慢性的な基盤の顕在化であ

る。

一定の状況のもとで食料援助が適当かどうかは，食料安全保障のどの部

分と一定に折り合っているか，また，それは何故かによる。食料が入手可
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能であり，市場がそれなりに良く機能している場合には，食料援助は最善

の介入ではないかもしれない。現金または引換券のほうがより効果的であ

り，経済的に効率が良く，現地の食料システムに害が少ないかもしれな

い。

食料援助は緊急事態においてはしばしば不可欠であるが，そのような場

合であっても適切な介入を企画し，実施するに当たっては４つの要素を考

慮する必要がある；¡）その危機は，時間の経過につれて食料不安の種々

の特性にどのように影響するのか；™）危機の経済的，社会的および政治

的意味合い；£）危機自体の性質，規模および範囲，ならびにこれがどの

ように現地政府および機関の対応能力に影響を及ぼすか；および ¢）短

期的な介入が，長期的な食料安全保障にどのように影響するか。

置き換え，阻害および依存

食料援助が商業輸出に取って代わりうる危険性は，第２次世界大戦直後

の数年，現代の食料援助時代の初期の段階から認識されていた。食料援助

が国内農業生産および市場開発の意欲喪失を生み出す危険性に関する懸念

の声が上がった。開発の専門家は，食料援助が受領者と政府の側にそれに

“依存”する気持を生み出すかもしれないと長く懸念してきた。

依存の気持ちが生ずるのは，食料援助を受け取れるという期待が，人々

が過度のリスクを負ったり，あるいは援助を受けるために自己破滅的行動

を起こすといった，道理に反する動機づけとなる場合である。実証的証拠

によれば，食料援助がこのような依存を生み出すには，一般にその動きは

あまりにも予想しにくく，小さい。２，３の個別の例を除けば，依存が広

範な問題であるという確たる証拠はない。しかし人々は，食料のニーズを

自身で満たせない場合には，食料は基本的人権であり，飢餓の削減と貧困

の軽減のための幅広い戦略の欠くべからざる一部となりうるという２つの

理由から，適当なセーフティーネットに依存することが可能であるべきで

ある。

基礎経済学説は，食料援助が商業貿易に取って代わる可能性を示唆する。
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しかし，この問題の実証的証拠は驚くほど乏しい。食料援助は，その量の

約３分の１ほどでその時代の商業的輸入に取って代わる可能性を持つ。文

献は，貿易置換による影響は短期的であり，商業的輸入は速やかに回復し，

食料援助の流入に続く数年間に実際に成長することもあると示唆する。

食料援助が現地農業の開発意欲を損なう危険性についての実証的記録は

やや錯綜している。証拠によれば，大規模な食料援助の引渡しは明らかに

受領国の国内価格を抑制し，また，不安定にし，潜在的には国内生産者と

販売業者の生計を危うくし，現地の食料システムの弾力性を失わせる。農

村地域の貧困者を含む大部分の人々が，自身の食料安全保障を市場に依存

していることからすれば，このことは長期的には深刻な結果をもたらすこ

とになるかもしれない。

これらの価格への影響が国内生産に長期的な意欲の阻害となるかどうか

はあまり明白ではない。いくつかの研究は，特に大部分の食料援助が目標

を定めなかった初期の何十年かの間，食料援助の流れと国内生産の間に負

の関係を見出している（Lappe & Collins, 1977；Jean-Baptiste, 1979；

Jackson & Eade, 1982）。より最近の研究は，これらの諸研究は逆因果律

に支配されていたのではないかと示唆している。食料援助は，すでに厳し

い慢性的貧困および頻発する災害に苦しんでいる社会に向けて流し込まれ

るものであるから，食料援助が低生産性と相関関係にあるのであって，援

助が必ずしも低生産性の原因となるのではない。実際，より最近の研究に

よれば，どんな生産阻害効果も非常に小さいもので，一時的なものであろ

うと考えられている（Maxwell, 1991；Mohapatra & Snyder, 1999；

Arndt & Tarp,  2001；Lowder,  2004）。

測定可能な生産への影響は小さなものであっても，実証的証拠の示唆に

よれば，産品での食料援助は現地の市場を混乱させ，現地の食料システム

の弾力性をおびやかす。その代わり，十分な食料が入手可能であり，市場

機能が十分であるところでは，現金ベースの取り引きや，食料引換券が現

地の生産を刺激し，現地の食料システムを強化し，伝統的な食料援助では

できない手法で受領者に能力を与えることができる。食料援助は，次の場
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合には有害となる可能性が高い：（¡）悪い時期に到着あるいは購入する

場合：（™）目標が最も食料不安である世帯に適切に絞られていない場

合：または（£）現地市場がより広域な市場との統合がほとんどなされて

いない場合。

緊急対応の食料援助

食料援助は，紛れもなく，地震，ハリケーン，干ばつ，戦争等々の人道

的危機にある人々の基礎的な栄養必要量を確保する貴重な手段であり，過

去の世紀において何百万人もの生命を救済してきた功績がある。同時に重

要なことは，甚だしい食料不安にある人々に対するタイミングの良い食料

援助の提供は，わずかな生産財資産を売却しなければならないという，直

面している圧力から彼らを解放し，危機の通過とともに速やかに通常の生

計の再開を可能にさせる。

それにもかかわらず，緊急対応は多くの共通の問題に直面しがちであ

る。食料援助は，危機の状況では，一般に最も手っ取り早い手段―提供者

は与え方を知っており，取扱い業者は配達方法を知っている―であるため

に，食料援助は型どおりの対応になる。食料援助は，不可欠であることが

しばしばではあるものの，常に必要とは限らず，また，危機の被害を受け

ている人々の限りなく多いニーズに応えるには決して十分ではない。

さらに言えば，緊急食料援助は，特にこれを提供国内で調達する場合に

は，比較的高価であり，介入が遅くなる。経験によると，適切な物資のタイ

ミングの良い配布は，人々のショックを和らげ，彼らが甚だしい食料不安

に陥るのを防ぐ。しかしながら，早期の援助要請はいつも見逃され，処理

できるはずのショックが本格的な危機になり，しばしば莫大な人的費用の

かかる巨大な介入が必要となる。緊急措置は普通，人々が生計と食料安全

保障のために，どの程度市場に依存しているかを考慮していない。市場基

盤の再建と交易関係の回復を目的とする介入は，しばしば，大規模な食料

援助輸送を必要とすることなく，食料安全保障の継続的改善を達成できる。

慢性的飢餓を背景に危機が繰り返し起こる時は，提供者と受領者は，彼
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ら自身が“救援のワナ”に捕われ，開発指向戦略が無視されていることを

見出す。ある緊急事態がより長く，より複雑になるに従い，適時に適切な

物資で対応することがますます困難になる。そこでタイミングと目標の設

定（すべての食料援助の取り扱いで大変に重要）という課題がさらに手に

負えないものとなる。提供者と取扱い業者は，危機に襲われている人々の

真の優先ニーズを識別するためのより良い情報と分析から始めて，より幅

の広い，より弾力的な一連の介入を考慮すべきである。

食料援助は，ある地域で不十分な食料しか手に入らず，多くの世帯が十

分な食料の入手手段を持たず，市場が正しく機能していない場合には，適

切な対応の１つであるかもしれない。しかし食料援助は，次のような種々

の理由からしばしば不適切に扱われている：（¡）食料援助は最も容易に

利用できる手段である；（™）情報と分析が不適切で，危機にある人々の

真のニーズを識別できない；および（£）実施機関が弱者世帯の複雑な生

計戦略を評価できず，特にそういう世帯が食料安全保障のために市場に依

存している程度を評価できない。多くの場合，緊急食料援助介入は慢性的

な食料不安と貧困への対処に用いられているが，これらはより幅の広い開

発戦略をもってのみ効果的に対応できる課題である。

長期的，複雑な緊急事態における政策のギャップ

複雑かつ長期にわたる危機の数および規模は，過去10年の間，特にサハ

ラ以南アフリカにおいて急激に増大している。長期的危機の蔓延は，危機

に対応するための資源が短期間に枯渇しようとしているために，国際人道

社会に特別な問題を生じさせている。長期的危機における食料安全保障介

入は，食料援助と農業投入財の提供が優位を占める短期プロジェクトに偏

した，幅の狭い，標準化された，供給主導の政策対応を反映する傾向があ

った。

この政策の失敗の一部は，複雑な危機に関する最新の情報と知識を生み

出すシステムの不備から生じている。それはまた，利用可能な相当量の情

報と知識を使って，タイムリーで，その状況に固有な政策対応を生み出す
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能力の欠如にもよる。これはさらに，援助組織が，人道的危機に焦点を置

く機関と，開発に焦点を置くその他の機関に分かれていることの反映でも

ある。

人道機関は，最大の援助資源を長期的な食料安全保障の危機のために使

おうとするので，伝統的対応―特に食料援助―が優勢になりがちである。

個々の危機における食料システムの強化は，食料安全保障の回復力と脆弱

性の原動力の分析に基づくべきである。分析はまた，危機の展開の原因要

素をも対象とするべきである。

2006年白書の主要メッセージ

¡ 食料援助は，食料の入手手段を保証し，世帯が危機を免れることを

助ける一連の幅広い社会的保護における多くの選択肢の１つとみな

すべきである。現金または食料引換券に代わって食料を直接に提供

するかどうかは，主として食料の入手可能性および市場機能の性質

による。危機の影響を受けている人々が，まだ利用できる市場を通

して適切な食料を入手できる場合には，食料援助は最も適当な手段

ではないかもしれない。

¡ 食料援助の経済効果は複雑かつ重層的であり，確たる実証的証拠は

驚くほど限られている。既存の実証的証拠は，食料援助の流入量は

受領者の行動を日常的または実質的に変化させるには，あまりに予

測しにくく，かつ，量も少ないので，食料援助が負の“依存”を生

み出すという見方を支持していない。依存に対する懸念が，援助を

必要とする人々から必要な支援を奪うために利用されてはならな

い。実際に，人々は，適切な社会的セーフティーネットに依存でき

るべきである。

¡ 食料援助は受領国の市場価格を抑制し，不安定にすることがありう

る。援助物資の到着のタイミングが悪かったり，目標の設定が不十

分な食料援助は，特に現地の価格を不安定にし，また，持続的な食

料安全保障の担い手である現地の生産者および取扱い業者の生計を
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危うくしやすい。

¡ 食料援助は，一定条件のもとでは長期的な刺激効果を持っている

が，短期的には商業的輸出を置換しがちである。食料援助の商業貿

易への影響は，プログラムの形態によって，代替供給者に対しても

異なる影響をもたらす。正しい標的を持った食料援助は商業貿易へ

の置換効果を最小限にすることができる。

¡ 緊急食料援助およびその他の社会的セーフティーネットは，人々を

慢性的な貧困と飢餓に陥れる一時的なショックを防ぐために不可欠

であるが，それによって貧困と飢餓の原因である社会的・経済的要

因を克服することはできない。この課題は，幅の広い開発戦略の一

部としてのみ効果的に対応できるものである。提供者は，非常に多

くの資源が緊急事態の対応に使われ，長期的なニーズがないがしろ

にされる“救援のわな”に落ち込むのを避けるべきである。

¡ 食料援助と食料安全保障の間の政策のギャップは多くの段階に存在

する。このギャップを埋めるためには，次のことが必要となる：

（¡）対応がニーズを基本とし，戦略的であり，タイミング良く確

実に行われるように食料安全保障分析を改善すること；（™）資源

の必要条件による１回限りの取り組みではなく，監視と評価に連な

る過程の一部としてニーズ評価を組み込むこと；および（£）国際

食料援助および人道的組織の改革に焦点を置いて，食料安全保障を

主要な政策課題とするように国および地域の機関を支援することを

全世界レベルで強化すること。

¡ 国際的な食料援助システムの改革は必要であるが，その際，生命が

危機に瀕している人々のニーズに十分配慮しなければならない。食

料援助に関する論議の多くには，驚くほど薄弱な実証的証拠しかな

い。しかしながら，食料援助の結果がタイミングと目標設定に密接

に関連していることが知られている。

食料援助の負の結果のリスクに関するもっともな懸念に取り組むとと

もに，いくつかの基本的改革が食料援助の効果と効率を改善することが
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できるであろう。望ましい改革には，次の事項が含まれる：

―　対象の定まらない食料援助を止めること

受領国の市場で販売される食料援助は，商業輸入を置換あるいは現

地市場および生産者の意欲を削いだりしやすく，長期的には食料安

全保障に負の影響をもたらす。実用的には，固定された計画に基づ

く食料援助を止め，事業援助を通貨化することである。

―　食料援助を国内調達，加工および船積み条件とのひも付きにしない

こと

世界全体の食料援助物資の約３分の１がこれらの条件のために浪費

されている。提供国の多くは国内調達要件をはずしてきたが，その

他の国も同様にするべきである。

―　食料不安が食料の不足に起因している場合にのみ，現物食料援助を

行うこと

食料はあるが，弱者グループがそれを入手する手段を欠く場合，目

標を定めた現金援助または食料引換券が，現地市場を危うくするこ

となく，より効果的・効率的に食料ニーズを満たすであろう。市場

機能を改善するための介入（例えば，道路の補修）は，直接的な食

料ベースによる介入よりも，持続的な食料安全保障の支援にはより

効果的であろう。

―　適切であれば，現地および地域での食料援助調達を利用すること，

しかし国内のひも付きを現地および地域のひも付きに置き換えては

ならない

このような介入は貧しい消費者が値上がりした食料価格を支払い，

食料生産者と交易業者に持続不可能な市場動機を生み出すことにな

るかもしれない。この点は，すべての食料援助介入の影響に対して，

注意深い監視が必要であることを強調するものである。

―　情報システム，ニーズ分析および監視の改善

これらの改革が，適切でタイムリーな介入が行われ，負の結果を最

小化することを保証するであろう。
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第２章　論議の組み立て

現代の食料援助は，第２次世界大戦に引き続く数年の間に飢餓が広範に

広がった貧しい諸国の需要を刺激しつつ，余剰物資を処理する１手段とし

て始まった。この初期の数年，食料援助は，提供国にとっては多面的な目

的，すなわち受領国の食料安全保障の促進とともに，余剰の処理，生産者

価格の支持，輸出市場の開発，および外交政策の目的を達成することを意

味した。

国際的な食料援助の管理機構は，この多面的な目的の調和を長らく探求

してきたが，成果は乏しい。食料安全保障への理解が深まるにつれて，食

料援助は一層の監視下に置かれている。食料援助の運営実務は，ここ数十

年，主として提供国の貿易および農業政策の変化とともに食料安全保障の

より詳細な理解によって，相当程度改善されてきた。，しかし，そういっ

た進歩にもかかわらず，いろいろ問題のある多くの食料援助活動が続いて

いる。

この章では，最近の数十年における食料援助の実態および運営・管理の

進化を検証し，また，食料安全保障と社会的保護の概念の変化が，どのよ

うに食料援助の理解を変えているかについて検討する。この背景資料は，

後の章でさらに深く掘り下げる論議の枠組みを作るものである。

食料援助のプログラミング 1

食料援助の立案・策定には，広範囲の介入を実施する多数の異なる提供

国および取扱い機関が含まれていて，極めて複雑である。食料安全保障の

目的を支援する食料援助の有効性と効率および意図しない負の結果を生じ
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1 本節は，Lowder & Raneyの作業ペーパー（FAO, 2005a）による。
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る可能性は，決定的に，食料援助がどのように運営されるかにかかってい

る。この節では，ここ数十年，食料援助がどのように展開して来たかを概

観する。

食料援助全体の動向

詳しいデータが利用可能な最初期の1970年以降，食料援助は，年600万

トンから1,700万トンの間で変動していた（第２図）。これは，名目価額で

は，約７億5,000万米ドルから25億米ドルに等しかった 2。近年では，全食

料援助は年平均約1,000万トン（約20億米ドル相当）である。穀物が全食

料援助の中で最大かつ最も変動しやすい品目となっている。

多くの観点から見て，食料援助は，ここ数十年，重要性が低下してきた。

食料援助は，２国間の政府開発援助（ODA）の合計で見ると，1960年代

の約20％から，現在の５％未満へと低下した（Barrett & Maxwell, 2006

年）。また，世界穀物貿易に占める割合から見ると，食料援助は1970年代

の10％から近年の３％未満へと低落したが，それでもなお，これらの受領

国合計の純食料輸入量の約５～10％を占めている。穀物による食料援助

は，平均すると世界の穀物生産のほぼ0.5％未満であるが，個々の受領国

の国内生産との相対的関係では重要であろう。

歴史的に食料援助合計の変動量は商品価格と逆の関係を表している。世

界穀物価格が３倍になった1970年と1974年の間，食料援助の量は半減し

た。1990年代半ば，主要穀物生産数カ国の農業政策の改革は過剰在庫の急

激な減少を招き，1996年の不作と相まって世界穀物価格の急騰を招き，同

時に食料援助船積み量を急減させた。

食料援助の量と穀物価格の間の逆の関係は，余剰処理手段としての食料

援助の歴史的起源と，食料援助の大提供国である米国の予算措置を反映し

ている。国際食料援助の初期の数年の数理経済的証拠によれば，当時の５

大提供国のうち３カ国の食料援助提供の決定要因としての商品価格と在庫

―――――――――――――

2 食料援助の価額は世界全体の年間穀物輸出単位価額に基づいて計算されている。
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第２図　食料援助船積み総量と穀物価格（1970－2005年）
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の役割を確認している。同研究は，全世界的な食料援助の提供は，受領地

域における生産不足の影響はごくわずかであり（Konandreas, 1987），食

料援助が提供国主導の手段であるとの見方を示している。

1990年代半ば以降の大部分の主要提供国の農業政策の変化は，もはや政

府所有の商品在庫が食料援助供給量の直接的な決定要因ではないことを意

味している。しかし，食料援助予算が年次固定金額で定められているため

に，穀物価格と食料援助供給量の反比例の関係は続いている。予算配分

は，通常，年から年に持ち越せないので，固定予算では，価格が高い時に

は食料援助購入量はより少なくなり，その結果，食料援助量と価格は反比

例の関係となる。この関係は，食料援助は，それが最も必要な時に正に消

滅すると主張する批判を強力に支持する。

多くの国々，国際機関，民間慈善団体および企業が食料援助を提供する

が，上記のとおり，大部分は米国が提供している（第３図）。米国は，

1970年以来，毎年平均600万トンの穀物食料援助を提供しており，また，

全穀物食料援助の50～60％の供給元であった（WFP, 2006）。米国はWFP
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の食料援助活動の50％に基金を提供し，この組織は全世界の食料援助の40

～50％に特に責任を負っている（WFP, 2005a）。

多くの年にサハラ以南アフリカおよびアジアが穀物食料援助の過半量を

受け取っている（第４図）。東ヨーロッパおよび独立国家共同体は，ソ連

邦の解体に続く10年間に多量ではあるが異なった量の穀物食料援助を受け
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取った。全穀物食料援助の中でラテンアメリカ・カリブ海諸国に配分され

た割合は，1980年代後期の約20％から，より近年では５％へと低下した。

近東・北アフリカへの船積み量も1980年代後期の約20％をピークとして，

より近年では，2003年の異例のピークを除き，10％へと低下した。

食料援助は地球規模の食料経済からすれば比較的小さいものである

が，年によっては，個別の国にとって全食料供給の相当な割合を提供して

いる。例えば，1992/93年のモザンビークの干ばつでは，黄色トウモロコ

シによる食料援助が同国の全穀物利用可能量の約60％を供給し，1990年代

前半を通して穀物供給量の20～35％に当たる援助を継続した（Tschirley,

Donovan & Weber, 1996）。第５図は，2001年から2005年の５カ年の食料

援助の10大受領国を示す。北朝鮮は，近年，最大の受領国で，穀物換算で

年平均110万トン超を受け取っている。エチオピアも平均してほぼ同量を

受け取っているが，その量は年によりかなり変動している。過去10年，エ

チオピアに対する食料援助は同国の全穀物生産量の平均13％になり，2003

年には23％に達した。北朝鮮の場合，食料援助は2002年の全穀物生産の

31％，2003年では22％に相当した。

食料援助の運営

食料援助は，提供国が受領国にこれを提供する方法，すなわち計画，事

業あるいは緊急活動という方法によって分類されることが多い。第６図

は，1978年から2005年のカテゴリー別穀物食料援助の引渡し量を示す。

食料援助の３分類の主な違いは，目標の設定，すなわち食料援助を飢え

た貧しい人々の手に渡す活動に関わっている。食料援助が正しく目標設定

されれば，援助は，それを必要とする人々，そしてそれを必要としている

人々にだけ届く。より形式的には，正しい目標設定は，対象者の包含およ

び排除についての過失を最小にすることを保証する。包含の過失は，もし

食料援助がなければ，不必要に資産を使い果たすことなく，自身の財源で

食料を購入したかもしれない人々に援助が提供される場合に生じる。包含

の過失は，食料援助が現地の生産者および交易業者に悪影響を及ぼす可能
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性を増大させる。排除の過失は，食料不安の人々が必要とする食料援助を

受け取れない場合に生じる（Gebremedhin & Swinton, 2001）。

計画食料援助は，政府対政府を基礎として２国間で移転する。計画援助

全体の約半分は完全無償，また，約半分は受領国政府に譲許価格または信

用条件，すなわちゼロではないが市場金利より低い条件で提供される。計

画食料援助は，受領国政府によって現地市場で再販売されるので，目標は

設定されていない。そのために，計画食料援助は包含の大きな過失に結び

つく。これは全体的な食料の入手可能性を引き上げるが，食料安全保障に

直接影響するものではない（Clay & Benson, 1990）。1980年代半ばまで，

全食料援助の半分以上がこの形式のものであったが，現在は全体の20％未

満である。

事業食料援助は，２国間または多国間の経路を通じて伝達され，受領国

の政府は，取扱いに関与することもあり，また，しないこともある。事業

食料援助は，通常，常にということではないが，特定の受領者を目標にし

ている。これは，無償または労働の対価として，あるいはその他の条件付

きで提供され，また，しばしば食料安全保障のみならず，農業，または，
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より広範な経済開発の促進を意図する活動と関連している。事業食料援助

の例には「仕事のための食料（Food for work）」，学校給食および母子栄

養センターが含まれる。これらの諸活動は，多くの場合，WFPあるいは

非政府組織（NGO）によって運営され，これは以下で論ずる「自己目標

設定（self-targeting）」を含む，いくつかの目標設定方式を伴っている。

事業食料援助は，時には，救援および開発プログラムのための現金を作

り出すために受領国市場で販売される。この行為は“通貨化”として知ら

れる。通貨化は主として米国からの事業援助を実施するNGOが使った。

1980年代後期には全事業食料援助のうち約10％のみが通貨化されただけで

あったが，最近年では，30％超となっている（WFP, 2006）。通貨化された

事業食料援助は，これが特定の食料不安住民に目標を定めていないという

点では計画援助に類似している。

緊急食料援助は，危機の時期に，食料不安にある人々を目標に実施され

るものである。場合によっては，緊急援助と事業援助の差異がはっきりし

ない。例えば，エチオピアでは，往々にして緊急食料援助が「仕事のため

の食料」プログラムを通じて分配される。緊急援助は着実に増加し，今で

は全食料援助の約３分の２を占めている。

計画食料援助の減少は，主に貿易自由化と国内農業政策の改革により，

提供国における穀物在庫が縮小したことが原因である。計画援助のニーズ

も低下し，特に，もはや慢性的食料不足が起こらなくなったアジアの多く

の国で低下した。計画および事業援助による市場混乱の懸念および危機の

発生と意識の拡大が緊急対応に向ける食料援助の割合を高めている

（Russo・他, 2005）。

食料援助も，その他の海外援助と同様に，しばしば提供国における商品

とサービスの調達にしばられている。米国によって提供された食料援助の

ほとんどは国内調達，加工および出荷要件にしばられており，他の提供国

の多くも類似の束縛条件を持っている。提供国の中には商品形態での食料

援助の提供を止め，代わって現金を提供するものがあり，今では，全食料

援助の15～25％が援助ニーズのある国または地域内で購入されている
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（WFP, 2006）。このような取扱いは，一般に“アンタイド”（訳注）といわれ

るが，提供国が購買地を条件設定することもありうるので，調達機関の全

体的弾力性を低下させ，コストを引き上げることもありうる（Box２）。

食料援助の管理 3

食料援助が商業輸出と国内市場を混乱させる危険性に関する懸念は近代

の食料援助の当初から認識され，初期の食料援助管理のメカニズムは主と

してこの懸念を踏まえて作られた。食料援助のための最初の国際管理機関

であるFAO余剰処理協議小委員会（CSSD）は，商業市場の混乱の最小化

を目的とする食料輸出国間の協議に場を提供するものとして1954年に設立

された。

食料援助の国際管理メカニズムはそれ以降発展しているが，その主たる

焦点は，市場と貿易を混乱させる危険を最小化することに置かれている。

食料援助の食料安全保障目的を促進し，保護する効果的管理メカニズムの

構築についてはあまり配慮されていない。管理メカニズムのあるものは，

適切なレベルの食料援助の入手可能性を保証する必要性は認めているもの

の，食料安全保障をその焦点にするものはなく，また，受領国に対し，提

供国あるいは取扱い業者の行動を説明する責任を求める者はいない。

現在，食料援助の供給量は，４つの異なる機関，すなわち，CSSD，食

糧援助規約（FAC），WFPおよび経済協力開発機構（OECD）の開発援助

委員会（DAC）に報告されるはずである。これらいずれの機関も，食料

安全保障の視点から，食料援助を効果的に管理する能力や権限を持ってい

ない。この中では，FACのみが正式な国際協定であるが，この協定には

加盟国にその約束の順守を強制する仕組みがない。

さらに世界貿易機関（WTO）の農業合意は，食料援助に言及しているも
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3 本節は，Konandreas（2005）およびFAO（2005bおよび2005c）による。
（訳注：タイド（tied，ひも付き）に対してアンタイド（untied，ひも付きでない）の意）



のの，いまだに拘束的規定条項は含まれていない。WTOのメンバーたち

は，現在，一方で“セーフ・ボックス”としての食料援助の人道的役割も

保護しながら，輸出補助金に関する規則の回避を目的に食料援助が利用さ

れるのを防ぐために，食料援助の使用についてより厳しい規律を交渉中で

ある。その間，多数のNGOが，彼ら自身の食料援助事業の改革を模索し

ている。

FAO余剰処理協議小委員会

国際的な場での食料援助に関する最初の討議は1953年11月の第７回

FAO総会で行われた。総会は，ある産品の高まりつつある余剰吸収の困

難性について検討し，FAOの基本目的に沿って，過剰供給を吸収するた

めの第１の改善策は開発途上国の消費の増加に見出すべきであると結論し

た。

これに従って総会は，商品問題委員会（CCP）に対して次のことを考慮

するよう指示した：（¡）余剰処理の最も適切な手段；（™）余剰処理が

生産と国際貿易の正常な型に有害な干渉をすることなく行われるために順

守されるべき原則；および（£）これら諸問題の協議のための政府間機構

の強化（FAO, 1953）。これらの協議の土台となったのは，食料援助の利

用に関する多数の戦略と懸念を初めて明瞭にしたFAO事務局が準備した

一連の分析研究であった（Box３）。これらの協議の結果，1954年，FAO

余剰処理および協議義務原則が採択され，余剰処理協議小委員会（CSSD）

が創設された。当初は，FAOメンバー37カ国がこの原則の支持に合意し，

この数は1970年代の始めまでに50カ国を超えた。

この余剰処理の原則は，食料援助の提供に関する政府の行動規範を示し

ている。この原則は，概して言えば，譲許的条件で輸出される食料その他

の農産物は受領国に追加的消費をもたらすもので，正常な商業輸入と置き

換わるものとならないこと，また，国内生産の意欲を阻害したり，悪影響

を与えるものとならないことの保証を求めている。この原則は，拘束力を

持つものではないが，署名国の約束を表している。これは，諸政府が譲許
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条件取扱いの当事者としての責任に焦点を当て，潜在的な困難と不同意を

回避することを支援する。

受領国の利益は，理論的には，供給の制限よりも消費の増加を強調する

ことにより保護されている。輸出国の利益は，その余剰処理が生産と国際

貿易の通常のパターンに有害な干渉をもたらすことなく行われること，譲

許条件付きで供給された物資の再販売または積み替えをしないという保

証，および，譲許条件取扱いがなかった場合には生じなかったであろう消

費と定義される“追加消費”という概念を導入することで保護される。

このような追加性を保証する仕組みは，FAOが1970年に採択した概念

である平常取引必要量（UMR）である。UMRとは，受領国が，食料援助

として供給される商品に加えて，当該商品の平常水準の商業輸入量を維持

するという約束である。この規定は，多数の食料援助契約の標準要件とな

っている（WFPおよびNGOを通じての取扱いの多くは，緊急取扱いとし

てUMRから除外されている）。CSSDは，食料援助取扱いを，原則として

その契約署名と商品の船積み前に審査することによって，この原則の順守

を監視している。

FAOの原則は自主的ガイドラインであるため，提供国の多くは，近年，

これらの報告要件を守っていない。1999年に，FAO事務局は，CSSDに報

告される食料援助取扱いの割合が低下していること，および正式の報告の

要件を免除される取扱い数の増大に懸念を表明した。この傾向は，¡）多

くの取扱いの規模が比較的小さいこと，および™）個人的な自主的組織お

よび多国間団体を通した，あるいは緊急事態への対応として供与される食

料援助の割合が増加したことの反映である（FAO, 1999）。

食糧援助規約（FAC）

食料援助の制度的基礎は，国際連合組織の枠外にある政府間機関である

国際穀物協定（IGA）に関連する食糧援助規約（FAC）が1967年に署名さ

れたことによって強化された。ロンドンにある国際穀物理事会が，当初か

ら同規約の主務機関と事務局を務めている。以後，FACは継続的に延長
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あるいは更新されており，1999年に発効した現行規約は，2002年６月30日

の予定失効期限を超えて延長されている。新たなFACの交渉が，WTOド

ーハ・ラウンドの締結を見越して，間もなく始まるかもしれない

（Hoddinott & Cohen, 2006）。

FACのもとでは，提供国は（小麦換算の）トン数で表示された最小限

水準の食料援助提供を約束する。この最小限水準は約400万トンと750万ト

ンの間で変動しており，現在は約500万トンに設定されている。FACのメ

ンバーは食料援助による貢献を約束する国に限定される。1999年，FAC

には23の署名国がある4。

1999年以来，人道的および開発援助政策に対する懸念への配慮が以前に

増して高まっている。FACの目的は次のとおりである：

¡ “予見可能な根拠のもとで利用可能である適切な水準の食料援助”

をすること。

¡ “提供する食料援助は，特に最弱者グループの貧困と飢餓の軽減を

目的とするもので，また，これら諸国の農業開発と矛盾しないもの

であることをメンバーが保証すること”を支援すること。

¡ “食料安全保障を支持する手段として提供される食料援助の影響，

効果および質”を最大限に生かすこと。

¡ “食料援助事業の全局面における，効率の向上および食料援助とそ

の他の政策手段とのより高い整合性を達成するため，食料援助関連

事項について，メンバー間の協力，協調および情報共有のための枠

組みを提供すること。”

当初の穀物重点に加えて，現行規約は豆類，根菜類，食用油，砂糖およ

び脱脂粉乳も含んでいる。規約は，メンバーに対して，食料援助を譲許条

件販売ではなく，無償で提供すること，また，食料援助を輸出促進と切り

離すことを奨励している。
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4 FAC署名国：アルゼンチン，オーストラリア，カナダ，日本，ノルウェー，スイス，
米国ならびに欧州連合（EU）とそのメンバー15カ国。



Hoddinott & Cohen（2006）はFACについての主な批判を検証し，４つ

の主な懸念を提示している。批判の主な焦点は，食料援助の最小限水準に

あった。近年，この最小限水準は，あまり意味があるとはいえないほど低

く設定されてきた。通常，国際社会では，この最小必要量を相当量上回っ

ている。約束は金額よりも量をベースにしているので，FACは，原則とし

て，食料援助が世界の穀物供給と価格の循環対策になるように適度に貢献

するべきである。この章の前半で見たとおり，食料援助供給は，世界の穀

物価格とは負の相関関係にあるので，このことは起こらない。Hoddinott

& Cohenが提起した最初の重要問題は，メンバーが約束を果たさなくて

も，重大な結果にならないということ。第２は，署名国によって提供され

る食料援助の有効性について，有意義な意見交換の場を提供する取り組み

や仕組みがないこと。第３に，署名国でない利害関係国（例えば，提供国

政府）が，FACの条件についての交渉および食料援助政策と運用に関す

る討議から排除されていること。第４に，FACの業務は透明性を欠いて

いること，であった。

世界貿易機関（WTO）

食料援助は，WTOのドーハ・ラウンド交渉の検討課題の中で最も難し

いものの１つである。その他多くの進展の遅い問題があるが，食料援助問

題の解決は，農業交渉全体の進展を図る上で転換点的重要性があるものと

考えられている。

食料援助に関する現行のWTO規律は，ウルグアイ・ラウンド農業合意

における輸出競争の柱のもとで1995年に発効し，食料援助が輸出補助金に

関する約束を回避するために利用されるのを防ぐことを目的としている。

さらに「後発開発途上国および食料純輸入開発途上国に及ぼす改革プログ

ラムの可能性のある負の効果に関わる手段についてのマラケシュ決定」

（これはウルグアイ・ラウンド合意の不可欠な部分である）は，農業改革

が，開発途上国，特に後発開発途上国および食料純輸入開発途上国のニー

ズを満たすことを支援するのに十分な水準の食料援助の入手可能性に悪影
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響を及ぼさない保証を求めた。

合意は，食料援助を商業輸出と結び付けないこと，食料援助取扱いはす

べてFAO余剰処理の原則および協議義務に従って実施されること，また，

このような援助は，可能な限り，無償または1986年のFACに劣らない譲

許条件により提供するものとすること，としている。原則として，これら

のFAO原則およびFACへの明瞭な言及は，これらがWTOの法的枠組みの

もとでのメンバー国の権利と義務の一部となったことを意味した。しか

し，これらの原則の堅持は，１つの理由として，WTOの法的枠組みの中

に部分的順守に相応する補償がないために，常に期待に沿うものとなって

いない。ドーハ開発課題（DDA）の交渉のもとで，WTOメンバーによる

食料援助に関する新しい強化された原則の検討が必要であると考えられた

のは，これらの理由による。

食料援助の人道的性格から，食料援助の維持と強化にはWTOメンバー

の全面的な支持があった。メンバーの何カ国かは，食料援助の提供には，

人道的配慮に欠けることがないように，最大限の弾力性が与えられるべき

であるとした。改革を求めた国々もあるが，同様の目的に動機づけられて

いた。彼らは食料援助がもたらす可能性のある世界市場および受領国の市

場に対する悪影響を最小化するように食料援助を規制することが，人道的

有効性を強化すると主張した。

2004年８月１日のWTO一般理事会決議の枠組み文書の中で，WTOメ

ンバー国は，食料援助の新たな規律の目的は商業的な置換を防ぐこと，

（合意されるべき）規律枠外の食料援助はその他の形態の輸出補助金と同

様に廃止すること，に合意した。2005年12月，香港特別行政区での第６回

閣僚会議において，閣僚らは，この約束を再確認し，2013年を“輸出補助

金を継続する逃げ道をなくすため，現物食料援助，通貨化および再輸出に

関する効果的な規律”を含む輸出補助金廃止の期日とすることに合意した

（WTO, 2005）。閣僚らは，適切な水準の食料援助を維持すること，およ

び食料援助受領国の利益を考慮するとした彼らの約束を再確認した。“緊

急事態処理の障害とならないことを保証するため”，真正な食料援助のた
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めの“セーフ・ボックス”が提供されるべきであるとされた。こうして緊

急食料援助と非緊急食料援助の間に明瞭な区別がなされた。

緊急事態に関して論議を呼ぶ主要な問題は，誰が現物食料援助はセー

フ・ボックスのもとで提供されるべきであるとするアピールを率先して出

せるのかということであった。メンバーの何カ国かが緊急事態の構成につ

いて明白な定義が必要であると主張した一方，大勢の見解は，危機の決定

と評価をするのに最適な立場にある関連の“多国間または国際的取扱い機

関”が，知見と基準に基づいて関係受領国と協調して発する訴えに基づく，

“多国間”の引き金という概念を支持するものであった。緊急対応におけ

る慈善団体および２国間の政府間取決めを含むその他の関係者の役割，お

よび緊急事態下の援助の期間についてもいくつかの意見の相違があった。

非緊急事態における現物食料援助の規律に関する問題はより難しかっ

た。１つの提案は，このタイプの援助を実施期間の末に完全廃止し，拘束

のない現金ベースの寄付金に置き換えるというものであった。別の見解

は，現物食料援助と通貨化は両者ともに，ある条件―すなわちその援助が

ニーズの評価に基づいていること，弱者グループと確認できる人々を対象

とするものであること，および特定の開発目的または栄養上の必要に応じ

て供給されるものであること―に沿うものであれば許容できる，としてい

る。

ドーハ交渉は2006年７月に中断したが，農業交渉の議長からの最近の報

告では，すべての食料援助取扱いに関するいくつかの一般原則について，

WTOメンバーの支持があったと示唆されている。すなわち，食料援助は

ニーズ主導であるべきで，追加的消費をもたらすものであること，完全無

償とすべきこと，農産物またはその他物資またはサービスの商業的輸出に

直接または間接にひも付きとなるものでないこと，提供国メンバーの市場

開発目的に結び付いていないこと，および関連する国連機関が始めた食料

援助取扱いの不可欠な一部で見られる緊急事態援助のような場合を除き，

再輸出しないこと，である。その他の合意された原則としては，食料援助

を供与する際，提供メンバー国は同一または代替産品の現地市場条件に十
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分配慮すべきこと，および，食料援助を，極力，現地または地域から調達

するよう奨励されること，がある（WTO, 2006）。

国際食料援助の管理の選択肢

WTOで討議されている規律は，受領国の食料安全保障目的を極めて真

剣に取り上げているようにみえるが，WTOは本来食料安全保障に関係し

ていない。食料援助の討議の参加者の中には，貿易紛争を最小化し，人道

的危機への対応の効果と適切さを最大化することにより，国際的貧困と飢

餓削減目標の達成に資するには，より効果的な国際食料援助の調整と管理

のメカニズムが必要であるとする者がいる（Konandreas, 2005；Barrett

& Maxwell, 2006；Clay, 2006；Hoddinott & Cohen, 2006）。

時を同じくして，人道主義者と開発専門家たちは，受領国における彼ら

の活動の結果について，一層の説明責任が必要であるとの認識を高めてい

る。NGOたちも人道的かつ開発手段でもある食料援助の効果の向上につ

いて多くの自発的な取り組みを行っている。こういった行動規範は任意の

ものではあるが，近年，相当な影響力を持ってきている（Hoddinott &

Cohen, 2006）。食料援助に関するCARE－USAの政策声明は，Box４に要

約されている。食料援助の企画に関するNGOの広範な連合組織である大

西洋横断食料援助政策対話も実質的な改革を要求している。FAOと市民

団体の仲介者である食料主権のための国際NGO/CSO企画委員会は，この

報告末尾の特別寄稿の中で国際食料援助システムの改革を求めている。

食料安全保障から見た食料援助

食料援助の企画および運営・管理とともに，食料援助および食料安全保

障の概念化の道筋が過去数年間に大きく進化した。食料安全保障とは，今

日，“すべての人々が，いつでも，十分な量の，栄養上適切で，安全な食

料に，その入手手段を失う不当な危険なしに，入手手段を持つこと”，と

広く理解されている（FAO, 2003a）。この定義には４つの特性が含まれて
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いる。すなわち，入手可能性，入手手段，利用能力および安定性である。

長い間，食料の入手（生産，商業輸入または食料援助を通じて）を保証

する食料安全保障の仕組みは，飢餓の防止に十分であるとみられてきた。

Sen氏の影響力ある著書『貧困と飢饉』（Poverty and famines, 1981）の

おかげで，今日，適切な場所，適切な時期に十分な食料が手に入ることが

食料安全保障の必要条件であると認識されているが，これだけでは十分で

はない。世帯および個人は，彼ら自身の生産，市場での購入または社会的

セーフティーネットを通した移転による食料の入手手段を持たなければな

らない。

最近の考え方は，食料安全保障の特性として，利用能力という概念を加

えている。このことは，食料の栄養素を吸収するという人体の生理的能力

に言及するもので，清潔な水，衛生および健康管理といった非食料投入が

食料安全保障において重要であることを強調するものである。最後に，安

定性は食料安全保障の不可欠な要素である。なぜなら，食料の入手可能

性，入手手段または利用能力の阻害は一時的であっても，後に深刻な長期

的影響をもたらすことがありうるからである。

食料不安はどのようなケースであれ，食料安全保障の１つあるいはそれ

以上の特性が損なわれる可能性がある。食料安全保障の回復を効果的に支

援するには，どの特性が脅かされているのか，また，なぜかについての理

解が必要である。食料への継続的な物理的，経済的入手手段を保証する一

連のメカニズムを検討しなければならない。このことは食料援助の提供と

いう領域をはるかに超える食料安全保障の評価を必要とする。

次節では，食料安全保障の改善を目的とする社会的セーフティーネット

という幅広い状況での食料援助を検討する。異なるタイプのセーフティー

ネットの概観と，セーフティーネットの設計と実施に当たって考慮すべき

特性のいくつかを検討する。

社会的保護，セーフティーネットおよび食料安全保障 5

社会的保護とは，貧しく弱い立場の，社会から疎外されたグループの経
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済的・社会的脆弱性の低減を全体の目的として，貧困者に所得その他の転

換財を提供し，弱者を生計崩壊の危険から保護するように設計した一連の

手段に関する幅の広い概念である（Devereaux & Sabates－Wheeler, 2004）。

これらの手段は，その提供者および資金提供のあり方という形式の程度に

応じて変化する。これらは，非公式（家族からの提供あるいは融資のよう

に）のこともあれば，公式（私的保険あるいは政府保証の社会保障制度の

ように）のこともある。公式の社会保護プログラムは，国内または国際的

な財源によって支えられ，政府，民間企業または慈善組織によって運営さ

れている。

社会的セーフティーネットとは，社会的保護の重要な部分であって，富

を再配分し，所得ショックから世帯を保護することにより，貧困と脆弱性

の減少を追求する現金または現物引き渡しのプログラムに関連するもので

ある（第７図）。食料セーフティーネットは，社会的セーフティーネット

の一部であり，食料消費の最小限の量を保証し，食料消費による打撃から

世帯を保護することを目的とする（FAO, 2004b）。同様に食料援助も多く
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社会的保護と危機管理

社会的セーフティーネット

食料セーフティーネット

食料援助

出典：WFP 2004年から加工．

第７図　脆弱性への対応：社会的保護における食料援助の役割

―――――――――――――

5 この節は，主としてFAO（2006bと2006c）およびBarrett（FAO, 2006d）の情報提
供に基づいている。



の食料セーフティーネットの１部である。

社会的セーフティーネットおよび食料セーフティーネットは，両者とも

に，世帯または個人の福利の定義および指標について少なからぬ差異はあ

るものの，最小限の栄養水準を含む最小限の福利を保証し，世帯が危険を

うまく処理することを助けようとしている。社会的セーフティーネット

は，通常，貧困指標を信頼し，一方，食料セーフティーネットは食料不安

により直結する指標（人体測定値，消費観測あるいは脆弱性基準のような）

を信頼している。

社会的セーフティーネットおよび食料セーフティーネットは，危機時に

食料を提供することよりも，はるかに幅の広い役割を果たしている。それ

らは生産財の保護または投資に利用可能な代替資源を提供する。これら

は，また，学校への出席および健康診断を条件として人材の育成に直結さ

せることもできる。

食料セーフティーネットを設計する鍵となる規準

食料セーフティーネットの考案，設計および実施に当たっては，多くの

基準が検討されなければならない：

¡ 食料不安の性質

¡ プログラムの目的

¡ 制度的能力および予算財源

¡ 政治，世論および政府と市民団体の役割

¡ 目標となる人々の意欲と選好性

¡ 目標設定のメカニズム

¡ 価格，労働および貿易への影響

食料セーフティーネットの設計に当たって，最初に考えるべき点は食料

不安の性質を理解することである。すなわち，食料不安なのは誰か，直接

の根本的原因は何か？　食料不安には，季節による供給変動，慢性的な貧

困と資産の欠如，世帯内分配の不平等および現地食料市場の機能性といっ

た多くの要因が関与しているであろう。危機状況での食料不安への対応
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は特に難しい（Box５および第５章）。適切な食料が手に入り，食料市場

が機能している地域での食料不安の存在は，購買力の問題であることがよ

く知られている。すなわち，食料不安は十分な食料を購入するに足る所得

を持っていないことに起因する。このような場合には，プログラムは所得

創出機会の改善あるいは現金ベースの転換財を提供することに焦点を置く

べきである。食料市場が十分に機能していない場合には，現地または地域

の食料不足が鍵となる基本問題であろうし，直接食料を提供する，または，

現地市場の機能を改善する手段を採用するプログラムが推奨されるであろ

う。

第２の重要な視点は，プログラムの目的の定義に関連するものである。

構造的または慢性的な食料不安の軽減を目的とするプログラムと，経過的

または危機的状況の打開を目標とするプログラムとでは，異なるタイプの

介入が必要である。この違いの詳細は，後述および後の章で取り上げる。

その他のプログラムの目的には，貧困者または女性への権限付与，あるい

は，子どもたちの栄養失調といった特殊なタイプの食料不安への取り組み

も含まれる。

食料セーフティーネットを設計するに当たっては，介入を実施する政府

または組織の能力を決定づける行政的，予算的資源を考慮しなければなら

ない。後発開発途上国の多くは，弱体な政府制度と人材の不足のために行

政能力が極めて限られている。そして，行政の限界が定められた介入の複

雑さの水準や到達範囲を束縛している。窮屈な予算は，与えられた転換財

の範囲と規模に関する選択範囲を非常に狭め，明らかにプログラムの設計

をしばる。

第４の検討事項は，行政および予算上の両方における責任配分の観点か

ら，政府と市民団体の異なるレベルによる相対的役割である。これは，一

部には，地方レベルにおける民主主義の欠如といった制度的欠点の修正ま

たは補償を望む気持ちとともに，その国の制度的な歴史にかかっている。

その国の政治と伝統が，どのような食料セーフティーネットが世論の見地

から受け入れやすいかを決定づけるであろう。
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プログラムの設計はまた，政策立案者による促進または阻止の動機づけ

および目標となる人々の選好性によっても左右される。潜在的受益者は，

経済的，社会的または文化的理由から，ある種のプログラムを好むかもし

れない。例えば，世帯は，各種ニーズを充足するうえでより弾力的である

ことから，現金を好むかもしれないし，その土着の地域社会は個人や世帯

レベルを対象とした手段に抵抗を示し，代わって地域社会密着型の手段を

好むかもしれない。現地の選好性を無視すれば，予定されている介入の効

果を低下させることになるであろう。

目標設定のメカニズムは慎重に検討しなければならない。大部分の介入

は，予算と公平性という理由から，特定の地域またはタイプの世帯を目標

にする。目標と目される人々に到達するために取られる方法論が，介入の

有効性および意図しない負の結果を招く危険性のほとんどを決定する。多

くの方法論が採用可能であり（Box６），その選択は，プログラムの目的と

設計，データ入手の可能性，実施機関の予算と業務能力にかかっている。

あるプログラムは，賃金が極めて低く，あるいは設定要件が高過ぎるため

に，最貧の世帯だけが参加するであろうと考えられ，「自己目標設定」と

みなされるものもある。このような「自己目標設定」方式にはその他の利

点や不利益がある。

特定の世帯に焦点を置くプログラムでは，通常，実際にプログラムの受

益者として１人の成人を選ぶ必要がある。受益者の選抜は，プログラムの

目的によるであろうが，大部分の現金および食料ベースの移換プログラム

では，その世帯で責任のある女性を優先している。この考えは，開発の世

界では慣例的な知恵となっているが，女性の所得消費態様は男性と異なる

という実証的証拠に基づいている。特に女性が，自分の稼ぎを栄養および

子どもの健康と教育に使う傾向があるのに対し，男性は収入をタバコとア

ルコールに当てるために自分の管理下に置きがちであるからである。所得

配分でのこれらの性差は，貧しい世帯では特に関連があるとみられている

（例えば，Haddad, Hoddinott & Alderman, 1997参照）。

終了規準はプログラムの目的によって決定されるべきである。しかし，
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個人や世帯をあるプログラムからはずすということは，政治的に慎重を期

すべきであり，技術的にも課題が多い。教育費に関連づけられた条件付現

金移換プログラムでは，子どもがある年齢に達したときには参加を終了さ

せるべきであるし，暫定的プログラムでは，世帯がもはや援助を必要とし

なくなった際には，世帯をプログラムからはずすべきである。この終了規

則は，米国やヨーロッパでは一般的であるが，中所得国の場合でさえも，

行政上の理由からは実行が非常に難しい。単純な期間制限が課せられるこ

ともしばしばである。いずれにせよ，低所得国では単純で透明な終了規準

が確立されるべきである。

食料セーフティーネットの選択，設計，実施および影響評価において評

価技術が果たすべき重要な役割については，近年，認識が高まっている。

評価手法は，介入開始後のプログラムの実施と効率の改善を可能にし，特

定の介入の費用効率と影響の証拠を提出し，また，政策部門内部または部

門間における介入の比較のための情報を提供する。評価手法は，ある介入

の動機づけ構造とプロセスへの非常に価値の高い洞察を提供し，また，そ

れ自体が政策設計ならびに農業および農村開発プロセスそのものの必須な

部分を形成している（FAO, 2003b）。

計画の選択肢

開発途上国における食料セーフティーネットの設計の選択肢には主要な

３つのタイプがある。現金ベース，食料の入手手段ベースおよび食料供給

ベースである。

現金ベースのプログラムは，受益世帯に対して，時にはこれらの世帯が

行う活動の見返りとして，現金支給を提供するものである。現金ベースプ

ログラムの第１のタイプは，現金支給に無条件あるいは順守要件のないも

のがある。このようなプログラムは，アフリカにおける慢性的貧困と食料

不安への対処手段として急速に支持を得ている。セーブ・ザ・チルドレ

ン・UK（Save the Children UK），ヘルプエイジ・インターナショナル

（HelpAge International）および開発研究機構（Institute of Development
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Studies）が，東部および南部アフリカの15カ国における無条件現金支給

プログラムの教訓を，国連児童基金（UNICEF）のためにレビューしてい

る（2005）。

第２タイプの現金ベースのセーフティーネットには，近年，ラテンアメ

リカ・カリブ海地域で一般的になってきている条件付き現金支給プログラ

ムがある。メキシコの「進歩（Progresa）」（後に「好機（Oportunidades）」

と改名された）プログラム（1996年から現在まで）は最も顕著な例である。

世帯は，ある種の行動，典型的には子どもの学校出席および健康診断を条

件として，現金を受け取る（FAO, 2003b）。第３のタイプは，働いて得る

現金で，世帯は公共事業プロジェクトで働いて支払いを受ける。1973年に

インドで導入されたマハラシュツラ雇用保障計画（MEGS）が１つの例で

ある（Subbarao, 2003）。

食料の入手手段に基づくプログラムは，食料不安世帯の食料獲得能力改

善を目的とする。これらのプログラムは，適切な食料が手に入れられる，

また，食料市場の機能は相当に良い，それによって需要の増加が食料価格

の実質的高騰をもたらすことはない，という前提に基づいている。食料の

入手手段を主体とするプログラムの１タイプは現金支給を伴っているが，

この現金は食料に消費されなければならない。１例は，「飢餓ゼロ

（Fome Zero）」と呼ばれる飢餓対策プログラムの中心的部分として2003年

２月に始まったブラジルの「食料憲章（Carta Alimentação）」である。世

帯は，その支給を食料品にのみ消費するよう制限され，これは世帯に支給

額に見合う領収証を提出させることで確認される（Presidencia da

Republica, 2003）。食料入手手段プログラムの第２のタイプは，食料配給

券を含むもので，多数の先進国およびスリランカを含む開発途上国で利用

されている（Castaneda, 1999；Rogers & Coates, 2002）。

食料供給に基づくプログラムは，食料または栄養補助食品を個人または

世帯に直接提供するものである。これらのプログラムのいくつかは，食料

市場が十分機能しておらず，需要の増加が大部分インフレにつながると

か，単純に食料が手に入らなくなるという想定に基づいている。これが直
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接食料援助または仕事のための食料（Food for work）プログラムのケー

スであり，世界食糧計画（WFP）が行う本来の食料セーフティーネットの

実施内容を構成しているものである。これらのプログラムの他のタイプ

は，世帯のメンバーの誰かが特に食料不安または栄養失調にある弱者であ

り，学校給食または食料補助食品プログラムのような特別な指向性を持っ

た食料介入を必要としているということを想定している。これらのタイプ

の介入は多くの開発途上国および先進国で採用されている。

多くの食料セーフティーネットは，これらの異なった選択肢の要素を集

めたものである。飢餓の原因が，地域，世帯または個人と多岐にわたり，

異種の対応を必要としている，飢餓の原因が世帯の中で複合化している，

１つのプログラムが多重の目的を持っている，といった場合には，複数の

選択肢を組み合わせることが適切である。例えば，ブラジルでは，より拡

大した「飢餓ゼロ」プログラムのもとで，上述の食料憲章に，農地改革お

よび小規模農家の支援を含む，より地域的または国家的プログラムとと

もに，例えば，成人教育，水槽提供と学校給食といったその他の自治体レ

ベルの現地開発主導策が付加されている。もう１つの例は，「進歩

（Progresa）」プログラムで，条件付現金支給を，妊産婦および授乳中の

母親と幼児に目標を定めた栄養補助食品と結び付けたものである。

現金，引換券または食料移転

食料セーフティーネットの設計に当たって，最も重要な決定事項の１つ

は，現金，引換券または食料のうち，どの形態で援助を提供するかである。

いずれもが効果的に世帯の所得を引き上げ，食料を獲得する能力を高め

る。しかし，これらのプログラムは，世帯の食料安全保障および現地市場

に対して異なる影響を持ちうる。

食料市場が相当よく機能し，食料の入手手段の欠落が飢餓の根本原因で

ある場合には，現金ベースの所得移転が適切である。前に検討したように，

この状況における供給曲線は，実際上，水平なので，需要の増加が食料価

格の実質的な高騰にはつながらない。こうして現金ベースの所得移転は，
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食料品のみならず，他の商品についても同様に現地の市場発展を促す。さ

らに無制限の現金移転は，貧しい世帯に，彼らが最も大切と考えるものへ

の投資と消費を可能にする。研究では，貧困層のうちの最貧層でさえも移

転所得の一部を自己就業あるいは農業生産活動に投資することを示してい

る（Peppiatt, Mitchell & Holzmann, 2001）。

食料スタンプ，引換券または制限つき現金支給のような食料入手手段方

式もまた，現地市場が機能し，食料の入手手段の欠如が飢餓の根本原因で

ある場合には適切である。この方法は，現地市場，主として食料品市場の

開発を促す。食料入手手段プログラムは，飢えている人々への食料提供に

は反対しにくいことから，政治的にもより無難であるという利点があるで

あろう。食料入手手段の移転は，プログラムが食料品への支出を余儀なく

させるように設計されているので，資源の“望ましくない”消費への転用

を減らすであろう。その行政的要件と取扱い費用は，食料供給措置のそれ

らよりも低いが，現金ベース手法の場合よりも大きくなる。他方，受領者

に対する非食料品への支出制限はまた，投資への支出制限にもなる。さら

に支出制限は，不正行為や食料スタンプを闇市で売却するといった好まし

くない行動に拍車をかけるかもしれない。

食料援助のような食料供給に基づく方法は，不十分な食料供給が飢餓の

根本原因である場合に最も適切であって，基本的に異なるものである。こ

の場合の現金は，食料が単純に手に入らない場合に市場が適切に機能せ

ず，一層悪化すると，単にインフレのきっかけとなるだけである。食料入

手手段プログラムと同様に，食料供給プログラムも無制限の現金支給より

は，往々にして政治的に受け入れられやすい。さらに食料を望ましくない

消費に転換することは困難である。重要なのは，食料援助がしばしば寄贈

であり，受領国政府には“無料”であることである。食料援助の負の側面

では，食料援助の利用可能性は，国家の展望からすれば最適とはいえない

選択に影響を及ぼすことになるかもしれない。さらに食料入手手段方式と

同様，物資による食料援助の提供は，受益者による投資や貯蓄の機会を制

限したり，不正行為や，援助として提供された食料を販売するといった好
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ましくない行動に拍車をかけるかもしれない。

米国の研究（Fraker, 1990）によれば，食料スタンプのような食料入手

手段の移転は，受益者は現金での受け取りを好むとしても，現金ベースの

移転よりも食料消費により大きな影響を持っているとしている。ラテンア

メリカ・カリブ海諸国における食料スタンプと現金支援を比較した研究

（Handa & Davis, 2006；Rawlings, 2004）では，国により異なった結果を

得ている。より貧しい人々は，より豊かな人たちよりも所得の限界消費性

向が高い（すなわち，彼らの所得が上昇すれば，消費を一層増加させる可

能性がある）ので，食料スタンプと現金ベースの移転の影響の差は，より

貧しい国および最貧世帯を対象にしたプログラムではおそらく，より小さ

くなるであろう。

いずれの移転においても，食料から非食料へのある程度の転換は生じる

であろう。食料スタンプを受け取る世帯は，彼らの現金所得からの食料購

入は少なくなるかもしれないし（２種の所得間の代用），あるいは食料ス

タンプの一部を現金に替えるために闇市場で値引きして販売するかもしれ

ない。現金を受け取る世帯は，もちろんその所得を好きなように使うこと

ができる。この両方の移転において，このような流用は長期的な食料安全

保障上，益にも害にもなるであろう。有益な転換としては，農機具，学校

用の衣服あるいは食料安全保障の長期的改善に役立つ他の物品の購入が含

まれるであろう。

栄養上の成果を裏づける食料援助

食料安全保障の入手可能性，入手手段および安定性という要素に加えて，

利用能力という検討すべきことがある。それは受領者が食料から栄養素を

吸収する能力に関するものである。この要素は，受領者の健康状態および

清潔な水や衛生施設といった補完的要素の利用可能性に関係する。健康状

態に問題を抱える人々の多くに，彼らの必要とする栄養素を供給するに

は，特別栄養強化食品が必要かもしれない。

食料援助の栄養効果を調査した研究は比較的少ない。Bezuneh &
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Deaton（1997）が，ケニアの「仕事のための食料（Food－for－Work：

FFW）」プログラム参加者の著しい栄養効果を報告した。Yamano，

Alderman & Christiaensen（2005）によるその他のエチオピアの農村研

究では，食料援助の受領者は，援助を受けなかった世帯に比べて，子ども

の栄養失調と発育障害が少ないことを見出した。彼らは“食料援助は，食

料援助受領社会共同体における子どもの初期成長を，干ばつその他による

所得に対する衝撃から守る点で確かに効果的である”と結論づけている。

対照的に，その他の研究では，各種の食料援助プログラムにおける著し

い肯定的な栄養効果を裏づける確証を見出すことはできなかった。FFW

プログラムは，短期的には食料不足世帯の栄養ニーズの充足に比較的成功

してきたが，長期的な食料安全保障を提供するほどには効果的でなかっ

た。FFWプログラムが支援する農村基盤整備プロジェクトは，短期と長

期の両方の食料安全保障目標に適切に対処できるような態勢にはなってい

ない（Clay, Pillai & Benson, 1998）。

Brown，Yohannes & Webb（1994）ならびにWebb & Kumar（1995）

それぞれのニジェールにおけるFFWの栄養効果に関する調査は，全参加

者における食料援助の全体的な肯定的な効果については確証がないとして

いる。彼らは，栄養状態とFFWプログラムへの参加には積極的な関係が

あるとはしているものの，データ的限界から因果関係を確認できなかっ

た。より最近，Quisumbing（2003）は，エチオピアの農村で小児栄養指

標によって測定された栄養状態に対する食料援助の影響を調査し，食料援

助は栄養の摂取に積極的効果を持っているが，その影響は子どもの性別と

食料援助の分配方式によって異なるとしている。参加世帯は無償配給所得

を女児の栄養に振り向ける傾向があり，一方，FFWの所得は相対的に男

児の栄養改善に大きく貢献している。

最後に，各種の補完的な給食プログラムは，受領者のカロリー摂取を向

上する手段としては効果があるが，栄養失調の解消には不十分である。カ

ロリー摂取量の増加以上に，食料援助の栄養成分の質が同じく重要であ

る。さらに，その他の要因が，十分とはいえないカロリー摂取と，栄養失
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調のさらなる蔓延を助長している。これらの要因には，伝染病に対する粗

末な措置，現地の食事の栄養バランスが悪いこと，および母子よりも成人

男子を優先するといった種々の社会的・文化的諸条件が含まれる。

結　論

食料援助政策とその実施は，近年，相当変化している。問題のある多く

の実施が継続しているが，受領者のニーズにより対応し，提供者の利益主

導をより減じている。緊急援助としては好ましい計画援助が減少している

ことは，援助の的をより絞った形態に移行していることを意味する。もっ

とも，事業援助の通貨化の利用は増大しており，通貨化援助は対象を定め

た援助ではないことから，この改善を一部相殺している。次章で論じるよ

うに，食料援助は，目標が適切に定められていない場合，生産者と商業市

場をより害しやすい。

食料援助のもう１つの重要な変化は，商品供与を現金で置き換え，現地

または近隣諸国で，より多くの食料の調達を可能にさせる提供者の数が増

えていることである。不幸なことに，提供国の中には自国内調達要件を現

地または地域調達要件と置き換えてしまう国があり，そのためにほとんど

の食料援助資源が，食料援助プログラムの弾力性と効率性の両者を減らす

ような方法で“ひも付き”のままである。現地および地域における調達が

現地市場に及ぼす効果は，次章で検証するが，効率という立場だけからす

ると，ひも付き化を要件にするべきではない。

国際的食料援助管理機構は1950年代初期から大いに発展してきたが，最

近数十年に浮上してきた食料安全保障，社会的保護およびセーフティーネ

ットへの深まる理解と歩調を合わせてはいない。提供者から最終受益者に

至る食料援助の連鎖全体に付随する既得利益と政治的配慮が食料援助の効

果的管理を阻害している。このような機能不全の主な犠牲者は，食料援助

が救済を想定している脆弱な人々である。

国際食料援助のより優れた統治とは，食料不足が慢性的に満たされてい
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ない最貧国，および，これら諸国の十分に識別された弱い立場の人々のグ

ループにプログラムの目標を当てるであろう。これが達成されている限

り，商業的置換の斟酌および国内生産意欲に対する阻害は起こりえない。

より優れた食料援助規律も移転の効率を高めるであろう。現物食料援助を

ひも付きでない現金資源と完全に置き換えることを期待するのは現実的で

はないであろうが，加工および船積み要件の緩和のように，現物供与の移

転効率を改良する道はある。

WTOメンバー諸国は，緊急対応における真の食料援助の役割を保護す

る必要性を認め，また，適当な水準の食料援助の確保を約束したようにみ

える。彼らは，緊急と緊急でない食料援助の明瞭な区別を確立したが，何

をもって緊急事態の始まりと継続期間を定義するのか？　食料援助は非緊

急事態でも正当化されるか？　誰が決めるのか？　といった重大な問題も

残っている。食料援助を管理する現行の国際メカニズムは，監視と人道的

危機への効率的かつ適切な対応という場面ですでに厳しい限界に達してい

る。新たな制度を作る時期にきているのか？

食料安全保障および社会的保護に関する最近の考えは，開発の観点から

は，現物による食料援助をより精査すべきものとしている。食料安全保障

を回復する効果的支援には，食料安全保障のどの要素に障害があるのか，

また，それは何故かについての理解が必要である。社会的保護と食料セー

フティーネットに関する新興組織の経験が，このような手段の設計と実施

のための重要な教訓を提供している。代替的な介入手段の評価にはさらな

る研究が必要であるが，条件つき，および，無条件の現金ベースのプログ

ラムが，食料安全保障の持続可能な改善を促進するための良い機会を提供

することはすでに明らかである。社会的セーフティーネットに，現金では

なく食料で援助を行うかどうかは，主に，食料が利用可能であるか，およ

び，市場が機能しているか否かによる。適切な食料が利用可能であり，市

場が合理的に機能している場合には，現物による食料援助は最も適切な方

策とはならない。
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Box１　食料援助の定義づけ

食料援助を定義する最初の試みは，1954年，FAO余剰処理協議小委

員会（CSSD）の発足にさかのぼる。CSSDは，概念の難しさからグル

ープが食料援助の定義づけに同意できなかったことを受けて，食料援助

とみなされるであろう取扱い品目のリスト―取扱い品目のカタログ，後

に取扱い品目の登録簿―を整備した。

本書で使用する定義は，食料援助の国際的性格を強調しており，“食

料援助は食料提供の形態による，または，そのための譲許的資源の国際

的調達である”（Barrett & Maxwell, 2005）という世界食糧計画によっ

て報告された文言と整合している。この定義は，食料援助を食料の形態

での，もしくは食料調達のための国際援助に限定している。これには，

提供国で調達した食料―しばしば“現物”，“直接”，または“ひも付き”

と称される―と，現地国内，地域または国際市場での食料購入のための

現金財源が含まれる。また，これには，受領国政府またはその他の実施

機関の無償または譲許条件付きで，ニーズのある世帯を“標的”とする

か，国内市場で再販売されるかを問わない食料による提供が含まれる。

これは食料安全保障に影響を及ぼす可能性のある援助のすべてのタイプ

を含むものでもなければ，国内資源に基づく国家食料安全保障プログラ

ムを含むものでもない。

食料援助の定義づけは，ともすれば容易な課題に思えるかもしれない

が，食料援助専門家でさえ合意に苦慮している。2003年のベルリンでの

会合で，専門家たちは次の拡大定義を導き出した（と言っても，一致に

は至らなかったが）：“食料援助とは，短期的または長期的に貧しい人々

の食料安全保障の改善を目的とし，国際的，国家的公共の，および（原

文のまま）私的財源により賄われたすべての食料援助介入であると理解

できる”（von Braun, 2003）。このベルリン定義には，食料および食料

安全保障目的のために食料とともに利用される非食料資源の国際的およ

び国内的な活動と流通のすべてが含まれる。そういう意味で，食料援助

のベルリンの定義は，一般に認められている定義“食料ベースの介入”



第Ⅰ部・第２章　論議の組み立て

─ 47 ─

により近いものである。これらには，食料配分，市場介入あるいは国家

的または国際的に供給される金融移転であって，それらが食料安全保障

の改善を意図するものが含まれる（Clay, 2005）。

Box２　ひも付き食料援助により失われる効率

国内調達のひもが付いた食料援助は，援助取扱いに著しい効率費用を

課する議論の多い慣行である。大方のひも付き食料援助は，提供国から

受領国への直接引き渡しからなっているが，食料の三角（第３国での食

料調達）または現地調達も，場合によりひも付き援助の体をなすことが

ある。これらの場合には，調達機関は最も効率的かつ適切な供給源の利

用を妨げられることがある。

国によっては，特に米国のケースが知られているが，調達の大部分を

提供国で行うことを食料援助活動の要件とする法令あるいは規制があ

る。さらに，米国には，商品の50％は船積み前に加工，包装されること

（付加価値），また，USAIDの管理する食料援助の75％およびUSDA管

理の50％は，米国で登録された“国旗船”による輸送を条件とする法令

もある。Barrett & Maxwell（2005）は，各種のひも付き条件の結果，

米国食料援助予算全体のおおよそ半分が国内の加工および船会社に握ら

れていると推定している（米国の農業者は，通常，食料援助は国内価格

に影響するにはあまりに少量なため，利益を得られない）。

OECD（2006）＊は，食料援助全体の60～65％が，何らかのひも付きで

あると推定している。彼らの計算では，商業輸入への融資に代わるひも

付き食料援助提供にかかる全体的な非効率コストは少なくとも30％にな

る。提供国から食料援助を直接輸送するコストは，平均して現地での食

料調達よりもほぼ50％高く，地域での調達よりも33％高い。これらは，

商業輸入の際に支払われたかもしれない最高の価格を基準として計算さ

れたものなので，控えめな推定である。さらに，食料援助の配送を組織



世界食料農業白書 2006年

─ 48 ─

Box３ 余剰処理から食料支援への食料援助の進化

FAOは，1954年，人道的ニーズに向けて食料援助を適切に利用する

何らかの創造的方法を開拓するべく余剰処理についての重要な研究を実

施した。これは食料援助が，その後の食料安全保障の役割へと概念的進

化を遂げる最初の大きな第１歩であった（FAO, 1954）。この研究は概

念と制度の両面で大きな意味合いを持った。これは，余剰食料を，労働

のための食料プロジェクト，食料安定目的，最弱者ターゲット・グルー

プに対する特別給食プログラム，および消費補助のための政府プログラ

ムの支援に役立てるという新しいアイデアを打ち出した。

タイミングと意義において密接に関連したFAOのもう１つの研究が

あり（1955），これは経済発展に食料援助がなしうる貢献に関するもので

あった。福祉のための食料支援と一般的な開発支援プログラムの間に，

初めて明確な区別が行われた。この研究は，国際収支および予算支援を

するための相当な取扱いコストがこれらの計算には見込まれていない。

OECD（2006）＊の研究は，食料援助の最も効率的な形態は，受領国ま

たは地域内で弾力的に入手できる長期あるいは継続的な救援作戦を目的

としたものであると主張している。直接食料援助は，これに代わる商業

輸入あるいは現地および地域での購入よりもほとんど常に高コストであ

る。現地購入および第３国での購入の相対的効率は，ひも付きでないこ

とによる利益は，単に中位所得農業輸出国に流れ込むのではなく，多く

の低所得開発途上国の農業開発に役立つものであることを示唆してい

る。

――――――――――――
＊ PDF版でこの文献に差し替えられた（編集事務局注）。

OECD（Organisation for Economic Co-operation and Development）. The 

development effectiveness of food aid: does tying matter? Paris.
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含む経済開発資金の追加資本としての食料援助の役割を強調した。

CSSDは，1959年，“協議機構と手続きおよびFAO余剰処理原則の運

営と妥当性”（FAO, 1959）という報告を提出した。1960年代の初期に

いくつかの国々が基本食料の純輸出国となったことで，食料援助の管理

に緊張が加わり，“余剰農産物に対する意識の変化”に関するCSSDの特

別グループが作られた。その報告では，“近商業的（near-commercial）”

と“付加商業的（extra-commercial）”取引（FAO, 1963）の範囲と性

質の新たな展開を指摘し，追って２年後には，商業的特徴を持つ譲許的

取扱いと譲許的な要素を有する商業的取扱い（FAO, 1965）から派生す

る展開と問題についての“灰色領域に関するパネル報告”が続いた。

その間，1962年のFAOと国連の共同後援による世界食糧計画（WFP）

の設立は，多国間食料援助の端緒を開いた。また，1974年の世界食料会

議（UN, 1975）の決定と勧告は，食料援助の進化におけるもう１つの大

きな１歩を記した。特に，この会議は，食料援助政策とプログラムに関

するWFP委員会（CFA）と世界食料安全保障に関するFAO委員会（CFS）

を設立した。これら両委員会は，弱い立場の国における食料安全保障お

よび経済開発の支援に食料援助を利用するという革新的な手法を奨励し

た。

さらに世界食料会議は，すべての提供国が食料援助の将来計画と全世

界的な食料援助目標を穀物1,000万トンとする基本的方向を受け入れる

よう勧告した。さらに，同会議は，WFPを通す食料援助の割合，２国

間食料援助プログラムにおける無償部分，および開発途上国からの商品

購入に利用可能な現金財源を増やす必要性を示唆した。会議は，国際的

な食料緊急必要量の増加に備えて，WFPの緊急事態における迅速な支

援を提供する能力を強化するための措置を取るよう勧告した。後者の勧

告は，1975年９月の国連総会での国際緊急食料備蓄（IEFR）の創設に

つながった。
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Box４ CARE－USA（訳注）の食料援助政策白書

CARE－USAは，2005年の食料援助政策と運営実績をレビューし，こ

の組織の目標と意義との整合性をより確かにするため，いくつかの修正

を行った。CARE－USAは，長い間，食料分配プログラムと連携し，食

料援助は，正しく運営されれば，脆弱性と食料不安を軽減する世界戦略

の重要な構成要素の１つであると信じ続けている。しかし，最近の分析

によると，ある状況下では，食料援助は現地の生産および市場に害をな

し，長期的な食料安全保障を危うくすることがありうることが示されて

いる。CARE－USAが食料援助を行う目的は，生命を救い，生計を保護

し，脆弱性を減らし，また，貧困の根底にある原因に立ち向かい，と同

時にいかなる有害な副作用の可能性をも最小限にしようとするものであ

る。政策レビューはCAREの４つの具体的な政策を決めた：

¡ 通貨化（人道的プログラム用の現金を創出するための援助食料の

販売）：CARE－USAは，通貨化が，妥当な管理コストを伴って慢

性的な食料不安と脆弱性の根本的原因に対応し，かつ，市場また

は現地生産に悪影響をもたらさないことが明瞭に示されるような

場合を除いて，2009年９月までに通貨化を段階的に削減する。

CAREは，通貨化される食料が弱者に届き，限られた購買力の貧

しい人々に効果的な目標を設定していることが確実である場合に

のみ，通貨化を行うものとする。CAREは，この決定に当たって，

３つの理由を挙げる：（¡）その実施には集中的な管理が必要で

あり，法律的および財務的リスクを伴っていること；（™）食料

安全保障プログラムへの資金提供手段としては経済的に非効率で

あること；および（£）商品の現地市場での公開販売は，不可避

的に商業的置換を引き起こし，交易業者および現地農業者に損害

を与え，長期の食料安全保障を危うくすること。

¡ 現地および地域における購買：CARE－USAは，食料安全保障プ

ログラム用食料供給の現地および地域での購入を支持している

――――――――――――

（訳注：国際協力NGOの米国支部）



第Ⅰ部・第２章　論議の組み立て

─ 51 ─

が，その執行は複雑であり，またリスクを伴うことがあることも

認めている。現地および地域における購買を正当化する２大理由

は：（¡）食料援助を提供国内の調達に“ひも付き”にすること

で生じるコスト，遅延および市場混乱の減少；および（™）購買

が行われる諸国の小規模農家に経済的好機を提供するとともに，

調達の弾力性を高めること。現地および地域の購買は，適切な管

理が行われない場合，現地市場の農産物価格を上昇させ，害とな

ることがある。

¡ USDA（米国農務省）特別プログラム：CARE－USAは，「食料援

助のための連帯（Coalition for Food Aid）」の声明を支持する。

すなわち“食料援助は，特定の提供国が不公正な商業上の利益を

確保するために使われるべきではなく，また，現地の生産および

市場の意欲を低下させるものでないこと”。CAREは，USDAの

２つのプログラム，すなわちTitle 1（譲許的販売）およびSection

416b（余剰処理）は，その姿勢と整合せず，したがって，これら

のプログラムへの参画は段階的に止めるべきであると考えてい

る。USDAの第３のプログラム，「進歩のための食料」で提供さ

れる食料援助の一部は，Title 1およびSection 416bに由来してお

り，その多くは通貨化されている。したがって，CARE－USAは

これへの参画も同様に段階的に廃止する。

¡ 国際貿易，農産物補助金および食料援助：CARE－USAは，特に

自由化が，食料援助方式の改革や，それが最も必要な正にその時

にセーフティーネットが廃止される可能性につながる場合，どの

ように貧しい人々が貿易自由化による影響を受けやすいかを理解

するための能力を高めていく。CARE－USAは，その姉妹機関と

ともに，提供者およびその他の利害関係者が，貧困と食料不安の

根本的原因に対応するための重要な手段としての食料援助の全体

的な効率を引き上げる努力を約束する。

――――――――――――
出典：CARE－USA, 2005．
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Box５ 危機的状況における食料不安

危機的状況は，食料安全保障介入の設計と実施において特別な課題を

提示する。介入は，具体的な危機状況と食料安全保障を脅かす根底にあ

る経緯の理解に基づく必要がある。

“食料安全保障の危機”の１つは，極度の食料不安にある時，すなわ

ち，主な危険が，ことによると飢饉に至らしめるほどに，食料の入手手

段が広範に失われている時である。Walker（1989, p.66）は，飢饉は

“最弱者を，もはや生計を維持できないほどに急速に困窮させる原因と

なる社会経済的プロセス”であると定義する。この定義が強調する点は，

食料安全保障と生計の密接な関係および食料危機の動的性質にある。

しかし，それでもなお食料安全保障の危機は，常に単なる一過性の現

象として扱われ（実際，これが数年続いてさえも），その引き金となっ

た衝撃と，食料消費の容認可能な水準への回復に必要な当面の対策に主

な焦点が当てられるだけである。危機につながる基本的メカニズムはい

つも問題とされない。

危機は多様であっても，幅広く見れば，そのインパクトはよく似てい

る。危機の状況は３つの大まかなタイプに識別できる。すなわち，突発

的な発生，緩やかな発生，および，複合的または長期化する緊急事態で

ある。これらのカテゴリーは，決して，包括的なものでも，互いに矛盾

するものでもない。というより，これらは，ある介入の成功が危機的状

況の十分な理解とこの種の認識を対応に取り入れた結果であるというこ

とを明示するのに役立つ。そうしなければ，食料安全保障危機を長引か

せることになる。

突発的な食料危機は，しばしば洪水やハリケーンといった気候災害が

引き金となる自然災害に伴って起こる。打撃の性質が偶発的なものであ

れば，政府も民間団体も資源を動員し，食料，水および避難施設といっ

た基本的需要への対応には通常十分な余力がある。問題は，人的，社会

的および物的資本投資を通じて長期の食料安全保障を促進するための方

策が危機的状況の中で矮小化し，そのために一過性の食料不安が慢性の
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ものになるという事実にある。

緩やかに始まる食料不安の危機は，慢性的に食料不安にある人々が，

干ばつ，HIV/AIDS，粗末な行政や政策，土地と水資源の劣化，社会

的・政治的疎外化あるいはその他の周期的または永続的な外的ショック

に直面している場合に起こる。徐々に進行する危機は，適切な対応の設

計と実施により多くの機会を与えるかもしれないが，資源の度重なる流

失と国の対応能力を低下させるという巨視的効果をもたらすことがあ

る。これらの打撃が広範，かつ厳しくなり，統治の構造がそれを阻止で

きないほど脆弱であると，この状況は長期的危機の性格を帯びることに

なる。

長引く，または複合的な危機は，食料の入手可能性，入手手段，利用

能力と安定性を保証するという人々のための手段を劣化，制約あるいは

完全に崩壊することで，食料不安を助長する可能性を持っている。紛争

は，食料安全保障を高めるために必要な経済活動を阻害する不確実性を

生み，経済活動そのものが紛争の焦点となる。幅広い統治制度への関与

や破壊―特に国の制度のそれら―は，国レベルの影響を及ぼす。対応の

選択肢は，長引く危機の性格と，食料安全保障を形成するプロセス（社

会的，政治的，経済的および環境的）に関して必要な，幅広い，長期的

な分析を阻む「人道主義的発展」という分水点の両者によって制約され

る。

第５章では再びこのテーマに戻るが，手短に，危機における適切な介

入の設計と実施に当たって含めるべき４つの要素を挙げる：（¡）危機

の動態的性格が，食料安全保障の４つの要素に個別，または，全体とし

て，長期にわたってどのように影響するのか；（™）社会政治的および

経済的状況は食料安全保障にどのように影響するのか；（£）危機の性

格は，効果的な政策設計と実施のための制度的，統治的取り組みにどの

ように影響を及ぼすか；および（¢）短期的な結果は，食料安全保障の

長期目的にどのように影響するか。

――――――――――――
出典：Flores, Khwaja & White, 2005．
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Box６ 目　標　設　定

目標設定とは，援助が，それを必要とするすべての人々にのみ到達す

ることを保証するための取り組みを指している。目標設定には多くの異

なるメカニズムがあり，政策立案者は，それぞれのメカニズムがどのよ

うに効果的であるのかを知らなければならない。残念なことに援助を渡

す貧困者の目標を設定する方法で，通常使用されているもののどれが最

善であるかについてはコンセンサスが得られていない。Coady, Grosh

& Hoddinott（2004）によるメタ分析は，48カ国122のプログラムにつ

いて総合的なデータベースを構築した。この研究は，目標設定手法の利

用，比較プログラムの実績および方法と結果における相関関係を調べる

回帰分析の統計的概要についての情報を提供している。最も一般的な目

標設定方法は次のとおり：

¡ 個人/世帯評価

―　手段評価：職員が，直接，応募者のプログラム適格性を評価す

る。

―　代理手段評価：容易に観察できるいくつかの性質に基づいて各

世帯ごとに計算する“得点”によるもの。

―　地域社会目標設定：地域社会の指導者またはメンバーのグルー

プが，地域社会の誰が受益するかを決定する。

¡ カテゴリーによる目標設定

―　地理的：受益適格性は住居の場所によって決定する。

―　人口学的：年齢，性別またはその他の人口学的特性によって適

格性を決定する。

¡ 自己目標設定：プログラムまたはサービスは，全員に公開されて

いるが，そのうち貧しい人たちが貧しくない人たちよりもはるか

に多数参加するように設計されたもの

この研究は５つの幅広い結論を出している：

１．目標設定が有効である。中間的プログラムでは，無作為の分配によ

るよりも４分の１以上多い資源を貧困者に提供した。最も影響のあ
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った10のプログラムでは，利益の１人当たり分け前の２から４倍が

貧困者に渡った。発展段階別分配は，あらゆる国別設定条件のもと

で，著しく異なる所得水準およびほとんどのタイプのプログラムに

おいて可能であった。

２．目標設定は常に有効に働くとは限らない。中央値の実績は良いが，

全体の４分の１のケースで目標設定が後退した。労働要件に基づい

た自己目標設定の例を除く，検討したすべての方法において，少な

くとも１例の後退プログラムがあった。

３．プログラムのすべてのタイプまたはすべての国の状況で，明らかに

好まれる方法はない。目標設定実績におけるばらつきの80％は目標

設定の方法内の差異によるもので，20％だけが方法を超えた差異に

よるものである。

４．異なるメカニズムのゆるい格付けが可能であった。手段評価，地理

的目標設定および労働要件に基づく自己選択方式での介入は，より

多くの利益が２つの最貧５分位数に向かうことにつながる。代理手

段評価，地域社会ベースの個人の選抜および子どもの人口統計学的

目標設定は，平均的には良い結果を出しているが，かなりのばらつ

きがある。高齢者の人口統計学的目標設定および消費に基づく自己

選択は，良い目標設定とするには限界があった。

５．実施内容は結果に大きく影響する。ばらつきの全部ではないが，あ

る部分は，国の事情で説明できた。目標設定の実績は，国の所得水

準，所得不均等の程度，および政府がその活動についての説明責任

を求められる度合いにより向上した。概して，より多くの目標設定

方式を採用することで，より適切な目標設定をもたらした。後退場

面には見受けられない要素（プログラムの設計と実施における想像

力と活力）が，目標設定の成功の度合いの多くを説明した。このよ

うに，目標設定方式の設計と実施には大きな改善の可能性が残され

ている。

――――――――――――
出典：Coady, Grosh & Hoddinott, 2004．
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第３章　食料援助をめぐる経済論争 6

極端な飢餓に苦しむ人々に対する援助の提供は道徳的な要請であること

に議論の余地はないが，多くの用心深い人々が食料援助の有効性に疑問を

投げかけている。実際に，一部の人々はこのような援助が飢餓と貧困の持

続的な削減に長期的には実のところ逆効果なのではないかと問うている。

懸念の多くは，他の政策的介入と同様，食料援助計画の最終的な効果が

必ずしも期待通りではないことから生まれる。予想外の結果という考え方

は経済学では基本である。この基礎概念は，ある実施主体―企業，政府，

NGO等―の行動が，彼らが彼らの行動を変えることを含めて，他者が直

面している誘因や制約を変えることである。

しかし，予期せざる結果は好ましいものでもありうる。アダム・スミス

の“見えざる手”の例を借りれば，自分自身の利益のための個人的行動

（例えば，生活費を稼ぐためにパンを焼き，それを売る）が社会全体にと

って有益な結果（例えば，十分なパンが市場に供給される）を生み出す。

もっと一般的に言えば，人々は当初の介入によってもたらされた反応が予

想された利益よりも減少したり打ち消されたりすると，否定的な意味での

予期せざる結果と考える。

食料援助は世帯や地域あるいは国レベルで多くの否定的影響があるかも

しれない。しかし，最も一般的な問題は次の３つである：（¡）食料援助

が“依存性”を生み出すかどうか；（™）それが現地市場や農業成長を不

安定にするかどうか；および（£）それが商業取引のパターンを攪乱する

かどうか。

食料援助をめぐる論議でしばしば見過ごされる重要な点は，すべての食
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6 この章は，主にBarrett（FAO, 2006e）およびAwokuse（FAO, 2006f）に基づいて
いる。



料援助が同じではないということである。実証的研究によれば，食料援助

の影響は「それがどのように運用されるか（現地市場で販売されるのか，

直接受益者に配給されるのか，あるいは労働や就学のために給付されるの

か）」，「援助を必要とする個人やグループをどれくらい効果的に，また即

時に見付け出し，目標を設定するか。それが現地，地域，供与国のいずれ

で調達されるか」，「それが他の補完的資源を伴っているか」に極めて左右

される。

見過ごされがちなもう１つの点は，前の章で強調したように，食料援助

は近年大きく変わってきていることである。食料援助の否定的な効果を記

した報告の多くは（例えば，Lappe & Collin 1977；Jean-Baptiste, 1979；

Jackson & Eade, 1982），食料援助が主として計画援助から成り立ってい

た初期の時代についてのものであり，当時は援助は受入国政府に供与され，

援助を必要とする人々をあまり，あるいはまったく目標とせずに，現地市

場で販売されていた。その後，食料援助の時期と目標設定について大きく

進歩して以来，現在では，多分，初期の数十年に比べてそれほど否定的な

結果はまれになり，また深刻ではなくなっている。それでもなお，すべて

の食料援助の約４分の１で目標が定められておらず，目標設定と時期は依

然として大きな課題である。

この章では，最初に食料援助の持つ潜在的効果を理解するための概念的

枠組みを提起する。次いで，食料援助をめぐる３つの主要な論議とこれに

関連したいくつかの問題に関する経済学的論文を検討する。最後に，否定

的な結果をもたらす危険性を最小化するためのいくつかの一般的ガイドラ

インを示して結論とする。

生計と食料援助

食料援助からどのような好ましい，あるいは負の効果が生じるのかを追

跡するためには，概念的枠組みを認識しておくことが役に立つ。１つの手

法は，彼らがその生計を構築するために戦略的かつ機動的動員する一連の
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資産は世帯が管理している，という考え方から始めることである。

これらの資産あるいは遺贈財産には，物的資本（農機具，家畜），自然

資本（所有地あるいは借地，共有資源の利用権），人的資本（知識，技術

および健康），金融資本（手持ちの現金，銀行口座，送金），および社会資

本（家族や地域のネットワーク，調整や協同に役立つ社会的規範や信頼関

係）がある。多くの貧困世帯にとって最も重要な資産は彼らの労働力―世

帯の構成員が働いて所得を生み出す身体的能力―である。

世帯はその資産を，農業生産，賃金雇用（現地で働く場合と他の場所へ

出稼ぎに行き，送金する場合の両方を含む），および農業以外の活動を含

む多くの活動に割り振る。彼らは，様々な活動の現在と将来の報酬，これ

ら報酬の変動性，それらが共にまたは別々に動く範囲についての認識に基

づいてこれらの配分を行う。これらの活動はすべて現物か金銭での所得を

生み，それらが合算されて世帯の家計を構成する。加えて，世帯は，他の

世帯，NGOや政府からの移転を通じて所得を得るかもしれない。食料援

助は世帯が所得移転を受け取る１つの形態である。

このことを心に留めて，極めて一般的なレベルにおいて食料援助がもた

らす可能性のある影響を表した第８図（Lentz, Barrett & Hoddinott, 2005
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食料援助

民間保証による
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の増大

財政ひっ迫の緩和
と貿易の流れへの

影響

価格変化と
誘因の変更

移転効果
所得（あるいは食料供給）の増大

保険効果
補償的流れへの期待

危機後 危機前

第８図　食料援助の経済的効果



より作成）を検討しよう。それによれば，食料援助の流れは大きく分けて

２種類の影響，すなわちその流れに先立つ保険効果と流れの後での移転効

果を生み出しうる。両方の効果は世帯の行動を（例えば，誘因の変化によ

り）変化させうるし，その世帯にとっても社会全体にとっても好ましい，

あるいは好ましからざる効果を生み出すかもしれない。

もし，世帯が危機発生の際に，食料援助あるいはその他の緊急支援を得

られると期待するならば，これは一種の保険を彼らに提供することになる

であろう。それは他の公式・非公式の保険的手段（例えば，私的保険，送

金，世帯における労働の交換，政府の救援活動）と置き換わり，危機発生

時に個人が外部からの援助なしに立ち向かう力を弱めるであろう。援助へ

の期待は過度のリスク負担を生み出す。例えば，政府が洪水保険や災害救

援の補助を行えば，人々は低地のハリケーン常習沿岸地帯に家を建てるよ

うになる。このような作用は“モラルハザード（道徳的危険）”と呼ばれ

ている（Box７）。

モラルハザードは，一般に，食料援助の予期せざる負の効果の１つと考

えられており，そのような状況下では人々の不利な衝撃に対する脆弱さが

増大する。しかし，貧困のわなに関する最近の論文によれば，貧困者はし

ばしば過剰にリスクを嫌うことが強調されている。彼らはリスクに対して

過剰なまでに慎重に対処するため，低リスク・低報酬の家計戦略を選ぶこ

とになり，そのために慢性的な貧困と脆弱さの中に取り残される，として

いる。これらの世帯に保険を提供すること―どんな形であれ―は，より大

きなリスク容認型の行動を促し，自立への長期的戦略として望ましい

（Dercon, 2004；Carter & Barrett, 2006）。

危機の後では，食料または現金での援助提供は受領者に対する所得移転

（現金または現物での）の一部となる。その結果，現地の食料需要は増大

する。食料援助が現物で提供された場合も，食料の供給を増加させる。現

物による食料援助は一般に，需要よりも供給のより大幅な増加をもたら

す。なぜなら，食料に対する需要は所得よりもよりゆるやかに増加するか

らである。7
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これには２つの潜在的な効果がある。第１に，それは現地の食料品価格

に若干の引き下げ圧力を及ぼすであろう。特に，現地市場がより広域の全

国市場や世界市場に適切に統合されていないと，これは著しい。第２に，

食料援助は一般に，国内外の供給者からの商業的購入を置き換える。通

常，価格低下や市場代替効果は意図されたものではないが，その１つまた

は両方の結果を避けることは実質的に不可能である。

食料援助は，物資が海外から持ち込まれない場合でも，市場に影響す

る。援助が現地調達のために現金の形で提供された場合でも（Box10参

照），あるいは現金が直接受領者に渡される場合でも，それは現地の食料

需要を増加させる。これは国内からであれ海外からであれ商業的買い付け

を促進し，現地価格を上昇させうる。この効果は時に予想されるものであ

り，現地または地域での買い付けは商業的販路の確立を助けるという理由

でしばしば正当化されている。

しかし，現地調達が食料価格を高騰させ，それが食料援助の配布から恩

恵を受けられない純買い手である貧困者を傷つけるとすれば，そのような

結果もまた予期できなかったであろう。現地で取引される食料の価格や数

量の変動は，好ましい予想通りの効果と好ましからざる予期せぬ効果の両

方を持っているであろう。実際，食料援助計画から好ましい効果だけを得

ることは事実上不可能である。

食料援助は“依存性”を生み出すか？

食料援助の潜在的な負の効果の多くは，一般的に“依存性”というくく

りのもとにひとまとめにされている。このような効果は，世帯，地域社会，
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7 これは，所得が増えると食料に支出する所得は減少するというエンゲルの法則の基
本的な論理によるものである。経済学の専門用語で言えば，食料消費の限界性向は
１より小さく，所得が上昇すると低下する。貧困国の世帯がしばしば所得の50％以
上をも食料に支出するのに，より富裕な諸国の世帯は一般に15％以下しか振り向け
ないという事実は，エンゲルの法則の明示である。



あるいは国レベルで生じうる。依存性は，目の前のニーズに応えるための

介入が受領者の将来的なニーズを満たす能力を引き下げる場合に発生する

といわれている。これは，食料援助の供与が自立的行動（例えば，作物の

栽培あるいは仕事の獲得，地域の共同資産の維持あるいは適切な行政改革

の発動）への意欲阻害要因を生み出す場合に起こる。

保険効果は，彼らが食料援助が必要な時に入手可能であることをそれな

りに確信する場合にのみ人々の行動を変化させうる，という論議を思い出

すことが重要である。最近の実証的研究によれば，被害を受けやすい国々

の大部分の世帯は，誰が食料援助の対象であるのか，世帯当たりの援助量

がどのように決められるのか，をともに理解されておらず，したがって食

料援助は危機に対する信頼できる保険を提供できていない，としている

（Bennett, 2001；Harvey & Lind, 2005）。

さらにいくつかの研究によれば，世帯が受け取る食料援助の量は，通

常，それに対する依存を促すにはあまりに少ない（Barrett & Maxwell,

2005；Little, 2005；Lentz & Barrett, 2005）。Little（2005）は引き渡しの

量が少なく，時期が不規則なので，エチオピアの人々は食料援助に頼るこ

とが難しい，と主張している。それゆえ，食料援助の受け取りを期待して

彼らが行動を変えることはない。

食料援助は人々を怠惰にするか？

おそらく食料援助についての最も誤解に満ちた批判は，それが人々に自

分の農場やその他の仕事場で働く気を失わせ，海外援助への依存心を増大

させるというものである。経済学の理論は，食料援助による移転は所得の

１形態であるために，労働供給に悪影響をもたらすかもしれないと示唆し

ている。所得が上昇すると，勤勉な人々でさえ余暇をより優先させるよう

になる，という単純な理由から，人々は労働を減らす傾向にある

（Kanbur, Keen & Tuomala, 1994）。どのような所得移転も―食料の形であ

ろうとなかろうと―他の条件が一定であれば受領者の労働意欲を低下させ

る。問題はこの影響がどれくらい深刻かということである。
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実証的な証拠によれば，人々が豊かになればなるほど労働供給は所得の

変化に敏感になる。言い換えれば，豊かな人々は貧しい人々よりも所得移

転に応じて労働を減らす傾向にある。より豊かな受益者を含む食料援助計

画は，移転を食料消費の増大に振り向けるのではなく，余暇に振り向ける

力と意志を最も持っている人々に利益を供与することで，労働意欲を阻害

する効果を大きくしている。

多くの場合，食料援助が労働意欲の阻害を引き起こしているという報告

は，因果関係というよりは，食料援助と貧困が同時に存在していることに

基づいているようである。この因果関係と相関関係の違いは重大である。

Hoddinott（2003, ｐ.2）はこう論じている。

主張されているような［労働］の意欲を阻害する効果は…食料援助の受け取り

とその世帯の特性が相関関係にないという仮定を基にしている。これは説得力の

ある仮定である。もしも食料援助が，より貧しい村落に…あるいは労働報酬が減

るようなショックを受けた村落に届くとすれば，主張されているような意欲阻害

効果は単にこれら他の性格の影響を捉えているに過ぎない。

仕事のための食料（FFW）計画が受領者自身の農場や企業での労働よ

りも相対的に魅力がある場合には，FFWは直ちに支払われるため，ある

いは世帯がFFW計画による現金供与のほうが自身の労働報酬よりも高そ

うだと考えた場合，のいずれの理由であっても，やや違った種類の労働阻

害が生じる可能性がある。この場合には，食料援助をベースとする計画は，

現地の民間生産から生産的投入財を吸い上げてしまう。

理論的には，タイミングの悪さや一般的な市場賃金水準を上回るFFW

の賃金は労働を現地の民間利用から転換させてしまう可能性があり，これ

は，特に，FFWによる労働義務が生産サイクルの大切な時期に世帯自身

の家業に向ける労働を減らす場合に起こりやすい（Jackson & Eade,

1982；Grassroots International, 1997；Lappe & Collin, 1977；Molla，

1990；Salibury, 1992）。極度の食料不安にある受領者にとって，FFW計
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画への参加は，今日絶対に必要な食料をもたらすが，将来の生産性への労

働投資を阻害するであろう。これは，積極的な短期的介入が否定的な長期

的結果を伴う古典的な事例である。

食料援助の労働供給に対する阻害効果は，食料援助がそれを必要とする

受領者を適切に目指していれば，極めて小さいと思われる。そうではな

く，明らかな労働意欲阻害問題に直面したならば，それは対象とする受領

者の労働倫理が低いからではなく，一般に，目標設定が良くないことが根

本的問題であることを示している。

食料援助は人々を利己的にするか？

食料援助が依存性を生み出す一方で，世帯や地域社会にとって有効なそ

の他の対抗戦略にもその影響を及ぼす。ここでの懸念は食料援助やその他

の形での海外公共支援が非公式な社会的セーフティーネットを損なうかも

しれないということで，人々は互いに助け合おうとしなくなり，将来の海

外援助にますます依存するようになる。

Dercon & Krishnan（2003）は，地域社会の中に非公式な保険的取り決

めがある場合には，食料援助は矛盾した影響を与えるかもしれないと指摘

している。食料援助は受領世帯の所得を引き上げ，多分，地域社会内部で

の私的な移転を通じて他の世帯を助けることができるようになる。もう一

方で，食料援助は公的な移転として機能し，私的移転の必要性を減らす。

筆者は，食料援助を受けた地域社会の人々は食料援助を受けなかった地域

社会におけるよりも助け合いが少ないという事実を見出している。彼らは

これを，非公式の社会的セーフティーネットの基本である“助け合い”を

損なう証拠であるとしている。

しかし，食料援助がこのような取り決めを損なうということは明らかで

はない。Lentz & Barrett（2005）は，1999－2001年の食料援助の受給が

エチオピア南部とケニア北部の世帯が受け取った仕送り総額に大きな影響

を与えていなかったとしている（Abdulai，Barrett & Hoddinott, 2005も

参照）。食料援助の私的な仕送り送金における潜在的な好ましくない影響
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についての実証的研究によれば，これは競合食料品の価格歪曲といった食

料援助に伴う他の問題に比べればさほど懸念はないとされている。

食料援助は悪い政府を助長するか？

一部の評論家は，食料援助がある国の政府を海外からの財政支援や国際

収支支援に依存させると主張する。もし，安価な食料の供給が受領国政府

に必要な政策改革を無視させ，開発資源を農業部門から排除するならば，

食料援助は好ましくない政策効果を有するかもしれない（Wallerstein,

1980）。食料援助は時々，国内農業を差別する政策を実施している政府に

対する松葉杖とみなされ，定期的に供給不足を生じては食料援助で埋め合

わされていると考えられている。

1990年代半ばを通じて世界の流れの中で支配的であった計画食料援助

は，供与国政府から受領国政府への国際収支支援と解釈することができ

る。確かに，計画食料援助は，現在の食料輸入コストあるいは食料輸入に

伴う支払い債務費の削減（信用供与による譲許条件付き食料売却の場合）

による国際収支のひっ迫を救済することを意図したものであり，したがっ

て一種の国家的国際収支保険とも考えられる。

食料援助は財政上あるいは国際収支上の保険を提供しうるが，それは援

助が見込みどおりに流れ，必要に対応して周期的に行われる場合に限られ

る（すなわち，外貨不足や食料品価格の高騰時に食料援助が増加する場

合）。前章の第２図に示した食料援助の量と世界穀物価格における単純な

逆の関係は，逆相関を示唆している。すなわち，食料援助の流れはニーズ

に対して逆のサイクルになっているのである。計画食料援助は，今では全

食料援助の４分の１以下に過ぎず，その他海外援助の流れによってはわず

かなものになっている。一部の政府は疑いもなく海外援助に依存している

が，多くの場合，食料援助は依存性を生じさせるにはあまりに少なく，あ

まりに頼りにならない。

他方，食料援助が受領国政府の政策に影響を与えるために利用されるか

もしれないとよく言われる（Hopkins, 1984）。食料援助が誤った政策を継
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続させるための鍵となる資源を提供するものであるならば，このような戦

略の意味合いが道徳的であるか倫理的であるかにかかわらず，援助の削減

は必要な改革を加速することになるであろう。食料援助の配布にひもを付

けることは，時には改革政策を刺激するのに役立つが，そのような事例は

まれであり，食料援助を受領国政府から有益な政策改革を引き出すために

用いようとする試みは概して失敗に終わっている。

依存は良いことでありうるか？

危機に見舞われ，あるいは自立できない世帯，特に働くことができる成

人のいない世帯の場合には，海外援助に依存することは好ましいこととい

える。確かに，食料安全保障を権利と考える姿勢からすれば，人々が自ら

のニーズに対応できない場合には適切な援助形態に依存可能でなければな

らない。残念なことには，これまでに論じたように，食料援助はそのよう

な保険効果を提供するほど頼りにできることはめったにない。

この厚生増進型の依存性を，この用語のより一般的で好ましくない使い

方と区別するために，Lentz, Barrett & Hoddinott（2005）は“前向きな

依存性”に言及している。依存性を前向きの意味に捉えることは，FAO

の“国の食料安全保障に関する食料への権利の積極的実現を支援する自発

的ガイドライン”（FAO, 2004b）に沿っている。

食料援助への好ましくない依存性についての実証的証拠が薄弱であるこ

とから，とりわけ，援助の時期尚早な打ち切りから生じる人道上の被害

からみて，この懸念は誇張されていると考えられる。Barrett &

Maxwell（2005, p.180）はこう論じている。

…依存性に関する主張は因果関係の捉え方を誤っているように思われる。衝撃

が，食料援助を含む様々なセーフティーネットを必要とさせる行動変化をもたら

している。しかし，ほとんどすべての場合，受け渡された食料援助の量は，人々

が生き延びる助けにはなりえても，それに依存させるには率直に言ってあまりに

少量である。
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同様に，Harvey & Lind（2005）は，依存性への懸念に必要とする人々

への人道的支援提供という直接的な目標以上の優先度を持たせるべきでは

ない，と主張している（Box８）。

食料援助は現地の農業を損なうか？

食料援助が受領国の農業部門に与えうる意欲阻害効果については，この

問題の分析で幅広い影響力を持つSchultz’s（1960）以来，多くの論文が

書かれてきた。食料援助が農業経済を損ないうるいくつかの経路がある

（Maxwell & Singer, 1979；Maxwell, 1991）。

先に論じた労働意欲阻害効果に加えて（またはそれに基づいて），食料

援助は，もしそれが国内の食料品価格を引き下げたり不安定にしたりすれ

ば，世帯と国内生産に影響を与えうる。価格変動性が大きくなれば，生産

者，現地取引業者，その他市場仲介者は不確定性に直面することになり，

彼らの現地市場への投資意欲を阻むかもしれない。食料援助が受けられる

という可能性は，それが継続的であれば，最終的には政策改革の必要性を

覆い隠し，農業をとりまく政策環境を損ねるかもしれない。

食料援助は市場価格を押し下げ，不安定にする

食料援助の最も重大な結果に食料品価格への影響がある。実証的証拠に

よれば，食料援助が配布された直後に現地市場において食料品価格のほぼ

一様な低下が認められた。

食料援助の分配は少なくとも３つの形で現地あるいは全国の食料品価格

を押し下げる可能性がある。第１に，計画援助と現金化による事業援助は

市場で販売され，直ちに供給を増加させる。第２に，食料援助を受け取っ

た世帯は，受け取った商品あるいは現地で生産されるそれに代わる商品の

購入を減らすであろう。あるいは，もし，彼らもその商品または代替品を

自分で生産しておれば，自家生産物の販売を増やすであろう。最後に，受

領者は，他の必需品を購入するために食料援助を売り払うかもしれない。
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これらの行動はいずれも食料援助の対象商品あるいはその代替品の供給を

増やし，あるいは需要を減少させ，食料品価格に引き下げ圧力を及ぼす。

他方，現地あるいは地域内での食料援助物資の買い付けは，その地域の

食料需要を全般的に増加させ，現地市場が地域市場あるいは世界市場に十

分に統合されていない限り，食料品価格の高騰を引き起こしうる。現地あ

るいは地域での物資調達が価格に与える影響についての実証的な証拠は少

ないが，近年これらの取引がより一般的になってきているため，世界食糧

計画（WFP）はその市場への影響の監視を始めている（Box９）。

数人の研究者は，現地市場での食料援助の販売が価格を押し下げている

という事実を見出している（Faminow, 1995；Clay, Dhili & Benson,

1996；Tschirley & Howard, 2003）。Barrett & Maxwell（2005）は，現金

化を含む事業援助は現地市場価格に最も悪影響を及ぼすと論じている。ア

メリカの法律は，現金化された商品が国内農業にも国内販売にも大きな意

欲阻害を生じないことを示すために，すべての実行機関に現金化を実施す

るよう求めているが，このシステムの有効性については論議の余地がある

（Ralyea, 1999）。

現物援助からくる物価の下落は避けられないかもしれないが，その物価

への影響の程度は市場条件と食料援助活動の運営管理とによって左右され

る。どのような食料品価格でもその下落度は，その現地市場がより大きな

地域，全国，および世界の食料市場にどの程度適切に統合されているか，

食料援助活動の目標や時期がどの程度正しく設定されているかに大きくか

かっている。

食料援助の引き渡しに伴う供給への影響と現地買い付けおよび現金給付

に伴う需要への影響は，良く統合された市場では急速に放散し，価格への

影響は一般にごくわずかでしかない。Colding & Pinstrup-Andersen

（2000）は小さな開放された経済では 8 食料援助の価格への影響は限られ
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たものであろうと主張している。Lind & Jalleta（2005）は，エチオピア

のDelenta Dawuntにおいて大部分の農家が食料援助配布期間に穀物価格

の下落を経験したが，価格は数週間で安定したとしている。

しかし，より大きな商業経路から切り離されたあまり機能していない市

場における価格変動は急激であり，より長引いて，生産者の利益を減少さ

せ，生産者の負債返済能力を制限し，それによって農業生産性を向上させ

るための投資への能力と意欲をともに低下させる。Barrett & Maxwell

（2005）は，2000年のソマリア南部におけるソルガム価格の崩落について

述べており，これは１つには，エチオピア向け食料援助の引き渡しの時期

設定が良くなかったために国境を越えてソマリア南部へ流入してきたこと

に結び付いているとしている。Tschirley, Donovan & Weber（1996）は，

モザンビークに引き渡された大量のトウモロコシによる食料援助が黄色ト

ウモロコシと白トウモロコシ両方の市場価格の低下を引き起こしたと述べ

ている。これらの事例のそれぞれで，食料援助の到着が遅れ，次の収穫が

市場に出回る時期に重なるといった食料援助引き渡しの時期設定の誤り

が，市場価格への悪影響の原因の，少なくともその一部として問題にされ

ている。

食料援助の目標設定と時期は，食料援助において予想される現地食料価

格への影響の基本的問題である。食料援助の受領世帯は市場で購入する食

料を減らすか，自家生産物の販売を増やすかのいずれかである。このよう

な影響は，食料購買力が甚だしく窮屈な食料不安世帯においてはあまりな

いであろう。誤った目標設定によって食料援助を受け取ることになる富裕

世帯では，この影響は大きいであろう。同様に，収穫と収穫の間の端境期

に提供される食料援助については，定義により，自力で十分な食料を入手

できないとされているこれら食料不安世帯の商業的購買にはそのような形

で取って代わることは少ないであろう。目標設定や時期を誤った食料援助

は市場価格を歪める可能性が高く，食料安全保障に反した意味を持つとみ

られる。

これとは対照的に，タイムリーな食料援助は受領者に直接利益をもたら
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し，その市場価格への影響を通して受領者以外の人々にも間接的な利益を

提供する。Leach（1992）は，1990－1991年のシエラレオネのリベリア難

民を研究する中で，受領者が販売した食料援助物資によって，受入地域社

会が伝統的に食料不安となる端境期の食料品価格が押し下げられたとして

いる。価格の低落は，受入地域社会の食料不安世帯と難民世帯の両方，特

に直接食料援助を受け取っていない世帯にとって利益となった。補完的な

日用品（例えば，石鹸や野菜）の商人にとっても，援助受領者からの需要

増が生じた（Leach, 1992）。

Bezuneh, Deaton & Norton（1988）およびBarrett, Bezuneh & Aboud

（2001）は，端境期に直接あるいはFFW計画を通じてケニア北部の世帯に

配布された食料援助は，改良種子，肥料および雇用労働力といった農業投

入財の増加をもたらし，農業生産性を向上させたとしている。このように，

食料援助引き渡しによる価格への影響は，実施機関が配布の目標や時期を

適切に運営できれば，必ずしも有害ではない。

生産のパラドックス

食料援助の価格引き下げと不安定化の影響は，現地とその国の農業生産

に意欲阻害といった影響を与えるであろうか？　食料援助の予想される生

産意欲阻害効果に関する理論的な予想や多くの実証的な調査にもかかわら

ず，結果はむしろ一様ではない。いくつかの食料援助に関する初期の研究

は生産意欲阻害効果の実証的証拠があるとしていたが，最近の残余の証拠

は，食料援助が現地やその国の農業生産に大きな負の影響を与えていると

いう仮説を支持していない。これは，これら多くの国の生産は短期的産品

価格の変動による影響以上に，気象パターンや病虫害のような自然現象，

ならびに肥料や改良種子，水管理技術といった生産性を高める投資の欠如

を含む多くの要因に影響されているという事実に基づいているからであ

る。

Mann（1967）はインドへの食料援助が農業生産の大幅な低下をもたら

したとしている。その後のインドにおける研究では，Isenman & Singer
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（1977）が，政府の食料配布政策の改善と食料援助量の低減によって農業

生産への意欲阻害効果はかなり弱まったとしている。

Singer, Wood & Jennings（1987）は，EUによる粉乳の形での援助がい

くつかの受領国の現地酪農産品産業に好ましくない影響をもたらしている

としている。サハラ以南アフリカの３つの食料援助受領国の比較研究で，

Maxwell（1991）は食料援助の意欲阻害効果という考え方はあまり支持で

きないとし，食料援助の現地価格と生産に対する影響は一般的な制度慣行

や政策にも左右されると述べている。Fitzpatrick & Storey（1989）もま

た食料援助による意欲阻害効果にいくつかの証拠を見出している。

対照的に，いくつかのより最近の実証的研究によれば，食料援助は，少

なくとも長期的にみれば，現地農業生産を圧迫しているとは思えないとさ

れている。例えば，Lavy（1990）は時系列モデル化手法を用いて食料援助

の動態的効果を研究し，サハラ以南アフリカ諸国では意欲阻害効果を支持

するものは見当たらないとしている。むしろ，彼は，食料援助が国内の穀

物生産を補う場合には，食料援助の引き渡しは現地の食料生産の増大を促

すとしている。

Barrett, Mohapatra & Snyder（1999）は，1961－1995年の間に上位18

の食料援助受領国で米国による食料援助が国内生産と食料輸入に与えた影

響を研究した。彼らは，食料援助引き渡し直後に国内生産はわずかに低下

したが，この効果は時とともにほとんど全部消えたとしている。

Lowder（2004）は各国間のパネルデータを分析して，目標設定がない

計画であるか，目標を設定した事業食料援助であるかに関わりなく，受領

国における国内農業生産への見るべき意欲阻害効果は認められなかったと

している。彼女の知見は，先の研究（Maxwell, 1991；Arndt & Tarp,

2001）の結果とも一致する。この他，受領国市場での食料援助の影響を調

査した研究としてはHoffman et al.（1994）とTschirley, Donovan & Weber

（1996）がある。

Abdulai, Barrett & Hoddinott（2005）による最近の研究も見るべき生

産意欲阻害効果を見出せなかった。彼らは世帯を長期にわたって繰り返し
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観察する手法を用いて，彼らのサンプルによってエチオピア農民の間に生

産意欲阻害効果があったという見方に直接的に反論することができた。彼

らは，食料援助と生産の間における一見否定的な相関が因果関係を反映し

たものではないとしている。むしろ，食料援助が，すでに低生産性に苦し

み，不利な衝撃を受けている地域社会に向けられているのである。彼ら

は，これらの問題が食料援助を必要にしているのであって，その逆ではな

いという方が正確であると論じている。

ケニアにおける最近の研究は，生産者は，短期の価格変動ではなく，長

期の価格趨勢に基づいて作物を選択することを示唆している。したがっ

て，生産の変更は，緊急事態への対処といった一時的な出来事ではなく，

繰り返される危機や長期にわたる食料援助を伴う場面でより生じやすいと

みられる（Deroitte Consulting, 2005）。

好ましくない価格効果の一貫した証拠と，何ら見るべき生産意欲阻害要

因はないということを，どう調整できるであろうか？　Schultz’ｓ（1960）

の当初の主張は，現実にそぐわない，あるいはもはや当てはまらないいく

つかの不明確な前提に基づいていた。第１に，それは受領国が，国際貿易

による外部からの影響なしに価格が各地方で決定される閉鎖的な市場経済

であると仮定している。これは開放された経済においては，食料援助がす

べて商業的輸入の追加であると仮定するに等しい。第２に，食料援助の内

容が国内で生産される食料品と同種であると考えられている。最後に，食

料援助は人口中の食料不安かつ貧困な層をまったく目標にしていないと仮

定されている。これらの仮定がすべて満たされたならば，食料援助は国内

生産を圧迫すると考えられるであろう。

しかし，結局のところ，これらの仮定はもはや受領国の条件や食料援助

の性格を反映していない。ほとんどの食料援助受領国は国際貿易に参加し

ており，食料市場への大幅な政治的介入を経験している。食料援助の供給

物資は，特に緊急事態の場合には，一般に現地で生産される食料とは大き

く異なっており，したがって両者は競合的というよりは補完的である。さ

らに上記のように，食料援助のうち緊急事態で援助を必要としている人々
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に向けられる部分が増えているので，現地市場での価格や生産への影響は

小さくなっている。

Barrett, Mohapatra & Snyder（1999）は，もしも必要としている世帯

が食料援助を受け取ったならば，彼らは翌年にはより多くの生産資源を投

入できるようになると主張している。現在ある証拠があいまいなのは，こ

の積極的な投入効果が食料援助の価格への好ましくない影響を隠している

からである。食料援助によって生じるかもしれない生産者への意欲阻害効

果は，小規模経営者の投資の流動性の増大という利益によって相殺される

とみられる。

生産意欲の阻害は，生産者が食料援助は生産物価格に相対的に長期的な

悪影響を与えると考える場合や，現地の農業生産性を維持し強化する日常

の投資あるいは持続のサイクルを攪乱する場合に最も生じる。研究上重要

な点は，中・長期的に予想される価格への影響であり，食料の配分方法や

時期に依拠する何らかの農場活動の混乱である（Box10）。これらの要因

はともに，目標設定の手法や配布の時期といった計画変数によって大きく

操作される。

市場の問題

食料援助が現地取引業者やその他販売仲介業者に与える影響は十分に研

究されていない。食料安全保障にとって市場が中心的な重要性を持つこと

を考えると，この研究論文の欠落は驚くべきことである。市場仲介業者は，

供給が豊富な時（収穫直後のような）には産品を買い付け，あるいは保有

し，供給が次第に減少しつつある時（収穫と収穫の間“端境期”）には売

却することによって，時間と空間を超えて食料供給と価格の変動を平準化

させる上で決定的な役割を果たしている。もし，食料援助が，この機能を

果たす彼らの能力を損なえば，実証的に検証困難な長期的結果をもたらし

うる。

以上で論じたように，経済理論と実証的証拠によれば，市場への食料援

助の投入は，現地市場が地域市場や国際市場と十分統合されていない限
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り，価格を押し下げ，不安定にする。類似の商品を販売する者は，需要の

低下，価格の下落，あるいはその両方によって損失をこうむり，その一部

は事業から撤退せざるをえなくなるかもしれない。

他方，食料援助は時には商業市場の規模を拡大して，現地の販売経路の

発達を支援している（Box11）。同様に，食料援助は，他のものを買うた

めに世帯の財産を自由にし，他の必要品を扱う取引業者に利益をもたらす

かもしれない。理論的にはまた，現地および地域における食料援助の買い

付けは価格を押し上げ，この流れを的確に察知した販売業者や取引業者が

利益を得る可能性が生まれることを示唆している。

食料援助がもたらす食料品価格の何らかの変化が福利厚生に与える影響

は入り交じったもののようにみられる。これは，２つの基準のもとに食料

援助を受け取るある地域の人々を考えれば最も容易に理解できよう。すな

わち，彼らは食料援助を受け取っていようといまいと（受領者か非受領者

か），あるいは，食料の純売り手であろうと純買い手であろうとかまわな

い。第９図はその結果を単純な２行２列のマトリクスで示している。

第９図で現物での食料援助は産品をある地域に持ち込み，そこの現地価

格を押し下げている。これは明らかに食料援助受領者と純食料買い手を利

する。すなわち，受領者が享受する直接の移転効果と，購入する食料価格

の低下による間接的効果である。非受領者も同様に，彼らが食料の純買い

手である限り，低価格時により多くの食料を購入することが可能となり，
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第９図　食料援助の福利厚生効果



利益を得る。

食料の純売り手は，彼らの産物に対して受け取る価格が下がるため，明

らかに不利になるが，もし彼らも食料援助その他の形で補償的移転を受け

取るならば，この負の効果は相殺される。援助を受け取る純売り手への福

利厚生効果は不確定であり，想定外の価格への逆効果が想定されたプラス

の移転効果をどのように相殺するかにかかっている。この単純な図式は，

実際上すべての地域社会の最も貧しい人々の大多数を代表する食料の純買

い手への想定される利益のみならず，純売り手である農家への想定外の悪

影響に関する積年の懸念に応えるものである。

第９図はまた，現地または地域における買い付けの影響，すなわち食料

援助の現地市場への介入による福利厚生効果をも示している。現地市場で

食料が買い付けられると，現地の食料価格に上昇圧力が生じうる。援助食

料を受け取らない食料の純買い手は，基本的な主食の価格高騰に直面する

にもかかわらず，何の新たな移転も享受できないことから，明らかに損害

をこうむる。現地および地域買い付けから大きな利益を得るのは食料の純

売り手でもある受領者である。実際には，食料の純売り手は食料援助を受

け取るかどうかに関わりなく利益を得る。純買い手である受領者は，価格

上昇という想定外の好ましからざる影響が食料移転の好ましい影響をどの

ように相殺するかによって，良くも悪くもなるであろう。

第９図は，援助引き渡しの適時性と現地あるいは地域における買い付け

に伴う調達の効率性の重要な違いを必然的に要約しており，これらのいず

れもが目標とする効果に劇的な影響を与えることから，単純な２行２列の

マトリクスでは食料援助の意図した，また意図しないすべての福利厚生効

果の完全な要約を提供することはできない。しかし，これは確かに，おそ

らく直接移転の効果によって緩和される（あるいは強められる）であろう

想定外で，かつ誘起された食料価格効果に全面的に依拠する直接的効果の

有用な単純化を提供している。

市場仲介業者に対する食料援助の影響についての量的研究は乏しいが，

多くの事例研究は，商取引業者は，たとえ危機的な状況であっても，食料
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不足に対して迅速かつ効果的に対処しうることを示している。逆に，予告

なしの，あるいは時期を誤った食料援助の引渡しや政府の介入は，販売取

引業者の対応能力を損なうこともある。これらの研究のいくつかは，次章

でより詳細に報告されている。

食料援助は商業取引を妨げるか？

先に述べたように，食料援助は食料供給を食料需要よりも急速に拡大す

る。その結果，需給不均衡を引き起こし，国内供給業者からであろうと商

業輸入によるものからであろうと，受領国における食料の商業的販売の同

時発生的な置き換えが発生する。国内市場における置き換えに関する証拠

によれば，この効果はおそらく小さく，食料援助が緊急事態に必要な人々

を対象に行われる場合は特に小さいことが示唆されている。商業取引の置

き換えについてこの事実は何を物語っているのであろうか？

これまでのいくつかの研究は，非緊急食料援助は商業的食料輸入に置き

換わりうるとしている（von Braun & Huddleston, 1988；Saran &

Konandreas, 1991；Clay, Pillai & Benson, 1998）。Barrett, Mohapatra &

Snyder（1999）はその研究の中で，米国からの食料援助の船積みは18カ国

向けの同時期の商業的食料輸出を30～60％減少させたとしている。この論

文の筆者は，長期的に見れば，米国の食料援助積み出しの結果，商業貿易

は実際に増加しており，他の輸出国もまず利益を得，さらに強くなってい

るとしている。

Swedish Institute for Food and Agricultural Economics（SLI, 2004）の

研究は，米国とEUの食料援助を比較し，商業輸入との本質的に異なった

影響を見出している。この研究は，米国の援助が商業輸入と置き換わる傾

向があるのに対して，EUの援助は商業的食料輸入の大幅な増加の原因と

なっているようにみられるとしている。この一見矛盾してみえる事例の説

明は，援助の再輸出を認め，食料援助の受け入れに取引に関連する条件を

課しているEUの計画援助の詳細に見出せる。加えて，EUの計画援助には
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同時に，需要を刺激することを目的とする別の援助活動も含まれていた

（SLI, 2004）。

食料援助が国際食料市場に悪影響を及ぼすかどうかは，食料援助の入手

方法や受領国の経済市場が世界市場や受領者の多様な需要にどのようによ

く連結しているかにかかっている（Box12）。さらに，食料援助の長期的効

果は，食料援助の流動的な所得効果やこれらが将来の食料需要をどの程度

刺激するかによる。Dorosh et al.（2002）は，国内価格が輸入価格よりも

低下した時に，輸入意欲の阻害は最も強くなるであろうと論じている。

OECD（2006）＊は食料援助と商業的輸入は緊急食料安全保障上の必要性

に対する補完的な対応であるとしている。しかし，彼らは，現金に比べて

食料援助は相対的に弾力的でないため，現地経済の復興を妨げるかもしれ

ないと論じている。計画援助と目標を絞った援助を対比させた研究が示す

ように，食料不安世帯を適切に目標とすることにより商業取引の置き換え

が最小になるとすれば，目標をよく絞った緊急援助では商業取引との長期

にわたる置き換えはあまり起こらないように見受けられる（Lowder,

2004；Barrett & Maxwell, 2005）。しかし，国内価格が輸入価格より下落

した場合には，取引業者は食料を輸入することができず，このことが彼ら

の仲介業者としての自立性を脅かし，将来の取引パターンを撹乱する可能

性がある。（＊48ページBox２の脚注参照，編集事務局注）

結　論

食料援助の影響は複雑かつ多層的である。好ましくない結果を生ずるリ

スクに関する懸念は長い間認識されており，次のような疑問に考慮が注が

れてきている：

¡ 食料援助は，世帯，地域社会および国の政府レベルにおいて，一部

の受領者に依存性を生み出すか？

¡ 食料援助は市場価格を歪め，農業生産と市場開発の意欲を阻害し，

現地の取引業者を弱体化させ，現地の食料システムの回復能力を損
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なうか？

¡ 食料援助は商業取引に取って換わるか？

これらの問いに対する手短な答えはおそらくノー，多分，およびイエス

であろう。これらの懸念の長期的な性格と多くの論者の確固たる見解にも

かかわらず，これらを評価する際の確かな実証的証拠は比較的乏しい。過

去10年の間に食料援助の計画立案に加えられた大きな変更，ならびに，食

料援助政策のさらなる改革を求める広範な要請を考えれば，これは驚くべ

きことである。

理論的には，食料援助は大別して２つの経済効果を持ちうる。食料援助

の流れに先立つ保険効果と流れの後の移転効果である。これらの効果は好

ましい結果も好ましくない結果も生じるであろう。

保険効果は，とりわけ依存性とモラルハザードについての論議につなが

る。もしも食料援助が人々を怠惰にし，あるいは現存する非公式のセーフ

ティーネットから締め出すならば，地域社会の衝撃に対する回復能力を低

下させ，外部の資源により依存するようになるかもしれない。もし，人々

が，食料援助に困難を“排除してくれること”を期待すれば，彼らは過度

にリスクの高い行動をとるかもしれない。もしも政府が大量の対外援助を

受けたならば，彼らは改革の必要性に対する反応を鈍らせるかもしれな

い。これらの懸念はやや直感に訴えるものであり，それらを立証する実証

的証拠は乏しい。

事実，依存性と社会的保護に関する研究から導き出される結論の１つ

は，人々は，彼らが必要な時に適切な支援を受けることに依存できるべき

であるということである。この考え方は，食料への権利に関するFAOの

“自発的ガイドライン”に含まれている権利に基づく食料安全保障の入手

を支えるものである。このような前向きな依存はFAOの２本立てアプロ

ーチ（FAO, 2003a）で描かれているように，貧困と食料不安のサイクル

を打ち破る助けとなりうるであろう（特別寄稿，145－148ページも参照）。

移転の影響は，食料援助が受領者へ追加的資源を供給し，それが彼らの

食料消費，他の財およびレジャーを増やすために用いられることに現れ
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る。この食料援助の移転効果は，人々が自身の食料を確保するために自身

の農場で働くことやその他諸活動への意欲を低下させることにより，予期

せぬマイナスの結果を生みうる。

実証的な証拠によれば，食料援助の労働意欲阻害効果は小さく，特に，

食料援助が最も貧しく，最も食料不安にある人々を目標としている場合に

小さい。これらの人々は必要の度合いが高いので，食料援助で手に入れる

ことができる相対的にわずかな移転は，彼らが働くことを減らすように仕

向けるにはあまりに少な過ぎる。労働意欲の阻害が生じるのを防ぐため

に，仕事のための食料方式による食料援助の目標設定が用いられるが，こ

れは，最も必要度の高い人々は，より恵まれた世帯よりも厳しい労働力の

制約を抱えている場合が多いことから問題がある。労働意欲の阻害がみら

れるところでは，一般に目標設定に誤りがある。

食料援助の移転は，明らかに国内の市場価格を押し下げ，不安定にす

る。食料援助の目標設定や時期設定が悪いと，援助のうち消費に向けられ

る部分が小さくなるので，これらの影響はより大きくなる。地域市場や国

際市場に十分統合されていない市場は，特に現物食料援助に伴う価格効果

の影響を受けやすい。残念なことに，これらの統合が進んでいない市場は

地域的な不足に十分対応できないことから，これらの地域こそ現物食料援

助が最も必要であり，適切でもある。このことから，食料援助の正確な目

標設定と時期設定の決定的な重要性ならびにその市場への影響の注意深い

監視および評価の必要性が強調される。

食料援助が持つ短期的な価格の下落と不安定化効果は多くの論文で確認

されているが，最近の証拠によれば国内農業生産に対してどのような形で

あれ否定的な影響を与えている事例は少ない。これは，受領国の多くで生

産が，短期的な価格変動に反応するよりは，気候変動その他の要因によっ

て左右されているからである。また，農家が価格を長期的に見ているから

でもあり，あるいは食料援助の価格が同じであれば消費者はむしろ現地の

生産物を好むからでもある。市場向けの生産を行っていない自給自足世帯

については，資源を農具や種子に無制限に投入できるようにすることで，
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食料援助は生産を刺激するであろう。

食料援助は，短期的には商業輸入のおよそ30－60％と置き換わるとみら

れる。実証的な証拠から得られる説得力のある結論は，タイプの違う食料

援助は取引に異なった影響を与えるというものである。研究によれば，現

地市場で売られる目標を定めない援助物資（計画援助あるいは現金化事業

を伴う援助）は，緊急時向けまたは十分設計された事業によって提供され

る目標を設定した援助よりも，通常の販売経路を攪乱するとみられる。

緊急活動以外の現物援助は，特に目標を正しく設定した事業においては

建設的な役割を果たすであろうが，他のタイプの社会的保護介入と対比し

て評価しなければならない。食料援助は単にそれがすぐに入手可能だから

という理由で行われるべきではない。この点は後の章でさらに詳しく論じ

ることとする。現物食料援助は複雑で広く影響力のある結果をもたらしう

るので，それは，食料安全保障の持続的改善を達成するに当たって，現金

あるいは他の手段よりも明らかに優れている場合にのみ用いられるべきで

ある。

食料援助の現地あるいは地域での買い付けは，供与国で直接買い付けた

食料援助によって生じる商業市場の攪乱に対する解決策としてしばしば推

奨されている。現地および地域買い付けは，ひも付き援助に伴う引き渡し

の非効率性を一部克服できるし，飢餓に苦しんでいる人々の食料に対する

待ったなしの要求に寄与しつつ，現地および地域市場を刺激することがで

きる。しかし，このような措置は貧しい消費者にとっては現地価格を引き

上げ，あるいは持続的でない供給反応を刺激する危険性がある。大規模生

産者や取引業者が小規模経営者よりも多くの利益を得ることになりそうな

ので，流通問題も考慮する必要がある。これらのメカニズムについては極

めて限られた経験しかないので，注意深く進めることが大切である。現地

および地域買い付けは研究されるべきではあるが，すべてのケースで要求

されるべきではなく，また，WFPが始めているように，注意深い市場監

視が続けられなければならない。

目標を設定しない計画食料援助の縮小と緊急食料援助の拡大は，食料援
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助に伴う多くの好ましくない結果の可能性を減らすであろう。しかし，危

機的状況においては他の問題が起こるであろう。次の章では，自然災害と

紛争が複合しているような複雑な緊急事態を含めて，危機における食料援

助の利用に関連した諸問題を取り上げる。
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Box７ 地域社会レベルのモラルハザード

地域社会は食料援助のような外部からの援助によって，彼らの集団行

動を変えるであろうか？　いくつかの報告は，彼らはそうすることを示

唆している。例えば，Groupe UDR（2005）は，アフガニスタンでいく

つかの地域社会が同じ計画に対する食料援助の支払いを期待して，公共

財の保守管理を止めたと報告している。

Lents, Barrett & Hoddinott（2005）は，このタイプの地域社会ぐるみ

のモラルハザードを“オポチュニズム（日和見主義）”と呼び，想定外

の方法で外部供与財をフル活用する行動と定義し，長期的には必ずしも

悪い結果にならない，としている。

参加型の意思決定はこの問題を緩和すると思われる。Kibreab（1993）

は，1979－1989年のソマリア難民の民族誌学的記述で，オポチュニステ

ィックな行動は，難民を救いなき犠牲者として扱い，その結果，彼らに

何の要求もしないような計画において，特に一般的であった，としてい

る。地域社会参加型の計画を進めている機関は，難民の動機づけの欠如

を報告していない。

仕事のための食料計画の評価段階における参加型の意思決定は，どの

公共事業計画が適しているのか，地域社会が食料援助の誘因がなくても

その計画を望んでいるのかどうか，についての洞察を提供してくれるで

あろう。明確に定義された資金提供期間に関する知識を地域社会が持っ

ていることもオポチュニズムを緩和することになるであろう（Harvey

& Lind, 2005）。今日までのところ，このような地域社会レベルでの現

象に関する研究は乏しい。
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Box８ 依存性と人道援助

P. Harvey and J. Lind 1

人々の生命と生活が深刻な脅威のもとにあり，危機に対抗する現地の

能力が壊滅的であるような状況では，人道的活動の焦点は生命を救い被

害を軽減することに当てられなければならない。このような状況では，

援助に依存できるということは好ましいことと考えるべきである。焦点

は依存を回避することではなく，最もそれを必要としている人々が彼ら

の権利を理解し，生き残って危機から立ち直るための自助努力の一部と

して利用できるよう，十分信頼できる透明な支援を提供することでなけ

ればならない。

救援が定期的に必要な慢性的食料不安の状況下では，機関は直接の救

援を提供するとともに，その救援の効果に関心を持ち，支援が生活を強

化する方法を見出す必要がある。しかし，当初に救援を必要とした需要

が満たされたという確実な証拠がない限り，食料配給の削減や，救援の

撤回をするべきではない。依存性は，危機の原因ではなく，その最も目

に付く症状の１つとして，救援を非難するための１つの方法となってい

る場合が多い。依存性に取り組むということは，それが矛盾を解決しつ

つあるか，背景にある貧困に対処しているか，あるいは汚職や横取り的

統治と取り組んでいるか，という根本原因への取り組みを含んでいる。

しかし，これはしばしば人道関係者の責任ではない。問題は救援とその

欠陥にあるのではなく，危機に対する国際的関与の他の形態がないこと

にある。

――――――――――――
1 海外開発研究所（Overseas Development Instutute, London.）．
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Box９ 世界食糧計画（WFP）の現地調達に関する経験

WFPは現地食料援助調達を分析するため，いくつかの国に事例研究

を委託した。その報告によると，生産，価格安定，および市場動向への

影響は国によって異なっている。その違いは，概して現地調達の総生産

に対する相対的な規模と時期に由来している。

ボリビア，ブルキナファソ，南アフリカではWFPの買い付けは全生

産量の１％以下であり，農産物価格や農業生産にほとんど影響を与えな

かった。ネパールでは，調達計画の透明度が高かったことが収穫直後の

価格（したがって農家の所得）を支えるのを助けた。これは，精米業者

がこの需要を彼らの買い付け決定に当たって考慮に入れたためであろ

う。

エチオピアでは，食料援助全体のおよそ20％が現地で買い付けられて

いる。しかし，大量の調達が収穫の数カ月後に行われ，価格が下落では

なく上昇し始めた時期であったので，現地調達は価格の安定に寄与しな

かった。遅い時期の調達は，通常，生産物を収穫直後に売却する農家よ

りは，ある程度貯蔵施設を持った取引業者に主に利益を与えた。緊急活

動の場合にありがちな供与主体の現金拠出の遅れや，突然の必要に対応

する必要性によって，主要な収穫期に調達するWFPの能力が制限され

ている。

１カ国（取引活動が良く発達している南アフリカ）の事例研究を除き，

すべての場合でWFPの入札規則が競争的調達を可能にし，現地取引業

者が高い取引基準を採用するのに寄与したと報告している。しかし，こ

れらの報告はまた，WFPの入札規則が資金調達能力や在庫を保存して

おく物理的施設を持つ大規模取引業者に利益を与えたとも報告してい

る。いくつかの報告は，主要中央卸売市場の外にある小規模の取引業者

や生産者協同組合にも利益が回るように，より中央集権的でない入札手

続きを採用するよう示唆している。しかし，これらのグループのための

入札手続きの緩和は調達コストの増加を招くかもしれないことを考えて

おかなければならない。調達コストの増大は，WFP資金が最も貧困に



世界食料農業白書 2006年

─ 84 ─

Box10 「仕事のための食料（Food for Work），FFW」と
現地食料生産

FFW計画の形態による食料援助が，世帯が彼らの労働力を生産から

遠ざけ，FFWに向きを変えるのを促し，現地の生産を損なうかもしれ

ないと示唆する笑い話のような証拠がいわれている。計量経済学的，あ

るいは民族誌学的証拠がこの主張を支持することはほとんどないが，逆

が生じている事例はある。エチオピア北部のTigrayにおける農場の土

壌および水の保全に関するFFWの場合では，農場労働と私的投資は増

大した（Holden, Barrett & Hagos, 2006）。これは，中央ケニアの

Baringo地区で端境期に行った，小規模農家が自分自身の圃場での農場

労働活動を増やすために肥料の購入や労働の雇用ができるようにする

FFWプロジェクトでも生じた（Bezuneh, Deaton & Norton, 1988）。

FFW計画は，食料の無償配布に伴うと考えられている“依存症候群”

に対抗するためによく用いられる。しかし，証拠によれば，設計の良く

ないFFW計画は，食料の無償配布よりも，より現地生産を損なう危険

性がある。Ravallion（1991）は，正しく設定された賃金は，時間の価

あえぐ人々から，販売可能な余剰を生産するさほど貧しくない農家へ移

転することを意味する。

エチオピア，ネパール，ウガンダの研究は，現地買い付けで民間部門

が利益を得たことを強調している。彼らの研究は，輸送基盤施設の改善

と貯蔵能力の増加を報告している。エチオピアの事例研究はまた，民間

取引業者の参入増と競争の増加を報告しており，ネパールの研究は精米

その他の加工施設の改善について述べている。

――――――――――――
出典：Salinas, Sagalovitch & Garnica, 2005; Institut du Sahel, CILSS, 2005;

Agridev Consult, 2005 ; Narma Consultancy, 2005 ; Vink et al., 2005 ;

Serunkuuma & Associates Consult, 2005.
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値が富裕な世帯よりも低い食料不安世帯の自己目標化（self targeting）

を導く，と主張する。しかし，Barrett & Clay（2003）は，構造的に弱

い経済では，FFW計画の設計が適正な賃金率を決定するというほど簡

単ではないと論じる。彼らは，エチオピア農村部では，高所得世帯は過

剰な労働力を保有し，時間の価値が低い（高くない）。したがって，こ

れらの世帯はこの労働力をFFWに振り向けたが，より貧しい世帯は労

働力不足のために参加することができなかったと主張する。

Bennett（2001）は，カンボジアにおけるFFW計画は，雇用の代替で

はなく，追加的給源であり，非常に貧しい人々は労働力の制約のために

ほとんど参加しなかったと論じている。したがって，最も必要としてい

る世帯に到達するには，FFWに加えて何らかの目標付けが必要である。

誰がFFWにとって有資格であるべきか，自己生産労働需要，期待され

る配分の期間，構造的要因（世帯が利用可能な生産資産のような），現

地賃金などを確認することがFFWの妥当性と後ろ向きの依存性を生じ

る危険性を確認するのに役立つであろう。

Box11 市場開発のための食料援助

食料援助は，食料が生産者から最終消費者まで流れる競争的で効率的

な経路の育成を助けることにより，現地市場の開発を促すことが知られ

ている。市場の媒介による食料援助活動は―現物食料援助の現金化を通

して供給側からであれ，供与された現金資金を用いた現地あるいは地域

買い付けを通しての需要側からであれ―市場の実績がむしろ乏しい低所

得地域で食料販売経路の開発を助けるという明白な目標を持っている。

例えば，村落を基盤とする零細な加工業者や取引業者を通して販売され

た食料援助は，競争的な食料流通経路の出現を刺激するのに役立つであ

ろう（Abdulai, Barrett & Hazell, 2004; USDA, 2001）。

食料援助が現地市場の開発に用いられた例として最もよく引用される
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Box12 食料援助の消費パターンに与える影響

長い間，食料援助に関する供与国向けの理論的根拠の一部は輸出促進

であった。温帯地域の供与国からの輸出は一般に熱帯地域の受領国で栽

培されている主食作物とは異なるため，輸出促進の論理は必然的に新し

い食品を導入し，それによってこれまでなじみがなかったか，あるいは

以前は食卓でわずかな割合しか占めていなかった食品への需要を内生的

に刺激するために，消費者の選好性を変える努力をある程度伴うことに

なる。しかし，Ｂarrett & Maxwell（2005）が示しているように，食料

援助は一般に輸出促進の目的に関しては失敗している。

しかし，現地での使用に比較的適していない食料援助は消費パターン

を歪曲しうる。1970年代半ばと1980年代半ばの食料危機の時期のアフリ

カ・サヘル西部へのコムギとコメの大量の船積みは，その土地固有の粗

粒穀物（主にキビ（ミレット）とモロコシ（ソルガム））から西洋の作

物，特にコムギへの消費者需要の移行を刺激したと信じられている。同

様に，過去数十年にわたりアフリカの角地域の牧畜地帯に送り込まれた

穀物中心の食料援助は，伝統的に畜産物に依存してきた人々には不適切

であったと批判されている（Barrett & Maxwell, 2005）。親しみのない

食品の過剰な船積みは予期しない悪い結果を生じうる。

のが，1970－1995年におけるインドのOperation Floodの経験である。

この事業はインド農村部の村落で牛乳生産者の協同組合を確立し，近代

的な酪農生産加工技術の導入を支援するための手段であった（Candler

& Kumar, 1998; Doornbos et al., 1990）。当初この計画は，インドの18の

主要牛乳産地を四大主要都市，デリー，ムンバイ，カルカッタ，マドラ

スの牛乳市場に結び付けることを目的としていた。1985年までにこれは

136の牛乳産地を290以上の都市市場に結び付け，425万の牛乳生産者を

傘下に収める４万3,000の村落協同組合の自立的システムを創り出した。
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一時的な食料不安は，回復が確かに可能であるとしても，“それに何年

もかかるような長期的発展の停滞や人的資本の損失を引き起こすところ

の，食料その他の必需品を生産あるいは購入する人々の能力の一時的で急

激な減退”を生じる危険性と衝撃を伴っている（世界銀行，1986）。食料

の入手可能性，入手手段，および利用能力が急激かつ劇的に崩壊すると，

その攪乱が短期のものであっても，このような衝撃をこうむった人々にと

っては永続的な問題が生じ，死に至ることもありうる。

食料援助は，過去半世紀以上にわたって，衝撃の影響を受けた人々に基

本的な栄養上の必要物資を提供し，何百万人もの膨大な命を救って，測り

知れない価値を発揮してきた（Barrett & Maxwell, 2005）。衝撃の影響を

こうむった人々の中で最も弱い立場にある構成員―特に子どもや女性た

ち―は，一時的な食料不安が続いている間に，世帯の他の構成員が衝撃に

対して自分を守りうる場合でも，食料消費不足から特異的に不釣り合いな

被害を受ける（Hoddinott, 2006）。食料援助は，これらの被害を受けやす

い人々のグループが必要とするものを満たすのにとりわけ効果的である。

同じく重要なことは，差し迫った食料不安にある人々にタイムリーに食

料を届けることが，乏しい生産資産を手放さざるをえない圧力から救い，

衝撃が過ぎ去るとすぐに受領者が十分保証された生活へ向けて前進を再開

できるようにすることである。食料援助は食料への権利を保障する上で

も，生産資産，特に貧困者の基本的財産である人的資本を保護する上でも，

重要である。

食料援助の重要な人道的役割は，農業補助金に関するWTO交渉の関連
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9 この章は，Barrett（FAO, 2006g）および Flores, Khwaja & White（2005）による基
礎ペーパーに基づいている。



においても明確に認識されており，緊急食料援助のための“セーフティー

ボックス”について合意されている（第２章で論じた）。過去の数十年を

通じて，世界の食料援助の流れの中で緊急食料援助がますます支配的にな

ってきているが，これは他のタイプの食料援助に比べて緊急食料援助の有

効性が広く認識されてきたことを反映している。緊急食料援助は，絶対量

でも，世界の食料援助の流れの中のシェアでも増加を続け，2005年には全

体の64％に達している。

緊急食料援助は，非緊急援助よりも高くつくので，食料援助に向けられ

る資金の中でのシェアも大きくなっている。緊急食料援助の流れの中に

は，治療用食料に用いられる最も高価な商品が大きな割合で含まれてい

る。紛争に伴う緊急事態では安全保障上必要なコストが大きく，自然災害

で配布に用いる基盤施設が破壊されている場合は配送に時間がかかるの

で，特殊な配送手段を用いることから，緊急援助の場合は輸送とこれに伴

う配送の費用もずっと大きくなる。

過去数十年に，一時的食料不安に対応した食料援助の計画立案には大き

な進歩があった。WFPは緊急食料援助の圧倒的な主役であるが，それが

扱う援助の大部分は現地でNGOのパートナーによって配布されている。

WFPとそのパートナーは，早期警戒システム，緊急必要評価方法，およ

び栄養的に適切な緊急用・治療用食料の開発に大きな成果を挙げている。

彼らは，緊急事態への対応のための近代的通信，情報，資金供給技術の利

用でもパイオニアとなってきた。過去20年間に達成された進歩はめざまし

いものがあり，その強化と一層の投資が求められる。

第２章では，社会的保護の概念を導入し，福利厚生の最低水準の確保を

目指す，食料安全保障を含む幅広い一連の社会的セーフティーネットにお

ける食料援助の役割を論じた。特に，危機状況での食料セーフティーネッ

トの設計におけるいくつかの鍵となる関心事項も紹介された。第３章は，

食料援助の経済的影響を検証し，他の諸要素の中で，時期や目標を誤った

援助は否定的な結果を最も引き起こしやすいと結論づけた。緊急援助は，

概して危機にある人々を目標としているので，弊害をもたらすことが最も
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少ないとみられる。この章は，緊急事態への対応における最近の多くの事

例研究を検討することで，これら前の各章の概念的，実証的分析をさらに

押し進めようとするものである。

人道的緊急事態―本来的に困難でしばしば危険な環境―への対応に伴う

物理的，政治的課題以上に，緊急対応は多くの制度上，概念上，政策上の

諸課題に悩まされる。これらの課題は３つの主要な分野で示される：

¡ （¡）緊急事態への対処全体における食料援助への過度の依存；

（™）メディアへの訴えを欠く，不適切で非弾力的な危機のための

基金；および（£）生命に関わり，資源を浪費する障害や遅れを招

く資源上の制約，厳しさ，ギャップ。

¡ 影響を受けやすい人々やグループが真に，かつ優先的に必要とする

ものに向かうように対応の選択肢を設計するのに，不適切な情報，

分析，監視システム―および入手できる知識に十分注意を払わな

い―こと。

¡ 危機の動的な性格やその根底にある社会的，政治的，経済的諸条件

との相互関連に向けられる対応の選択肢を阻む“人道と開発の分断”

の一部である政策ギャップ。

極めて現実的な感覚で言えば，どの緊急事態も独特のものであり，対応

はその状況に応じたものでなければならないから，過度の一般化は危険で

ある。しかし緊急事態を，突発型緊急事態，緩慢型緊急事態，複雑長期型

緊急事態，の３つの大きな種類に区別するのはある程度有用と考えられ

る。種類ごとにグループ化した以下の事例研究は，直接の人道的目的に対

応する上で，困難度が増加し，成功の規模が縮小していることを明らかに

しているが，持続的かつ長期的な食料安全保障の基礎を築くものである。

突発型緊急事態

突発型緊急事態は，ほとんどあるいはまったく警報なしに襲う自然災害

―例えば，サイクロン，地震，ハリケーン，津波，それに多くの洪水―に
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伴って生じるが，また，疫病や暴力行為によっても生じうる。

名称が示唆するように，突発型緊急事態を緩慢型緊急事態から区別する

のは，出来事への準備に使える時間である。一般的な偶発事態に備えて用

意しておくことはできるし，国連システムの中の諸機関や各国政府，それ

に多くの民間ボランティア組織に属する緊急援助の専門家はこの点では概

してめざましい働きぶりを示しているが，突発的緊急事態では，対応を形

作るための重要な細部に関して事前の警告はあまり，あるいはまったくな

い。

多くの衝撃の初期の結果は，食料の生産と流通システムの崩壊である。

これはしばしば被災地域の食料入手の可能性を攪乱し，特に，十分で適切

な食料を入手しようとする人々の能力を低下させる。食料システムへの被

害と合わせて，多くの衝撃では給水や衛生施設も損なわれ，医療サービス

の提供が妨げられ，食料の適切な利用にも問題を生じる。

食料援助は多くの場合，このような緊急事態における人道的対応の必須

の構成要素である。例えば，紛争に巻き込まれた人々は，彼らのいつもの

食料戦略を実行することができず，食料も，それを調達するのに必要な現

金もない難民や国内の流民になる。短期的には，食料援助はこのような集

団の食料への権利を守るための唯一の選択肢であり，栄養失調に関連する

疾病の発生や弱者の将来の暮らしを約束する必須の生産資産の売却を阻止

する上で，しばしば決定的に重要な要素である。

ある状況下では必要かもしれないが，食料援助―特に供与国からの援助

―は突発型緊急事態への対応では往々にして強調され過ぎるきらいがあ

る。現地の基盤施設や農業生産を荒廃させる巨大な衝撃は，大勢の人々を

食料援助が極度に必要な状態に陥れる。しかし，一時的な食料不安は食料

の入手可能性よりも食料の入手手段の危機から生じることが多い。

緊急事態でも，確保された商業取引網があれば，特に都市地域では彼ら

の流通能力を維持あるいは急速に回復させることができ，食料不安が最も

差し迫っていて，食料入手がより難しい地域に食料を届けるための支援を

得ることができる。これによって，海外の遠隔地から遅く高価な食料援助
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の船積みをする必要は限られたものとなり，現地および地方の供給網の効

率的利用が優先される。例えば，流通網が基盤施設の被害あるいは社会秩

序の崩壊によって妨げられている場合には，道路や安全の回復のための介

入のほうが食料援助の船積みよりも効果的で，経費効率がよいであろう

（Levine & Chastre, 2004）。

アジアの津波－クリスマス島の危機

突発型緊急事態への対応は，あらゆる必須の細部を計画しておくことが

できないにもかかわらず，極めて効果的でありうる。2004年12月26日のア

ジア津波に続く経験は，おそらく突発型緊急事態への効果的対応の最近に

おける最も良い事例を提供している（Cosgrave, 2005；Webb, 2005；

WHO, 2005）。これは有史以来最大の自然災害の１つであり，近代では４

番目に大きい地震であって，最も破壊的な結果をもたらした津波が記録さ

れた。

30万人もの人々が亡くなり，あるいは行方不明になり，170万人以上が

強制避難し，それ以上の人々が，地震とそれに続く津波で必要不可欠な生

活資産（例えば，漁船，店舗，家畜）を破壊され，職を失った。ざっと

100億ドルの損害は２つの大陸（アジアとアフリカ）にまたがり，すべて

が１日のうちに，そしてほとんどが夜明け後の２時間の間に，スマトラの

西海岸で起こった。

その結果生じた食料不安は極めて深刻かつ広範なもので，食料の入手と

利用の急激な低下を伴い，一部では生活や基盤施設の甚大な損害により食

料の入手可能性さえ低下した。津波に伴い，その週あるいは月のうちに人

道的災害とより多くの人命の損失が生じる可能性が極めて現実的であっ

た。

津波への対応は出来事それ自体とほとんど同じくらいすさまじいもので

あった。民間と公共両方の国際的援助供与者がすばやく，惜しみなく反応

し，推定で155億ドルを国際的に拠出し，その多くは制限を付けない形態

のものであった。さらに，援助供与者は異例の速さで拠出誓約を実際の支
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出に移し，公表した魅力的な誓約と運用できる支出との間の重大なギャッ

プを，災害の後によくあるように何カ月も何年もではなく，何日か何週間

かの間に埋めた。

この間髪を入れない寛大な対応によって，地震と津波の直接の余波の中

で，広範囲にわたる救援活動を行うことができた。そして，急速な復興へ

と進み，特定の現地の必要に応じた現金や非食料資源をより弾力的に使用

することができ，通常より多くの組織の参加を得ることができた。食料援

助の配布は，受領者に十分な食料エネルギーが入手できるようにというだ

けでなく，強化ビスケット，めん類，植物油，ヨウ素添加塩などによって

微量栄養素も十分摂取できるように速やかに整えられた。

最も被害を受けた地域が，地震や津波によって受けた恐ろしい被害にも

かかわらず，速やかに復興の過程を開始することができた。特筆すべきこ

とは，いくつかの人道組織は，不必要な資金を返還し，あるいは誓約が必

要に見合うに至っていない他の被災地域に資金を回すよう要請するために

供与側と接触しなければならないという異例の問題に直面したことであ

る。最も重要なことは，当初広く予想されていた感染や飢餓に関連した疾

病による大規模な高死亡率が現実のものとならなかったことである。

突発型緊急事態で頻繁に生じるように，必要評価と介入の調整は時に不

十分であり，医療チームといった良く知られたサービスの過剰供給，必須

であるがあまり目立たない必要物資，例えば携帯飲料水といったものがや

や不足する，といったことが生じた。いくつかの約束された介入，例えば

家やボートの建設といったものは直ちにあるいは適切には実現せず，また

津波被災地での人権侵害に関するいくつかの証言もあった。その中に

は，援助分配における差別，強制的移住，恣意的な逮捕や性的あるいはジ

ェンダーに基づく暴力といったものが含まれている（ActionAid, 2006a）。

アジア津波に対するような効果的対応の中でも改善の余地はあるが，こ

のエピソードは国際社会が人道的危機に対応する能力を生き生きと示して

いる。残念ながら，この津波への対応はやや一般的ではない。多くの特別

な事情がこの津波への対応における異例の成功に寄与した。クリスマスの
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翌々日で，暦年の終わりという災害のタイミング，破局の生々しいイメー

ジ，南アジアおよび東南アジアの比較的強力な制度的・物理的基盤があっ

たこと，多くの国際的観光客がいたこと，が諸要因の中に含まれる。とり

わけ，津波が，社会の，普段は緊急事態にしばしばあいまいな関心を捉え，

速やかに，惜しみなく，弾力的に―現金拠出で―対応するという大変な政

治的意思を生み出した。

パキスタンの地震―入手手段の確保

2005年10月のパキスタン地震への対応は，緊急事態に影響された食料安

全保障の特殊な側面に緊急対応の努力を整合させる必要があることの優れ

た事例を提供してくれる（Nyberg, 2005）。パキスタンは地震に襲われる

前は食料の純輸出国であり，平均以上の収穫を享受していた。北西国境地

帯とAzad Jammu・Kashmirなど，最も被害を受けた地域は，自然災害以

前からこの国で最も食料不安な２地域で，国内の余剰地域や隣国から食料

を輸入していた。地震はこれらの地域の基盤施設を大規模に破壊し，食料

を届けるために異例の輸送活動が必要となった。

しかし，パキスタンでは食料は入手しやすい状態が保たれており，現地

価格や生産支援要因，あるいは直接の被災地以外の都市住民への影響は，

あったとしても，最小であった。パキスタン政府は都市地域の被災者に対

して食料の入手手段を回復するための現金補償制度を打ち出し，市場の利

用に大きな障害が生じた地域の人々に救援食料を振り向けた。いくつかの

重要な例外はあるが，援助供与者は，対応を促進し作戦の資源効率を高め

るために，現地および地域市場で食料援助物資を調達するための現金を主

に提供した。この作戦の実質的な評価はまだ明らかでないが，初期的な指

標によれば，これも全般的に成功であった。

静かな緊急事態―危機における世帯

突発型緊急事態の１つの最終的形態はあまり注目されていない。それ

は，事故，突然の重病（例えば，マラリア，コレラ，デング熱），死亡，
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頻繁な不作や家畜の喪失，火事，盗難，突然の失業などによる，世帯に特

定された打撃である。このような打撃はいたるところにあり，特に貧しい

地域社会ではよくある。さらに最近の実証的研究によれば，一般に世帯レ

ベルでの崩壊が長期の貧困の最大の原因になっている（Barrett et al.,

2006）。

これらは大部分世帯レベルでの打撃であるので，同じ地域内でも世帯や

個人によって経験に大きな違いがあり，その結果，人道援助組織や開発組

織によって緊急事態対応の標準的計画が立てられる過程で，差し迫った食

料不安はしばしば見過ごされる。これらは遍在していて，世界の金融や政

治の中心地のテレビスクリーンには登場しない静かな緊急事態であるが，

被災世帯にとっては実に深刻な緊急事態なのである。このような出来事の

中で，公式，非公式の社会的保護のメカニズムが十分な保険を提供できな

ければ，短期的な打撃から生じる長期的な人的被害や経済的損失は莫大な

ものになるであろう（Dercon, 2004）。

このような状況下で有効でありうる社会的保護のメカニズムの事例は第

２章で論じた。適切に概念づけされ，設計されたセーフティーネットは困

窮者たちを護り，人々が窮乏に陥るのを阻止し，そして弱い立場の人々が

生産資産を着実に蓄積，改良して，慢性的貧困から立ち上がるのに役立つ

高リスク，高リターンの生活戦略を選択するために必要な保険を提供する

（Baerrett, 2005；Carter & Barrett, 2006）。

「仕事のための食料」や「学業のための食料」といった食料援助に基づ

いたセーフティーネットは有用であろうが，それらはほとんど常に弱い立

場の人々の生産資産を保護するための補完的な投入や活動を必要とする。

「仕事のための食料」の効率性に関する記録のチェックが行われている

（Ravallion, 1999；von Braun, Teklu & Webb, 1999；Barrett, Holden &

Cley, 2004）。食料による介入と現金に基づく介入との長短を直接比較した

実証的証拠はあまりなく，これは研究分野における深刻なギャップである

（Save the Children UK/HelpAge International/Institute of Development

Studies, 2005）。
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食料援助に基づく介入の効率性の鍵になる決定要素は明らかになってお

り：政府またはNGO提供者が信頼できる状態で存在し，機能しているこ

とである。世帯が支援を必要としている時には，「仕事のための食料」や，

その他の食料に基づくセーフティーネットが準備されていなければならな

い。供与者と実行機関は緩慢に生じる災害に対応する際には新しい計画を

展開する時間があるが，突発型緊急事態や世帯レベルの緊急事態に対して

はあらかじめ対応能力を持っていることが成功の鍵である。これは，脆弱

性が国家の崩壊に伴う紛争や統治の欠如による場合には一般に望めない

が，ある地域で一部の世帯が経験する気象的，経済的，環境的，健康上の

打撃に対する保証としては効果的に機能しうる。

突発型緊急事態における教訓

サイクロン，地震，ハリケーン，津波といった地域規模の打撃に基づく

突発的緊急事態に伴う一時的食料不安への対応における食料援助は，人命

や弱い立場にある人々の生産資産の直接的保護に焦点を当て，そして何よ

りも災害で直接被災したグループの栄養状態への支援を重点として行われ

る。

対応の効率性は，被災者の速やかな確認と食料安全保障のどの側面が危

うくなっているかの理解にかかっている。食料の入手可能性が現地の生産

あるいは流通基盤の障害によって危うくなっているか？　誰の家計が困難

になっているか？　これが食料の入手手段に深刻な問題を引き起こしてい

るか？

食料と非食料（例えば，保健，避難所，水，現金）資源の間に求められ

るバランスは正確に評価されなければならず，資源の約束と支出の間のず

れが最小になるようにしつつ，十分な規模にまで積み上げられなければな

らない。複数の部門や介入の間の専門的な必要度評価に関する機関間の調

整は，高くつく活動の重複や対象の危険な見落しを避けるためには必須で

ある。

一般に，原料食料のトン数の差だけでなく，被災者の代表的な微量栄養
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素の必要性にも綿密な注意を払う必要がある。現地の諸制度や市場と共同

で活動を行うことは，人々の差し迫った要求に向けられる，人的，財政的

および調達上の資源を効果的に複合することができる。

供給チェーンの確保・管理は重要で，特に多くの低所得国のように港や

大量輸送用の鉄道や道路が限られている場合に重要である。それによって

物資の流通を遅らせる隘路がしばしば生じる。これは，過去10年間に，ア

フリカ中部および南部の内陸国で繰り返し証明された問題である。しか

し，その後，突発型緊急事態に対応する国際的食料援助では大きな前進が

認められている。

しかし，特定の世帯や個人に影響を与える打撃から生じる一時的な食料

不安に対処するには，前進はやや不十分であった。「仕事のための食料」

やその他の雇用保証制度は，このような状況への保証メカニズムとしてか

なり有効であることが立証されている。しかし，食料あるいは現金に基づ

いた事業の相対的メリットがもっと理解され，深刻な労働の制約に直面し

ている世帯の必要とするものを考慮しなければならない。

これらの事業をどう設計し実行するかについて多くのことが学ばれてき

た。適切な賃金単価，目標設定の適切な監督，無料の非労働資源の入手可

能性の確保，事業の技術的監督を如何に行うかなど。主要な課題は，設

計，要員，それらを必要とする時に世帯が入手できる信頼できる常設の計

画のための資源を準備することである。このようなセーフティーネット

は，世帯が将来の生活を損なわないよう，効果的に悪影響に立ち向かうの

を助ける先見的対応メカニズムを提供するに違いない。

緩慢型緊急事態

緩慢型緊急事態は，その名が示すように，ゆっくりと予見可能な形で時

間を経て現れる災害である。主な例は，干ばつのような気候的打撃，マク

ロ経済危機（例えば，激しいインフレやその他の金融危機），紛争やゆっ

くり拡大する伝染病（例えば，HIV/AIDS）である。緩慢型緊急事態で
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は，打撃が本格的になる前に準備する時間がある。

緩慢型緊急事態の多くは，数週間か数カ月前の事前の警鐘を伴って発生

する。これらの中には季節ごとに繰り返される危機―南アジア沿岸地帯で

のモンスーンによる洪水やアフリカの乾燥地帯や半乾燥地帯の乾季におけ

る飢餓のように―が含まれ，これらは周期的で予見可能な現象である。こ

のような緊急事態には事前に計画を立てておく機会があり，実行機関はし

ばしば必要が予想される時期に何カ月も先立ってこのような地域にあらか

じめ物資を配置しておく。

残念ながら，緩慢型緊急事態への準備に用いうるこの先行時間はいつも

十分に活用されているとはいえない。監視と評価のシステムがしばしば不

十分で，供与者は通常，問題が国際メディアが報道するような大事に至る

まで対応できないでいる。

資金調達は，緩慢型緊急事態の場合は，突発型緊急事態の場合以上に，

効果的準備における共通の問題点である。これは１つには政治的意志の問

題であり，緩やかに進む危機に政策立案者や世論の関心を向けさせるとい

う課題で，Moeller（1999）が“同情づかれ”と表現した問題である。

この政治的意志とタイムリーな資金調達という共通の問題に向けた１つ

の革新的，先行的活動として，2006年３月，WFPはエチオピアの干ばつ

に対する保険政策のために93万ドルをフランスの保険会社AXA Reに支払

ったと発表した。これにより，３－10月の危険な時期に降雨が不十分であ

った場合は，６万７千世帯までを対象に710万ドルまでが救援のために支

払われる。このような指標保険の考え方は，あらかじめ特定された契約条

件に従い，直ちに支払い措置を発動するために，独立した客観的な検証可

能な指標を用いるものである。

サヘルにおける干ばつとバッタ―浪費された機会

2004－2005年のサヘルにおける干ばつとバッタの被害は，効果的な早期

警報が無駄にされた不幸な事例である。作物と家畜の生産に対する被害は

少なくとも危機の６カ月前に広く予想されており，2004年11月にはニジェ
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ールのための国際的アピールが発せられた。この早期警報にもかかわら

ず，この緊急事態は，2005年６，７月になってテレビに飢えた子どもたち

の映像が現れ始めるまで注目されなかった。そうなって初めて，世界の世

論が供与国を速やかな対応に立ち上がらせたが，それは手遅れで恐ろしく

高くつくものとなった。

干ばつによって優良な放牧草地の利用可能性が減少し，特にニジェール

の場合は，貧しい牧畜民は安い価格で家畜を売らざるをえなくなり，家計

の崩壊につながった。全般的な食料供給能力の低下はわずかであったが，

この地域の一部の国は近隣国への輸出を禁止し，これがニジェールにおけ

る深刻な局所的不足を生み出した。これは，収入が極端に落ち込んでしま

っている中で，食料品価格を急上昇させることになった。深刻で広範な貧

困によって急速に人道的危機が生じたが，その根源は何よりもこの地域の

貧困者が何年も苦しんできた慢性的な食料不安にある。これらの不安定な

状況によって何百万人もが危険な弱い立場に置かれ，ちょっとした衝撃で

も命に関わる栄養不足に至る状態に放置されている。

牧畜民の生計を保護するための早期の介入で，この危機を阻止できたは

ずである。干ばつの初期における比較的小規模で目標を絞った，家畜飼料，

食料，現金の形態での支援でこの危機を回避できたにちがいない。貿易の

ために地域の国境を開放しておくことも，中庸で局地的な供給不足の価格

への影響を緩和したであろう。これは，責任や政治的意志の欠如が不必要

な人的被害と非効率な資源利用をもたらした古典的な事例であった。

バングラデシュの洪水―災害に備える

いくつかの比較的緩慢に生じる災害においては先行時間は良く活用され

ている。例えば，1998年7月から11月にかけてバングラデシュは近代史上

最も深刻な季節的洪水を経験した。10 ９月中旬の洪水のピークには国土の
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66％が浸水した。この国は河川の氾濫や沿岸の潮位の上昇によって周期的

に洪水に見舞われているが，この洪水はこれまでの1954年，1974年，およ

び1988年のいずれをも大きく超えるものであった。

作物被害は広範に及んだ。1998年秋には国内消費に対する食料生産は

22％の不足に直面し，2,000万人の人々が家を失った。洪水の規模と期間

の長さから，1974－1975年に生じたような厳しい飢餓の予想が生じた。こ

の時には，より規模の小さい洪水で３万人から10万人が死亡した。

大規模な洪水とこれに伴う生産の損失，輸送の混乱，世帯の立ち退きに

もかかわらず，大きな食料危機は起こらなかった。その主な理由は，大量

の民間輸入―1990年代の早い時期の貿易自由化と流通基盤施設への政府投

資により可能となっていた―により，コメ市場が安定し，政府と国際

NGOは最も困窮しているおよそ400万の世帯に効果的に焦点を絞って食料

を直接届けることができたことにある。

1997年の11月，12月のコメの収穫も不作であり，そのために在庫は相対

的に低下し，価格が上昇し，民間部門は1998年の最初の５カ月間にインド

から90万トンのコメを輸入するという反応を示した。民間部門の輸入

は，洪水が始まると加速度的なペースで再開された。バングラデシュ政府

はコメの輸入関税を撤廃し，穀物の国あるいは国全体への速やかな輸送と

移動を支援した。

食用穀物の価格は洪水直前にはエスカレートしたが，洪水の最中あるい

は後には比較的落ち着いて推移し，８－11月には５－７月期を７％上回る

に止まった。これとは対照的に，1974－1975年にはコメの価格は同じ期間

に58％急騰し，主食食品価格が貧困者の手が届く範囲を超えたために，飢

餓による死者が急増した。この1974年の価格急騰は生産の不足―それは結

論的には1998年には及ばないことが明らかになっている―では説明でき

ず，むしろ国内食料市場の機能不全と差し迫った危機を回避する助けとな

る現地の市場や諸制度の対応力を育てる努力が不十分であったことに帰せ

られる。

1998年に食料がタイムリーに入手できたのは，疑いもなく，政府がつい
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に８月末に国際支援を求めた時に寄せられた，65万トンの直接の食料援助

の誓約に助けられたことによる。しかし、最終的に政府が配布したのはコ

メにして民間部門の６分の１に満たず，世帯は洪水に対処するに当たっ

て，政府やNGOの配給よりも民間からの借入により強く依存した。人道

的災害を回避する鍵は民間部門の速やかな反応―積極的に政府によって奨

励され、支援された―であった。これが危機の間，コメ価格を効果的に安

定させ，それによって最悪の洪水の間，多くの貧しい世帯の食料安全保障

を守ったのである。

アフリカ南部の干ばつ―市場と入り交じったシグナル

アフリカ南部地域は，10年に２，３回は様々な程度の干ばつに襲われる

ことがある。白トウモロコシはこの地域の中～低所得の消費者の食料支出

の中で高いシェアを占めている。白トウモロコシは干ばつに比較的弱いの

で，これらの干ばつは何百万人もの人々の食料安全保障と将来の生活に悪

影響を与えるであろう（Tschirley et al., 2006）。11

2002年と2003年にアフリカ南部の広い地域で生じた食料不足は，数年に

わたる相次ぐ平均以下の生産によってもたらされた。他方で，この論文の

筆者たちは，この食料危機は政府と供与者が早期警報に反応できなかった

ために生じたものであり，あるケースは，現れてきた不足に取引業者が対

処するのを禁止した政府の介入によって危機が悪化したと主張している。

早期警報と対応システムはこの時期に作動していた。それは地方政府や

国際社会に対して収穫時期に食料不足が迫っていると警告し，影響を受け

る世帯の数と食料援助と商業的輸入の必要量の推計値を提供した。このシ

ステムはこれらの数値を定期的に更新し，危機を緩和するための推定必要

量に十分な世論と資金を動員した。

しかし，筆者たちは，市場に対する政府の不規則な介入のために人的犠

牲は本来あるべきより多くなり，食料価格は不必要に不安定化したと主張
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する。彼らは，もし，食料援助の配布の規模や時期に関する政府からの明

確なシグナルによって市場が機能することを許されていれば，人道的危機

は市場に悪影響を与えることなく緩和されていたと主張している。

筆者らによれば，マラウイ政府は，非公式貿易（それは，数年にわたっ

て不足期には常態化していた）を考慮するのを忘れ，食料援助として過剰

に大量の穀物を輸入し，商業的流通に振り向けた。非公式の民間部門によ

り契約された穀物輸入は政府経路による公式輸入より前に到着した。その

ため，政府は赤字でしか売りさばけない大量の穀物を保有することとな

り，結果的にマラウイの価格は2002/03年度と2003/04年度を通じて例外的

に低く，民間在庫保有は引き合わなくなり，農業者たちの生産誘因は低下

した。

ザンビアの民間部門は，必要な時には大量の穀物を輸入する能力を持っ

ている。しかし筆者たちは，過去の政府の誤りから生じた混乱したシグナ

ルによって，民間部門は食料不足の時期に輸入を増やすよりむしろ減らす

ようになった，と報告している。その結果，価格は急騰した。公的部門と

民間部門の間の調整とコミュニケーションを改善すれば、ザンビアの民間

部門は今後多くの危機に際して，価格安定を維持するために必要な量を輸

入できるようになるであろう。

Tschirley et al.（2006）は，モザンビークは，政府が単に脇に退いてい

れば，通常は市場が作柄変動を管理できるという証拠を示していると主張

している。モザンビークの３つの主要地域のうち，北部は毎年トウモロコ

シを過剰に生産し，中部はいつもではないが通常は過剰であり，南部は常

に不足している。この生産パターンと北部から南部へのトウモロコシ輸送

が長距離・高コストであることに対応して，モザンビークは国境の開放を

維持し，規則的に北部からは輸出（マラウイ向け），南部には輸入（南ア

フリカから）を行っている。これが主な理由となって，この危機の間，モ

ザンビークでは比較的安定であった。2001/02と2002/03販売年度の両期間

とも価格はザンビアよりかなり低い水準に止まった。それらは，2001/02

年度のマラウイの高騰した価格より低く，2002/03年度のシーズン末にか
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けては極めて押し下げられたマラウイの価格よりもかなり上であった。ア

フリカ南部のいくつかの事例研究を示しつつ，Takavarasha（2006）は，

１つの国の政府による予期できなかった市場介入が，その地域の他の諸国

の食料安全保障にもたらす深刻な悪影響を強調している。Schepherd

（FAO, 2005d）は，アフリカ南部の食料緊急事態に対応するための民間部

門の能力の改善に向けて，いくつかの勧告を行っている。その中の主なも

のは，市場情報システムの改善，政府と民間部門の間のコミュニケーショ

ンの改善，輸出入管理の廃止と基盤施設の改善による貿易の促進が含まれ

ている。

HIV/AIDS―新しい種類の飢饉

突発型緊急事態に特異的形態があるように，緩慢型緊急事態にも個人お

よび世帯に特化した形態がある。それらは主に緩慢に発生する伝染性疾

患，特にHIV/AIDSに伴うものであり，徐々に，予見できる形で罹病した

患者とその扶養家族の食料入手手段や利用を損なう。サハラ以南アフリカ

におけるHIV/AIDSの広域流行の隠された性質から，一部の解説者はそれ

を“新種の飢饉”と名付けている（de Waal & Whiteside, 2003）。

HIV/AIDSの流行が始まってから，この病気のために2,500万人が死亡

している。さらに，4,200万人がHIVに罹患したまま暮らしている。

一時的な食料不安を引き起こす他の多くの種類の打撃と異なり，HIV/

AIDSはしばしば汚名と沈黙に覆い隠され，打撃に対処する確立した対抗

戦略（例えば，労働移民）を徐々に危うくする。さらに，HIV/AIDSは主

として性的に活発な年齢層の人々に感染し死亡させるが，彼らはもちろん

最も経済活動を担う人口集団なので，HIV/AIDSの広域発生に甚だしく襲

われた地域社会では，世帯は極度に高齢か極度に若年の構成員が不釣り合

いに多く（したがって，依存率も高く）なる傾向がある。このような世帯

は特に食料の入手手段のちょっとした障害にも対処できない（Haddad &

Gillespie, 2001；UNAID & WHO, 2002）。

2002年と2003年のアフリカ南部の食料危機は，古典的な緩慢型緊急事態



―干ばつ―に伴う一時的な食料不安とHIV/AIDSによるこの新種の緩慢型

緊急事態との間の複雑な相互作用を強調する（Barret & Maxwell, 2005）。

何年間かは，この流行に対する介入は注意喚起と予防，および感染者個人

の支援のための介入に主な重点が置かれた。

ごく最近，この広域発生の影響の大きさが認識され，感染者を対象とし

た広範な一連の介入，および予防とAIDSに感染して暮らしている人々へ

のケア，さらにその広範な影響を緩和する必要性も認識されてきた。

HIV/AIDSの広域発生は，現在では，新しいまったく別の種類の緊急事態

を代表するもので，人道的対処と緩和の両面で新しいアプローチと考え方

が必要になっていると多くの識者からみられている。

しかし，この最新の緩慢型の特異な緊急事態に，どうすれば一番良く対

処できるかについて納得できる一連の手順はまだ存在しない。食料援助

は，サハラ以南アフリカの重要な事例ではこの広域発生の影響を緩和する

ためのセーフティーネットの主要な構成要素として広く用いられており，

HIV/AIDSへの食料に基づいた対処がどれくらい適切で有効かは不明であ

るが，それは代替的介入の選択肢の１つである（Barrett & Maxwell,

2005）。

緩慢型緊急事態に関する教訓

個人や地域社会は回復力を持っている。打撃に対抗する手段を与えられ

た受領者は，まだそうする時間を持っているので，以前の経験から学んだ

行動によって，全面的な緊急事態になってから強いられるよりもはるかに

低いコスト―人的，資金的に―で危機を回避することができる。地域社会

や世帯，個人が危機に落ち込んでしまう前に来るべき打撃から免れうるよ

うに準備するために，適切な資源（食料はしばしば含まれるが，それに限

らない）のタイムリーな配布ができれば，大量の食料の船積みはしばしば

不要である。

これは，現在エチオピアで試行されている“生産的セーフティーネッ

ト”という新たな考え方の背後にある核心となる動機である。エチオピア
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では，緩慢型災害に伴う諸問題，大量の食料援助の船積み，窮乏人口の増

大，を繰り返し経験している。それは，例えば，1998年のバングラデシュ

のような，より成功した事例からの重要な教訓でもある。現地の制度慣行

や市場の補強は社会システムの本来の回復力を育てる戦略の中心となるも

のである。

情報システム，供給チェーンの運営，拠出誓約した資金の速やかな支出

は，食料安全保障と生計を守るための，タイムリーで費用効果の高い供給

の確保と資源の目標設定に重要な役割を果たす。緩慢型緊急事態では，早

期警報システムは，国際人道社会と受領国政府が適切な対策を設計し，実

施するための時間を稼ぎ，さらに重要な役割を果たす。

このことは，警報に即時，実質的に反応する政治的意志の重要性を強調

している。緊急事態に対処する資金を動員するために統合アピールプロセ

ス（CAP）が1991年に国連によって確立されたが，これはあまり効果的で

はないことが証明された。国連事務総長コフィ・アナンは2005年10月，

華々しいアピールは要請された資金の平均わずか16％しか生み出していな

いと報告している（Fleshman, 2006）。

複雑な緊急事態および長期化する救援と復興活動ではタイムリーな資金

動員が特に難しい。この点は，後の節でさらに詳しく論じる。世界は，緩

慢型緊急事態に対処するためのより効果的な手段を開発しなければならな

い。これは，基本的には突発型緊急事態よりも扱いやすいにちがいない。

複雑で長期的な危機

複雑で長期化する危機は緩慢型緊急事態の特別なタイプである。複雑で

長期的な危機の中で，緩慢型緊急事態は，人口の大きな部分が長期（何年

もあるいは何十年も）にわたって生命および生活への差し迫った脅威に直

面し，国家やその他の統治機関が十分な水準の保護や支援を提供できない

ような状況，と理解される。この用語は，アフガニスタン，イラク，コン

ゴ民主共和国，ソマリアおよびスーダンにおけるように，脆弱さが暴力的
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紛争や政治的不安定と結び付いているところに最も頻繁に適用されてきて

いる。しかし，一部の論者は，HIV/AIDSの蔓延に苦しみ，その影響が弱

体な統治および周期的な経済的打撃や天災によって加重されているマラウ

イやザンビアのような国々も長期的な危機の状態にあるとしている。

暴力的紛争に伴う複雑な危機の数と規模は，過去10年間に，特にサハラ

以南アフリカで急激に増大した。これら複雑な危機の背後にある原因とし

ては，政治的利害，資源の管理，民族的・歴史的対抗意識，地域的差異，

社会経済的諸条件を含む多くの要因がある（Grunewald, 2003）。

このような長期的な複雑な危機の蔓延に伴い，緊急事態に振り向ける資

金が何カ月かで減ってしまう傾向があるので，国際人道社会にとって特別

な問題が生じている。例えば，スーダン南部と西部，コンゴ民主共和国，

ソマリアその他の難民キャンプでは食料の配給削減がいつも問題になって

いるが，これは長期的で複雑な危機に対する食料援助パイプラインの退潮

によって生じている。

複雑・長期型緊急事態では，資源の入手可能性は一般に必要と見積もら

れた水準の半分以下に落ち込み，援助機関は，乏しい資金を節約するため

だけでなく，供与国が差し迫った必要に対処するようショックを与えると

いう両方の狙いで，配給の半減といった大胆な措置を取らざるをえなくな

る。これらの諸問題に，緊急要員の安全問題や政治体制，特に戦闘してい

る両陣営に対する人道機関の活動の独立性に関わる政治的諸問題といった

課題が加わる。

長期的危機への懸念には２つの種類がある。１つは，その長引く，限り

のない期間に関連している。人道的緊急事態から“通常”の事態への円滑

な，あるいは自動的な移行を当てにできないという状況がある。被災した

人々の必要とするものとその優先度は様々である。適切な対応は，食料援

助が重要な役割を果たす直接の人命救助のための介入から，生活の向上と

保護，基盤施設や諸制度慣行，サービスへの支援にまで及ぶ。人道的諸原

則に関する問題をまったく別にすれば，このことから，異なった目標，時

間的枠組み，機関や組織が，それぞれ技術的・管理的レベルで，互いにど
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のように関わり合うかという難しい問題が生じる。

第２の種類の懸念は，長期化する危機の政治的性格と，このことから不

偏，中立，独立という基本的な人道諸原則を守ろうとする機関にとって生

じる課題に関するものである。紛争と不安定があるところでは，介入は諸

制度慣行の崩壊と治安の悪さによって複雑になるだけでなく，援助に従事

する人々と援助の対象となる人々の両方にとって，予期しない結果が生じ

る大きな危険がある。とりわけ，援助の供与側と現地の政治関係者との間

の関係は倫理的および実際的なジレンマの危機を伴う。

以下の事例研究は，複雑長期型緊急事態の場合は緊急事態への対処に伴

うすべての課題を難しくすることを示している。資源の制約，分析上の限

界および政策ギャップが効果的な対応への深刻な障害を生み出す。これら

の状況に固有の困難にもかかわらず，制度的，概念的，政策的制約を克服

する努力が緊急に求められる。

エリトリアとエチオピアにおける戦争と食料安全保障

世界で最も貧しく，最も食料が不安な２つの国，エリトリアとエチオピ

アの間の1998－2000年における戦争は，推定で８万人の命を奪い，100万

人以上の人々を流民化した。White（2005）はこの紛争がもたらした経済

的・人道的コストを査定した。彼は，両国の経済的コストは莫大なもので，

その政治的意味合いは未解明のままであるとしている。戦争以前でさえ，

両国は干ばつに伴う連年の食料危機，農村の過剰人口および土壌劣化に直

面してきた。

戦争の直接的結果として，100万人以上の人々が農地から引き離され，

資産と生活を奪われた。人道上の活動も，治安条件，国境封鎖とエチオピ

アがエリトリアの港を使えないことにより，制約された。そして，多くの

人々が，食料を生産や貿易，販売，移転を通じて手に入れる能力，という

意味での食料への権利の喪失を経験した。

間接的には，戦争は食料安全保障に関してもっと大きな犠牲を強いた。

両国の大規模な徴兵と難民化によって，生産的活動からの人員の大量流出
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が発生した。戦争に費やされた国家予算は莫大であった。エチオピアの国

庫の出費はGDPの７％から20％に及ぶと推定されている。このパーセン

テージは，より小さいエリトリア経済の場合はるかに高い。この公的支出

の水準は，もし長期的な食料安全保障に振り向けられていたら，大きな積

極的効果を生み出していたことであろう。

そのうえ，両国への開発援助は，供与国がこの紛争を承認しないために，

戦争期間中に急激に低下した。この“主義に基づく条件づけ（principled

conditionality）”は，極端な慢性的貧困に取り組み，干ばつその他の周期

的被害に対する生計の回復力を高めるための諸措置の改善を甚だしく阻む

こととなった。この“主義に基づく条件づけ”のもう１つの結果は，飢饉

が広がっている兆候があるにもかかわらず，供与国が人道的支援の訴えに

応じることに消極的になったことである。食料の引き渡しは，飢饉の大発

生をメディアが報道した後にようやく加速された。供与国の緩慢な反応が

危機を深刻化した。

両国政府は，2000年の和平協定以後両国関係の正常化をまだ始めていな

い。このことは両国にとって大きな経済的損失と，食料安全保障状況への

直接の影響をもたらしている。エリトリアにとっては，国境閉鎖は主要な

輸出市場と輸入穀物や家畜の重要な供給源の喪失を意味する。エチオピア

にとっては，エリトリアの港のボイコットは穀物の輸出入価格バランスの

ギャップの拡大と，その結果としての価格の不安定性の増大をもたらして

いる。

両国は，食料不安に対処するのに極めて必要な対外的信用と支持を失っ

ている。国境戦争と未解決の緊張は様々な形で生計に悪影響を与えてき

た。この戦争の影響は他の政治的，社会的，人口学的，環境上の要因と安

易に切り離すことはできない。食料その他の緊急援助は周期的危機には十

分対処できるが，長期的低下を逆転させるには長期的な関与が必要であ

る。この背景にもかかわらず，この地域で現に生じているニーズが無視さ

れている（Box13）。
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アフガニスタン，ソマリア，スーダンにおける慢性的な紛争

情報システムと対応はともに，短期的手法がしばしば不適切に優先して

いることを反映している。このような弱点は長期的な危機における生計と

食料安全保障を支援するための援助介入に特徴的で，それはアフリカだけ

に限らない。アフガニスタンの生活支援計画に関するある研究は次のよう

に述べている：

アフガニスタンの慢性的紛争の動態は，少なくとも生計への影響という点ではあ

まり理解されていない。援助活動は，引き渡しを強調し，学習することにあまり

注意を払わない短期的な人道的計画によって補強されたこの国に関する単純化さ

れた物語によって駆動されてきている。その結果，介入の単調な光景が生じてい

る。 （Pain, 2002, p. vi）

アフガニスタンにおける援助政策は，いまだに，農業が食料安全保障の

主柱であり，農業投資はそれ自体が家計の要求に応えるという前提に基づ

く傾向がある。世帯は収入創出戦略を多様化させつつあり，食料安全保障

は今ではより売買，季節的移動，送金に基づくようになっていると示唆す

る対照的な証拠にもかかわらず，これが実態である（Pain & Lautze,

2002）。

援助介入は，技術的事業と考えられて実施されており，政治的背景は考

慮されず，目指す受益者にとって搾取関係が深まるという危険を冒して行

われている。この例はたくさんある。米国国際開発庁（USAID）が1992－

1993年に行った，ソマリアに食料援助の洪水を注ぎ込んで食料価格を引き

下げ，戦闘を止めさせようという試みは，彼らが横領する食料の量を増や

し，他方，現地の農業生産を低下させるという逆の効果を生んだ

（Natsios, 1997）。

同様に，1990年代半ばに，スーダンの南ダルフールの難民化したDinka

集落で援助機関が自立を高めるために行った食料援助を農業投入財と融資

に置き換える試みは，Dinkaが相対している周囲の集落（ほとんどBaggara

Arab）の中で陥っていた従属関係を無視しており，実際には彼らの依存

性を増しただけであった（Duffield, 2002）。スーダンのヌバ山（Nuba
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Mountains）の事例研究は，このような複雑な環境に建設的に対処するの

に必要なきめ細かな研究の１つである（Box14）。

アフリカのGreat Lakesにおける紛争

アフリカ中部のGreat Lakes地域は，10年以上も紛争に巻き込まれてい

る。紛争の開始以来，380万人の死傷者が発生し，コンゴ民主共和国にお

ける危機は第二次大戦以来最も破壊的なものである。紛争が続く中で毎日

1,200人の死者が出ていると推定されており，その多くは阻止でき，ある

いは治療できる疾病によるものである。出産時死亡率は10万人当たり死亡

が1,837人と推定され，世界でも最高水準であり，HIV/AIDSの蔓延率も

上昇し続けている。

イギリスの団体「セイブ・ザ・チルドレン（Save the Children）」は，

アフリカ中部のGreat Lakes地域の３カ国，ブルンジ，コンゴ民主共和国，

ウガンダにおける７つの事例研究で，食料安全保障介入の検討を行ってい

る（Levine & Chastre, 2004）。これら地域の人々が直面した食料安全保

障上の制約に対する介入が適切であったかどうかが検討された。住民の移

住を伴う進行中の深刻な不安から，干ばつを経験した紛争後の農村環境，

紛争や天災で被害を受けた都市環境への帰還者の流入に至るまで，様々な

タイプの危機が対象とされた。

Lenine & Chastre（2004）は，ほとんどとは言わないにしても，多くの

食料安全保障介入が危機に影響を受けた人々の優先的必要に対応すること

に失敗したとしている。援助機関はほとんどすべての状況で同じ狭い範囲

の対処方法を取っている。それらの手法は，原因でなく症状だけを取り扱

い，食料援助あるいは食料生産だけに狭く焦点を当て，しばしば費用効果

的ではない。様々な圧力のために，援助機関は対応の適切さという点から

考えることができず，被災者やその生活がどう妨げられているかについて

かなりの情報があったにもかかわらず，対応への要素として考慮しなかっ

た。

この研究によれば，すべての緊急事態で種子と農具の配布が行われてい
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るが，対象世帯の種子や農具の入手手段が生産を妨げているかどうかは確

かではなかった。これは，多くの世帯が全体として販売可能な余剰を生産

できなかったという事実から単純に引き出されたものであった。種子の配

布や栄養上の介入は一連の疑わしい前提に基づいており，それは，被災者

が自給農家で，市場やもっと広い生計戦略から切り離されているという前

提に立っていた。

多くの場合，より適切であったのは，受給権を促進する現金移転，治安

と市場の利用を改善する道路の再建であったようである。不幸にも，現金

移転に用いられる供与資金は限られており，市場の機能を改善するための

措置が食料安全保障を目指す計画立案に採用されることはめったになかっ

た。同様に，“非救援型”介入は，危機条件に対処するのに必要な水準よ

りはるかに小規模であった。この状況は，人道的介入のための拠金の広範

な失敗の特徴である（Box15および第５章参照）。

Levine & Chastre（2004）によれば，治安の悪さにもかかわらず，Great

Lakes地域で早急な評価を行うことは可能であると思われたが，そのよう

な評価はめったに行われず，行われたとしても責任ある機関との十分な協

議はなく，機関間でその結果を共有することもなかった。これらの対応設

計は，実際に何が必要かを問題にすることさえできなかった。もっと悪い

ことには，多くの場合教訓を学び，介入の影響を見出すことが優先されて

いなかった。

Pottier（2003）はコンゴ民主共和国の Ituri地域の紛争を研究した。

HemaとLenduの住民間の紛争は1999年には紛争に発展した。土地とその

豊富な資源の入手が紛争の中心であった。1973年のBakajika土地法のもと

で，政治的支持の見返りにHemaのエリートが土地の取得を認められたが，

それはLenduの農民が祖先伝来のもので手放せないと考えている土地であ

った。Hemaは牛の飼育場を建設したが，その多くは1980年代に国際援助

プロジェクトによって支援されたものであった。今ではHemaが加盟して

いる反乱集団が土地の鉱物資源を管理している。Lenduの農民は以前は自

分たちのものであった土地で無断居住者として虐げられ，様々な強制労働
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体制のもとで（追立の脅かしによって），鉱山労働者として働き，あるい

はその他の仕事に従事している。軍事指導者への忠誠は変わりやすいもの

で，政治的信念によるよりも貧困と食料不安によって誘導されたものであ

る。

Pottierは，平和の建設と農業の再生に従事する人々は，軍事指導者の

住民に対する鉄の規律を可能にしている社会的な力学を検討しなければな

らないと論じている。彼らは，土地や制度化された脆弱性を直視し，その

結果として制度化された保護と労働について注視する必要がある。課題

は，いわゆる民族的な信奉者に対して軍事指導者が強制的な支配権を振る

えるようにしている不安定な諸条件の除去を計画化することである。紛争

後の現地食料市場の再開を保護し，刺激する諸措置に加えて，援助機関が

Ituriにおける土地改革に関与することが，この地域の極度に高い生活不

安と食料不安を逆転させ，この抑圧を弱めるのに役立つであろう。

長期的で複雑な危機に関して学んだ教訓

これらの事例は，長期的な危機における食料不安に対処する際の多くの

独特の課題を示している。それらはすべて，複雑で流動的な状況の中で，

責任と国際的関与を伴って行われなければならない。

供与主体と実施機関は，普通，決まって遠隔の地で決められた規格化さ

れた介入の“枠を超えて考える”ことができない。情報や早期警報システ

ムが不足していることはあるが，より基本的には，現実の必要性を分析

し，創造的に反応する意志，および，影響を監視し，教訓を学ぶ意志が失

われているようにみられる。機関の介入は，通常，他の環境（多くの場合，

自然災害地域）で得られた経験に基づいている。そして，これらの経験か

ら得られた教訓は無批判に目前の状況に適用される傾向があった。食料不

安は背景や時期によって大きく異なる極めて多様な状況を伴っていること

も普通であり，狭い規格化された政策対応リストを用いていては十分対処

することができない。

厳格で時代後れの拠金メカニズムでは，国際人道システムが複雑・長期
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型緊急事態に対して速やかに，かつ，弾力的にバランスよく対応すること

はほとんど不可能である。制度的なレベルでは，長引く危機への援助介入

が，技術的・経済的結果と同様に，被災者への意図した利益を悪用する社

会政治的結果を不可避的にもたらすという事実を，人道機関はしばしば評

価しようともしなければ，することもできない。この政治的側面の無視は，

介入が，良くても複雑な影響を生じ，最悪の場合は多くの食料不安にある

人々の苦境を悪化させることもありうる。

この章の前半で，突発型緊急事態に関連して論じた人道的対応における

進歩は，過去10年間，難民や国内で家を失った人々のキャンプにおける諸

条件の大きな改善を鼓舞してきた。それでもなお，複雑な緊急事態によっ

て被害を受けた人々のニーズに対処するうえで大きな政策ギャップが残さ

れている。

結　論

世界の人道社会は，緊急事態に伴う一時的な食料不安に効果的に対応す

るために，幅広い経験的基盤を開発してきた。しかし，それらは緩慢に生

じる危機，特に静かな，目立たない，複雑な，あるいは長期化した危機に

十分対処できない。2004年12月の津波のような事例が生き生きと示すよう

に，資金さえあれば，人道諸機関はめざましい敏速さと熟練でもって対応

することができる。

食料援助は，しばしば速やかな対応策のリストの鍵となる要素である。

目標と時期が良く設定された緊急食料援助介入は，短期的な食料入手可能

性を高め，直ちに必要とする援助物資を入手する手段を改善するのに不可

欠である。しかし，このような介入は相対的に高価であり，調達や配送が

遅くなりやすい。そして，もし時期や目標の設定が悪ければ，生産や市場，

家計に悪影響を与えかねない。

危機発生の初期に正しい種類の支援があれば，食料援助に依存するに至

った多くの人々が最初の局面でその必要を回避し，あるいは彼らの生活を
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再建して食料援助の必要をより急速に減らすことができた，ということも

ありえたであろう。同時に，食料不安の状態にありながら資金や輸送上の

制約から食料援助の到達範囲の外にいた人々が，飢餓や病気を避けられた

であろう。

食料援助は，多くの場合必要ではあるが，しばしば最も適切な対応とは

言えず，また決して唯一必要な対応でもない。食料援助は，最も容易にで

きる資源であり，また供与主体や実行機関がどうすればよいか分かってい

るので，過剰に使用される傾向がある。被災者の現実の優先的な必要に対

応し，何が機能し何が機能しないかについて教訓を学ぶために，情報，分

析，監視システムにもっと注意を払うべきである。効果的な緊急事態対応

は，問題に対して十分かつバランスのとれた弾力的な資金で支えられなけ

ればならない。

この章は，人道的緊急事態への効果的対応を阻害する政策ギャップを明

らかにした。次の章では，特に複雑長期型緊急事態におけるこれらの政策

ギャップをより詳細に検討し，それらに関わっているものについて若干の

考察を行う。
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Box13 2005－2006年のアフリカのGreater Hornの
干ばつにおける重大な対応ギャップ

海外開発研究所（Overseas Development Institute, ODI）が最近行

った研究は，2005―2006年のアフリカGreater Hornの干ばつにおける

長期計画と緊急対応の間の分断を検討している。国連は，ジブチ，エリ

トリア，エチオピア，ケニア，ソマリアで少なくとも1,100万人が危機

状態にあると推計している。この研究は，正確かつタイムリーな早期警

報（例えば，飢饉早期警報システム（Famine Early Warning System,

FEWSNET），FAO食料安全保障分析ユニット（FAO/Food Security

Analysis Unit, FSAU, Somalia））が早急かつ適切な対応につながらなか
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ったのは何故かを問題にしている。この研究は，不適切な偶発事態計画，

限られた生活設計能力，非弾力的な拠金メカニズムがどれほど生活介入

における遅れと不足，それに緊急対応における食料援助の優先をもたら

したかを強調している。

この分析は，二次資料やインタビューを用いて，特にエチオピア－ケ

ニア－ソマリア国境地帯の遊牧の性格に関する誤解を指摘し，家畜の喪

失は70％に及び，水，食料，仕事，それに救援援助を求めて遊牧民の大

量の移動が生じ，栄養失調の水準は緊急事態の限界値をはるかに超えて

いると報告している。

この危機は，慢性的食料不安の背景の中で緊急警報が繰り返し発せら

れた状況を反映しているが，それでも，人道および開発関係者は，慢性

的欠乏の症状と差し迫った不安定状況とを区別することは難しいと考え

た。とりわけ，アフリカ東部の遊牧民の慢性的脆弱さは，彼らの生活が

非持続的であり，農業その他の生産的活動に従事するよう助けられるべ

きであるとする指標として考えられてきた。これは，彼らの回復力を損

なっている一連の外部要因を無視している。アフリカの角（Horn of

Africa）ではほとんどの国で，遊牧民は政治的・経済的疎外化に苦しん

でいる。これを認識し，例えば，土地や水といった天然資源の入手手段

を提供するといった適切な政策対応を取ろうとする政府や外部関係者は

少ない。

――――――――――――
出典：ODI, 2006.

Box14 紛争の転換を進めるヌバ山プログラム

ヌバ山地域（Nuba Mountains）はスーダンで最も豊かで最も肥沃な

降雨に恵まれた地域の一部を擁している。過去には，食料生産の余剰が

しばしば報告された。しかし，スーダン人民解放運動（SPLM）とスー
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ダン政府間の紛争によって，大量の国内難民が発生し，現地生産システ

ムの全面的崩壊と食料不安の頻発をもたらした。

1980年代の終わりから，ヌバ山地域は，平野部の農地の大部分と都市

部を支配する政府と，密集した山岳を支配するSPLMとの間で分割され

ている。政府支配地域では，1990年代を通じて人々は食料救援物資など

の海外援助を利用できたが，政府はSPLM支配地域には食料援助の配布

を許さなかった。そこで，多くの援助組織は，SPLM地域に居るより必

要度の大きい人々に到達できないという理由でこの地域から撤退し，

1999―2000年には海外援助はほとんど停止した。この状況から紛争の転

換を進めるヌバ山プログラム（Nuba Mountains Programme Advancing

Conflict Transformation）が開始された。

政策対話に基づく人道援助

人道的対応は，援助が戦争の武器として用いられるという環境下での

作業に伴う困難性を考慮に入れなければならない。交戦当事者たちと主

要な海外関係者との間の政策対話に基づく一致した努力だけが，人道支

援に関する行き詰まりを終わらせることができる。交戦当事者たちと政

治的に分裂されている両側で作業を進める国際諸組織との間の高度の不

信に注意する必要がある。疑心暗鬼を和らげ，その地域への救援介入を

発展させるために，国連住民・人道調整官（United Nations Resident

Coordinator and Humanitarian Coordinator, UN RC/HC）は，すべて

の計画関係者を含む１年間に及ぶ集中的な協議プロセスを開始した。そ

の中には，スーダン政府とSPLMとともに９つの国連機関，16の国際

NGO，24の各国NGOが含まれた。この計画は，ヌバ山地域の人々が短

期および長期的に必要とするものに対処するためのヌバ主導の対応にす

べての利害関係者が参画し，寄与できるようにすることを目的とした。

成 功

¡ すべての関係者がこの計画を是認した。これは紛争がまだ続いて

いる中で紛争当事者たちが署名した唯一の共同行動であった。
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¡ この計画はスーダン休戦協定の初期の重要な要素であった。

¡ 関係者は，現地の食料経済をよりよく理解し，それを強化する入

り口を確認するために多大の資源を投入した。これによって，持

続性に強力な焦点を当て，能力形成が強調されるようになった。

¡ 支援は必要に基づいて提供され，難民キャンプの人々や貧しい農

民が優先された。

¡ 土地保有の問題が幅広いスーダンの和平プロセスの一部となった。

¡ ヌバ山地域からの食料の現地買い付けがより利用できるようにな

った。食料援助は，耕作が不可能でそれを極度に必要とする地域

に限られることとなった。

¡ 専用の調整組織が，情報の共有と様々な手法の一本化を通じて支

援の効率性を高めるのに役立った。

学ぶべき教訓

このタイプの枠組みは，すべての関係者の参画と国家所有の強調，計

画設計と意思決定相互の参加型開発，共同提言を通じて，長期の展望を

緊急事態の文脈の中に組み込むことができる。こうして，食料不安に対

する伝統的な外部主導の対応パターンを打ち破り，紛争の転換と和平の

形成と並行して，能力形成，持続的農業，市場再活性化に集中した手法

を採用することが可能となる。

――――――――――――
出典：Pantuliano, 2005.

Box15 慢性的な資金不足の危機

人道資金が集められ，使用される方法には大きな不平等がある。特に

コンゴ民主共和国の状況は，このような不均衡が特徴的である。そこに

は恐るべき数の紛争があるにもかかわらず，国連は2005年にコンゴ民主
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共和国のために２億1,200万ドルの統合した拠金呼びかけを行い，拠出

は必要額の51％にしか達しなかった。2006年行動計画は，人道，復興，

貧困削減のために６億8,100万ドルの拠出を要請したが，2006年５月中

頃までに3,000万ドル，目標の４％しか集められなかった。

人道援助の流れは，他の危機の場合と同様，時間がたつと矛盾を呈し，

予見できなくなる。スーダンの人道危機では，2004年には拠出要請の

75％を受け取ったが，2005年には半分に過ぎず，2006年には年央時点で

20％以下であった。このような低下傾向は，人道諸組織が自分では保証

できない約束や義務を負っているだけに，人道諸活動の実行能力を脅か

している。いくつかの部門の慢性的資金不足はまた，支援の能力を弱め，

質の低下を招いている。

人道援助が不均衡になっている理由はいくつかある。メディアの取り

上げ方の不足，戦略的/経済的利害，政治的意志の弱さ，社会的価値観

の相違，あるいは，彼らの拠出金は浪費されるであろうという拠出国の

認識。動機が何であろうと，結果は“人道的くじ引き”であって，コン

ゴ民主共和国の援助を必要とする人々は2005年に１人当たりおよそ100

ドルの救援支援を受け取ったが，アジアの津波被災者はその10倍も受け

取った。

――――――――――――
出典：ECOSOC, 2006.
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第５章　複雑な緊急事態における政策ギャップ

食料安全保障の領域における危機介入は，食料援助と農業投入財の提供

という狭い範囲で考えられる傾向がある。長引く危機がますます表面化

し，緊急事態がより予測可能になる傾向があるので，規格化された対応の

限界が新しい問題を引き起こしている。慢性的で長期化する危機の根本に

ある原因に対処するために，食料安全保障対応はどのように強化できるの

か？　食料援助はいつ必要とされ，どのように他の介入を補完するのか？

理想的な危機対応と，政治上・安全保障上および時期設定の要素がしばし

ば支配的となる現実との間で，バランスはあるのか？

これらの問いに答えようとすると，多くのレベルで政策ギャップが現れ

てくる。長期的な緊急事態に対応する際の供与国と国際機関の課題は，意

志決定と対応の分野でギャップを露呈する傾向があることである。供与国

と国際機関が危機に際して適切な対応を識別することに十分な注意を払わ

ず，介入は根本原因よりは症状に対応する傾向がある。

意志決定と対応における政策ギャップは一連の要因から生じる。危機に

おける情報はしばしば断片的であり，比較対照能力を欠き，戦略的には利

用できない（Maxwell & Watkins, 2003）。計画型対応は，現に進められ

ている監視，評価および影響評価との連携なしに，資源の入手可能性や機

関の能力に従って進められる１回限りの必要評価によって導かれる傾向が

ある（Darcy & Hofmann, 2003）。複雑な緊急事態への拠金は一様ではな

く，予測もできないものであり，短期の計画策定に偏りがちである。

したがって，計画を革新するには，意志決定と対応メカニズムが長期と

ともに当面の優先性に対応する必要がある。現存の分析手段を改善し，食

料安全保障を分析するための共通の用語，定義および枠組みを確立するこ

とが回答の一部となる。国あるいは国際レベルでの制度的欠陥に対処する

ために，一層の努力が求められる。
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政策ギャップ

近年，複雑な緊急事態への国際的対応の範囲と性格について，懸念が増

大している（Pingali, Alinovi & Sutton, 2005）。長期にわたる危機は広範

な計画的視野を持った対応を必要とし，様々な状況に適応しなければなら

ない。しかし，その意味で確定した適当な方法というものは少ない。

かつて複雑な緊急事態や長引く危機への援助介入の人道と開発の側面の

間の極めて問題の多い共通課題として認識されてきた点への関心が最近再

び高まる傾向がある。これら２つの領域は，これまで別々の制度，基金拠

出および要員配置のもとで扱われ，それぞれ明らかな目的と規範を持って

いたが，収斂する可能性を示す兆候がある。

食料安全保障の政策ギャップは“人道と開発の分断（humanitarian-

development divide）”の一側面とみることができるもので，その両者を

結び付けることは災害や緊急事態に関わる実務者やアナリストの間で長い

間論議の的となってきた（Flores, Khwaja & White, 2005）。この課題に応

えるために，様々な政策的枠組みが考案された（例えば，ヨーロッパ委員

会（EC）の救援の復興と開発への連結（Linking Relief to Rehabilitation and

Development）やFAOの２本立てアプローチ（Twin-Track Approach）。

供与国と国際機関は，ある特定の危機の相対的規模や深刻さについて合

意し，危機が“決定的”になる時点を確定し，介入が一時的な必要と慢性

的な要因のどちらに，あるいは両方に対して必要かどうかを決定すること

は困難である，と考えている（ODI, 2005a）。アフリカのGreater Hornへ

の最近の対応についての事例研究は（前章のBox13），複雑な緊急事態状

況におけるこれらの諸課題を描き出している（ODI, 2006）。

この事例研究で最も衝撃的なことは，慢性的ニーズと一時的ニーズの間

の結び付きが折衷されていると思われるその程度であり，その結果その地

域の紛争や制度的崩壊の規模と合致しないとみられる一連の政策介入が行

われている。もう１つの注目すべき特徴は，早期警報や分析情報から予想
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できるにもかかわらず，危機への対応における国際社会の立ち遅れが認め

られることである。これに関連するのが“食料援助”部門だけに向けられ

る拠金の強い偏りである。この問題は以下に述べる。

意志決定と対応における課題

意思決定と対応における政策ギャップは一連の様々な要因から発生す

る。この章は，複雑な緊急事態のための情報利用，必要評価，資金調達の

性格という３つの正に重要な分野に関するものである。これらの問題

は，後に検証される計画対応の改善のための可能な解決策とともに，より

詳細に検討される。

戦略的情報利用

緊急事態が頻度と深刻さを増し，一時的危機と慢性的危機の違いが見分

け難くなってくると，人道関係情報の利用改善に関する要求が急速に増大

してくる（Maxwell & Watkins, 2003）。この傾向が認識されると，救援と

開発の関係に新しい考え方を持ち込むために，また切迫した脆弱性と慢性

的な脆弱性を見分けるために，意志決定者へのデータ入手の改善に幅広い

範囲の活動が集中される。情報と早期警報世界システム（GIEWS），食料

不安と脆弱性の地図化システム（FIVIMS），人道問題調整事務所（OCHA）

の人道情報センターおよびRelief Webのようなウエブサイトによる情報共

有の場がそれである。

一連の情報関連の諸問題が持続すると，意思決定が時には重要な情報な

しに行われている度合いが目立つようになる。そのような情報は危機の根

本的な性質の明確な理解と効果的な対応の基礎になるべきものである。

情報の比較可能性と信頼性は重要な問題である。システム全体にわたる

情報管理の基準，システムおよび指標の欠如は活動や戦略の計画立案に必

要な答えを制約する。これは特に，一連の部門別情報（例えば，栄養，

水，衛生，保護）が必要とされるのに，対立する情報に相互利用性がない

第Ⅰ部・第５章　複雑な緊急事態における政策ギャップ

─ 121 ─



ような場合に生じる。情報の過多や断片化は，人道事業での意思決定にお

いて不確実性をもたらし，現にそれを増大させている（Currion, 2006；

UNOCHA, 2002）。一連の情報利用者（例えば，供与国，メディア，民間

部門）に合わせた戦略的情報配布（例えば，情報経路に的を絞った，使い

やすい様式での）は決定的に重要である。

情報と計画立案対応の結び付きは関連した問題である。例えば，ニジェ

ールの人道的危機の中で，情報が解釈された方法に関連して１つの問題が

生じたが，その後の対応選択肢に関する分析は意思決定に情報を提供して

いる（ODI, 2005）。2005年のニジェールの場合，採用された食料安全保障

戦略―補助金付穀物の販売，穀物銀行，仕事のための食料と現金，補助金

付飼料提供と獣医学的治療と予防ケア―の正当性は，そのような対応は対

象となる住民のニーズに合っていないことを示すかもしれない情報が入手

できたにもかかわらず，分析されず，あるいは十分監視されなかった，と

されている。

必要評価

大きな論議のある分野は，必要評価過程が危機状況における計画対応を

方向づける傾向の程度に関連している。機関評価過程の信頼性と客観性は

幅広く議論されてきた。Darcy & Hofmann（2003, p.16）は次のように断

言する。“必要評価はしばしば対応策の編成と一体になっており，資金主

導の介入と他の（おそらくもっと適切な）形態の介入の排除をもたらしう

る。”したがって，標準的な必要対応型の手法は，必要に対する供給主導

の分析を伴うようになり，前倒し型の評価のために危機の進展に伴う必要

と危険の性質の変化を捉えることができない。

食料安全保障の視点から見ると，必要評価をめぐる論議から多くの懸念

が生じる。必要評価が部門間分析の産物であることはまれであるが，個々

の機関の知見や制度的優先度を反映していない場合よりはしばしば多いと

はいえない。したがって，必要評価と計画立案の結び付きは希薄であった。

評価過程は特別対応に止まり，比較や分析は困難なままであった。
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“人道上の評価”という幅広い分野の中で，混同されやすいが概念的に

は明確な多くの違った概念や用語がある。それらの中には，緊急食料必要

評価（EFNA），緊急食料安全保障評価（EFSA）および緊急必要評価

（ENA）がある（Haan, Majid & Darcy, 2006）。この状況の中で，関連諸

機関と意思決定者の間の調整は強力でなく，したがって，事実証拠に基づ

く手法は好まれなかった。そのために，不信の雰囲気が生まれ，ニーズの

評価と対応の仕方に偏りが持ち込まれた（Darcy & Hofmann, 2003）。

とりわけ食料援助の場合は，人道的評価を緊急の訴えに入れ込む手法が

批判されてきた。2003年にWFPは，緊急必要評価の強化（SFNAC）プロ

ジェクトを通してこれらの懸念に対応することを始めた。SENACの前進

と継続的作業は特に注目に値するもので，Box16に概要が示されている。

複雑な緊急事態への資金調達

人道的緊急事態の資金調達構造は意思決定と対応の制約条件であり，早

期回復と開発努力を支援する機関の能力と切り離すことができない。

前章で記したように（Box15参照），複雑な緊急事態への資金調達は拠

金水準が低く予測し難いという傾向があり，それぞれの危機や様々な部門

（例えば，調達，輸送，健康，栄養）によって異なりうる。国連統一アピ

ールプロセス（CAP）は，国連諸機関やそのパートナーが緊急救援活動の

ために資金調達を行う際のアプローチを円滑なものにするためのメカニズ

ムである。それが1990年代に設立されてから要請拠金額の平均60％が供与

国によって充足され，統一アピールプロセスの中では食料援助のシェアは

一般的にかなり高くなっている（Webb, 2003）。1994－2001年の間に，国

連CAPの枠内でのWFP食料援助要請に対する供与国の反応は平均85％で

あり，これに比べると，他の全部門を合計してもわずか58％に過ぎない

（UNOCHA, 2002）。この傾向は第10図ではさらに明らかで，UNOCHA

の資金追跡サービスによって提供された数字に基づく主要部門の2005年に

おける世界のCAP要請と誓約の内訳を詳しく示している。

最近の傾向は，この低拠出のサイクルを止めるための前進が一様でない
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ことを示している。2003年には，優良人道的拠金（GHD）行動計画が，

人道的緊急事態における拠金方法の改善のため供与国間の協約を示した。

GHD行動計画の中心部分は“人道拠出金を必要の割合に応じ，必要評価

に基づいて，配分する”よう努力することを含んでいた。当時，人道支援

は全開発支援の10％に達しており，1999－2002年の間にはおよそ57億ユー

ロで安定していた（ECOSOC, 2006）。

GHDは供与国の優良な行動を促進するのに役立ったが，まだ資金不足

の危機や複数部門に資金の流れを振り分けるのに大きな影響力を持つには
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至っていない（ECOSOC, 2006）。2003－2005年の間に人道支援は２年間

で20億ユーロ以上増加した。しかし，増加した支援の多くはアフガニスタ

ン，イラク，津波被災諸国を含む大規模災害に向けられた（ECOSOC,

2006）。より最近の中央緊急事態対応基金（CERF）の改革は注目に値する

ものであり，後にまた触れる。

不釣合いな拠出はしばしば“同情づかれ”あるいは“CNN効果”によ

るものであるが，多くの政治的・経済的要因も役割を演じている。複雑な

緊急事態への資金調達は，供与国予算の短期的拠出限界や，特別な国連そ

の他の国際機関への拠出資金の用途指定と折り合いを付けることになる

（Levine & Chastre, 2004）。実際には，これが，諸機関が専門化し組織能

力を強めるにつれて必要になる長期計画を妨げる。それはまた，ますます

競争的な援助環境をもたらし，国連諸機関や国際的関係者が限られた資金

を追いかけ回し，規範的な分析，指導力，調整機能，サービス供与を含む

対照的な介入のセットをめぐって競争する（Dalton et al., 2003）。

さらに，拠金の部門間の偏りは国連システムの中の欠陥によってもたら

されている（Smillie & Minnear, 2003；Darcy & Hofman, 2003）。先に論

じたように，対応の分析と優先度の提示が，供与機関に拠金の調整を強い

ることはまれである。同様に，諸機関やその他の国際的関係者間の調整は

しばしば効果的でなく，国連住民・人道調整官（UN RC/HC）や現地当局

の指導力も欠如している。最後に，異なる機関のそれぞれの対応能力も

様々で，そのことがすでに試みられ，試験ずみの介入をめぐって，資金の

反復動員を促している。これらの要因が重なって，待ったなしのニーズを

充足するための，より目に見える，代替性のある対応への偏向を長続きさ

せている。

意思決定と対応の改善

意思決定と対応を改善するには，分析と評価を強化し，国あるいは国際

レベルでの制度的制約に対処する一連の改革が必要である。国別および機
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関相互の経験を生かしながら，これを達成する戦略が今やより詳細に探求

されるであろう。

情報を行動に結び付ける：分析の役割

これまでに論じたように，意思決定はしばしば重要な情報なしに行われ

ている。その情報とは，危機の根本的な性質を理解し，効果的な対応を計

画するための基礎を提供するべきものである。

以下の領域に焦点を当てた分析の改善が求められている：

¡ 技術的な意見の一致と共通の言語。人道的分析と対応の核心的要素

を規格化するための一連の努力がすでに行われている。例えば，救

援と状況変化の基準的監視と評価（SMART），CAP 必要分析の枠

組みと活動範囲プロジェクト（CAP Needs Analysis Framework

and the Sphere Project），人道的対応への最低基準を確立するため

の人道的憲章がある。食料安全保障のための分析手法の改善には，

共通の用語，定義，枠組みを確保することが必要である。多様な食

料安全保障シナリオとその影響の深刻さを分類し，比較するための

特別の説明が必要である。

¡ 証拠に基づく手法。対応策は必要性の根拠に基づいて立てられるよ

う保証することも必要である。この中には，既存の通常および早期

警戒情報の比較適性と信頼性，より透明な対応手続きを支持する諸

機関および供与国の意志が含まれる。

¡ 戦略的対応。危機緩和のために可能な介入のメニューは，供給側主

導の対応に寄りかかるのではなく，十分検討されれることが必要で

ある。対応の妥当性を決定するかもしれない可能な規準がしばしば

見過ごされている。

資金は影響の分析と評価に優先される場合が多いので，規範的分析の範

囲の拡大は人道対応の場合には限られている（ODI, 2005a）。必要度の水

準の計測と比較に共通な基礎が欠けていることが，優先度の設定，偏らな

い意思決定および説明責任に対する大きな障害物になっていると言われて
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いる。これは特に，制度的あるいは国家の無能力の問題点がしばしば危機

の発生のはるか前から明らかであるのに，対応策の動員は極端な状況の中

でしか行われないような慢性的危機に当てはまる。したがって，慢性的な

食料不安に伴う構造的問題を明らかにする，より全体的な問題分析が必要

である。

この意味で，家計の平等で全体的な理解が近年の食料安全保障分析にお

ける最も重要な変化である。しかし，そこにはまだ多くの課題がある

（Mxwell, 2006）。基本的な資産のカテゴリーや一般的な家計戦略のカテゴ

リーのほとんどは今ではよく知られているが，より最近では，脆弱性の状

況や家計に対する制度的・政策的制約の理解に注意が集中されている。

これらの課題に応える中で，ソマリアでFAOが開発し，アフリカの

Greater Hornの干ばつ危機で幅広く用いられた人道的および食料安全保

障の総合的フェーズ分類（IPC）は，多数の情報源を食料安全保障と人道

上の必要の単一の分析に導入する重要な試みとしてますます認識されてき

ている（FAO, 2006f）。Maxwell（2006）が主張し，以下の事例研究で詳

細に示されるように，この道具によって，人道および食料安全保障部門が

指標，分析および定義に関して“金本位制”を達成するにはまだはるかに

遠いことが明らかになる。しかし，それは正しい方向への一歩を記してい

る。

IPCは，食料安全保障，栄養，生計に関する情報を，危機の深刻さや人

道的対応への意味に関する明確な叙述に統合する規格化された尺度であ

る。The IPC Reference Table（第11図）は主要局面カテゴリーの詳細を

示している：（１）一般的に食料は確保されている；（２）慢性的に食料

不安；（３）切迫した食料および家計の危機；（４）人道的緊急事態；お

よび（５）飢饉/人道的破局。人々の福利厚生と生計に関する包括的な一

連の参照事項が各局面に付けられている。これらは，頑丈さと比較可能性

を確保する国際規格と規準に基づいており，以下の点を含む：

¡ 分析の型枠：透明なやり方で，鍵となる個々の情報を組織化するこ

と，および局面の分類を具体化し対応を方向づけるための分析をし
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粗死亡率
深刻な栄養失調

発育不良
食料の入手手段／入手可能性

食生活の多様性
水の入手手段／入手可能性

災害
市民の安全保障

生活資産

粗死亡率
深刻な栄養失調

発育不良
食料の入手手段／入手可能性

食生活の多様性
水の入手手段／入手可能性

災害
市民の安全保障

対処
生活資産
構造的問題

粗死亡率
深刻な栄養失調

疾病
食料の入手手段／入手可能性

食生活の多様性
水の入手手段／入手可能性

欠乏／流民化
市民の安全保障

対処

生活資産

粗死亡率

深刻な栄養失調

疾病
食料の入手手段／入手可能性

食生活の多様性
水の入手手段／入手可能性

欠乏／流民化
市民の安全保障

対処

生活資産

粗死亡率

深刻な栄養失調
疾病

食料の入手手段／入手可能性

水の入手手段／入手可能性
欠乏／流民化
市民の安全保障

生活資産

＜0.5/10,000/日
＜3%（体重/身長 ＜-2 z-scores）
＜20%（身長/年令 ＜-2 z-scores）
通常は十分
（＞2,100 kcal /人/日1），安定
十分な量と多様な質
通常は十分（＞15R/人/日）， 安定
中ないし低度の確率と脆弱性
一般的・構造的に平穏
全般的に持続的利用（5種の資本）

＜0.5/10,000/日；5才以下死亡率2＜1/10,000/日
＞3% しかし ＜10%（体重/身長 ＜-2 z-score），
通常の範囲内，安定
＞20%（身長/年令 ＜-2 z-scores）
限界を満たしている
（2,100 kcal /人/日）；不安定
慢性的な食事の多様性不足
限界を満たしている
（15R/人/日）；不安定
生活の脆弱性を伴い反復
不安定；破壊的な不安
“保険戦略”
圧迫された非持続的利用（5種の資本）
食料安全保障への顕著な根本的障害

0.5/10,000/日；5才以下死亡率 1-2/10,000/日
10-15%（体重/身長 ＜-2 z-score），
通常より大，増加傾向
伝染病；増加傾向
権利の欠如
2,100 kcal /人/日，資産収奪による入手
深刻な食事の多様性不足
7.5-15R/人/日，
資産収奪による入手
発生，拡大
限られた拡大，低緊張度の紛争
“危機戦略”；
対抗戦略指標3 参考より大：増加傾向
資産の加速度的で深刻な枯渇，入手手段の喪失

1-2/10,000/日, ＞2x 参考率
増加傾向；5才以下死亡率＞2/10,000/日
＞15%（体重/身長 ＜-2 z-score），
通常より大，増加傾向
広域伝染病
深刻な権利のギャップ；
2,100 kcal /人/日は充足不能
通常2-3種以下の主食グループが消費される
＜7.5R/人/日（人間用のみ）
集中的；増加傾向
拡大，高緊張度の紛争
“欠乏戦略”；
対抗戦略指標参考より大幅に大
資産の完全および回復不能な枯渇，入手手段の喪失

＞2/10,000/日
（例：6,000/100万/30日）
＞30%（体重/身長 ＜-2 z-score）
広域伝染病
極度の権利ギャップ；2,100 kcal /人/日を
大幅に下回る
＜4R/人/日（人間用のみ） 
大規模で集中的
拡大した高緊張度の紛争
事実上完全な喪失；崩壊

局面分類

一般的食料確保

慢性的食料不安

深刻な食料
および
生活危機

人道的緊急事態

飢饉／
人道的破局

1

2

3

4

5

主要参照事項
（現在または切迫した生命および生活上の事態；
　証拠の集約による）

第11図　総合的食料安全保障と人道的危機の局面分類参照表



やすくすること。

¡ 地図作成の手順。一連の規

格化された地図作成と視覚

的なコミュニケーション手

段。これは一枚の地図で状

況分析に関する鍵となる情

報を効果的に伝達する。

¡ 人口表。行政区画，生活シ

ステムおよび生活圏ごとに

常時，効果的に人口推計を

伝達すること。

IPCは状況分析を要約してお

り，これは明白な，しかししばし

ば見過ごされる食料安全保障分析

の段階である。状況分析は，状況

の基本的な側面（例えば，深刻さ，

原因，規模）を明らかにするため

の基礎である。理想的には，この

分析は，政府，国連諸機関，

NGO，供与主体，メディアおよ

び対象地域社会を含む主要な利害

関係者の間の幅広いコンセンサス

で支えられる。

例えば，第12図は，2005/06年

のDeyrシーズン（10月から１月ま

での短い不安定な雨季）の後の時

期についてのFSAUの最近の食料

安全保障見通しに基づいたIPC分

類システムを視覚的に表現してい
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 －　食料不安グループのポケットへの戦略的支援
－　食料および経済生産への投資
－　持続性，正義および公平の原則に基づき生活システムの
　　発展を可能にする
－　食料安全保障への構造的障害の発生を防ぐ
－　援護

－　生活システムの安定性，抵抗性，回復力を増大させる
　　ための戦略を設計し，実行して，危険を減少させる
－　高危険度グループへの“セーフティーネット”を準備
　　する
－　生活資産の適切かつ持続可能な利用のための介入
－　非常計画の作成
－　食料安全保障への構造的障害の是正
－　関連事態とプロセス指標の密接な監視
－　援護

－　生活を支援し，脆弱なグループを保護する
－　食料の入手手段／入手可能性を直接引上げるための
　　戦略的・補足的介入
－　補足的部門別支援（例えば水，避難所，衛生，健康等）
－　優先的生活資産の創出，安定，再建，保護の地域社会
　　から国レベルでの戦略的介入
－　非常計画の作成と実行
－　関連事態とプロセス指標の密接な監視
－　根本的な構造的原因を是正するための“機会としての
　　危機”の利用
－　援護

－　脆弱なグループへの緊急保護
－　補足的介入を通じた食料入手手段の緊急の向上
－　補足的部門別支援（例えば水，避難所，衛生，健康等）
－　完全な生活資産そう失への保護および／または入手手段
　　の支援
－　関連事態とプロセス指標の密接な監視
－　根本的な構造的原因を是正するための“機会としての
　　危機”の利用
－　援護

－　人命および脆弱なグループの極めて緊急の保護
－　基本的必需品（例えば食料，水，避難所，衛生，健康等）
　　の包括的支援
－　必要な場合は直接の政策的／法的見直し
－　様々な政治的・経済的利害関係者との交渉
－　根本的な構造的原因を是正するための“機会としての危
　　機”の利用
－　援護

戦略的対応の枠組み
（直面している事態を緩和し，生活を支援し，
　根本的・構造的原因に対処する）



る。この地図は，食料安全保障の状況分析にとってIPCが有する独自の側

面に焦点を当てている。

この地図で浮かび上がる重要な諸側面の中には次のようなものがある：

¡ 深刻さ。IPCは一般的な食料安全保障から飢饉にいたる食料安全保

障状況の完全な配列を含んでいる。それは，緊急事態が突発した時

だけではなく，全局面を通じて食料安全保障介入が必要であること

を強調している。「切迫した食料および生活の危機」（局面３）の挿

入は，生活のダイナミクスとその食料安全保障との関連を理解する

ことが重要であることを強調している。

¡ 地理的な対象範囲。生活圏は IPCの空間的分析の中心単位である。

生活圏の分析によって，一定の生活システムの中で人々が一般にど

のようにして食料や所得を得ているか，また，彼らの支出パターン

や対抗戦略は何かをよりよく理解することができる。主要参照事項

の特徴のような生活資産が考慮に入れられ，それによって生活を可

能に（あるいは阻害）するのに生活資産が制度慣行とどのように相

互に作用し合うかが明らかになる。
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未だ不明確 適用なし 災害：生活を圧迫する事件の発生
または予想；低度のまたは不確定
な脆弱性を伴う

プロセス指標：正常からの小さな
否定的変化

密接な監視と分析

密接な監視と分析

非常用計画

現行局面介入の立ち
上げ

高リスク住民のため
の緊急度の上昇に伴
う予防的介入

援護

確率／がい然性の上昇

高確率；
“よりありうる”

予見される局面段階
ごとに特定され，地
図上の斜線の色で示
される　　　　　　

災害：生活を圧迫する事件の発生
または予想；中程度の脆弱性を伴
う

プロセス指標：正常からの大きな
否定的変化

災害：生活を圧迫する大事件の発
生または強い予想；高度の脆弱性
を伴う

プロセス指標：大規模で複合的な
否定的変化

早期警報
レベル

警報

ありうる確率
（局面悪化の）

深刻さ
（局面悪化の）

危害と脆弱性の参照事項 行動の意味

中程度の
リスク

高度の
リスク

出典：FAO/FSAU, 2006.1 １日１人当たり．
2 ５才以下死亡率．
3 対抗戦略指標（Coping Strategy Index, CSI）．

第11図（続き） 総合的食料安全保障と人道的危機の局面分類参照表
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干ばつ
洪水
津波
治安悪化
市場混乱
人口流入

国家紛争後
環境悪化
社会的疎外化

生活システム
富裕度グループ
民族／部族
性別

一般的に食料充足
慢性的食料不安

事態改善
変化なしまたは不確定
事態悪化
入り交じった事態

低い
中程度
高い

局面1,2,3の地域の決定根拠

重要な緊急原因

高リスク人口を含む

重要な根本的原因

局面内人口推計値

予測される動向

社会的目標設定の基準

分析の確度

現行局面以前の通常局面

エチオピア

ジブチ アデン湾

インド洋

1 全面的に食料充足

2 慢性的に食料不安

3 深刻な食料および生活危機

4 人道的緊急事態

5 飢饉／人道的破局

監視
中程度の危険
高い危険

局面3または4が3年以上継続

IDPの集中地域

斜線の色で深刻度を
示してある

局面分類

局面悪化の早期警報水準

更新：2006年8月

注：推計人口には国内避難民（IDP）あるいは都市の推計値を含まず，およそ
　　１万人でラウンドしてある．
　　カテゴリーの説明についてはhttp://www.fsausomali.org参照．
　　地域および地区の境界は1986年にソマリア共和国政府が承認したものによ
　　っている．

出典：FAO/FSAU, 2006．

ケ
ニ
ア

第12図　2006年１月のソマリア情勢分析と2005/06年Deyr後の見通し



¡ 直接的かつ直近の原因。ある一定の危機の究極要因は，災害，脆弱

性および根本的原因の理解に基づいて決定される。特に，この枠組

みには，災害の発生，遭遇および生活システムの特別な脆弱性の確

率を示す危険性が組み込まれている。

¡ 趨勢と展開の予測。局面分類は一定の分野での現在の，あるいは差

し迫った状況を示すものであるが，悪化する局面の危険を把握する

予見的手段としては早期警戒水準が用いられる。

IPCの運用上の価値は，一貫した状況分析の基準を提供するだけでなく，

その評価をFAOの２本立て（ツイントラック）アプローチやその他の枠

組みの上に築かれた適切な対応に明確に結び付けるという点にもある。

現在，FAOとWFPはともに，IPCの要素をCAP 必要分析の枠組み

（NAF）の食料安全保障部分における共同作業に統合する作業を進めてい

る。NAFは，人道問題調整官や各国のチームが人道上の必要に関する既

存の情報を明瞭で首尾一貫した形で組織し，提示するのを支援するための

手段である。

必要評価を改善する

先に論じたように，必要評価の実施方法についての関心は，１回限りの

拠出提案を正当化するための先行活動ではなく，事業のサイクルの様々な

段階と結び付いた継続中の対応の一部分として評価を統合することに焦点

が絞られてきている。鍵となる問題は，どのようにすれば必要評価の機能

が意思決定過程，例えば，介入するかどうかの決定，介入の性格と規模，

資金の優先順位づけと配分，計画の設計と立案，への情報を強化できるか

ということである（Darcy & Hofmann, 2003）。

これらの経験に基づいて，次のような優先順位を引き出すことができ

る：

¡ 必要評価を進行中の過程に統合すること。必要評価は継続的な過程

の一部として流れの中に位置づけられるべきである。これは，現存

の早期警報および基準情報システムの役割，ならびに食料安全保障
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の監視と評価との結び付きに焦点を当てることになる。Maxwell &

Watkins（2003）はEFSAをより広い食料安全保障情報と分析シス

テムに結び付けることにより，これらの懸念に応えている。このよ

うなシステムは，EFSAプロセスそれ自体に先行あるいは後続する

多くの構成部分を持っており，それらは必要に応じてその都度発生

する。先行部分はEFSAに技術的な厳密性と効率性を加えるし，後

続部分はEFSAを設計，援護，離脱戦略を含む計画履行に結び付け

る（Haan, Majid & Darcy, 2006）。

¡ 機関間および合同の共同作業。必要評価活動の性格が変わりつつあ

ることから，現存の必要に関する合意形成と部門間の対応策の優先

順位の確認に向けて，機関間および合同の評価についてますます大

きな展望が開けてきている。調整された 計画立案の１つの例は，

CAP NAFであり，これは国連諸機関が人道的必要に関する現存の

情報を明確な首尾一貫した形で組織し，提示するのを助ける手段で

ある。2005年に始まって以来，CAO NAFの食料安全保障部門を支

援するため，FAOとWFPは合同戦略に基づいて協力してきた

（UNOCHA, 2006）。これは，世界，地域，国のレベルで実用化さ

れ，CAP諸国での食料安全保障必要評価と対応への共通のアプロ

ーチの開発に含まれている。

このアプローチにおける中心的な技術革新の中には，次のような食料安

全保障上の必要評価の視野の拡大と改善が含まれている：（¡）状況分析

の改善；（™）対応選択肢分析；および（£）監視と評価。特に，対応選

択肢分析の要素を含める試みはめざましい発展であり，より完全に評価と

計画立案を結合させる必要があることを反映している。

国連諸機関は，危機対応における相互に関連し合った部門ごとの必要の

“バスケット”を確認することを目標に，合同評価を行うための作業をま

すます一緒になって進めている。例えば，2003年以来，FAOとWFPは，

作物・食料供給評価（CFSAMs）のプロセスと方法を，合同の徹底的レ

ビュー，技術的討議，関心を共有するパートナーとの協議とワークショッ
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プが含まれるように改善するための共同の措置を取っている。2004年始め

以降，CFSAMsは，プロセスの透明性と理解を高めるために，供与機関

からの“オブザーバー”を常時含めるようになっている。このような共同

の形に対しては障害もあり，その中で，“十把ひとからげ（all in one）”型

評価手法は，方法上の厳密さと部門別分析を弱めることになるであろう。

したがって，評価に当たっては密接な調整の必要を心に留めておかなけれ

ばならないが，また，各部門の技術的統合性と最大限の調整を確保するた

めの異なった部門別の分析を伴わなければならない（Haan, Majid &

Darcy, 2006；Darcy & Hofmann, 2003）。

制度的能力と指導性の強化

戦略的対応において食料安全保障の優先度を高めるためには制度的能力

と指導性を支援する必要がある。国際的，国，および地域のレベルでは，

これは政策および計画立案活動に食料安全保障のより幅広い諸側面が組み

込まれるよう確保することに重点を置くことを意味する。

国際レベル

過去数年間にわたり，危機の期間を通じて適時に予期できる形で被災住

民の基本的必要を充足する国際社会の能力について，懸念が増大してきて

いる（UNOCHA, 2005）。食料安全保障の見地から見れば，この論議は，

人道的調整と能力の深刻な欠陥を示している。人道的部門の中に食料安全

保障，栄養，生活を統合したことによって，優先度と能力における不明確

な混合状態が明らかになった。これに関連しているのが，国連および国際

諸機関が人的資源と部門別能力の点で準備の不十分さを露呈しているとい

う現実である。

Box17で概要を述べたように，現在進行中の国連の人道事業改革プロセ

スは，危機対応の予測可能性，説明責任および有効性の改善によってこれ

らの課題の一部に対処するために設計されたものである。この改革プロセ

スの重要な点は，対応能力，調整および醵金メカニズムの強化を目指すこ
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とである。国レベルで基準設定の標準，定義および拠金に焦点を当てた一

連の補完的努力が進行中である（ODI, 2005a）。

人道事業改革のために生まれつつある設計技術は，優良人道拠金

（GHD）手法によって供与国が強力に促進してきた運営・技術的側面とい

ったものの優先度に強く焦点を当てている。まだ胚の段階にあるとはい

え，食料安全保障と長期的危機に関連して，多くの初期的な教訓を認める

ことができる。有効性の改善の点からいえば，体系的な能力ギャップは集

団分析手法によって確認される。これは，代表指導機関を持つ次の９つの

部門を含んでいる：水の衛生と栄養（UNISEF）；自然災害時の避難所

（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,

IFRC）；紛争時の避難所とキャンプ運営および保護（United Nations

High Commissioner for Refugees, UNHCR）；健康（WHO）；調達・輸送

（WFP）；早期復興（United Nations Development Programme, UNDP）。

パキスタンの地震対応の経験からは，各集団が機関相互の競争の悪化を

伴っているかどうか，非国連および現地関係者からの関与がさらにどの程

度深まっているかといった問題が生じている（ODI, 2005a；ActionAid,

2006b）。生活と脱却戦略―食料安全保障の分野では決定的―の編入はあま

り明らかでないままである。

資金調達の予見性に関しては，CERF手法は，特に，迅速対応メカニズ

ムの拡大と無視されている危機への集中を強調するとすれば，世界的な人

道対応の改善における積極的な展開と認められる（ODI, 2005a；Oxfam,

2005）。しかし，CERFについては，それが人道対応に使用できる基金の

小部分しか代表しておらず，分析の確度や能力の制約に関連する根本的問

題にさらに対応しないとみられ，その資金調達上の含意について多くの顕

著な問題が残されている。

国および地域レベル

国および地域レベルでは，食料安全保障の目的が国の貧困削減戦略に組

み込まれるようにするために，政策および計画立案の枠組みを支援するこ
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とにより大きな努力を注ぐことができる。2005年以来，FAOとECは，EC

FAO活動計画のための情報（Information for Action Programme）を通

じて，そのような戦略を支援するための作業を進めている。それは，現在

のところ，慢性的，一時的，移行期の条件下にある20カ国を中心としてい

る。

この計画の入り口は，政策および計画立案の枠組みが，ともすると部門

内に止まり意思決定過程に結び付かない傾向がある情報創出と分析の古典

的アプローチを乗り越えるよう支援し，多様な状況に適した計画立案と政

策成果の創出を保証することである。これは一般には国家制度がないか弱

体な状況や短期介入が繰り返し頻繁に行われている場合に生じる。

例えば，スーダンの南部および北部では，スーダン制度能力向上計画：

活動のための食料安全保障情報（Sudan Institutional Capacity

Programme：Food Security Information for Action, SIFSIA）の形成に

大きな進歩が見られた。この計画の全般的な目的は，“人間の身体的・組

織的能力を…食料安全保障に関連する政策や計画の分析，監視，評価のた

めの情報の創出と利用という点で”強化することである（FAO, 2005e）。

これは以下の目標を通じて達成されなければならない：（¡）食料安全保

障のための全般的政策枠組みが定義され，運用可能にされるべきである；

（™）食料安全保障のための制度的組み立ては，調整を強め垂直的・水平

的結び付きを強化するように確立されなければならない；（£）主要な優

先分野に対応するために効果的な政策と計画が設計され，監視され，評価

されなければならない；および（¢）関連する食料安全保障情報はすべて

の関連する利害関係者によって容易に入手でき，利用できなければならな

い。

今日までのところ，この計画の進行中の作業は，制度の強化に幅広く適

用できる多くの教訓を示している。第１に，最高意思決定機関への一連の

支援は決定的に重要である。なぜなら，将来の介入への信頼性はしばしば

このような支援の制度的配置に依存しているからである。例えば，スーダ

ンの北部と南部ではともに，食料安全保障が効果的に優先づけされるよう
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に，大統領府の下に２つの食料安全保障評議会を設立することが推奨され

ている。しかし，他の多くの状況と同様，権限の集中排除が課題として残

されている。

加えて，情報と意思決定過程の間の結合が初期の優先課題として確立さ

れるべきであり，情報ギャップへの対応が行われなければならない。例え

ば，スーダン北部では，主要なギャップや障害の中には，古くなったセン

サスや基礎データ，情報の規格化の欠如，重複，情報入手手段の制約，お

よび慢性的状況と移行的状況の間の結び付きが乏しいことが含まれる。こ

れは重要な関心分野であり，アフリカにおける早期警報システムの有効性

に関するアフリカ連盟（AU），EU，およびFAOの間の合同評価の主題と

もなっている（FAO, 2006h）。

結　論

切迫した食料不安と慢性的食料不安との間の結び付きは，異なった危機

の相対的深刻さや対応の選択肢の妥当性を決定する上で，供与国や国際機

関に課題を提起する。各機関はその計画立案の手法を革新するために努め

ているが，食料安全保障を分析するための現存の分析用具の弱点や共通の

用語，定義，枠組みの欠如が残されている。したがって，計画立案は１回

だけの必要評価に導かれ，資金主導の介入が進められる傾向がある。流動

する状況の根本にある原因にではなく，切迫した危機の症状だけに対処す

る政策の偏りが存在する。これは，一貫せず，予見できない人道的拠金に

よっても加重されている。

食料安全保障戦略の妥当性を評価し，食料援助がどこで求められ，どこ

で求められていないかを決定するには，より効果的な戦略が必要である。

即時的な食料安全保障介入を中・長期的な優先度を結び付ける食料安全保

障対応戦略を確保するために，次のような政策優先度が識別されている：

¡ 対応が，必要に基づき，戦略的で，タイムリーであることを確保す

るために食料安全保障分析を改善すること；
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¡ 必要評価を資金上の要請に従った１回限りのイベントにするのでは

なく，監視と評価に結び付いたプロセスの一部へ組み込むこと；

¡ 政策および計画立案の実行に当たって，食料安全保障がより広い次

元で検討されることを保証するために，国際，国，あるいは地域レ

ベルでの制度的能力と指導性を強化すること．
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Box16 WFPと緊急必要評価能力強化（SENAC）
プロジェクト

必要評価の信頼性と客観性に鋭い焦点が当てられている。WFPの場

合は，批判は特に緊急アピールに評価を組み込む手法に向けられてい

る。これは情報の提示方法に歪みを生み出し，特に緊急事態の後と最中

の生活再建の代替的方法を無視する一方で，食料援助の重要性だけが過

度に強調される危険がある。これらの懸念は，2002年のアフリカ南部の

食料危機から生じたWFPの食料必要評価に対して特に表明された。

その結果，2004年にWFPの理事会はWFPの緊急必要評価能力を強化

するための政策と30カ月の実行計画を承認した。この緊急必要評価能力

強化（SENAC）プロジェクトは，より正確で偏らない必要評価によっ

て危機における食料部門での人道上の必要を評価するWFPの能力を強

化することを目的としている。

特に，SENACは次の点を目指している：（¡）緊急食料安全保障評

価におけるWFPの責任能力と透明性を改善する；（™）より良い評価

方法と指針を作成し，テストする；（£）繰り返し，長期化する緊急事

態にさらされている国における，危機前情報の入手能力と管理の改善；

および（¢）WFPの６カ所の地域事務所に評価専門家を配置して，現

地対応能力を強化する。

SENACプロジェクトは，供与国代表からなる常設の委員会，学会を

代表する食料安全保障専門家の国際諮問グループ，FAOその他の国連

諸機関，世界銀行およびNGO関係者によって指導されている。今日ま

でのところ，この作業から，緊急食料安全保障評価のための予備的指
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針，多くの食料安全保障や評価関連の問題に関する机上研究の準備，い

くつかの国における危機前基礎調査の実施や食料安全保障監視システム

への投入，が生み出されている。これらの努力は2007年も継続され，

2008年には取りまとめられるであろう。
――――――――――――
出典：WFP, 2005b．

Box17 2005年の国連人道事業改革

2005年，加盟諸国は人道対応の予見可能性，責任能力および有効性を

強化するために人道事業システムに対する一連の改善を承認した。緊急

救援調整者指針（the guidance of the Emergency Relief Coordinator）

に基づき，人道関係者とともに，この活動は人道対応レビュー

（Humanitarian Response Review）に結実した。それは次のように勧告

している：

１．集団分析手法による人道対応能力の強化。各集団は指定された統

率性を持ち，対応の相異が確認されている人道対応の分野で活動

する。各集団は現地と世界レベルの両方で組織される。

２．人道事業調整システムの強化。このためには，より広い人道的共

同社会の関与，人道事業調整者の能力と知識基盤の強化，および

全般的な調整システムの改善が必要である。

３．中央緊急事態対応基金（CERF）を通じる予見可能な拠金の確保。

この基金の目標は，多くの生命が瀬戸際にある場合に，救命・救

援作業を72時間以内に立ち上げるのに十分な拠金を援助従事者に

提供することである。CERFの贈与資金は５億ドルを目標とする

追加的な自発的寄付金によって拠出される。
――――――――――――
出典：UNOCHA, 2005．
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第６章　結　論

食料安全保障は，すべての人々がいつでも活動的で健康な生活を送るた

めに十分で，栄養があり，安全な食料の物理的・経済的入手手段を持ち，

そのような入手手段を失う著しい危険がない場合に，それが存在するとい

える。食料安全保障の１つまたはそれ以上の側面―入手可能性，入手手

段，利用能力，安定性―が危うくなると，人々は食料不安の状態になる。

食料援助は，食料安全保障のどの側面が影響を受けており，またそれは何

故かによって，適切な介入の一部である場合もあり，そうでない場合もあ

る。

本年の「食料農業白書」の主要なメッセージの１つは，食料援助は，人

道的危機における欠乏のための選択肢であるのではなく，最低水準の生活

を保障し，世帯が危険を免れるのを助けるための，幅広い社会的セーフテ

ィーネットの中の多くの選択肢の１つとみなすべきである，ということで

ある。危機の最中に食料を提供することに加えて，このような現金あるい

は食料によるセーフティーネットは，生産資産を守りそれに投資するため

に用いうる代替資源を提供することにもなる。社会的セーフティーネット

において現金でなく食料を用いるかどうかは，主として食料の入手可能性

と市場の機能状況による。適量の食料があり，危機に苦しんでいる人々が

利用できる状況にある市場から食料を購入できる場合には，食料援助は最

も適切な供給源ではないであろう。

食料不安は，慢性的な場合と“危機”あるいは“緊急事態”として認識

される状況の場合と，両方で存在しうる。実際，世帯が生存するために生

産資源を売り払うことを余儀なくされる場合は，危機は慢性的食料不安へ

と落ち込んで行くのを早めるかもしれない。さらに，危機はしばしば慢性

的食料不安の全般的背景の中で生じ，複雑で長期化する緊急事態の性格を

帯びる場合がある。したがって，食料不安は外部の衝撃によって引き起こ
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された純粋に一時的な現象とみなされてはならない。このように，対応の

選択肢は，許容できる食料消費水準の回復に必要な直接の手段以上のもの

であるべきである。短期的な介入は長期的な結果を生み出しうるし，また

生み出すこと，そしてこれらの結果は積極的なものでも消極的なものでも

ありうること，を認識しなければならない。

本年の報告の３番目の中心的なメッセージは，食料援助の経済効果は複

雑で多重的であり，確実な実証的証拠は驚くほど乏しいということであ

る。食料援助の不利益な結果は生じてはいるが，それは誇張されるべきで

はない。入手できるわずかな証拠からは，食料援助の量がそのような依存

性を誘発するにはあまりに予見できず，少ないために，食料援助が世帯や

地域社会あるいは国レベルで“依存性”を生み出すという見解は支持され

ていない。事実，食料安全保障への権利に基づく手法とは，人々が自分自

身で食料安全保障を達成できない場合には，適切なセーフティーネットに

依存できるべきであるということを意味している。

実証的証拠からは，食料援助が現地生産物の価格を押し下げたり不安定

にし，現地の生産者と取引業者の家計に否定的な意味合いを持つ傾向があ

ることが明らかである。同様に，現地あるいは地域買い付けによる食料援

助は市場価格を押し上げ，貧しい食料の純購入者に損害を与え，生産者と

取引業者の双方に対して非持続的方向に向わせる誘因を生み出す。いずれ

の事例でも，食料援助物資が誤った時期に到着し，あるいは買い付けられ

た場合，食料援助の配布が最も食料不安の甚だしい世帯に十分目標を絞っ

ていない場合，および現地市場がより広い全国の，あるいは地域や世界の

市場に十分統合されていない場合に，危害が最も生じやすいとみられる。

食料援助は商品価格に影響を与えるが，その量が小さい場合には，世帯

あるいは国レベルで生産全体に大きな影響を与えるとは思われない。以前

の諸研究によれば，食料援助と食料生産の間には逆相関が認められたが，

これらはいくつかの場合，因果関係というよりはおそらく食料援助と低生

産性が併存していることを反映したものかもしれない。食料援助は慢性的

貧困や反復する災害の被害を受けている世帯や地域社会に流れる傾向があ
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るので，それらの条件によって食料援助が必要となるのであり，その逆で

はないと言うほうがより適切であろう。

実証的証拠は，一定の条件下では食料援助は長期的には刺激効果を持っ

ているが，短期的には商業的輸出に置き換わることを示している。商業的

取引に対する食料援助の影響は，計画のタイプによって異なり，様々な供

給者に異なった影響を与える。いくつかの研究は，少量の食料援助が商業

的取引の流れに与える小さな影響は貿易歪曲的効果とは解釈されないと示

唆している。

第４のメッセージは，人々を慢性的な窮乏と飢餓に追いやる一時的な衝

撃を阻止するためには，緊急食料援助その他の社会的セーフティーネット

が必須であるということである。しかし，それらは，それら自体によって

貧困と飢餓の根底にある原因を克服することはできない。この課題は，よ

り広い開発戦略の一部として初めて効果的に対処できる。供与国は，長期

的に必要なものが無視され，多くの資源が緊急事態に向けられるような

“援助のわな”に落ち込むことを避けなければならない。

食料援助は人道危機における欠乏対応であり，人々が自分たちの食料安

全保障のために市場に依存している程度はしばしば見過ごされる。緊急事

態対応は，できる限り迅速かつ効率的に現地食料システムの活力を回復さ

せることを目指す幅広い介入を検討するべきである。食料不安の根本的な

原因が食料入手可能性の欠如であれば，食料援助はその対応の一部になり

うる。食料の養分摂取・利用が飢饉的条件によって妨げられている場合に

は，栄養強化食品や治療用食品の利用も必要になるであろう。

食料援助が人道対応において圧倒的である理由の一部は，多くのレベル

に存在する政策ギャップである。このギャップをつなぎ合せるには，対応

策が必要に基づく戦略的でタイムリーなものであることを保証する食料安

全保障の分析の改善；必要評価が資金上の要請による１回限りのイベント

としてではなく，監視や評価と結び付いたプロセスの一部として組み込ま

れること；および，国や地域の諸制度が，食料援助や人道的改革に重点を

置いた世界レベルでの介入よって補強された食料安全保障を優先的な関心
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事にするよう支援されること，が必要である。

今回の「食料農業白書」の最後の主要なメッセージは，国際食料援助シ

ステムの改革は，必要ではあるが，生命が危険に瀕している人々の必要に

配慮しつつ行われるべきであるということである。この問題に関する進行

中の協議は確実な実証的証拠と情報を用いるべきである。到達した意思決

定が否定的結果をもたらさないよう保証するために，監視と評価のシステ

ムが強化されるべきである。この意味で，食料援助の目標設定と時期設定

に関連する計画立案が十分考慮に入れられなければならない。本報告にお

ける知見は，いくつかの単純な改革でも食料援助の有効性と効率性を改善

できるということ，同時に悪い結果を生じる危険についても正当な関心を

払うべきことを示唆している。これらの改革には，次の諸点が含まれる：

¡ 目標設定のない食料援助形態の排除；

¡ 食料援助を国内生産や船積みの要件から切り離す；

¡ 産品形態での食料援助は，根本的な食料不安問題が食料の不足に起

因している場合に限り利用する；

¡ 十分な食料が入手可能な場合には現地および地域買い付けを利用す

る―ただし国内産限定要件を現地や地域産限定へと置き換えること

なしに―；

¡ 適切かつタイムリーな介入が行われ，否定的結果の危険が最小にな

るよう保証するための情報システム，必要分析および監視の改善．
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特別寄稿：食料主権と食料への権利が食料援助改革の指針

となるべきである

―市民社会からの一見解―1

食料援助は，切迫した飢餓や栄養失調の影響を受け，その政府がこの

状況の解決に必要な措置を取ることができないか，その意思がない状況

下にある人々に，飢餓から自由になる権利を保証するため，多くの場合

必要な要素である。もし政府がその領土内でそれを必要とする状況下に

生活している人々の一部を支援する意思がない場合，それは十分な食料

への人間の権利に対する甚だしい侵害と判断できる。このような状況下

では，国際食料援助は被災者や地域社会が飢えることのないよう保証す

るための緊急援助として役に立つことができるが，国際社会は，政府に

対しても，何びとも飢餓で死亡することのないよう保証するために，使

いうる最大限の資源を用いるよう要請しなければならない。もし政府

が，資源あるいは入手できる食料がないためにそのようにできない場合

には，国際社会は支援する義務がある。「経済社会文化上の権利に関す

る国際規約（Convenant on Economic, Social and Cultural Rights）」の

第２条は，このような状況で国際協力が果たすべき重要な役割と支援の

義務について述べている。

飢餓と栄養失調の理由
食料援助の引き金となる自然と人為による大災害は，現在は世界の飢

餓と栄養失調人口全体の約10％の原因になっているに過ぎず，飢餓の

90％は慢性的栄養失調によるものであるということを強調することが重

要である。飢餓に苦しむ人々のおよそ80％は農村地域で暮らしており，

―――――――――――――

1 この寄稿は，International NGO/CSO Planning Committee for Food

Sovereigntyを代表して，Michael Windfuhr, FIAN－Internationalが執筆し
たものである。この機関は，ローマに置かれた農業食料関連諸政策に関す
る国連諸機関と国際諸組織との討論を促進し可能にするための支援団体で
ある。
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その半分は小作農民，他の22％は土地なし労働者，８％は遊牧民や漁民

のように天然資源を用いて暮らしている。これらのグループの大多数

は，極度に疎外された条件下，すなわち生産諸資源，信用保証や市場の

確実な利用手段のない遠隔地で，普及サービスその他何の公的支援もな

いままに生活している。世界中の飢餓の数を減少させるためには，この

疎外化を克服することが極めて重要である。さらに，自然の大災害によ

って最初に被害を受けるのは，しばしばこの極めて貧しく疎外化された

人々である。土地改革が行われていないため，貧しく疎外化された農家

は洪水や干ばつといった大災害に対して極めて脆弱な土地を使用せざる

をえなくなっている。国や国際的な農業政策は，しばしば，彼らをこの

ような危険に満ちた土地へ移住せざるをえなくしている。したがって，

これらの諸問題に対処できないままに，大災害との戦いにますます資源

を集中するのは誤った傾向である。必要なことは，被災した地域社会や

人々の疎外化と戦うことである。

この数十年間CSOs/NGOsに批判されてきた食料援助の利用
供与国の余剰処理手段の一部としてしばしば利用されてきた食料援助

は，現地市場や貧しい小規模農家がその生産物から受け取る価格に悪影

響を及ぼすので，現地生産と売買取引の障害になりうる。同時に，この

ようなひも付き援助は，しばしば文化的に，また環境上も不適当である。

それはしばしば到着が遅過ぎ（特に国際的に船積みされた場合），現地

あるいは地域余剰の買い付けよりも高価である。さらに，食料援助計画

がしばしば供与国の政治的，商業的目的に沿って拠金され，危機にある

人々の必要に基づいていないので，一部の危機的状況については十分な

関心と支援を得られない。いまだに古いルールが支配的で，食料援助の

供与可能性は供与国の余剰が大きく国際価格が低い時は大きく，逆の時

は小さい。食料援助はしばしば現物援助にしばられ，他の支援手段は得

られないので，他のタイプの介入や支援のほうがより効果的で有用であ

るような状況下でも，しばしば現物援助が実施されている。他の形態の

支援には，現金移転計画や，生活支援計画あるいはより幅の広い食料安

全保障計画がある。
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食料援助は食料主権を損なうかもしれない
この市民社会からの批判の短い要約が示しているように，食料援助は

―適切に注意深いやり方で引き渡されるのでなければ―正に食料主権を

損ねる可能性を持っている。食料援助が輸出ダンピングの間接的な形態

として用いられるならば，現地市場は深刻な打撃を受ける。開発計画の

資金を調達するための食料援助の販売（現金化）もまた，しばしば現地

の農産物価格を破壊する危険な方法である。食料援助の販売はまた，現

地の食生活にも影響を与える。それは食生活と消費のパターンの変化に

影響する。GM食料援助の場合，それはもっと良くない。最近では消費

者の優先度が無視され，GM食料援助が論議なしに提供された。食料援

助は食料主権の原則を尊重して用いられなければならない。

現行のWTO農業交渉は，標準的な貿易規則を免除された緊急食料援

助のための“セーフ・ボックス”を確立する方向を目指している。この

ような免除規定を設けることは正しいが，“緊急食料援助”を定義し，

そのような“セーフ・ボックス”を運営するのはWTOの役割ではない。

我々の見解によれば，これはこの機関の付託権限や権能をはるかに超え

るものであり，FAOのようなより適切に権限を与えられた機関が行う

べきことである。

食料への権利論争から何を学ぶことができ，また学ばねば
ならないか？
食糧援助規約（FAC）の再協議あるいは，将来食料援助が組織され

る制度的な設定のその他の形態のための重要な規準は，十分な食料への

権利から導き出すことができる。“国家食料安全保障を背景とする十分

な食料への権利の漸進的実現を支援するための自発的指導指針”の条文

の中には，どのように食料援助が組織されるべきか，どのようにそれが

長期の復興と開発目的に統合されるべきかに関する重要な規準がすでに

含まれている（指針15.4）。指針15は国際食料援助に関するものであり，

指針16は自然災害および人為災害に関するものである。この指針は2004

年11月にFAO理事会で満場一致で採択された。この指針は，食料援助

は適切な必要評価に基づくべきであり，またそれは食料不安の状況にあ
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る脆弱なグループを特に目標にしなければならないことを明らかにして

いる。食料援助は需要主導でなければならない。“供与国は，食料の安

全性，現地食料生産を阻害しないことの重要性，栄養的および食生活上

の必要，受領住民の文化，を考慮に入れて支援を提供すべきである。”

この指針は，明確な脱却戦略が存在しなければならないこと，および，

いかなる依存性も生じるべきではないことを強調している。食料援助の

配分は国のどのグループや個人にも差別なしに行われなければならな

い。

さらに，市民社会組織は，いかなる食料援助誓約も（それがFACあ

るいはその他の後継機関の形で更新されたとしても）食料あるいは栄養

換算の量で表示されるべきであると勧告している。これらの誓約は国際

的に受け入れられる方法を用いた必要評価に割り当てられるべきであ

る。指針16は，食料援助の提供は国際的人道法規の基準を尊重しなけれ

ばならず，難民や国内で流民化した人々も常に十分な食料の入手手段を

持つべきであることを強調して，その意味づけを拡大している。それは

また，自然災害あるいは人為災害の影響を阻止しあるいは緩和するため

に，早期警報の十分で機能的なメカニズムを設ける必要があることも強

調している。

食料援助の新しい管理構造が求められている
いかなる更新されたFACあるいはその他の組織的取り決めも，FAC

の現在の組織的制約を克服する必要がある。構成国は，新しい食料援助

供与国を含むとともに，食料援助受領国の代表も含むよう拡大されなけ

ればならない。他の利害関係者，特に非政府組織や社会活動団体からの

寄与についても，参加が保証されなければならない。いかなる新たな設

定も，人道法の諸側面と災害準備および早期警報システムの展望とを完

全に統合するべきである。我々はなお，もし，特に農産物余剰が減少を

続け，エネルギー作物の需要が増加し続けるならば，真の食料援助の確

実な誓約が必要であると信じている。
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１．栄養不足の動向

¡ FAOによると，2001－03年における世界の慢性的な栄養不足人口は

８億5,400万人と推定されている。このうち，８億2,000万人が開発途

上国，2,500万人が移行経済国，900万人が先進市場経済国に居住して

いる（第13図）。過去の年と同様に，栄養不足人口総数の半分以上に

当たる61％がアジア・太平洋地域に，24％がサハラ以南アフリカに居

住している。栄養不足の割合が最も高いのはサハラ以南アフリカで，

そこでは人口の32％が栄養不足であるとFAOは推定している（第14

図）。長期的傾向が示すところによれば，開発途上国の栄養不足人口

の割合は1969－71年の総人口比37％から2001－03年には17％へと著し

く低下したが，その絶対数はいくぶん減少したに過ぎない（第15図，

第16図）。これは重要な進展ではあるが，極めて不均等であり，しか
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東アジア 160

東南アジア 65

出典：FAO．

ラテンアメリカ・カリブ海 522

サハラ以南アフリカ 206

近東・北アフリカ 38

移行経済国 25

先進市場経済国 9

南アジア 300

注：数値は端数を整理している．

第13図　地域別栄養不足人口（2001－2003年）
（100万人）



も近年その動きが鈍くなっている。

¡ 過去35年間における栄養不足の改善の大部分がアジア・太平洋地域に

集中しており，この地域では栄養不足人口の比率がほぼ３分の２に減

少している。サハラ以南アフリカにおける栄養不足人口の減少はごく

わずかで，人口増加によって相殺される以上に増えており，その結果，
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第14図　地域別，栄養不足人口の総人口に占める割合（2001－2003年）
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第15図　地域別，開発途上国の栄養不足人口の動向



栄養不足人口の絶対数は大きく増加している。

¡ しかし，ある地域全体の傾向は地域内の小地域間の著しい相違を覆い

隠している。サハラ以南アフリカでは，中央アフリカを除いたすべて

の小地域で栄養不足人口割合の低下が目立って進んでいる。中央アフ

リカでは，総人口に占める栄養不足人口の割合は1990年代初期の36％

に対し56％へと大幅に増大した。

¡ 1995－97年から2001－03年までの国別レベルでの栄養不足人口割合の

変化を分析したところによれば，すべての地域の大部分の国で栄養不

足人口の割合が低下しているが，いくつかの国（コンゴ民主共和国，

リベリア，コモロ，ギニアビサウ，シエラレオネ，エリトリア）では，

1990年代末から2000年代始めにかけて続いた戦争の影響とともに，経

済運営の失敗や政治的混乱によって著しい増加をみている。
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第16図　地域別，開発途上国の栄養不足人口割合の動向



２．食料緊急事態と食料援助

¡ 多くの国，多数の人が，引き続き食料緊急事態に直面している。2006

年５月現在，深刻な食料不足に直面している国は世界全体で39カ国に

達している。このうち24カ国はアフリカ，９カ国がアジア，５カ国が

ラテンアメリカ，１カ国が欧州にある1。その原因は様々であるが，

内戦と干ばつを含む不良気象が支配的な原因である。これらの国の多

くでは，HIV/AIDSの全国的流行が食料生産，流通，輸送，利用に及

ぼす影響によって，食料不足が一層甚だしくなっている。

¡ 2006年５月現在，アフリカで報告されている食料緊急事態の半数以上

が内戦および国内流民あるいは難民によるものである。世界全体で

も，人的要因と考えられる食料緊急事態の割合が長期的に増加してい

る。実際，1997年から2006年にかけて，食料緊急事態の48％が紛争と

経済破綻を含む人的要因が主な原因で引き起こされたとされている

が，それは1986年から1996年には約41％であった。多くの場合，自然

災害は人災と複合して増幅され，長期的で複雑な緊急事態を招く。

¡ 緊急事態が繰り返され，長期化すると，往々にしてその影響の深刻さ

が甚だしくなる。1986－2000年の間に28カ国がその半分以上の年数に

わたって食料緊急事態を経験した。特に，紛争に起因する多くの複雑

な緊急事態が根深いものとなり，長期的な危機へと変わっていく。12

カ国を下回らない国々が，1986－2006年の間に，15年あるいはそれ以

上の期間，緊急事態に苦しんだが，その大半は戦争または内戦が主な

要因であった。
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―――――――――――――
1 FAO, 2006b。アジアに属する近東の国はアジアに，北アフリカに属する近東の国は
アフリカに分類している。



¡ これとは対照的に，経済と政府は比較的安定しているものの，不順な

気候に悩む国の多くは危機の防止および軽減計画を実施し，救済と復

興のための効果的な対策を確立している。これらの国にとっては，自

然災害は人道上の長期化する危機に結び付くことはない。

¡ 2004/05年度（７月から翌年６月）における穀物形態の食料援助船積

み量は，2003/04年度にすでに低下していた水準からさらにほぼ100万
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第17図　食料援助の受領地域（穀物換算）



トン（または14％）下回る580万トン（穀物換算）2へと減少した（第

17図）。この食料援助の水準は，1996/97年度の歴史的な低い水準に近

い。2004/05年度のこの穀物食料援助船積み量の減少は，82カ国の低

所得食料不足国（LIFDC）グループによる約1,500万トン（または18％）

に及ぶ穀物輸入の突然の増加と対照的である。

¡ 2004/05年度における食料援助の主な受領地域は東アフリカ，東アジ

ア，近東である。2004/05年度に食料援助を受けた総数約90カ国のう

ちの５大受領国は北朝鮮，スーダン，エチオピア，バングラデシュ，

エリトリアである。前年度はイラクが最大で，これに次いでエチオピ

ア，北朝鮮，ジンバブエ，バングラデシュであった。量（総トン数）

にすれば比較的小さいが，穀物以外の形態でも食料援助は供与されて

いる。2005年の穀物以外の食料援助は2004年の96万9,000トンからわ

ずかに増えて，100万トンをわずかに上回るまでに増加した（第Ⅰ部

第２図および第Ⅱ部第17図参照）。

¡ FAOの食料援助委員会（Food Aid Committee, FAC）による最新の

報告によれば，2005/06年度の食料援助総船積み量は2004/05年度と変

わらない870万トン（小麦換算）3に保たれると予測される（第１表お

よび第17図）。同委員会が報告する食料援助総量には，穀物形態だけ

でなく，加工穀物産品，豆類，その他の食料生産物，微量栄養素，強

化食品を含み，さらに食用生産物購入のための現金拠出も含まれてお

り，そのすべてを小麦換算で示していることに留意する必要がある。

さらに，2004/05年度，そしておそらく2005/06年度の食料援助水準
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―――――――――――――
2 穀物食料援助を穀物換算で示すには，小麦，米および粗粒穀物を１対１で計算する。
穀物生産物に対しては，穀物換算量を決めるため，それぞれ特定の変換係数を使用
する。

3 小麦換算の計算方法は，1999年食糧援助規約（Food Aid Convention 1999）の手続
き規則に規定されている。



は食糧援助規約で設定された加盟国全体の最低年約束量である500万

トンをかなり上回っている。

¡ 政策面については，食糧援助規約の再交渉が2004年に開始されたが，

加盟国は，新しい規約に合意する前に，ドーハラウンドの結末を待つ

べきであるとの意向が強いことから，現行の規約（FAC 1999）を

2005年７月からさらに２年間延長することを決定した 4。
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―――――――――――――
4 FAC加盟国それぞれの食料援助約束量は，総トン数，価額，あるいは両者を合わせ
た，いずれかで表される。加盟国を合算した最低年約束量は，489万5,000トン（小
麦換算）に加えて１億3,000万ユーロを含む。

第１表　食料援助穀物の船積み量（７月－翌年６月）
（穀物換算1,000トン）

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05*

総船積み量 8,940 7,422 8,383 6,767 5,809

形態別：

小麦 5,797 4,770 5,677 4,082 3,621

米 1,399 1,058 1,498 1,177 1,064

粗粒穀物 1,744 1,594 1,208 1,507 1,124

地域別：

アフリカ 3,476 2,091 3,667 3,299 2,840

アジア 4,283 4,116 3,820 2,725 2,420

ラテンアメリカ・カリブ海 596 758 725 401 502

その他 585 458 171 342 47

* 推計値．

出典：世界食糧計画（WFP）．
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３．農業への対外援助

¡ 農業への対外援助約束額は，1980年代および1990年代始めに大きく減

少した後，近年は100億ドルから130億ドル（実質額）の範囲にある。

2000年固定価格で測った公的対外援助約束総額は，2003年には111億

ドルに達したが，この額は過去10年間のうち最も高い年であった1998

年から10％の減少となる（第18図）。

¡ 地理的に見た地域別援助の配分は，年から年への変動は比較的小さい

が，アジア，ラテンアメリカ・カリブ海および移行経済国においては

近年比較的大きな変動を経験している。サハラ以南アフリカへの対外

援助は，2002年の37億ドルから2003年には30億ドルへと17％減少した

（第19図）。2004年値は暫定値である。

¡ ２国間および多国間援助双方の減少が，1980年代始めと比べて援助水

準の著しい低下をもたらした。多国間援助は全体として，過去数年間

0
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20

25

75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03

10億ドル（2000年固定価格）

２国間
多国間

合　計

出典：FAO．

第18図　農業への対外援助の長期的動向（1975－2003年）



さらに大きく変動しているが，２国間援助は比較的安定している。譲

許的援助の割合は，年々変動するが，1980年代中頃までは60％から

70％であったのに比べて近年は70－80％の範囲にあり，いくぶん上昇

している。
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第19図　主な受領地域別，農業への対外援助の約束額



４．作物，家畜および食料の生産

¡ 2005年に世界の作物と家畜生産の伸び率は1970年代始め以来の最低値

にまで低下し，2003年および2004年に達成した伸び率をかなり下回っ

た（第20図および第21図）。この下落は先進国グループにおいて特に

著しく，2004年には生産の年増加率は５％を超えてピークに達した

が，これに次ぐ2005年はマイナス1.6％であった。全体の減少は，主

として作物部門，特に先進国における急激な減少によるもので，そこ

での作物生産の増加率は2004年の12％超から，2005年にはマイナス

４％へと低下した。開発途上国の作物と家畜生産全体の伸びもまた，

過去数十年間の平均を下回り，低迷した。移行経済国における作物と

家畜生産の伸びは，2004年のプラス6.9％から2005年にはわずかなが

らマイナスへと引き続き大幅に変動している（第20図および第21図）。

¡ アジア・太平洋地域の生産の伸びは，諸地域の中では最も高いが，そ

れでも2003年のピーク水準を下回った。サハラ以南アフリカの成長は
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第20図　世界総計および１人当たりの作物および家畜生産の変化
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わずか1.3％にしか達せず，低成長をもう１年繰り返す結果となった。

ラテンアメリカ・カリブ海地域は2005年の成長は２％に及ばず，2003

年に達成した4.7％の生産の伸びをはるかに下回った。

¡ 世界の家畜生産増加率は，作物生産よりも急速に増えたものの，過去

２年間緩やかになり，過去40年間の平均を下回った。しかし１人当た

りにすれば，2005年の暫定値は，生産増加は過去数十年の平均をわず

かに上回っていることを示している。開発途上国グループについて

は，生産の伸びは，絶対値，１人当たりとも引き続き増加したが，こ

の数年に比べれば低い率であった。開発途上国の家畜部門の拡大は，

1990年代に５％の成長を遂げたが，成長率のピークを通り越したとみ

られる。

¡ 家畜生産の成長の鈍化は，動物疾病の発生，特に鳥インフルエンザと

これに続く家禽に対する消費者の危惧，貿易の禁止，価格の下落によ

って引き起こされた。ヨーロッパ，近東およびアフリカの主な家禽消

費・輸入国の多くは2005年末以来鳥インフルエンザの発生を経験し，

その市場への影響は世界的な消費者の直接的で激しい反応と貿易禁止

のエスカレーションをもたらした。消費者は他の畜産物へと移り，そ

の生産は増加したものの，開発途上国全体の，家禽生産成長率の鈍化

を補うまでには至らなかった。

¡ 開発途上国の家畜生産の動向はアジア・太平洋，特に中国によって大

きく左右される。中国では，1970年代末において経済改革が始まって

以来記録された家畜生産の極めて高い成長率は，近年になって次第に

下降してきている。実際，中国は（１人当たり所得水準が近い他の国

と比べて）高い水準の１人当たり畜産物消費を達成しており，将来は

畜産物に対する需要の伸びは鈍化すると考えられる。インドは，比較

的低い水準にあるものの，食肉生産が急速に増加している一方，牛乳
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第22図　地域別，国グループ別，１人当たり食料生産の長期的動向



生産の増加率は鈍化しつつある。アジアは，1990年代に成長のピーク

に達したとみられ，国際比較からすれば依然として高いが，より緩や

かな成長率に転じつつある。

¡ ラテンアメリカは，2004年に力強い増加を記録した後，翌年には，家

禽生産物に対する国際需要の低下もあって，ずっと小幅な増加となっ

た。この地域の状況はブラジルによって，またすべての主要畜産物に

ついては，輸出主導の畜産業の成長に大きく影響されている。近東・

西アジア地域は，2004年と2005年には，それ以前の数十年と比べてよ

り低い増加率となり，この結果１人当たり生産は停滞した。この地域

は，家畜放牧が重要な多くの国における変わりやすい気候条件のた

め，極めて顕著な変動が特徴的である。同様に，サハラ以南アフリカ

においては，総生産は緩やかに増加したが，地域全体としては過去３

年間の１人当たり生産の減少傾向が続き，2005年もわずかに低下し

た。先進国および移行経済国においては，総生産，１人当たり生産と

もにほとんど変化しなかったが，これは人口の停滞と飽和した市場の

反映である。

¡ 2005年には，１人当たり食料生産は全世界的に減少したが，これはサ

ハラ以南アフリカと近東・北アフリカ各地域における減少，ならびに

先進国全体としての減少の結果である（第22図）。
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５．世界の穀物供給の状況

¡ 世界の穀物生産は，数年にわたる停滞の後，2004/05年度には急増し，

前年に比べて９％増の20億6,500万トンに達した。世界の穀物利用は

増加傾向を続けたものの，生産を上回るまでには至らなかった（第

23図）。FAOの最近の推計による2005/06年度の世界穀物生産は減少

を示している5。これは主として開発途上数カ国における不順な気候

条件に起因する低い平均収量によるものである。低所得食料不足国

（LIFDC）は2005年に前年水準から4.4％の著しい増加を記録した。中

国とインドを除くその他の低所得食料不足国全体の生産はこれより高

い８％の率で拡大した。これは，干ばつの影響を受けたアフリカ南部

諸国，モロッコ，ソマリアを例外として，世界のほとんどすべての小

地域における穀物の良好な作柄を反映している。

¡ 2006年期末における世界穀物在庫は，同期首水準に比べて700万トン，
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第23図　世界の穀物生産と利用

―――――――――――――
5 FAO，Crop prospect and food situation, No. 1, April 2006.



1.6％下がり，４億6,200万トンに減少すると予想されている。2005年

の世界穀物生産の減少が2005/06年度の総穀物利用の緩やかな増加に

よって緩和されることがなければ，この低下はもっと大きかったかも

しれない。2005/06年度の最新の需給推定に基づく世界の穀物在庫の

対利用比率―期末の在庫水準を次期の利用量と比べた割合―は，前期

の水準に近く，2003/04年度（訳注）に達した最低値よりも２％ポイント

高い，おおよそ23％に止まるであろう（第24図）。

（訳注：第24図によれば2005年）
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出典：FAO．** 在庫データは，各国の作物年度末における総繰越量に基づいており，
** 当該年のいかなる時点での世界の在庫水準を表すものではない．
** 予測値．
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６．国際商品価格の動向

¡ 2005年にいくつかの基礎食料産品の価格はこの10年間の始め以来の最

高水準に達した。67％上昇した乳製品の価格がこの傾向を主導し，次

いで砂糖が43％，食肉が26％の上昇であった。これとは対照的に，穀

物と油脂類の価格は2005年に下落を記録した（第25図）。

¡ 2005年中，植物油・脂の国際価格は，世界の大豆およびヤシ油の記録

的な生産の結果，下落した。油脂の世界消費は供給よりも少なく，こ

れが世界在庫の増加と在庫対利用比率の上昇をもたらした。2004年に

比べ，2005年の油脂の年価格指数は８ポイント低下した。2006年に

は，世界での利用の増加がヤシ油の著しい減産および油料種子の搾油

能力の不足と同時に起きたため，価格は当初上昇した。こうした価格

の上昇圧力は，供給の増加が在庫を記録的な水準にまで押し上げると

予想されることから，長続きはしないと考えられる。

¡ 穀物価格は2000年から2005年の間に21％上昇し，2006年の前半も上昇
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し続けた。国際価格の上昇は，小麦の減産見通し，限られた在庫，堅

調な需要見通しによるものである。2006/07年度の世界バランスシー

トによれば，期末在庫が急激に低下するとともに，在庫の対利用比率

が過去30年間の最低である約20％へと低下すると思われる。こうした

背景から，これからの数カ月間に大きなあるいは不測の気候上の問題

が起きないとしても，小麦価格は新しい作物年度にはおそらく高止ま

りし，しかも大きく変動するであろう。

¡ 粗粒穀物市場もまた，低い在庫と減産の展望とに影響を受けつつあ

る。国際価格は2005/06年作物年度の前半期にはほとんど変動しなか

ったが，その後，エタノール部門の旺盛な需要，飼料利用の回復の可

能性，および窮屈な輸出供給に支えられて上昇した。現在の生産が示

すところでは，新しい作期の需給バランスは堅調をたどるとみられ

る。このことは，予想される世界在庫の急激な低下と記録的に低い在

庫・利用比率によって証明される。

¡ 2006年の米生産の見通しは，生産費の上昇と収益性の低下への懸念を

反映して，中庸の増加を示している。米の在庫は2005年に増加し始め

たが，作期末の在庫は，特に中国において，引き続き増加すると思わ

れる。増産は限定的であるとの見通しのせいで，2006/07年度の１人

当たり食料向け米の供給可能性は低下するかもしれない。2006年の第

１四半期において特に上昇気味であった米の国際価格は，この数カ月

は堅調を保つ見通しとなっている。

¡ 2005年における短い回復の後，世界の食肉市場は再び家畜疾病への懸

念の影響を受けた。上に述べたように，鳥インフルエンザ発生の増加

に対する消費者の反応が家禽への需要とその価格を低落させている。

北アメリカからの牛肉輸出は牛海綿状脳症（BSE）による輸入禁止に

直面し，南アメリカからの赤肉輸出は口蹄疫（FMD）の影響を受け

第Ⅱ部　世界と地域の概観：実態と概説

─ 169 ─



ている。2006年には，25年来最も低い食肉消費の増加見通しおよび貿

易制限の拡大が，世界の肉類生産，貿易および価格を制約すると考え

られる。

¡ 世界の砂糖価格は2006年２月に粗糖価格がポンド当たり19米セントを

超え，25年来の最高水準に達した。この上昇は，主としてエネルギー

価格の上昇と３年連続の世界砂糖市場の供給不足によって引き起こさ

れた。2005/06年度の残る期間について，世界の砂糖価格は，当面の

需給観測がこれ以上のひっ迫を裏付けていないことから，現在の水準

で堅調のまま推移するものと思われる。

¡ コーヒー価格は，主としてコロンビア，メキシコ，ペルーおよびベト

ナムにおける気候に起因する被害に起因する供給不足のため，引き続

き上昇傾向を維持し，堅調を保つ見通しである。ブラジルの供給もま

たアラビカ樹の隔年生産サイクルおよび通貨レアルの上昇により競争

力が低下し，農家を他作物への転換に導くこととなり，減少している。

2005/06年度には，在庫水準が20％の減少，消費が２％の増加と予測

されている。

¡ カカオ豆の価格は供給不足のため堅調を保つとみられる。カカオ豆の

生産見通しは，コートジボワールでの増加がカメルーンとガーナにお

ける不作を相殺するので，安定的であると思われる。カカオの粉砕量

は，ブラジル，ガーナ，インドネシアが輸出を増やすために加工施設

へ投資したため，拡大するであろう。カカオ生産物，特にカカオバタ

ーに対する世界需要は増加の傾向にある。

¡ 茶の価格は2005年には下落し，1990年代末期の高水準をかなり下回っ

ており，英国を除くすべての主な買い手の需要を底堅く刺激してい

る。英国は一部の加工工場を南方へ移し，再輸出を減らした。大部分
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の生産国は，需要を刺激するための販売促進事業に投資した。いくつ

かの国は，包装した茶製品や特殊な茶の販売など，生産物の差別化と

付加価値を付ける戦略を選んだ。

¡ 2005/06年度における世界綿花価格は，2003年末から2004年始めにか

けて到達したkg当たり1.90ドルから急落し，kg当たり1.00ドルと1.45

ドルの間で変動した。この下落は供給の急激な拡大によるものである。

世界の綿花のおおよそ３分の２は小規模農家によって生産されている

が，彼らは価格の変化に反応して，綿花の作付けを速やかに拡大する

大きな潜在可能性を持っている。さらに，主要綿花生産者が遺伝子組

換えによる耐虫性綿花を急速に採用したことが，生産費を減らし，収

量を増やすのに大きく貢献している。2006/07年度における世界の綿

花生産は，2000/01年度よりおおよそ500万トン多い，2,550万トンに

達すると予測されている。

¡ 天然ゴムの価格は2001年の記録的な底値から著しく回復した。2005年

の平均価格 6は2001年の２倍以上であった。この上昇は，世界，特に

中国，インドおよび東南アジアにおける消費の増大を反映している。

天然ゴムの世界最大の輸入国である中国は2005年に126万トンを輸入

したが，これは1999年に比べて215％の増加である。世界の天然ゴム

生産は過去３年間に引き続き増加し，2005年には870万トンに達した。

高価格と生産増は世界中の天然ゴム生産者の所得を増やし，食料安全

保障を改善した。世界経済が引き続き需要を刺激し，高い石油価格が

天然ゴムを合成ゴムよりも魅力あるものにするので，天然ゴムに対す

る世界需要は引き続き増加するであろう。

¡ 2006年末にかけて，商品市場は多くの商品の価格が着実な上昇傾向を
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見せながら，全体として変動が一層激しくなった。農産品市場におい

ては，いくつかの重要な食料・飼料農産物が硬直した供給と堅調な需

要のもとで利益を得たが，エネルギー関連では需給バランスが一層引

き締まり，価格の急騰を招いた。政治的不確定性とエネルギー価格の

高騰に加えて，農産物市場はここ数年のハリケーンや急速に広がる家

畜疾病などの自然災害の異常な発生に対峙しなければならなかった。

¡ 現在の兆候が示すところでは，いくつかの農産品の価格は，おそらく

一層上昇するであろう。この価格上昇は，新しい作期には世界の穀物

需要は供給を上回り，在庫は不安定な低い水準にまで下がるとみられ

ていることから，穀物について特に起こりやすい。砂糖に関する主な

リスクは価格の変動が続くことである。これとは反対に，油料種子分

野では，食肉や乳製品と同様に，短期の価格展望はむしろ下降傾向に

ある。

¡ こうした錯綜した見通しと，しかも概して強含みな価格を背景に，

2006年の世界の食料輸入額は2005年に比べて２％以上増加すると

FAOは予測している。増加は穀物と砂糖で最も大きく，食肉で最も

小さいと思われる。開発途上国は食料・飼料の輸入国であり，これら

の産品が大きな割合を占めることから，その輸入額は3.5％増加する

と予測され，一方，低所得食料不足国ではほぼ７％増加すると予測さ

れている7。
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７．農産物貿易

¡ 世界の農産物輸出額は数年間の停滞の後，2002年と2004年の間に大幅

に拡大した（第26図）。総商品貿易における農産物貿易の割合は，農産

物貿易の拡大が工業製品貿易の成長よりも緩やかであったため，1990

年代を通して長期的に下降傾向を続けている。1960年代始めにおける

総商品に占める農業の割合が約25％であったのに比べ，近年は農産物

輸出の上昇によって，その割合は７％で安定している（第27図）。開発

途上国については，総商品輸出額に占める農産物輸出額の割合は1960

年代始めの50％から，2000年以降は７％を下回るまでに低下した。開

発途上国の総商品輸出額に占める農産物輸出額の割合の低下は，貿易

が工業製品へシフトしたことと，農産物貿易の成長が相対的に緩やか

であったことを反映している。

¡ 1990年代始めまでは，開発途上国は大部分の年で農産物貿易の余剰を

記録していた（第28図）。農産物貿易の赤字の拡大傾向は，後発開発途

上国（LDC）で一層顕著である。後発開発途上国は，1980年代中期に
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は農産物の純輸入国となり，1990年代末までに輸入は輸出の２倍以上

になった。開発途上地域の間では農産物貿易の状況が大きく異なって

いることが認められる。特にラテンアメリカ・カリブ海地域では，

1990年代中頃に始まった農業貿易の余剰幅の拡大が認められる。同時

に，アジア・太平洋地域は農産物の純輸入地域となり，近東・北アフ

リカ地域の大幅な構造的赤字は減少の兆しを示していない。

¡ 2004年，WTO加盟国は，ドーハラウンドを成功裏に決着するため，

農業に関するモダリティー（訳注）を確立するための枠組み合意

（Framework Agreement）8を承認した。これに次ぐWTO閣僚会議 9

もまた，国内支持は，最終譲許総合AMS 10（Final Bound Total AMS）
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August 2004, WT/L/579, Geneva.
9 Hong Kong Special Administrative Region, December 2005.
10 支持の総体算定基準（Aggregate measure of support）.
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の削減および貿易を歪曲する国内支持の一律削減のため，３つのしば

りを含まなければならないことに合意した。輸出競争に関しては，あ

らゆる形態の輸出補助金およびあらゆる輸出制限規制の撤廃を2013年

末までに完了することに合意した。市場へのアクセスについては，組

織立った関税削減のため４つのしばりの導入に合意した。開発途上国

は，食料安全保障，生活安全保障および農村開発に必須な特別な生産

物に対し，適切な数の関税基準を自ら指定する柔軟性を持つべきであ

ることにも合意を得た。さらに，開発途上国は，輸入数量および価格

発動を根拠とする特別セーフガード（SSG）に頼ることができるであ

ろう。同様に綿花についても，農業交渉の枠内で，また綿花小委員会

を通じて，明確な生産者の権利が再確認された。

（訳注：各国共通のルール）

¡ これらのモダリティーを最終決定するために必要な多くの数的条件に

ついては合意に達しなかった。
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８．水産業：生産，利用，貿易

¡ 漁業は世界の食料経済に重要な役割を果たしている。約4,000万人の

漁業者や水産養殖業者が漁獲や養殖から生計を得ている。世界的には，

魚介類は動物性蛋白質消費の約16％を供給しているが，アジアにおけ

る平均の22％から，アフリカではおおよそ19％，ラテンアメリカ・カ

リブ海では７％と異なっている。過去10年間における世界の魚介類供

給量の変化は中国の趨勢によって左右されており，中国は魚介類生

産，特に内水面養殖において大幅な増加を遂げ，世界最大の魚介類生

産国となった。

¡ 2004年の漁業総生産量は１億4,050万トンで，そのうち4,550万トンが

養殖によるものである（第29図）。世界の漁獲量は9,500万トンで，

2003年からは約５％の増加である（第29図）。近年の漁獲生産の変動

の大部分は，気候条件（すなわちエルニーニョ）に起因するペルーカ

タクチイワシ漁獲量の変動によるものである。2004年に中国は2003年

よりもわずかに多い1,690万トンの生産を報告している。この他の大

生産国はペルー（960万トン），米国（500万トン），チリ（490万トン），

インドネシア（480万トン），日本（440万トン）である。

¡ 世界の養殖生産は近年急速に増加しつつあり，現在漁業総生産量の

32％を占めている（図29）。増加の大部分は中国によるもので，同国

は今や容量換算で総養殖生産量の３分の２以上（2004年に3,060万ト

ン）を生産している。

¡ 2004年に，世界の魚介類生産量（原魚換算）の40％が国際貿易に加わ

り，その価額は715億ドルに達した。開発途上国はこうした輸出の

50％をわずかに下回る貢献をしているが，そのうち上位９カ国が開発
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途上国全体の３分の２を占めている。先進国は価額にして世界の水産

物総輸入の80％以上を吸収した（第30図）。日本と米国を合わせて，

世界の水産物輸入の35％の多きを占めた。開発途上国の外貨収入源と

しての水産物輸出の重要性は著しく増した。現在，開発途上国からの

水産物純輸出額の合計（2004年に204億ドル）は，コーヒー，バナナ，

ゴムなどの主要産品による輸出収入をはるかに凌駕している。

¡ 2004年の世界の漁業生産量のうち，推定3,450万トン―このすべてが

漁獲によるものである―が，非食料目的に利用された。その大部分が

家畜および養殖業向けのフィッシュミールに粉砕された。世界生産量

の残りの１億600万トンは直接食用消費へと向けられた。１人当たり

にして漁獲による食用魚介類の総供給量は近年停滞しているが，養殖

業からの供給は大きく増加している（第31図）。これは，中国におい

て特に際立っており，養殖からの１人当たり供給量は，中国以外の国

ではわずか21％であるのに比べ，中国では食用魚介類総供給量の83％

を供給している。
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９．林　業

¡ 2004年における世界の丸太生産は34億1,800万立方メートルで，前年

よりも1.9％増加したと推定される（第32図）。総丸太生産は2002年以

来徐々に増加しつつあり，この量はこれまでの最高水準である。世界

全体で丸太の約半分が燃料として燃やされる（2004年の総丸太生産の

52％）。木質燃料のほとんどが開発途上国で利用され，そこでは木材

はしばしば最も重要なエネルギー源である。丸太総生産に占める先進

国のシェアは減りつつあるものの，依然として産業用丸太生産の最も

大きな割合を占めている（全体の70％以上）。

¡ 2004年に，開発途上国は20億9,800万立方メートル，丸太総生産の

60％を生産した（第33図）。このほとんど80％もが木質燃料生産であ

り，毎年増加を続けている。開発途上国の産業用丸太生産は1996－

2001年の間に５％低下したが，近年1995年の生産水準に戻っている。

これは一部に，開発途上国における人工林の拡大によるものである。
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第32図　世界の丸太生産（1966－2004年）



¡ 先進国では，産業用丸太は丸太生産の約87％を占め，これに比べ，木

質燃料生産は二義的な重要性しかない。先進国における生産も1990年

代初期に著しく減少し，現在も1989－90年のピーク水準をかなり下回

っている。こうした動向は，主としてロシア連邦および東欧諸国にお

ける生産の変化によるものである。
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第 Ⅲ 部

付属統計

付属表注記

表A１　本白書において統計目的に

　　　　用いられる国および地域
表A２　食料安全保障と栄養

表A３　農業生産と生産性

表A４　人口および労働力指標

表A５　土地利用指標

表A６　貿易指標

表 A７　経済指標

表 A８　総要素生産性





付属表注記

記号

付属表には次の記号が使われている。

… ＝入手不能

ha ＝ヘクタール

hg/ha ＝ヘクタール当たり100グラム

hg ＝100グラム

GDP ＝国内総生産

GNP ＝国民総生産

kcal／person／day ＝１人１日当たりキロカロリー

kg ＝キログラム

US＄ ＝米ドル

小数を整数から区分するために小数点（ . ）を使用する。

専門用語の注記

表にはデータが不十分である国は含めていない。

表に示されている数値は，端数整理によって，FAOSTATおよび世界

開発指標（World Development Indicators）の数値と多少異なっている場

合がある。

１．食料安全保障と栄養（表A２）

出典：FAO

栄養不足

栄養不足人口の割合についてのFAO推計値は，各国の供給可能な食料
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の量（各国の食事エネルギー供給量，DES）と，家計所得あるいは支出

調査から得られる分配の不平等性に関する算定基準に沿って行った計算に

よっている。

アフガニスタン，イラク，パプアニューギニア，ソマリアの暫定推計値

は個別に掲載されていないが，当該地域の総計には含まれている。

1990－1992年にはエリトリアとエチオピアは別々の国ではなかったが，

旧エチオピア人民民主共和国の栄養不足人口の数および割合は，当該期間

の地域および小地域の総計に含まれている。

使用記号

栄養不足人口の割合が2.5%以下の場合，ダッシュ（－）を使用して表記

している。

食事エネルギー供給量

生産物重量に換算した１人当たり供給量は，人間の消費に利用できる総

供給量（すなわち食料）を，当該期間中食料供給に実際に関与した総人口

による食料の量で割ることにより得られる。食事エネルギー供給量は総人

口によって加重されている。

２．農業生産と生産性（表A３）

出典：FAO

１人当たり農業・食料生産の年増加率

増加率は生産総量の変化水準を指している。各産品の生産量は1999－

2001年の平均国際商品価格によって加重され，年ごとに集計されている。
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３．人口および労働力指標（表A４）

出典：FAO

総人口

総人口とは，通常，当該地域に在住する（事実上の）人口を指し，当該

期間の中央時点において，当該国の地理的境界内に物理的に存在するすべ

ての人々を含んでいる。

農村人口

通常，都市地域が定義されており，総人口から都市人口を差し引いた残

りが農村人口として捉えられる。実際には，都市地域と農村地域を区分す

る基準は国によって異なっている。

農業人口

農業人口とは，生計を農業，狩猟業，漁業，林業に依存するすべての

人々である，と定義される。この推計値は，農業に現に従事しているすべ

ての人々，ならびに働いていないその扶養家族からなっている。

経済活動人口

経済活動人口とは，すべての就業者と非就業者（新規に職を求めている

人々を含む）の数を指す。

農業における経済活動人口

農業における経済活動人口とは，経済活動人口のうち，農業，狩猟業，

漁業または林業に従事している，あるいはこれらに仕事を求めている人々

である。
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４．土地利用指標（表A５）

出典：FAO

総土地面積

内水面域を除く総面積。

森林・林地面積

天然樹木，植林樹木が分布する土地で，生産的かどうかを問わない。

農地面積

耕地，永年作物地，および永年牧草地の面積の合計。

耕地

一年生作物（二毛作面積は一度だけ数える），刈り取りまたは放牧用の

一年生草地，販売用および自家用菜園の土地，一時的（５年未満）休閑

地。

永年作物地

長期間土地を占有し，毎収穫後，再植する必要のない作物を栽培してい

る土地。

永年牧草地

常に草本飼料作物に利用している土地（５年またはそれ以上）で，栽培

または野生の草地（野生草原または放牧草地）。

灌漑面積

灌漑に関するデータは，作物に水を供給する施設を備えた面積である。

¡ 中国：灌漑面積のデータは，農地のみを含む（果樹園および牧草地
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の面積を除く）。

¡ キューバ：データは国営部門のみを指す。

¡ 日本，韓国，スリランカ：データは灌漑稲作のみを指す。

肥料消費（使用）

データは肥料総使用量を指す。推計値の合計は，植物栄養素（それぞれ

N，P2O5，K2O）で表した窒素・燐酸・カリ肥料の施用量合計である。

５．貿易指標（表A６）

出典：FAOおよび世界銀行（World Development Indicators（世

界開発指標）2005，CD－ROMおよびオンラインデータセッ

ト）

中国のデータは大陸中国および中国台湾省の合計を指す。

総商品貿易

データは商品貿易の合計を指す。一般に，輸出価額はf.o.b.（本船渡し），

輸入金額はc.i.f.（商品本体の費用，保険料，運賃）である。

農産物貿易

データは狭義の農産物を指し，水産物，林産物を除く。

食料貿易

データは食料，動物を指している。

農業GDP

農業付加価値（対GDP比率）は，世界銀行の国民経済計算データ，

OECD国民経済計算データファイルから得られる。農業には，作物栽培と

家畜生産のほか，林業，漁業，狩猟業を含んでいる。
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農業GDPに対する農産物輸出の比率

農業GDPに対する農産物輸出の比率は農業付加価値によって加重され

ている。

６．経済指標（表A７）

出典：世界銀行（World Development Indicators（世界開発指標）

2005，CD－ROMおよびオンラインデータセット）

加重方法：１人当たりGNI（現行米ドル），１人当たりGDP（年成長率）

およびPPP（購買力平価）換算１人当たりGDP（現行国際ドル）は総人口

によって加重されている。GDP（年成長率）および農業付加価値（対

GDP比率）はGDP（2000年固定米ドル）によって加重されている。農業付

加価値（年成長率）は農業付加価値（2000年固定米ドル）によって加重さ

れている。労働者１人当たり農業付加価値は農業の経済活動人口によって

加重されている。

中国のデータは大陸中国および中国台湾省の合計を指す。

国別貧困率

国別貧困率は国別の貧困ライン以下に生活する人口の比率である。国別

推計値は家計調査から推計された小グループの人口数で加重された数値で

ある。

１人当たりGNI（現行米ドル）

１人当たりGNIは，国民総所得を世界銀行アトラス（World Bank Atlas）

の方法で米ドルに換算し，年中央値の人口で割ったものである。

GDP（年成長率）

当該国固定通貨に基づく，市場価格表示によるGDPの年成長率。GDP
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総額は2000年固定米ドルに基づく。

１人当たりGDP（年成長率）

１人当たりGDPの年成長率は当該国固定通貨に基づいている。１人当

たりGDPはGDPを年中央値の人口で割ったものである。

購買力平価（PPP）換算１人当たりGDP（現行国際米ドル）

購買力平価（PPP）に基づく１人当たりGDPである。PPP・GDPは，購

買力平価を用いて国際米ドルに換算した国内総生産物である。国際米ドル

とは，米ドルが米国内で持っているのと同等のGDPに対する購買力であ

る。

就業者１人当たり農業付加価値

就業者１人当たり農業付加価値は農業生産性の算定基準である。就業者

１人当たり農業付加価値は農業部門の生産額から中間投入財の価額を差し

引いたものである。農業には作物栽培と家畜生産の他，林業，漁業，狩猟

業を含んでいる。

2000年固定米ドルのGDP

データは2000年固定米ドルのGDPである。GDPの米ドル値は，2000年

の公式為替レートを用いて国内通貨から換算したものである。

７．総要素生産性（表A８）

出典：FAO

総要素生産性（TFP）は産出量を使用した投入量で割った算定基準で

ある。ここで採用した方法は，総要素生産性のマルムキスト指数

（Malmquist index）（Malmquist, 1953）を推計するため，FAOSTATから

得られた投入・産出データに対し包括分析法（data envelopment analysis，
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DEA）を適用している。データは1961－80年および1981－2000年の期間

のものである。結果として得られた総生産性指数の変化は技術による部分

と技術効率による部分とに分けることができる。マルムキストDEA法独

自の長所は投入財価格に関する情報を必要としないことである。用いられ

たデータは次のとおりである。産出：種子と飼料を除いた農業純生産で，

1989－91年固定国際米ドルによる；投入財：土地（耕地と永年作物地）；

労働：農業における総経済活動人口；肥料：（窒素，燐酸，カリに要素換

算した）総消費量；家畜：ラクダ，水牛，馬，牛，ロバ，豚，羊，山羊，

家禽を加重処理した合計（Hayami & Ruttan，1985によって提案された

加重値を用いる）；物的資本：使用中のトラクター数。さらに，農地（こ

れも永年牧草地を含んでいる）に対する耕地と永年作物地の比率とともに

灌漑されている耕地と永年作物地の比率も含まれている。

エチオピアとエリトリアのデータは，1981年からではなく，1993年から

始まっている。

国と地域に関する注記

中国のデータは，別途注記されていない限り，香港特別行政区，マカオ

特別行政区，中国台湾省のデータを含む。

ベルギーおよびルクセンブルクについてのデータは，可能な限り個別に

示したが，2000年以前は多くの場合，ベルギー・ルクセンブルクとして統

合されている。

エチオピア人民民主共和国から造られた国，すなわちエリトリアとエチ

オピアについてのデータは，可能な限り個別に示されている。1992年以前

の年のデータはエチオピア人民民主共和国として示されている。

イエメンのデータは，1990年以降，当該国を指している。それ以前の年

のデータは，別途注記のない限り，旧イエメン人民民主共和国と旧イエメ

ンアラブ共和国のデータを統合している。

南アフリカ共和国はサハラ以南アフリカに含まれ，先進国には含まれて
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表A１　本白書において統計目的に用いられる国および地域

米領サモア アンギラ アフガニスタン アンゴラ アンドラ公国 アルバニア

バングラデシュ アンティグア・バーブーダ アルジェリア ベナン オーストラリア アルメニア

ブータン アルゼンチン バーレーン ボツワナ オーストリア アゼルバイジャン

ブルネイ アルバ キプロス ブルキナファソ ベルギー・ルクセンブルク ベラルーシ

カンボジア バハマ エジプト ブルンジ カナダ ボスニア・ヘルツェゴビナ

中国， ホンコン バルバドス イラン カメルーン デンマーク ブルガリア

中国， マカオ ベリーズ イラク カーボベルデ フェロー諸島 クロアチア

中国， 本土 バミューダ ヨルダン 中央アフリカ共和国 フィンランド チェコ共和国

中国， 台湾 ボリビア クウェート チャド フランス エストニア

ココス（キーリング）諸島 ブラジル レバノン コモロ ドイツ グルジア

クック諸島 英領バージン諸島 リビア コンゴ ジブラルタル ハンガリー

フィジー ケイマン諸島 モロッコ コンゴ民主共和国 ギリシャ カザフスタン

フランス領ポリネシア チリ パレスチナ自治区 コートジボワール グリーンランド キルギスタン

グアム コロンビア オマーン ジブチ アイスランド ラトビア

インド コスタリカ カタール 赤道ギニア アイルランド リトアニア

インドネシア キューバ サウジアラビア エリトリア イスラエル マケドニア旧ユーゴスラビア共和国

キリバス ドミニカ シリア エチオピア イタリア モルドバ

北朝鮮 ドミニカ共和国 チュニジア ガボン 日本 ポーランド

韓国 エクアドル トルコ ガンビア リヒテンシュタイン ルーマニア

ラオス エルサルバドル アラブ首長国連邦 ガーナ マルタ ロシア連邦

マレーシア フォークランド諸島（マルビナス） イエメン ギニア モナコ セルビア・モンテネグロ

モルディブ フランス領ギアナ   ギニアビサウ オランダ スロバキア

マーシャル諸島 グレナダ   ケニア ニュージーランド スロベニア

ミクロネシア連邦 グアドループ   レソト ノルウェー タジキスタン

モンゴル グアテマラ   リベリア ポルトガル トルクメニスタン

ミャンマー ガイアナ   マダガスカル サンマリノ ウクライナ

ナウル ハイチ   マラウイ スペイン ウズベキスタン

ネパール ホンジュラス   マリ スウェーデン 

ニューカレドニア ジャマイカ   モーリタニア スイス 

ニウエ マルチニーク   モーリシャス 英国 

ノーフォーク島 メキシコ   モザンビーク 米国 

北マリアナ諸島 モンセラット   ナミビア  

パキスタン オランダ領アンティル   ニジェール ｠ 

パラオ ニカラグア   ナイジェリア

アジア・太平洋，
極東および大洋州

ラテンアメリカ・
カリブ海

近東・
北アフリカ

サハラ以南
アフリカ

先進市場経済国　  移行経済国

開発途上国 先　進　国
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表A１（続き）

パプアニューギニア パナマ  レユニオン

フィリピン パラグアイ  ルワンダ

サモア ペルー  セントヘレナ

シンガポール プエルトリコ  サントメ・プリンシペ

ソロモン諸島 セントキッツ・ネイビス セネガル

スリランカ セントルシア  セイシェル

タイ セントビンセント・グレナディーン  シエラレオネ

東ティモール スリナム  ソマリア｠

トケラウ トリニダード・トバゴ  南アフリカ共和国

トンガ タークス・カイコス諸島  スーダン｠

ツバル 米領バージン諸島  スワジランド

バヌアツ ウルグアイ  タンザニア

ベトナム ベネズエラ・ボリバル共和国  トーゴ

ワリス・フチュナ諸島   ウガンダ

   ザンビア

   ジンバブエ

アジア・太平洋，
極東および大洋州

ラテンアメリカ・
カリブ海

近東・
北アフリカ

サハラ以南
アフリカ

先進市場経済国　  移行経済国

開発途上国 先　進　国
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表A２　食料安全保障と栄養 

世界 … … … … 2,640 2,790 0.50

開発途上国 823.1 820.2 20 17 2,520 2,660 0.49

アジア・太平洋 569.7 524.0 20 16 2,510 2,670 0.56

バングラデシュ 39.2 43.1 35 30 2,070 2,200 0.56

ブルネイ … … … … 2,800 2,850 0.16

カンボジア 4.4 4.6 43 33 1,860 2,060 0.93

中国 193.6 150 16 12 2,710 2,940 0.74

フィジー … … … … 2,640 2,960 1.05

フランス領ポリネシア … … … … 2,860 2,900 0.13

インド 214.8 212.0 25 20 2,370 2,440 0.26

インドネシア 16.4 13.8 9 6 2,700 2,880 0.59

キリバス … … … … 2,650 2,840 0.63

北朝鮮 3.6 7.9 18 35 2,470 2,150 －1.25

韓国 0.8 0.8 － － 3,000 3,040 0.12

ラオス 1.2 1.2 29 21 2,110 2,320 0.87

マレーシア 0.5 0.6 3 3 2,830 2,870 0.13

モルディブ … … … … 2,380 2,560 0.66

モンゴル 0.8 0.7 34 28 2,060 2,250 0.81

ミャンマー 4.0 2.7 10 5 2,630 2,900 0.89

ネパール 3.9 4.1 20 17 2,340 2,450 0.42

ニューカレドニア … … … … 2,790 2,780 －0.03

パキスタン 27.8 35.2 24 23 2,300 2,340 0.16

フィリピン 16.2 15.2 26 19 2,260 2,450 0.74

サモア … … … … 2,570 2,910 1.14

ソロモン諸島 … … … … 2,020 2,250 0.99

スリランカ 4.8 4.1 28 22 2,230 2,390 0.63

タイ 16.8 13.4 30 21 2,200 2,410 0.83

東ティモール … … … … 2,560 2,780 0.75

バヌアツ … … … … 2,530 2,590 0.21

ベトナム 20.6 13.8 31 17 2,180 2,580 1.54

ラテンアメリカ・カリブ海 59.4 52.4 13 10 2,700 2,870 0.56

アルゼンチン 0.7 0.9 … … 3,000 2,980 －0.06

バハマ … … … … 2,620 2,710 0.31

1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990/92 
－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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表A２（続き） 

バルバドス … … … … 3,060 3,100 0.12

ベリーズ … … … … 2,650 2,840 0.63

ボリビア 1.9 2.0 28 23 2,110 2,220 0.46

ブラジル 18.5 14.4 12 8 2,810 3,060 0.78

チリ 1.1 0.6 8 4 2,610 2,860 0.84

コロンビア 6.1 5.9 17 14 2,440 2,580 0.51

コスタリカ 0.2 0.2 6 4 2,720 2,850 0.43

キューバ 0.7 0.2 7 … 2,720 3,190 1.46

ドミニカ … … … … 2,940 2,770 －0.54

ドミニカ共和国 1.9 2.3 27 27 2,260 2,290 0.12

エクアドル 0.9 0.6 8 5 2,510 2,710 0.70

エルサルバドル 0.6 0.7 12 11 2,490 2,560 0.25

グレナダ … … … … 2,830 2,930 0.32

グアテマラ 1.4 2.8 16 23 2,350 2,210 －0.56

ガイアナ 0.2 0.1 21 9 2,350 2,730 1.37

ハイチ 4.6 3.8 65 47 1,780 2,090 1.47

ホンジュラス 1.1 1.5 23 22 2,310 2,360 0.19

ジャマイカ 0.3 0.3 14 10 2,500 2,680 0.63

メキシコ 4.6 5.1 5 5 3,100 3,180 0.23

オランダ領アンティル … … … … 2,510 2,590 0.29

ニカラグア 1.2 1.5 30 27 2,220 2,290 0.28

パナマ 0.5 0.8 21 25 2,320 2,260 －0.24

パラグアイ 0.8 0.8 18 15 2,400 2,530 0.48

ペルー 9.3 3.3 42 12 1,960 2,570 2.49

セントキッツ・ネイビス … … … … 2,580 2,700 0.41

セントルシア … … … … 2,740 2,950 0.67

セントビンセント・グレナディーン … … … … 2,300 2,580 1.05

スリナム 0.1 0.0 13 10 2,530 2,660 0.46

トリニダード・トバゴ 0.2 0.1 13 11 2,630 2,760 0.44

ウルグアイ 0.2 0.1 7 3 2,660 2,850 0.63

ベネズエラ・ボリバル共和国 2.3 4.5 11 18 2,460 2,350 －0.42

近東・北アフリカ 25.0 37.6 8 9 3,050 3,110 0.18

アルジェリア 1.3 1.5 5 5 2,920 3,040 0.37

キプロス … … … … 3,100 3,240 0.40

1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990/92

－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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表A２（続き）　 

エジプト 2.5 2.4 4 3 3,200 3,350 0.42

イラン 2.1 2.7 4 4 2,980 3,090 0.33

ヨルダン 0.1 0.4 4 7 2,820 2,680 －0.46

クウェート 0.5 0.1 24 5 2,340 3,060 2.47

レバノン 0.1 0.1 … 3 3,160 3,170 0.03

リビア 0.0 0.0 … … 3,270 3,330 0.17

モロッコ 1.5 1.9 6 6 3,030 3,070 0.12

サウジアラビア 0.7 0.9 4 4 2,770 2,820 0.16

シリア 0.7 0.6 5 4 2,830 3,060 0.71

チュニジア 0.1 0.1 … … 3,150 3,250 0.28

トルコ 1.0 2.0 … 3 3,490 3,340 －0.40

アラブ首長国連邦 0.1 0.1 4 … 2,930 3,220 0.86

イエメン 4.2 7.1 34 37 2,040 2,020 －0.09

サハラ以南アフリカ 169.0 206.2 35 32 2,170 2,260 0.37

アンゴラ 5.6 5.0 58 38 1,780 2,070 1.38

ベナン 1.0 0.9 20 14 2,330 2,530 0.75

ボツワナ 0.3 0.5 23 30 2,260 2,180 －0.33

ブルキナファソ 1.9 2.1 21 17 2,350 2,460 0.42

ブルンジ 2.7 4.5 48 67 1,900 1,640 －1.33

カメルーン 4.0 4.0 33 25 2,120 2,270 0.62

中央アフリカ共和国 1.5 1.7 50 45 1,860 1,940 0.38

チャド 3.5 2.7 58 33 1,780 2,160 1.77

コモロ … … … … 1,910 1,750 －0.79

コンゴ 1.4 1.2 54 34 1,860 2,150 1.33

コンゴ民主共和国 12.2 37.0 31 72 2,170 1,610 －2.68

コートジボワール 2.3 2.2 18 14 2,470 2,630 0.57

ジブチ … … … … 1,800 2,220 1.92

エリトリア … 2.9 … 73 … 1,520 …

エチオピア … 31.5 … 46 … 1,860 …

ガボン 0.1 0.1 10 5 2,450 2,670 0.78

ガンビア 0.2 0.4 22 27 2,370 2,280 －0.35

ガーナ 5.8 2.4 37 12 2,080 2,650 2.23

ギニア 2.5 2.0 39 24 2,110 2,420 1.25

ギニアビサウ … … … … 2,300 2,070 －0.95

1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990/92

－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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ケニア 9.5 9.7 39 31 1,980 2,150 0.75

レソト 0.3 0.2 17 12 2,440 2,620 0.65

リベリア 0.7 1.6 34 49 2,210 1,940 －1.18

マダガスカル 4.3 6.5 35 38 2,080 2,040 －0.18

マラウイ 4.8 4.0 50 34 1,880 2,140 1.18

マリ 2.7 3.5 29 28 2,220 2,220 0.00

モーリタニア 0.3 0.3 15 10 2,560 2,780 0.75

モーリシャス 0.1 0.1 6 6 2,890 2,960 0.22

モザンビーク 9.2 8.3 66 45 1,730 2,070 1.64

ナミビア 0.5 0.4 34 23 2,070 2,260 0.80

ニジェール 3.2 3.7 41 32 2,020 2,160 0.61

ナイジェリア 11.8 11.5 13 9 2,540 2,700 0.56

ルワンダ 2.8 3.0 43 36 1,950 2,070 0.54

サントメ・プリンシペ … … … … 2,270 2,440 0.66

セネガル 1.8 2.2 23 23 2,280 2,310 0.12

セイシェル … … … … 2,310 2,460 0.57

シエラレオネ 1.9 2.4 46 50 1,990 1,930 －0.28

南アフリカ共和国 … … … … 2,830 2,940 0.35

スーダン 7.9 8.8 31 27 2,170 2,260 0.37

スワジランド 0.1 0.2 14 19 2,450 2,360 －0.34

タンザニア 9.9 16.1 37 44 2,050 1,960 －0.41

トーゴ 1.2 1.2 33 25 2,150 2,320 0.69

ウガンダ 4.2 4.6 24 19 2,270 2,380 0.43

ザンビア 4.0 5.1 48 47 1,930 1,930 0.00

ジンバブエ 4.8 5.7 45 45 1,980 2,010 0.14

先進市場経済国 … … … … 3,330 3,490 0.43

オーストラリア … … … … 3,170 3,120 －0.14

オーストリア … … … … 3,510 3,740 0.58

ベルギー … … … … … 3,640 …

カナダ … … … … 3,060 3,590 1.46

デンマーク … … … … 3,230 3,450 0.60

フィンランド … … … … 3,150 3,150 0.00

フランス … … … … 3,540 3,640 0.25

ドイツ … … … … 3,390 3,490 0.26

1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990/92

－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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表A２（続き）　 

ギリシャ … … … … 3,570 3,680 0.28

アイスランド … … … … 3,100 3,240 0.40

アイルランド … … … … 3,620 3,690 0.17

イスラエル … … … … 3,410 3,680 0.70

イタリア … … … … 3,590 3,670 0.20

日本 … … … … 2,810 2,770 －0.13

ルクセンブルク … … … … … 3,710 …

マルタ … … … … 3,240 3,530 0.78

オランダ … … … … 3,340 3,440 0.27

ニュージーランド … … … … 3,200 3,200 0.00

ノルウェー … … … … 3,180 3,480 0.82

ポルトガル … … … … 3,450 3,750 0.76

スペイン … … … … 3,300 3,410 0.30

スウェーデン … … … … 2,990 3,160 0.50

スイス … … … … 3,310 3,500 0.51

英国 … … … … 3,270 3,440 0.46

米国 … … … … 3,500 3,770 0.68

移行経済国 23.4 24.7 6 6 2,950 2,990 0.17

アルバニア 0.2 0.2 5 6 2,870 2,860 －0.04

アルメニア 1.8 0.9 52 29 1,960 2,260 1.80

アゼルバイジャン 2.6 0.8 34 10 2,140 2,620 2.56

ベラルーシ 0.1 0.3 … 3 3,190 2,960 －0.93

ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.3 0.4 9 9 2,690 2,710 0.09

ブルガリア 0.7 0.7 8 9 2,900 2,850 －0.22

クロアチア 0.7 0.3 16 7 2,520 2,770 1.19

チェコ共和国 0.2 0.1 … … 3,080 3,240 0.64

エストニア 0.1 0.0 9 3 2,760 3,160 1.71

グルジア 2.4 0.7 44 13 2,050 2,520 2.61

ハンガリー 0.1 0.0 … … 3,340 3,500 0.59

カザフスタン 0.2 1.2 … 8 3,280 2,710 －2.36

キルギスタン 1.0 0.2 21 4 2,400 3,050 3.04

ラトビア 0.1 0.1 3 3 2,960 3,020 0.25

1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990－92 2001－03 1990/92

－2001/03

1993－95年： 2001－03 1993－95 2001－03 1993－95 2001－03 1993/05

－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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リトアニア 0.2 0.0 4 … 2,870 3,370 2.03

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 0.3 0.1 15 7 2,520 2,800 1.33

モルドバ 0.2 0.5 5 11 2,930 2,730 －0.88

ポーランド 0.3 0.3 … … 3,340 3,370 0.11

ルーマニア 0.3 0.1 … … 3,210 3,520 1.16

ロシア連邦 6.4 4.1 4 3 2,930 3,080 0.63

セルビア・モンテネグロ 0.5 1.1 5 10 2,910 2,670 －1.07

スロバキア 0.2 0.3 4 6 2,920 2,830 －0.39

スロベニア 0.1 0.1 3 3 2,950 2,970 0.08

タジキスタン 1.2 3.8 22 61 2,310 1,840 －2.80

トルクメニスタン 0.5 0.4 12 8 2,550 2,750 0.95

ウクライナ 1.2 1.2 … 3 3,040 3,030 －0.04

ウズベキスタン 1.7 6.7 8 26 2,660 2,270 －1.96

1993－95 2001－03 1993－95 2001－03 1993－95 2001－03 1993/05

－2001/03

栄養不足人口 
 

（100万人） 

総人口に占める 
栄養不足人口比率 

（％） 

食事エネルギー供給量 

（年平均増 
加率, ％） 

（kcal/人/日） 
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表A３　農業生産と生産性 

世界 1.9 2.4 0.3 1.1 27,711 32,389

先進国 2.4 0.9 －0.6 0.2 35,245 39,255

開発途上国 3.7 3.3 －0.7 －0.0 19,057 21,747

アジア・太平洋 4.1 3.5 －2.5 0.1 23,623 28,049

バングラデシュ 1.3 3.8 －1.1 1.6 25,722 35,331

ブータン 1.9 －0.6 －0.1 －3.3 13,213 15,990

ブルネイ 0.1 11.4 －2.6 8.8 18,553 11,225

カンボジア 5.6 3.1 2.0 0.5 15,204 20,616

中国， 本土 5.2 4.5 3.8 3.7 … …

中国， 台湾 0.7 －0.4 －0.4 －1.1 … …

フィジー 2.6 －0.8 1.8 －1.9 24,083 23,197

フランス領ポリネシア 0.2 0.4 －1.9 －1.2 … …

グアム 1.3 2.3 －0.7 0.8 20,000 20,000

インド 3.2 2.1 1.2 0.4 21,040 23,909

インドネシア 4.3 2.2 2.6 0.8 38,749 42,783

キリバス … … －2.2 1.2 … …

北朝鮮 … … －1.8 1.9 44,548 34,077

韓国 … … 1.1 0.4 57,800 62,332

ラオス … … 0.2 3.9 24,474 31,795

マレーシア 4.5 3.9 1.8 1.7 30,514 32,928

モルディブ 2.3 1.9 －0.8 －1.1 11,905 10,000

ミクロネシア … 0.0 －0.4 … …

モンゴル －1.1 －0.1 －3.3 －1.2 7,801 8,076

ミャンマー 1.7 4.7 －0.1 3.2 28,946 35,919

ネパール 3.6 2.9 1.2 0.6 18,411 22,844

ニューカレドニア 0.5 1.2 －1.7 －0.8 28,548 37,314

パキスタン 4.9 2.7 2.1 0.1 19,463 24,380

パプアニューギニア 1.6 2.3 －0.9 －0.0 28,650 35,394

フィリピン 2.5 2.9 0.1 1.0 22,630 29,464

サモア －2.4 1.3 －3.0 0.4 … …

シンガポール －12.0 －0.5 －14.1 －2.7 … …

ソロモン諸島 0.7 2.0 －2.5 －1.0 0 39,011

スリランカ 0.9 0.6 －0.4 －0.3 29,929 34,282

タイ 2.1 1.5 0.8 0.4 23,826 27,251

東ティモール 3.6 0.6 1.1 0.4 20,248 19,263

トンガ －0.1 0.6 －0.3 －0.1 … … 

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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バヌアツ 0.7 1.3 －1.9 －1.2 5,308 5,385

ベトナム 4.6 5.4 2.4 4.0 34,634 46,508

ラテンアメリカ・カリブ海 2.6 3.1 －0.2 －0.0 22,023 26,666

アンティグア・バーブーダ 0.1 0.8 －0.4 －0.2 17,579 15,764

アルゼンチン 2.1 3.0 0.7 1.7 28,208 37,705

バハマ 3.1 2.8 1.2 1.5 17,287 21,427

バルバドス －0.0 1.1 －0.4 0.7 26,722 78,156

ベリーズ 6.2 4.6 3.4 2.3 18,872 26,678

ボリビア 4.3 3.2 1.9 1.1 15,132 18,574

ブラジル 3.4 4.0 1.6 2.7 23,841 31,500

チリ 5.5 2.7 3.8 1.4 44,026 56,213

コロンビア 3.5 1.8 1.5 0.1 25,518 35,667

コスタリカ 5.1 1.3 2.5 －0.9 36,708 40,014

キューバ －4.3 4.5 －5.1 4.2 16,971 30,757

ドミニカ 0.5 0.5 0.3 0.0 12,906 13,333

ドミニカ共和国 －0.3 1.1 －2.0 －0.4 37,394 41,772

エクアドル 4.4 2.8 2.0 1.2 19,831 24,850

エルサルバドル 0.3 1.0 －1.4 －0.7 18,826 24,624

フォークランド諸島（マルビナス） 0.8 －0.6 0.8 －3.4 … …

フランス領ギアナ 9.8 －0.1 4.9 －3.0 33,652 38,916

グレナダ －0.8 －0.1 －0.4 0.2 9,881 10,000

グアドループ －2.1 4.5 －3.5 3.6 0 0

グアテマラ 3.4 1.6 0.8 －1.1 18,726 17,470

ガイアナ 4.5 1.2 4.6 0.9 36,850 37,950

ハイチ －2.1 1.0 －4.1 －0.3 9,297 8,239

ホンジュラス 3.2 5.3 0.2 2.6 13,934 10,954

ジャマイカ … … 2.1 －1.1 14,470 11,615

マルチニーク －0.8 2.8 －1.6 2.1 … …

メキシコ 2.1 1.8 0.2 0.3 25,592 28,718

ニカラグア 0.1 5.5 －2.5 2.8 17,312 17,779

パナマ 0.9 1.2 －1.2 －0.7 18,631 19,578

パラグアイ 3.2 1.6 0.2 －0.8 20,735 22,236

ペルー 3.2 4.6 1.2 2.9 27,449 33,992

プエルトリコ －0.2 －1.2 －1.1 －1.8 15,477 17,308

セントキッツ・ネイビス －1.7 －2.9 －2.0 －2.3 … …

セントルシア 3.7 －3.0 2.2 －3.8 0 0

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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セントビンセント・グレナディーン －0.3 －0.8 －1.2 －1.4 33,333 31,550

トリニダード・トバゴ 1.4 1.9 0.7 1.5 35,330 27,225

ウルグアイ 2.5 2.5 1.8 1.8 28,798 42,785

ベネズエラ・ボリバル共和国 1.6 1.8 －0.9 －0.2 29,495 33,287

近東・北アフリカ 3.0 2.7 1.1 0.4 22,683 24,478

アルジェリア 3.1 3.6 0.6 1.9 7,737 14,677

バーレーン 1.3 4.1 －2.3 1.6 … …

キプロス 2.3 0.9 0.9 0.0 26,343 23,706

エジプト 4.0 3.8 1.8 1.8 59,201 75,283

イラン 4.9 2.9 2.3 1.6 17,819 24,114

ヨルダン … … 1.5 －1.0 13,631 13,466

クウェート … … 18.0 5.1 59,983 19,747

レバノン … … 4.4 －2.5 22,638 23,771

リビア 2.9 1.3 0.6 －0.7 6,825 6,262

モロッコ 2.8 6.7 0.8 5.0 8,639 12,817

パレスチナ自治区 … 2.7 … －1.0 9,706 20,755 

オマーン 2.3 4.0 －1.5 0.9 21,845 23,316

カタール 13.8 2.1 9.6 0.3 31,354 35,615

サウジアラビア 5.0 3.5 1.0 0.4 42,644 44,304

チュニジア 1.7 9.0 －0.3 7.8 10,685 15,391

トルコ 2.0 1.5 0.1 0.0 20,681 23,986

アラブ首長国連邦 10.5 10.1 5.4 7.7 14,853 31,191

イエメン 4.1 3.0 －0.2 －0.5 11,020 7,719

サハラ以南アフリカ 3.3 2.6 －0.4 －0.2 12,808 13,357

ベナン 6.5 4.4 3.2 1.7 9,875 11,473

ボツワナ 1.9 －1.7 －1.0 －3.2 3,252 5,139

ブルキナファソ 4.2 4.8 1.3 1.8 8,584 9,592

ブルンジ 0.8 －0.0 －1.3 －1.9 13,286 13,359

カメルーン 2.5 2.3 －0.4 0.2 10,343 16,130

カーボベルデ 8.2 2.0 6.0 －0.2 2,908 2,302

中央アフリカ共和国 3.4 2.8 1.0 1.1 9,018 10,464

チャド 4.1 3.3 1.1 0.2 6,110 7,110

コモロ 3.3 1.6 0.4 －1.3 13,327 13,376

コンゴ 1.4 2.0 －1.9 －0.9 7,698 8,056

コンゴ民主共和国 0.4 －1.0 －2.8 －3.3 7,782 7,666

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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表A３（続き） 

コートジボワール 3.0 1.8 0.2 0.0 9,458 12,656

ジブチ 1.5 3.8 －2.6 1.4 16,667 16,111

赤道ギニア 3.3 －0.0 0.8 －2.6 … …

エリトリア … 2.8 … －0.6 4,869 2,853

エチオピア … 3.6 … 0.9 11,062 12,607

ガボン 2.0 1.4 －1.1 －0.8 18,482 16,410

ガンビア 1.4 8.1 －2.3 4.9 11,293 11,549

ガーナ 6.8 4.2 3.8 2.0 13,406 14,372

ギニア 3.6 3.0 0.4 1.1 11,777 14,760

ギニアビサウ 2.7 3.3 －0.2 0.4 14,095 12,041

ケニア … … -0.0 －0.1 17,108 14,085

レソト … … －0.8 1.2 8,555 9,063

リベリア －5.3 6.9 －5.2 1.3 11,061 8,889

マダガスカル 1.2 1.2 －1.6 －1.7 19,391 23,208

マラウイ 3.2 4.5 －0.0 2.2 12,329 11,498

マリ 4.3 3.2 1.6 0.3 7,969 8,723

モーリタニア 1.7 1.7 －0.7 －1.2 7,629 10,755

モーリシャス 0.5 0.9 －0.5 －0.1 39,417 34,363

モザンビーク 2.0 3.2 0.1 1.1 5,793 9,210

ナミビア 2.4 3.5 －1.3 1.3 2,988 4,414

ニジェール 4.8 5.0 1.4 1.3 3,106 3,938

ナイジェリア 7.3 2.3 4.2 －0.4 11,653 10,567

レユニオン 3.5 1.2 1.7 －0.4 65,429 67,244

ルワンダ －2.2 6.1 －0.9 0.7 12,076 9,723

サントメ・プリンシペ 2.1 4.1 －0.2 1.5 22,359 24,242

セネガル 3.5 3.6 0.8 1.1 8,203 11,227

セイシェル 1.6 －0.5 0.5 －1.4 … …

シエラレオネ 0.4 0.2 －1.0 －2.5 11,813 12,229

南アフリカ共和国 0.4 3.7 －1.8 2.6 20,518 29,068

スーダン 3.2 3.1 0.9 0.8 4,788 5,103

スワジランド －0.6 0.9 －3.5 －0.6 16,075 11,137

タンザニア 1.5 1.6 －1.8 －0.6 12,919 14,694

トーゴ 3.2 3.0 0.5 0.1 8,162 10,399

ウガンダ 3.2 2.5 －0.2 －0.7 15,357 16,670

ザンビア 2.6 3.2 －0.3 1.5 16,839 15,842

ジンバブエ －0.3 1.4 －3.1 0.3 11,540 6,759

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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表A３（続き） 

先進市場経済国 0.5 1.0 －0.3 －0.4 46,523 49,038

オーストラリア 2.1 1.9 0.6 0.8 17,059 19,602

オーストリア 0.9 0.6 0.2 0.5 53,379 57,376

ベルギー・ルクセンブルク 2.0 … 1.6 … 67,256 0

カナダ 2.1 2.0 0.8 1.1 26,473 29,624

デンマーク 0.8 0.1 0.6 －0.2 58,331 60,797

フィンランド －0.7 1.1 －1.1 0.9 35,342 32,844

フランス 0.1 0.2 －0.4 －0.2 65,044 68,756

ドイツ －0.9 0.8 －1.4 0.6 58,819 64,974

ギリシャ 1.3 －0.8 0.7 －1.3 37,173 36,988

アイスランド －1.9 0.9 －2.9 －0.1 … …

アイルランド 0.5 0.3 0.3 －0.8 61,830 73,905

イスラエル 0.7 2.0 －1.9 －0.3 26,782 35,546

イタリア －0.0 0.7 －0.1 0.7 47,320 50,568

日本 … … －0.9 －1.1 56,271 58,069

マルタ 3.3 0.2 2.3 －0.3 26,064 41,172

オランダ 0.8 －1.0 0.1 －1.5 76,440 80,364

ニュージーランド 0.9 2.3 －0.1 1.4 54,573 73,598

ノルウェー －0.3 0.0 －0.8 －0.5 37,680 41,207

ポルトガル 2.9 0.5 3.0 0.4 21,420 26,829

スペイン －0.4 3.0 －0.7 2.7 22,671 30,400

スウェーデン －1.0 0.3 －1.5 0.2 43,363 48,346

スイス －0.1 －0.1 －1.0 －0.1 62,202 61,504

英国 0.2 －0.8 －0.1 －1.1 66,176 70,969

米国 1.0 1.8 －0.0 0.7 48,361 64,438

 

移行経済国 －4.0 0.7 －5.0 0.6 25,637 30,921

アルバニア 2.7 0.8 1.8 0.5 26,625 34,912

アルメニア 0.1 1.8 3.2 3.6 16,626 19,779

アゼルバイジャン －11.0 5.3 －14.3 3.7 15,862 26,067

ベラルーシ －4.5 0.7 －10.5 1.8 23,774 28,875

ボスニア・ヘルツェゴビナ －8.8 3.5 －6.2 0.5 35,688 33,933 

ブルガリア －3.9 0.6 －1.4 －0.4 27,935 32,554

クロアチア 0.3 1.0 －1.3 0.6 42,555 41,787

チェコ共和国 －4.6 －0.7 －20.6 0.1 40,992 48,159

エストニア －9.7 －0.1 －9.8 －0.4 18,152 23,344

グルジア 3.8 －0.3 －0.1 0.1 19,781 21,236

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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表A３（続き） 

ハンガリー －3.5 1.7 －2.3 2.8 37,062 47,179

カザフスタン －16.2 3.4 －14.6 3.5 8,029 9,939

キルギスタン －8.3 3.5 －5.0 2.7 19,684 28,382

ラトビア －14.9 0.4 －18.4 0.1 17,779 22,257

リトアニア －8.5 －1.2 －16.3 1.4 19,068 31,371

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 －2.9 1.3 －5.4 1.0 25,713 30,528

モルドバ 0.1 －0.3 －6.7 －1.9 30,012 26,426

ポーランド －1.8 －0.9 －1.6 0.5 27,805 31,912

ルーマニア －1.4 1.4 －0.5 0.7 27,602 32,552

ロシア連邦 －7.9 0.8 －9.8 1.8 14,390 18,504

セルビア・モンテネグロ 3.2 0.3 －1.5 0.5 33,852 40,556

スロバキア －3.0 －0.9 －3.6 0.5 40,665 41,103

スロベニア 6.4 0.3 10.6 1.2 44,333 52,474

タジキスタン －7.6 5.5 －6.4 2.5 9,943 21,972

トルクメニスタン 4.0 9.0 16.4 1.0 22,150 28,826

ウクライナ －5.3 1.2 －10.4 0.4 28,813 24,349

ウズベキスタン 0.2 2.4 －0.2 －0.5 17,304 35,902

1986－1995 1996－2005 1986－1995 1996－2005 1993－1995 2003－2005

作物と家畜生産 １人当たり食料生産 穀物収量 

（100g/ha） （年平均増加率, ％） 
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表A４　人口および労働力指標（2004年） 

世界 6,348,718 3,251,553 51 2,583,457 41 3,115,545 1,340,477 43

先進国 1,287,488 348,383 27 82,592 6 647,744 41,351 6

開発途上国 5,061,230 2,903,170 57 2,500,865 49 2,467,801 1,299,126 53

アジア・太平洋 3,389,568 2,163,043 64 1,872,682 55 1,751,021 1,018,370 58

米領サモア 63 6 10 20 32 25 8 32

バングラデシュ 149,664 112,836 75 77,454 52 76,756 39,723 52

ブータン 2,325 2,121 91 2,176 94 1,127 1,055 94

ブルネイ 366 85 23 2 1 175 1 1

カンボジア 14,482 11,694 81 9,922 69 7,300 5,001 69

中国 1,320,892 794,634 60 849,417 64 792,611 510,010 64

クック諸島 18 5 28 6 33 7 2 29

フィジー 847 401 47 322 38 354 134 38

フランス領ポリネシア 248 119 48 78 31 109 34 31

グアム 165 10 6 46 28 80 21 26

インド 1,081,229 772,785 71 559,656 52 478,801 276,687 58

インドネシア 222,611 118,394 53 92,276 41 110,673 50,531 46

キリバス 89 46 52 23 26 39 10 26

北朝鮮 22,776 8,793 39 6,206 27 11,751 3,202 27

韓国 47,951 9,440 20 3,255 7 25,169 1,944 8

ラオス 5,787 4,565 79 4,385 76 2,933 2,223 76

マレーシア 24,876 8,724 35 3,739 15 10,935 1,740 16

モルディブ 328 232 71 77 23 141 27 19

マーシャル諸島 54 18 33 14 26 24 6 25

ミクロネシア連邦 110 78 71 28 25 47 12 26

モンゴル 2,630 1,146 44 567 22 1,405 303 22

ミャンマー 50,101 35,076 70 34,543 69 27,408 18,897 69

ナウル 13 0 0 3 23 6 1 17

ネパール 25,725 21,733 84 23,872 93 12,306 11,419 93

ニューカレドニア 233 90 39 79 34 124 42 34

ニウエ 2 1 50 1 50 1 0 0

北マリアナ諸島 83 5 6 21 25 36 9 25 

パキスタン 157,315 103,181 66 76,917 49 59,145 26,682 45

パラオ 21 7 33 5 24 9 2 22

パプアニューギニア 5,836 5,063 87 4,387 75 2,803 2,019 72

フィリピン 81,408 31,091 38 30,078 37 34,860 12,942 37

サモア 180 140 78 56 31 65 20 31

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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表A４（続き） 

シンガポール 4,315 0 0 5 0 2,149 2 0

ソロモン諸島 491 408 83 352 72 253 181 72

スリランカ 19,218 15,178 79 8,668 45 8,910 3,948 44

タイ 63,465 43,080 68 29,060 46 37,873 20,185 53

東ティモール 820 760 93 666 81 447 363 81

トケラウ 2 2 100 0 0 1 0 0

トンガ 105 70 67 33 31 39 12 31

ツバル 11 5 45 3 27 4 1 25

バヌアツ 217 167 77 74 34 97 33 34

ベトナム 82,481 60,839 74 54,185 66 44,047 28,936 66

ワリス・フチュナ諸島 15 15 100 5 33 6 2 33

ラテンアメリカ・カリブ海 550,888 125,738 23 103,986 19 240,473 43,058 18

アンギラ 12 0 0 3 25 6 1 17

アンティグア・バーブーダ 73 45 62 16 22 34 7 21

アルゼンチン 38,871 3,755 10 3,585 9 16,381 1,455 9

アルバ 101 55 54 22 22 47 10 21

バハマ 317 32 10 10 3 165 5 3

バルバドス 271 129 48 10 4 152 5 3

ベリーズ 261 135 52 77 30 94 28 30

バミューダ 82 0 0 2 2 42 1 2

ボリビア 8,973 3,244 36 3,762 42 3,755 1,619 43

ブラジル 180,654 29,643 16 25,869 14 83,594 12,134 15

英領バージン諸島 21 8 38 5 24 10 2 20

ケイマン諸島 42 0 0 9 21 19 4 21

チリ 15,996 2,023 13 2,359 15 6,755 989 15

コロンビア 44,914 10,359 23 8,386 19 20,020 3,666 18

コスタリカ 4,250 1,646 39 803 19 1,799 327 18

キューバ 11,328 2,756 24 1,679 15 5,688 727 13

ドミニカ 79 21 27 17 22 36 8 22

ドミニカ共和国 8,872 3,571 40 1,337 15 3,956 561 14

エクアドル 13,192 4,983 38 3,270 25 5,347 1,242 23

エルサルバドル 6,614 2,629 40 1,999 30 2,953 782 26

フォークランド諸島（マルビナス） 3 0 0 0 0 1 0 0 

フランス領ギアナ 182 45 25 30 16 78 13 17

グレナダ 80 47 59 18 23 37 8 22

グアドループ 443 3 1 11 2 206 5 2

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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表A４（続き） 

グアテマラ 12,661 6,740 53 6,006 47 4,792 2,089 44

ガイアナ 767 475 62 125 16 332 54 16 

ハイチ 8,437 5,226 62 5,070 60 3,710 2,232 60

ホンジュラス 7,099 3,832 54 2,204 31 2,798 789 28

ジャマイカ 2,676 1,280 48 512 19 1,364 261 19

マルチニーク 395 17 4 13 3 188 6 3

メキシコ 104,931 25,503 24 22,164 21 44,096 8,453 19

モンセラット 4 3 75 1 25 2 0 0

オランダ領アンティル 223 67 30 1 0 101 0 0

ニカラグア 5,597 2,363 42 1,003 18 2,285 392 17

パナマ 3,177 1,353 43 665 21 1,353 248 18

パラグアイ 6,018 2,539 42 2,314 38 2,323 756 33

ペルー 27,567 7,098 26 7,767 28 10,818 3,074 28

プエルトリコ 3,898 81 2 89 2 1,476 26 2

セントキッツ・ネイビス 42 28 67 9 21 19 4 21

セントルシア 150 104 69 33 22 69 15 22

サンピエール・ミケロン 6 1 17 0 0 3 0 0 

セントビンセント・グレナディーン 121 49 40 27 22 54 12 22

スリナム 439 103 23 80 18 172 31 18

トリニダード・トバゴ 1,307 315 24 103 8 607 48 8

タークス・カイコス諸島 21 11 52 5 24 10 2 20

米領バージン諸島 112 7 6 24 21 52 11 21

ウルグアイ 3,439 248 7 368 11 1,564 189 12

ベネズエラ・ボリバル共和国 26,170 3,175 12 2,129 8 11,123 769 7

近東・北アフリカ 404,297 159,062 39 103,222 26 157,351 44,822 28

アルジェリア 32,339 13,160 41 7,406 23 12,033 2,800 23

バーレーン 739 71 10 6 1 352 3 1

キプロス 808 248 31 58 7 403 29 7

エジプト 73,390 42,488 58 24,954 34 27,902 8,594 31

イラン 69,788 22,785 33 17,157 25 26,727 6,602 25

イラク 25,856 8,500 33 2,152 8 7,318 609 8

ヨルダン 5,614 1,158 21 567 10 1,933 195 10

クウェート 2,595 103 4 27 1 1,391 15 1

レバノン 3,708 439 12 105 3 1,412 40 3

リビア 5,659 756 13 263 5 2,020 94 5

モロッコ 31,064 13,026 42 10,408 34 12,979 4,296 33

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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表A４（続き） 

オマーン 2,935 648 22 983 33 1,082 362 33

カタール 619 49 8 6 1 341 3 1

サウジアラビア 24,919 3,030 12 1,844 7 8,554 633 7

シリア 18,223 9,078 50 4,771 26 6,250 1,636 26

チュニジア 9,937 3,586 36 2,299 23 4,211 974 23

トルコ 72,320 24,133 33 20,484 28 34,269 14,854 43

アラブ首長国連邦 3,051 449 15 122 4 1,667 67 4

イエメン 20,733 15,355 74 9,610 46 6,507 3,016 46

サハラ以南アフリカ 716,477 455,318 64 420,970 59 318,913 192,874 60

アンゴラ 14,078 8,956 64 9,962 71 6,390 4,521 71

ベナン 6,918 3,782 55 3,463 50 3,163 1,583 50

ボツワナ 1,795 867 48 783 44 808 352 44

ブルキナファソ 13,393 10,962 82 12,345 92 6,235 5,747 92

ブルンジ 7,068 6,349 90 6,341 90 3,739 3,355 90

カメルーン 16,296 7,789 48 7,807 48 6,807 3,728 55

カーボベルデ 473 205 43 96 20 196 40 20

中央アフリカ共和国 3,912 2,213 57 2,705 69 1,827 1,264 69

チャド 8,854 6,612 75 6,319 71 4,021 2,870 71

コモロ 790 509 64 568 72 376 270 72

コンゴ 3,818 1,749 46 1,425 37 1,544 576 37

コンゴ民主共和国 54,417 36,988 68 33,355 61 22,644 13,880 61

コートジボワール 16,897 9,243 55 7,571 45 6,934 3,107 45

ジブチ 712 114 16 547 77 354 272 77

赤道ギニア 507 258 51 348 69 209 143 68

エリトリア 4,297 3,426 80 3,278 76 2,101 1,603 76

エチオピア 72,420 60,926 84 58,408 81 31,683 25,553 81

ガボン 1,351 205 15 444 33 611 201 33

ガンビア 1,462 1,080 74 1,137 78 743 577 78

ガーナ 21,377 11,550 54 11,801 55 10,773 6,021 56

ギニア 8,620 5,523 64 7,095 82 4,248 3,497 82

ギニアビサウ 1,538 1,003 65 1,257 82 660 540 82

ケニア 32,420 19,257 59 23,873 74 17,070 12,570 74

レソト 1,800 1,474 82 691 38 721 277 38

リベリア 3,487 1,824 52 2,284 66 1,318 863 65

マダガスカル 17,901 13,119 73 12,974 72 8,582 6,220 72

マラウイ 12,337 10,283 83 9,327 76 5,876 4,777 81

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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表A４（続き） 

マリ 13,409 8,989 67 10,549 79 6,253 4,920 79

モーリタニア 2,980 1,105 37 1,546 52 1,329 689 52

モーリシャス 1,233 694 56 124 10 546 56 10

モザンビーク 19,182 12,088 63 14,538 76 10,041 8,065 80

ナミビア 2,011 1,348 67 921 46 801 306 38

ニジェール 12,415 9,597 77 10,782 87 5,675 4,928 87

ナイジェリア 127,117 66,717 52 37,827 30 50,940 15,159 30

レユニオン 767 64 8 19 2 323 8 2

ルワンダ 8,481 6,781 80 7,644 90 4,512 4,067 90

セントヘレナ 5 3 60 3 60 2 1 50

サントメ・プリンシペ 165 102 62 102 62 76 47 62

セネガル 10,339 5,136 50 7,488 72 4,652 3,369 72

セイシェル 82 41 50 63 77 39 30 77

シエラレオネ 5,168 3,166 61 3,103 60 1,920 1,153 60

ソマリア 10,312 6,681 65 7,150 69 4,368 3,028 69

南アフリカ共和国 45,214 19,153 42 5,621 12 18,897 1,570 8

スーダン 34,333 20,654 60 19,708 57 13,806 7,925 57

スワジランド 1,083 827 76 343 32 376 119 32

タンザニア 37,671 23,907 63 28,729 76 19,337 15,214 79

トーゴ 5,017 3,218 64 2,873 57 2,142 1,227 57

ウガンダ 26,699 23,414 88 20,533 77 12,743 9,953 78

ザンビア 10,924 7,008 64 7,313 67 4,597 3,078 67

ジンバブエ 12,932 8,359 65 7,787 60 5,905 3,555 60

先進市場経済国 880,421 196,056 22 26,396 3 436,566 12,761 3

アンドラ 73 7 10 6 8 33 3 9

オーストラリア 19,913 1,484 7 853 4 10,174 436 4

オーストリア 8,120 2,778 34 352 4 3,745 162 4

ベルギー・ルクセンブルク 10,799 322 3 172 2 4,405 70 2

カナダ 31,744 6,098 19 710 2 17,126 353 2

デンマーク 5,375 781 15 174 3 2,891 93 3

フェロー諸島 47 29 62 1 2 24 1 4

フィンランド 5,215 2,043 39 262 5 2,553 118 5

フランス 60,434 14,248 24 1,659 3 27,136 745 3

ドイツ 82,526 9,712 12 1,724 2 40,242 841 2

ジブラルタル 27 0 0 2 7 12 1 8

ギリシャ 10,977 4,243 39 1,285 12 4,827 707 15

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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グリーンランド 57 10 18 1 2 29 1 3

アイスランド 292 20 7 22 8 166 12 7

アイルランド 3,999 1,587 40 354 9 1,730 153 9

イスラエル 6,560 526 8 150 2 2,879 66 2

イタリア 57,346 18,614 32 2,505 4 25,165 1,099 4

日本 127,800 44,129 35 3,895 3 68,111 2,172 3

リヒテンシュタイン 34 26 76 1 3 16 0 0

マルタ 396 32 8 5 1 151 2 1

モナコ 35 0 0 1 3 16 0 0

オランダ 16,227 5,458 34 485 3 7,397 221 3

ニュージーランド 3,904 545 14 325 8 1,952 167 9

ノルウェー 4,552 940 21 205 5 2,348 95 4

ポルトガル 10,072 4,551 45 1,262 13 5,121 570 11

サンマリノ 28 3 11 2 7 13 1 8

スペイン 41,128 9,627 23 2,472 6 18,405 1,113 6

スウェーデン 8,886 1,481 17 275 3 4,772 131 3

スイス 7,164 2,350 33 422 6 3,795 143 4

英国 59,648 6,565 11 986 2 29,856 494 2

米国 297,043 57,847 19 5,828 2 151,475 2,791 2

移行経済国 407,067 152,327 37 56,196 14 211,179 28,590 14

アルバニア 3,194 1,790 56 1,457 46 1,633 745 46

アルメニア 3,052 1,116 37 348 11 1,645 188 11

アゼルバイジャン 8,447 4,237 50 2,118 25 3,905 979 25

ベラルーシ 9,852 2,851 29 1,113 11 5,364 606 11

ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,186 2,307 55 156 4 1,972 73 4

ブルガリア 7,829 2,338 30 458 6 4,067 222 5

クロアチア 4,416 1,810 41 287 6 2,065 134 6

チェコ共和国 10,226 2,630 26 742 7 5,697 413 7

エストニア 1,308 407 31 134 10 720 74 10

グルジア 5,074 2,452 48 905 18 2,626 468 18

ハンガリー 9,831 3,403 35 1,028 10 4,702 437 9

カザフスタン 15,403 6,901 45 2,773 18 7,749 1,246 16

キルギスタン 5,208 3,455 66 1,220 23 2,388 559 23

ラトビア 2,286 794 35 245 11 1,264 135 11

リトアニア 3,422 1,153 34 430 13 1,766 183 10

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 2,066 838 41 213 10 960 99 10

 

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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モルドバ 4,263 2,310 54 835 20 2,234 438 20

ポーランド 38,551 14,677 38 6,609 17 20,279 3,988 20

ルーマニア 22,280 10,169 46 2,534 11 10,747 1,338 12

ロシア連邦 142,397 38,250 27 13,453 9 78,053 7,374 9

セルビア・モンテネグロ 10,519 5,045 48 1,768 17 5,102 857 17

スロバキア 5,407 2,299 43 438 8 3,004 244 8

スロベニア 1,982 975 49 25 1 1,009 13 1

タジキスタン 6,298 4,770 76 1,961 31 2,671 832 31

トルクメニスタン 4,940 2,688 54 1,572 32 2,289 728 32

ウクライナ 48,151 15,845 33 6,748 14 25,162 3,188 13

ウズベキスタン 26,479 16,817 64 6,626 25 12,106 3,029 25

 

（1,000人） （1,000人） （1,000人） （％） （1,000人） （1,000人） 
（総人口に占め 
る割合， ％） 

（総人口に占め 
る割合， ％） 

農村人口 総人口 農業人口 経済活動 
人口 

農業部門の 
経済活動人口 
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表A５　土地利用指標 

世界 12,912,305 3,949,976 4,930,277 0.78 28.4 2.8 68.7 17.8 101.4

先進国 5,319,913 1,827,613 1,715,217 1.33 34.5 1.7 63.8 10.9 82.9

開発途上国 7,592,392 2,122,363 3,215,060 0.63 25.2 3.4 71.4 22.4 115.2

アジア・太平洋 2,014,249 537,311 1,027,299 0.30 39.4 5.5 55.2 33.5 173.7

米領サモア 20 18 5 0.08 40.0 60.0 0.0 0.0 …

バングラデシュ 13,017 871 9,019 0.06 88.4 4.9 6.7 56.1 178.5

ブータン 4,700 3,195 543 0.23 19.9 3.7 76.4 31.3 …

ブルネイ 527 278 23 0.06 52.2 21.7 26.1 5.9 …

カンボジア 17,652 10,447 5,307 0.37 69.7 2.0 28.3 7.1 …

中国 932,743 197,290 554,851 0.42 25.7 2.2 72.1 35.3 277.7

クック諸島 24 16 6 0.33 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

フィジー 1,827 1,000 460 0.54 43.5 18.5 38.0 1.1 61.5

フランス領ポリネシア 366 105 45 0.18 6.7 48.9 44.4 4.0 434.7

グアム 55 26 20 0.12 10.0 50.0 40.0 0.0 …

インド 297,319 67,701 180,804 0.17 88.8 5.1 6.1 32.9 100.4

インドネシア 181,157 88,495 45,577 0.20 46.1 29.4 24.5 13.1 142.5

キリバス 73 2 37 0.42 5.4 94.6 0.0 0.0 …

北朝鮮 12,041 6,187 2,950 0.13 91.5 6.8 1.7 50.3 98.6

韓国 9,873 6,265 1,902 0.04 86.5 10.5 2.9 47.6 419.1

ラオス 23,080 16,142 1,909 0.33 49.8 4.2 46.0 17.0 7.4

マレーシア 32,855 20,890 7,870 0.32 22.9 73.5 3.6 4.8 683.3

モルディブ 30 1 14 0.04 28.6 64.3 7.1 0.0 …

マーシャル諸島 18 … 14 0.26 14.3 57.1 28.6 0.0 …

ミクロネシア連邦 70 63 47 0.43 8.5 68.1 23.4 0.0 …

モンゴル 156,650 10,252 130,500 49.62 0.9 0.0 99.1 7.0 3.7

ミャンマー 65,755 32,222 11,293 0.23 89.4 7.9 2.8 17.0 13.1

ナウル 2 0 0 0.00 … … … … …

ネパール 14,300 3,636 4,225 0.16 56.0 3.0 41.1 47.0 37.6

ニューカレドニア 1,828 717 249 1.07 2.4 1.6 96.0 100.0 150.0

ニウエ 26 14 8 4.00 37.5 50.0 12.5 0.0 … 

ノーフォーク島 4 … 1 … 0.0 0.0 100.0 … …

パキスタン 77,088 1,902 25,130 0.16 77.4 2.7 19.9 90.6 152.3

パプアニューギニア 45,286 29,437 1,050 0.18 21.4 61.9 16.7 0.0 52.4

フィリピン 29,817 7,162 12,200 0.15 46.7 41.0 12.3 14.5 126.8

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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サモア 283 171 131 0.73 45.8 52.7 1.5 0.0 58.3

シンガポール 67 2 2 0.00 50.0 50.0 0.0 0.0 2,418.0

ソロモン諸島 2,799 2,172 117 0.24 15.4 50.4 34.2 0.0 …

スリランカ 6,463 1,933 2,356 0.12 38.9 42.4 18.7 38.8 310.3

タイ 51,089 14,520 18,487 0.29 76.4 19.2 4.3 28.2 120.3

東ティモール 1,487 798 340 0.41 35.9 20.0 44.1 0.0 …

トケラウ 1 0 0 0.00 … … … … …

トンガ 72 4 30 0.29 50.0 36.7 13.3 0.0 …

ツバル 3 1 2 0.18 0.0 100.0 0.0 0.0 …

バヌアツ 1,219 440 147 0.68 13.6 57.8 28.6 0.0 …

ベトナム 32,549 12,931 9,622 0.12 69.4 23.9 6.7 33.4 295.7

ワリス・フチュナ諸島 14 5 6 0.40 16.7 83.3 0.0 0.0 …

ラテンアメリカ・カリブ海 2,017,994 924,127 726,124 1.32 19.7 2.7 77.5 11.4 92.4

アンティグア・バーブーダ 44 9 14 0.19 57.1 14.3 28.6 0.0 …

アルゼンチン 273,669 33,021 128,747 3.31 21.7 0.8 77.6 5.4 26.5

アルバ 19 … 2 0.02 100.0 0.0 0.0 0.0 …

バハマ 1,001 515 14 0.04 57.1 28.6 14.3 8.3 100.0

バルバドス 43 2 19 0.07 84.2 5.3 10.5 29.4 50.7

ベリーズ 2,281 1,653 152 0.58 46.1 21.1 32.9 2.9 67.1

バミューダ 5 1 1 0.01 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0

ボリビア 108,438 58,740 37,087 4.13 8.2 0.6 91.2 4.1 4.5

ブラジル 845,942 477,698 263,600 1.46 22.4 2.9 74.7 4.4 130.2

チリ 74,880 16,121 15,242 0.95 13.0 2.1 84.9 82.4 229.6

コロンビア 103,870 60,728 45,911 1.02 5.0 3.4 91.6 23.4 301.6

コスタリカ 5,106 2,391 2,865 0.67 7.9 10.5 81.7 20.6 673.6

キューバ 10,982 2,713 6,655 0.59 46.0 10.9 43.1 23.0 39.8

ドミニカ 75 46 23 0.29 21.7 69.6 8.7 0.0 108.6

ドミニカ共和国 4,838 1,376 3,696 0.42 29.7 13.5 56.8 17.2 81.8 

エクアドル 27,684 10,853 8,075 0.61 20.1 16.9 63.0 29.0 141.7

エルサルバドル 2,072 298 1,704 0.26 38.7 14.7 46.6 4.9 83.8

フォークランド諸島（マルビナス） 1,217 0 1,130 376.67 0.0 0.0 100.0 … …

フランス領ギアナ 8,815 8,063 23 0.13 52.2 17.4 30.4 12.5 100.0

グレナダ 34 4 13 0.16 15.4 76.9 7.7 0.0 …

グアドループ 169 80 46 0.10 43.5 13.1 45.7 24.0 925.0

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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グアテマラ 10,843 3,938 4,652 0.37 31.0 13.1 55.9 6.3 129.3

ガイアナ 19,685 15,104 1,740 2.27 27.6 1.7 70.7 29.4 37.2

ハイチ 2,756 105 1,590 0.19 49.1 20.1 30.8 8.4 17.9

ホンジュラス 11,189 4,648 2,936 0.41 36.4 12.3 51.4 5.6 47.0

ジャマイカ 1,083 339 513 0.19 33.9 21.4 44.6 0.0 128.7

マルチニーク 106 46 32 0.08 31.3 34.4 34.4 33.3 1,770.0

メキシコ 190,869 64,238 107,300 1.02 23.1 2.3 74.6 23.2 69.0

オランダ領アンティル 80 1 8 0.04 100.0 0.0 0.0 0.0 …

ニカラグア 12,140 5,189 6,976 1.25 27.6 3.4 69.0 2.8 27.9

パナマ 7,443 4,294 2,230 0.70 24.6 6.6 68.8 6.2 52.4

パラグアイ 39,730 18,475 24,836 4.13 12.2 0.4 87.4 2.1 50.4

ペルー 128,000 68,742 21,210 0.77 17.4 2.9 79.7 27.8 74.1

プエルトリコ 887 408 218 0.06 15.1 22.9 61.9 48.2 …

セントキッツ・ネイビス 36 5 10 0.24 70.0 10.0 20.0 0.0 242.9

セントルシア 61 17 20 0.13 20.0 70.0 10.0 16.7 335.8

セントビンセント・グレナディーン 39 11 16 0.13 43.8 43.8 12.5 7.1 304.7

スリナム 15,600 14,776 89 0.20 65.2 11.2 23.6 75.0 96.6

トリニダード・トバゴ 513 226 133 0.10 56.4 35.3 8.3 3.3 43.4

タークス・カイコス諸島 43 34 1 0.05 100.0 0.0 0.0 0.0 …

ウルグアイ 17,502 1,506 14,955 4.35 9.2 0.3 90.6 14.9 94.1

ベネズエラ・ボリバル共和国 88,205 47,713 21,640 0.83 12.0 3.7 84.3 16.9 115.4

近東・北アフリカ 1,263,148 35,380 457,610 1.04 18.0 2.7 79.3 27.2 79.1

アフガニスタン 65,209 867 38,048 … … … … … …

アルジェリア 238,174 2,277 39,956 1.24 18.9 1.7 79.4 6.9 13.0

バーレーン 71 … 10 0.01 20.0 40.0 40.0 66.7 50.0

キプロス 924 174 144 0.18 69.4 27.8 2.8 28.6 154.1 

エジプト 99,545 67 3,424 0.05 85.3 14.7 0.0 99.9 434.2

イラン 163,620 11,075 62,248 0.89 25.9 3.4 70.7 41.9 80.1

イラク 43,737 822 10,019 0.39 … … … … …

ヨルダン 8,824 83 1,142 0.20 25.8 9.2 65.0 18.8 113.6

クウェート 1,782 6 154 0.06 9.7 1.9 88.3 72.2 70.0

レバノン 1,023 136 329 0.09 51.7 43.5 4.9 33.2 231.9

リビア 175,954 217 15,450 2.73 11.7 2.2 86.1 21.9 34.1

モロッコ 44,630 4,364 30,376 0.98 27.9 2.9 69.1 15.4 47.0

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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パレスチナ自治区 602 9 345 … 22.9 33.6 43.5 7.7 …

オマーン 30,950 2 1,080 0.37 3.4 4.0 92.6 90.0 330.6

カタール 1,100 … 71 0.11 25.4 4.2 70.4 0.0 …

サウジアラビア 214,969 2,728 173,798 6.97 2.1 0.1 97.8 42.7 105.9

シリア 18,378 461 13,759 0.76 33.4 6.0 60.6 24.6 70.3

チュニジア 15,536 1,056 9,784 0.98 28.5 21.9 49.6 8.0 36.6

トルコ 76,963 10,175 39,180 0.54 59.6 6.8 33.6 20.0 74.6

アラブ首長国連邦 8,360 312 559 0.18 11.4 34.0 54.6 29.9 546.9

イエメン 52,797 549 17,734 0.86 8.7 0.7 90.6 33.0 7.5

サハラ以南アフリカ 2,362,210 626,412 1,042,075 1.45 17.5 2.1 80.3 3.5 13.4

アンゴラ 124,670 59,104 57,590 4.09 5.7 0.5 93.8 2.2 …

ベナン 11,062 2,351 3,467 0.50 76.4 7.7 15.9 0.4 18.1

ボツワナ 56,673 11,943 25,980 14.47 1.5 0.0 98.5 0.3 12.2

ブルキナファソ 27,360 6,794 10,900 0.81 44.4 0.6 55.0 0.5 0.3

ブルンジ 2,568 152 2,345 0.33 42.2 15.6 42.2 1.5 2.6

カメルーン 46,540 21,245 9,160 0.56 65.1 13.1 21.8 0.4 5.9

カーボベルデ 403 84 74 0.16 62.2 4.1 33.8 6.1 4.8

中央アフリカ共和国 62,298 22,755 5,149 1.32 37.5 1.8 60.7 0.1 0.3

チャド 125,920 11,921 48,630 5.49 7.4 0.1 92.5 0.8 4.9

コモロ 223 5 147 0.19 54.4 35.4 10.2 0.0 3.8

コンゴ 34,150 22,471 10,547 2.76 4.7 0.5 94.8 0.4 0.5

コンゴ民主共和国 226,705 133,610 22,800 0.42 29.4 4.8 65.8 0.1 1.6

コートジボワール 31,800 10,405 19,900 1.18 16.6 18.1 65.3 1.1 33.0

ジブチ 2,318 6 1,701 2.39 0.1 0.0 99.9 100.0 …

赤道ギニア 2,805 1,632 334 0.66 38.9 29.9 31.1 0.0 …

エリトリア 10,100 1,554 7,532 1.75 7.5 0.0 92.5 3.7 6.5

エチオピア 100,000 13,000 31,769 0.44 34.8 2.2 63.0 2.5 13.6

ガボン 25,767 21,775 5,160 3.82 6.3 3.3 90.4 1.4 0.9

ガンビア 1,000 471 779 0.53 40.4 0.6 58.9 0.6 2.5

ガーナ 22,754 5,517 14,735 0.69 28.4 14.9 56.7 0.5 7.4

ギニア 24,572 6,724 12,450 1.44 8.8 5.2 85.9 5.4 2.9

ギニアビサウ 2,812 2,072 1,630 1.06 18.4 15.3 66.3 4.5 8.0

ケニア 56,914 3,522 26,512 0.82 17.5 2.1 80.3 2.0 30.7

レソト 3,035 8 2,334 1.30 14.1 0.2 85.7 0.9 34.2

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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リベリア 9,632 3,154 2,602 0.75 14.7 8.5 76.9 0.5 … 

マダガスカル 58,154 12,838 27,550 1.54 10.7 2.2 87.1 30.6 3.1

マラウイ 9,408 3,402 4,440 0.36 55.2 3.2 41.7 2.2 78.8

マリ 122,019 12,572 34,700 2.59 13.4 0.1 86.5 5.0 9.0

モーリタニア 102,522 267 39,750 13.34 1.2 0.0 98.7 0.0 5.9

モーリシャス 203 37 113 0.09 88.5 5.3 6.2 20.8 250.0

モザンビーク 78,409 19,262 48,580 2.53 9.0 0.5 90.6 2.6 5.7

ナミビア 82,329 7,661 38,820 19.30 2.1 0.0 97.9 1.0 0.4

ニジェール 126,670 1,266 38,500 3.10 37.6 0.0 62.3 0.5 0.3

ナイジェリア 91,077 11,089 72,600 0.57 42.0 4.0 54.0 0.8 5.4

レユニオン 250 84 49 0.06 71.4 8.2 20.4 30.8 142.9

ルワンダ 2,467 480 1,935 0.23 62.0 14.0 24.0 0.6 12.7

セントヘレナ 31 2 12 2.40 33.3 0.0 66.7 0.0 …

サントメ・プリンシペ 96 27 56 0.34 14.3 83.9 1.8 18.2 …

セネガル 19,253 8,673 8,157 0.79 30.2 0.6 69.3 4.8 13.6

セイシェル 46 40 7 0.09 14.3 85.7 0.0 0.0 17.0

シエラレオネ 7,162 2,754 2,845 0.55 20.0 2.6 77.3 4.7 0.5

ソマリア 62,734 7,131 44,071 4.27 … … … … …

南アフリカ共和国 121,447 9,203 99,640 2.20 14.8 1.0 84.2 9.5 65.4

スーダン 237,600 67,546 134,600 3.92 12.6 0.3 87.1 10.7 4.1

スワジランド 1,720 541 1,392 1.29 12.8 1.0 86.2 26.0 39.3

タンザニア 88,359 35,257 48,100 1.28 8.3 2.3 89.4 3.6 1.8

トーゴ 5,439 386 3,630 0.72 69.1 3.3 27.5 0.3 6.8

ウガンダ 19,710 3,627 12,462 0.47 41.7 17.3 41.0 0.1 1.8

ザンビア 74,339 42,452 35,289 3.23 14.9 0.1 85.0 2.9 12.4

ジンバブエ 38,685 17,540 20,550 1.59 15.7 0.6 83.7 5.2 34.2

 

先進市場経済国 3,057,790 941,966 1,084,752 1.23 32.0 2.1 65.9 11.4 119.0

オーストラリア 768,230 163,678 439,500 22.07 10.8 0.1 89.1 5.3 47.9

オーストリア 8,245 3,862 3,397 0.42 40.9 2.1 57.0 0.3 149.7

ベルギー・ルクセンブルク 3,282 728 1,519 0.14 53.8 1.6 44.6 4.8 353.7

カナダ 909,351 310,134 67,505 2.13 67.6 9.6 22.8 1.5 57.2

デンマーク 4,243 500 2,658 0.49 85.3 0.3 14.4 19.7 131.1

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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表A５（続き） 

フェロー諸島 140 … 3 0.06 100.0 0.0 0.0 0.0 …

フィンランド 30,459 22,500 2,246 0.43 98.4 0.4 1.2 2.9 132.6

フランス 55,010 15,554 29,690 0.49 62.1 3.8 34.1 13.3 215.1

ドイツ 34,895 11,076 17,008 0.21 69.5 1.3 29.2 4.0 219.4

ジブラルタル 1 0 0 0.00 … … … … …

ギリシャ 12,890 3,752 8,431 0.77 32.0 13.4 54.6 37.9 150.1

グリーンランド 41,045 ... 235 4.12 0.0 0.0 100.0 … …

アイスランド 10,025 46 2,281 7.81 0.3 0.0 99.7 0.0 2,555.4

アイルランド 6,889 669 4,370 1.09 27.0 0.0 72.9 0.0 496.6

イスラエル 2,171 171 570 0.09 60.0 15.1 24.9 45.3 237.7

イタリア 29,411 9,979 15,074 0.26 52.8 18.2 29.0 25.7 180.0

日本 36,450 24,868 5,164 0.04 85.1 6.6 8.3 54.7 292.0

リヒテンシュタイン 16 7 9 0.26 44.4 0.0 55.6 0.0 0.0

マルタ 32 … 11 0.03 90.9 9.1 0.0 18.2 70.0

オランダ 3,388 365 1,930 0.12 47.3 1.7 51.1 59.9 368.4

ニュージーランド 26,799 8,309 17,235 4.41 8.7 10.9 80.4 8.5 568.6

ノルウェー 30,625 9,387 1,036 0.23 84.3 0.0 15.7 14.5 210.8

ポルトガル 9,150 3,783 3,748 0.37 42.4 19.2 38.3 28.1 130.2

スペイン 49,921 17,915 30,185 0.73 45.5 16.5 38.0 20.2 157.2

スウェーデン 41,033 27,528 3,166 0.36 84.3 0.1 15.6 4.3 100.4

スイス 4,000 1,221 1,525 0.21 26.8 1.6 71.6 5.8 227.5

英国 24,193 2,845 16,956 0.28 33.4 0.3 66.3 3.0 318.2

米国 915,896 303,089 409,300 1.38 42.4 0.5 57.1 12.8 111.3

 

移行経済国 2,262,123 885,647 630,465 1.55 38.7 1.1 60.2 10.2 31.6 

アルバニア 2,740 794 1,121 0.35 51.6 10.8 37.6 50.5 61.2

アルメニア 2,820 283 1,395 0.46 35.8 4.3 59.9 51.1 22.6

アゼルバイジャン 8,260 936 4,702 0.56 38.0 4.8 57.2 72.3 9.9

ベラルーシ 20,748 7,894 8,885 0.90 62.5 1.4 36.1 2.3 134.6

ボスニア・ヘルツェゴビナ 5,120 2,185 2,148 0.51 46.7 4.5 48.7 0.3 32.5

ブルガリア 11,063 3,625 5,326 0.68 62.4 4.0 33.6 16.6 49.9

クロアチア 5,592 2,135 3,137 0.71 46.5 4.0 49.5 0.7 117.8

チェコ共和国 7,727 2,648 4,270 0.42 71.7 5.6 22.7 0.7 120.5

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 



世界食料農業白書 2006年

─ 222 ─

表A５（続き） 

エストニア 4,239 2,284 829 0.63 65.7 1.9 32.3 0.7 49.6

グルジア 6,949 2,760 3,006 0.59 26.7 8.8 64.5 44.0 35.4

ハンガリー 9,209 1,976 5,866 0.60 78.6 3.3 18.1 4.8 108.7

カザフスタン 269,970 3,337 207,784 13.49 10.9 0.1 89.1 15.7 2.9

キルギスタン 19,180 869 10,730 2.06 12.2 0.5 87.3 78.5 21.1

ラトビア 6,205 2,941 2,471 1.08 73.7 1.2 25.1 1.1 27.5

リトアニア 6,268 2,099 3,484 1.02 84.0 1.7 14.3 0.2 66.3

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 2,543 906 1,242 0.60 45.6 3.7 50.7 9.0 39.4

モルドバ 3,287 329 2,528 0.59 73.0 11.8 15.2 14.0 5.5

ポーランド 30,624 9,192 16,169 0.42 77.8 1.9 20.2 0.8 120.1

ルーマニア 22,995 6,370 14,717 0.66 64.0 3.1 32.9 31.2 34.6

ロシア連邦 1,638,098 808,790 216,277 1.52 56.7 0.8 42.5 3.7 12.0

セルビア・モンテネグロ 10,200 2,694 5,595 0.53 60.6 5.8 33.6 0.9 90.8

スロバキア 4,808 1,929 2,438 0.45 58.8 5.4 35.8 11.7 86.8

スロベニア 2,014 1,264 510 0.26 33.9 5.7 60.4 1.5 404.0

タジキスタン 13,996 410 4,255 0.68 21.9 3.0 75.2 68.3 30.0

トルクメニスタン 46,993 4,127 32,966 6.67 6.7 0.2 93.1 79.4 44.5

ウクライナ 57,935 9,575 41,355 0.86 78.5 2.2 19.3 6.6 18.1

ウズベキスタン 42,540 3,295 27,259 1.03 17.2 1.2 81.5 84.9 152.8

2003 2005 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002

総土地 
面積 

森林・林地 
面積 

（1,000ha） （ha/人） （農地面積に占める％） （耕地と永年 
 作物面積に 
占める％） 

（耕地ha 
  当たり 
  kg） 

農地面積 耕地 １人当たり 
農地面積 

永年 
作物地 

永年 
牧草地 

灌漑 
面積 

肥料 
消費 
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表A６　貿易指標 

世界 523,820 549,289 7.1 7.3 19,140,980 37.6 

先進国 365,923 389,880 7.0 7.0 22,701,263 85.0 

開発途上国 157,897 159,410 7.4 8.1 －3,560,283 20.8 

アジア・太平洋 65,847 75,637 5.1 5.8 3,214,792 13.1

米領サモア 0 14 0.0 2.4 11,703 …

バングラデシュ 106 1,740 1.5 16.8 1,250,500 1.0

ブータン 13 23 8.8 7.9 11,236 7.8

ブルネイ 2 218 0.0 16.2 147,112 …

カンボジア 44 152 1.9 5.6 51,788 3.1

中国 16,228 24,152 3.6 5.7 －3,009,676 7.4

中国， ホンコン 3,500 8,131 … … 3,875,089 …

中国， マカオ 48 372 … … 176,239 …

クック諸島 1 15 … … 12,447 …

フィジー 193 156 29.8 13.2 －3,914 …

フランス領ポリネシア 19 254 … … 230,029 …

グアム 0 41 0.3 … 27,222 …

インド 6,361 4,677 10.5 6.2 －3,836,651 5.7

インドネシア 7,533 4,584 11.6 10.1 1,449,165 20.6

キリバス 1 14 53.7 32.2 11,536 37.1

北朝鮮 22 354 2.0 17.1 292,414 0.1

韓国 1,904 9,745 0.9 5.3 5,731,470 184.8

ラオス 17 98 5.1 20.7 47,598 …

マレーシア 9,290 4,825 8.6 5.4 1,790,389 93.1

モルディブ 0 99 0.2 19.7 91,918 …

モンゴル 81 138 12.2 16.6 111,475 29.6

ミャンマー 427 351 16.2 15.9 －152,561 …

ナウル 0 2 … … 1,224 …

ネパール 109 259 16.5 15.4 56,908 4.8

ニューカレドニア 3 178 … … 158,561 …

ニウエ 0 1 … … 327 …

ノーフォーク島 1 3 … … 1,329 …

パキスタン 1,159 1,850 9.9 13.1 －509,533 6.5

パプアニューギニア 346 204 16.2 14.7 －12,166 41.5

フィリピン 1,838 2,889 4.9 7.3 1,426,926 14.9

サモア 6 33 43.7 22.7 33,423 … 

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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シンガポール 2,751 4,070 1.7 2.9 1,238,562 2,736.0

スリランカ 1,042 855 20.1 12.4 －178,311 33.8

タイ 10,126 3,445 12.4 4.4 －5,864,321 70.8

東ティモール 8 36 … … 6,179 7.8

トンガ 13 22 82.1 22.7 6,380 31.3

ツバル 0 3 … … 2,013 …

バヌアツ 14 18 49.8 17.1 10,462 …

ベトナム 2,639 1,615 12.5 6.3 －1,479,699 29.5

ラテンアメリカ・カリブ海 63,832 32,219 16.0 8.3 －27,232,608 53.2

アンティグア・バーブーダ 1 30 1.8 7.1 21,262 …

アルゼンチン 13,576 708 45.4 4.7 －9,925,666 105.6

アルバ 72 234 73.8 27.4 137,085 …

バハマ 45 249 10.0 13.8 182,159 …

バルバドス 71 169 27.5 14.1 61,252 …

ベリーズ 117 70 59.3 13.1 －59,393 …

バミューダ 1 90 … … 57,376 …

ボリビア 519 241 30.8 13.8 －253,074 47.2

ブラジル 21,618 3,479 28.2 6.3 －15,507,155 47.9

英領バージン諸島 0 18 … … 9,926 … 

ケイマン諸島 0 39 … … 19,803 …

チリ 3,799 1,436 15.9 7.0 －1,756,952 91.2

コロンビア 2,978 1,710 21.7 11.8 －1,124,991 29.5

コスタリカ 1,793 600 30.5 7.8 －1,190,320 130.9

キューバ 630 880 38.2 18.3 471,813 …

ドミニカ 15 29 36.8 22.2 8,174 …

ドミニカ共和国 605 797 11.1 9.8 183,240 27.9

エクアドル 1,887 646 29.8 9.3 －961,158 87.9

エルサルバドル 405 804 12.9 14.0 319,734 31.3

フォークランド諸島（マルビナス） 8 0 … … 125 …

グレナダ 18 35 51.9 14.5 10,893 54.9

グアテマラ 1,326 870 49.5 12.5 －391,800 23.2

ガイアナ 177 90 33.1 15.0 －106,991 89.2

ハイチ 20 419 5.8 34.7 356,188 …

ホンジュラス 637 556 45.7 16.4 －148,080 77.3

ジャマイカ 289 455 23.6 12.5 191,222 65.3

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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表A６（続き） 

メキシコ 8,833 12,411 5.2 6.6 1,941,361 37.8

オランダ領アンティル 12 177 0.9 6.7 96,055 …

ニカラグア 425 292 66.4 15.0 －224,698 59.2

パナマ 288 495 32.5 15.4 108,070 30.9

パラグアイ 947 237 74.4 10.4 －319,543 57.3

ペルー 924 1,175 9.4 13.5 －50,899 16.2

セントキッツ・ネイビス 7 41 16.8 20.2 9,442 …

セントルシア 32 69 48.3 17.8 8,546 …

セントビンセント・グレナディーン 27 40 71.6 19.9 10,266 92.2

スリナム 28 98 4.3 15.1 53,957 …

トリニダード・トバゴ 193 368 3.7 8.9 242,908 165.1

ウルグアイ 1,275 322 54.6 13.3 －1,090,032 92.8

ベネズエラ・ボリバル共和国 234 1,840 0.8 14.1 1,377,287 …

近東・北アフリカ 13,384 37,291 3.4 11.6 19,549,702 13.8

アフガニスタン 60 389 17.7 18.0 204,672 …

アルジェリア 50 3,383 0.2 23.9 3,508,856 0.8

バーレーン 46 543 0.7 9.5 385,187 …

キプロス 245 547 27.0 11.7 301,641 …

エジプト 1,008 3,064 16.3 25.3 1,449,214 8.0

イラン 1,424 2,670 4.0 9.5 371,797 9.2

イラク 58 1,746 0.4 12.8 1,386,997 3.6

ヨルダン 472 1,089 14.5 17.2 724,087 192.1

クウェート 27 971 0.1 8.8 955,890 13.1

レバノン 226 1,304 15.7 17.0 922,283 17.9

リビア 12 961 0.1 19.1 955,748 …

モロッコ 919 1,823 10.4 12.4 659,876 13.1

パレスチナ自治区 55 509 … … 405,943 …

オマーン 505 1,191 4.2 16.7 671,231 115.5

カタール 16 477 0.1 9.6 358,122 …

サウジアラビア 436 5,886 0.4 15.5 5,247,688 4.5

シリア 966 1,008 16.4 18.2 262,427 18.2

チュニジア 612 1,059 7.5 9.6 506,769 21.0

トルコ 4,755 3,970 9.7 5.5 －3,084,141 17.9

アラブ首長国連邦 1,451 4,106 2.2 7.9 2,722,525 56.4

イエメン 102 984 2.7 27.9 837,562 6.2

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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サハラ以南アフリカ 14,834 14,263 12.4 12.5 907,831 20.3

アンゴラ 2 838 0.0 16.7 650,666 0.1

ベナン 223 260 43.4 33.9 277,586 19.8

ボツワナ 57 258 1.8 9.8 36,697 32.5

ブルキナファソ 265 139 78.8 14.9 54,229 21.1

ブルンジ 25 32 42.3 21.0 16,173 11.1

カメルーン 574 362 26.4 17.3 －65,987 10.8

カーボベルデ 0 96 2.1 28.5 80,929 0.5

中央アフリカ共和国 22 26 16.6 19.4 8,504 3.4

チャド 110 68 10.9 6.4 3,930 12.5

コモロ 22 28 92.3 40.5 2,289 18.4

コンゴ 32 217 1.1 16.0 178,522 14.1

コンゴ民主共和国 28 300 2.0 19.3 271,678 1.0

コートジボワール 3,136 575 52.4 17.5 －2,281,747 98.3

ジブチ 18 172 47.9 74.3 84,196 …

赤道ギニア 4 45 0.1 4.1 15,072 …

エリトリア 1 98 6.2 20.2 114,271 1.5

エチオピア 393 407 71.2 17.9 90,190 11.6

ガボン 10 167 0.4 15.3 173,686 2.1

ガンビア 20 102 199.5 57.3 112,174 19.0

ガーナ 984 686 44.3 20.6 －583,773 35.5

ギニア 40 194 5.9 29.2 104,527 4.8

ギニアビサウ 53 44 76.3 60.3 －29,819 37.0

ケニア 1,050 438 43.7 11.4 －608,195 29.0

レソト 5 74 1.0 6.6 44,251 3.3

リベリア 86 95 34.7 12.3 95,947 24.8

マダガスカル 165 109 21.4 10.2 －42,225 12.7

マラウイ 400 145 84.8 18.0 －58,661 61.8

マリ 298 160 31.6 13.7 24,619 21.0

モーリタニア 16 295 4.7 68.1 219,316 6.5

モーリシャス 363 356 19.1 14.6 －72,895 122.0

モザンビーク 101 296 9.0 16.5 187,031 9.4

ナミビア 232 217 16.7 11.1 －51,149 53.6

ニジェール 64 147 19.0 23.5 29,477 …

ナイジェリア 503 1,990 2.2 18.3 1,391,167 3.7

ルワンダ 31 51 40.3 19.4 －4,388 4.2

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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表A６（続き） 

セントヘレナ 0 4 … … 2,477 … 

サントメ・プリンシペ 5 18 102.4 47.0 9,213 50.9

セネガル 162 706 12.8 29.1 593,053 15.1

セイシェル 3 64 1.1 14.5 32,252 14.6

シエラレオネ 11 152 12.2 53.4 111,131 2.6

ソマリア 91 127 … … 57,585 …

南アフリカ共和国 2,892 1,985 7.7 4.7 －680,005 56.1

スーダン 410 505 14.9 16.1 405,839 6.2

スワジランド 227 109 14.8 7.5 －207,381 167.7

タンザニア 394 318 35.1 15.1 18,312 9.1

トーゴ 117 93 21.1 12.6 －1,384 16.4

ウガンダ 242 219 41.5 17.4 －28,516 13.1

ザンビア 211 159 18.7 9.8 －56,157 23.8

ジンバブエ 735 317 51.1 16.8 183,125 38.8

先進市場経済国 341,935 354,461 7.2 6.9 13,660,592 104.8

オーストラリア 17,356 3,862 23.5 4.3 －11,579,563 …

オーストリア 5,763 6,255 5.9 6.3 985,683 130.7

ベルギー 22,512 19,830 8.7 8.3 －4,450,438 608.1

カナダ 18,215 14,037 6.5 5.6 －4,384,226 …

デンマーク 11,458 6,058 17.1 10.3 －5,300,201 276.0

フェロー諸島 18 95 3.1 15.4 72,995 …

フィンランド 1,328 2,512 2.5 5.9 1,035,919 28.3

フランス 41,203 30,185 10.5 7.6 －5,693,852 100.8

ドイツ 32,813 44,422 4.3 7.4 7,412,363 137.3

ギリシャ 2,871 4,758 22.0 11.1 2,572,538 27.9

アイスランド 43 248 1.7 8.4 187,271 …

アイルランド 7,634 4,399 8.0 7.9 －3,901,652 …

イスラエル 1,211 2,113 3.6 5.5 784,430 3.5

イタリア 20,841 26,906 6.9 9.0 5,500,953 …

日本 1,730 37,365 0.4 9.5 27,956,300 …

ルクセンブルク 670 1,441 5.1 8.8 536,234 463.5

マルタ 88 354 3.9 11.1 278,028 …

オランダ 40,749 24,427 13.6 9.1 －11,793,172 363.9

ニュージーランド 8,242 1,543 48.2 8.2 －7,305,016 … 

ノルウェー 545 2,624 0.8 6.4 1,739,558 17.6

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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ポルトガル 2,066 4,961 6.6 10.5 3,045,420 43.9

スペイン 20,729 16,357 13.4 7.8 －5,202,034 72.5 

スウェーデン 2,800 5,685 2.7 6.8 2,753,655 58.5

スイス 2,778 6,027 2.7 6.2 1,901,926 …

英国 17,678 35,202 5.7 8.7 19,688,966 110.4

米国 60,595 52,796 8.1 3.9 －3,181,493 …

移行経済国 23,988 35,418 5.4 8.1 9,040,671 32.7

アルバニア 30 363 6.5 19.2 312,285 2.3

アルメニア 71 229 11.1 19.0 185,019 10.8

アゼルバイジャン 145 322 5.2 12.4 263,525 15.8

ベラルーシ 850 1,158 8.0 9.3 65,913 50.3

ボスニア・ヘルツェゴビナ 79 800 5.6 16.1 640,550 12.0

ブルガリア 866 664 11.2 6.0 －42,400 43.6

クロアチア 610 1,178 9.6 8.5 709,516 30.7

チェコ共和国 1,886 2,967 3.6 5.5 836,107 71.7

エストニア 391 775 7.4 10.5 250,175 110.2

グルジア 164 290 33.7 23.0 214,950 21.7

ハンガリー 3,150 1,752 7.1 3.6 －1,198,701 121.6

カザフスタン 664 652 4.7 7.0 67,336 26.7

キルギスタン 115 92 19.3 12.3 16,922 18.5

ラトビア 308 915 10.1 16.8 369,359 70.7

リトアニア 766 811 10.5 8.1 －134,886 73.4

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 233 341 16.8 14.2 203,858 46.1

モルドバ 503 219 62.4 15.6 －28,519 127.3

ポーランド 4,612 4,295 8.1 6.0 －1,883,934 49.9

ルーマニア 611 1,697 3.3 6.8 1,041,079 8.4

ロシア連邦 2,125 10,906 1.5 14.0 7,451,171 9.9

セルビア・モンテネグロ 583 766 19.6 8.8 38,616 20.3

スロバキア 743 1,247 3.5 5.5 352,554 60.9

スロベニア 468 913 3.6 6.4 489,191 72.0

タジキスタン 192 118 23.5 11.8 71,541 54.8

トルクメニスタン 99 114 2.9 4.3 69,255 …

ウクライナ 2,872 1,656 11.7 7.2 －1,220,088 47.9

ウズベキスタン 852 177 25.6 6.3 －99,724 28.4

（100万米ドル） （100万米ドル） （％） （％） （％） （1,000米ドル） 

2002-04 2002-04 2002-04 2002-04 2002-042004

農産物輸出 農産物輸入 食料純輸入 総輸出に占 
める農産物 
輸出比率　 

農業GDP 
に対する農 
産物輸出 

総輸入に占 
める農産物 
輸入比率　 
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表A７　経済指標 

世界 … 6,568 2.9 1.6 9,022 5.8 2.3 695 2.2 

先進国 … 25,374 2.4 2.1 25,327 2.4 0.8 5,680 3.1 

開発途上国 … 1,619 4.8 3.2 4,767 10.3 2.9 558 2.2 

アジア・太平洋 … 1,285 6.9 5.4 4,567 12.2 3.0 423 2.3

バングラデシュ 49.8 440 5.1 2.9 1,870 21.0 3.1 313 2.1

ブータン … 760 6.5 3.5 … 3.5 186 1.3

カンボジア … 350 7.1 4.7 2,423 32.9 3.4 300 1.1

中国 … 1,500 10.2 9.2 5,896 13.1 3.9 349 2.9

中国， ホンコン … 26,600 4.2 2.7 30,822 … －0.3 … …

中国， マカオ … … 3.2 1.7 … … … … …

フィジー … 2,720 2.7 1.5 6,066 … 0.6 1,966 －0.4

フランス領ポリネシア … … 2.1 0.2 … … … … …

インド 28.6 620 6.1 4.3 3,139 21.1 2.9 406 1.6

インドネシア … 1,140 4.1 2.7 3,609 15.4 2.7 547 1.2

キリバス … 970 4.1 1.9 … … －0.9 … －0.9

韓国 … 14,000 5.5 4.6 20,499 3.7 1.3 9,792 5.3

ラオス … 390 6.4 3.8 1,954 46.8 4.8 460 2.3

マレーシア … 4,520 6.2 3.7 10,276 9.5 1.6 4,851 2.2

モルディブ … 2,410 7.9 5.0 … … 3.0 … …

マーシャル諸島 … 2,320 －0.4 －2.4 … … … … …

ミクロネシア連邦 … 2,300 0.9 0.1 … … … … … 

モンゴル … 600 4.0 2.8 2,056 20.9 1.7 698 －1.4

ミャンマー … 8.2 6.6 … 7.0 … …

ネパール 30.9 250 4.3 1.8 1,490 40.3 2.8 208 0.5

ニューカレドニア … … 1.3 －1.1 … … … …

パキスタン … 600 3.9 1.4 2,225 22.3 3.4 695 1.6

パラオ … 6,870 1.4 0.5 … … … … …

パプアニューギニア … 560 3.3 0.9 2,543 … 4.3 443 1.1

フィリピン … 1,170 3.6 1.5 4,614 13.7 2.2 1,040 1.2

サモア … 1,840 2.9 1.9 5,613 13.6 －1.9 1,645 1.2

シンガポール … 24,760 6.3 3.9 28,077 0.1 －2.0 32,073 1.4

ソロモン諸島 … 560 1.0 －1.8 1,814 … … … …

スリランカ … 1,010 4.7 3.8 4,390 17.8 1.3 745 0.4

タイ … 2,490 4.5 3.4 8,090 10.1 1.7 620 1.9

東ティモール … 550 3.8 0.6 … 31.6 2.0 … 0.5

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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トンガ … 1,860 2.6 2.0 7,870 28.9 2.0 … 4.1

バヌアツ … 1,390 2.0 －0.3 3,051 … 2.7 … 1.3

ベトナム 28.9 540 －7.6 6.0 2,745 21.8 4.2 296 2.8

ラテンアメリカ・カリブ海 … 3,653 2.7 1.1 8,060 6.1 2.6 2,966 2.5

アンティグア・バーブーダ … 9,480 3.4 1.7 12,586 … 1.2 … －0.0

アルゼンチン … 3,580 2.8 1.6 13,298 10.4 2.5 9,627 3.0

アルバ … 4.7 … … … …

バハマ … … 1.9 0.2 … … … … …

バルバドス … … 2.1 1.7 … －1.9 18,798 1.2

ベリーズ … 3,940 5.5 2.5 6,747 … 5.5 … 2.6

バミューダ … … 2.3 1.8 … … … … …

ボリビア … 960 3.3 1.1 2,720 15.6 2.6 755 0.7

ブラジル … 3,000 2.6 1.1 8,195 10.4 4.0 3,227 5.6

ケイマン諸島 … 5.3 … … … …

チリ … 5,220 5.5 4.0 10,874 3.8 －1.0 6,341 2.3

コロンビア … 2,020 2.7 0.9 7,256 11.5 －1.4 2,788 －1.6

コスタリカ … 4,470 5.0 2.6 9,481 8.5 3.2 4,472 2.9

ドミニカ … 3,670 0.8 0.9 5,643 … －1.8 4,659 －0.8

ドミニカ共和国 … 2,100 5.3 3.7 7,449 11.4 5.5 4,142 5.1

エクアドル … 2,210 2.4 0.7 3,963 7.1 －0.6 1,491 －0.9

エルサルバドル … 2,320 3.8 1.8 5,041 9.5 1.1 1,628 0.3

グレナダ … 3,750 2.5 1.6 8,021 8.5 －0.1 3,645 2.1

グアテマラ 56.2 2,190 3.6 1.2 4,313 22.5 2.5 2,247 0.3

ガイアナ … 1,020 3.7 3.4 4,439 31.3 4.2 … 5.5

ハイチ … … －1.4 －2.8 … 27.4 －3.3 460 －3.9

ホンジュラス … 1,040 3.3 0.7 2,876 … 2.8 1,223 1.9

ジャマイカ 18.7 3,300 1.0 0.2 4,163 5.5 －1.2 1,957 1.3

メキシコ 20.3 6,790 2.9 1.3 9,803 4.1 1.8 2,866 2.0

オランダ領アンティル … … … … … … …

ニカラグア … 830 3.5 1.3 3,634 19.2 4.8 1,988 4.9

パナマ … 4,210 4.2 2.2 7,278 7.7 3.8 3,605 3.8

パラグアイ … 1,140 1.9 －0.7 4,813 27.2 3.1 2,544 1.5

ペルー … 2,360 4.0 2.3 5,678 10.1 4.6 1,770 3.7

セントキッツ・ネイビス … … 4.0 3.0 … … 0.8 2,123 2.5

セントルシア … 4,180 2.0 0.6 6,324 … －5.3 1,738 －5.9

.0.0

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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セントビンセント・グレナディーン … 3,400 2.5 1.9 6,398 8.9 1.7 2,477 1.7

スリナム … 2,230 1.7 0.9 … … 1.6 3,002 0.8

トリニダード・トバゴ … 8,730 4.3 3.8 12,182 0.9 0.4 2,135 2.7 

ウルグアイ … 3,900 2.1 1.4 9,421 11.4 3.3 7,363 2.9

米領バージン諸島 … … … … … … …

ベネズエラ・ボリバル共和国 … 4,030 1.3 －0.7 6,043 … 1.1 6,071 1.6

近東・北アフリカ … 3,230 3.8 1.7 6,617 9.9 2.6 2,140 2.1

アフガニスタン … … 17.3 … … … …

アルジェリア … 2,270 2.9 1.1 6,603 9.8 4.4 2,113 1.8

バーレーン … 14,370 5.2 2.5 20,758 … … … …

キプロス … 16,510 4.1 2.6 22,805 … 4.7 … …

エジプト 16.7 1,250 4.5 2.5 4,211 15.1 3.2 1,996 2.2

イラン … 2,320 4.1 2.5 7,525 10.8 3.7 2,480 2.4

イラク … 6.6 26.1 … … 0.3

ヨルダン … 2,190 5.6 2.2 4,688 2.8 2.6 996 －2.4

クウェート … 22,470 6.0 －0.8 19,384 … 6.6 … …

レバノン … 6,010 4.2 2.3 5,837 6.9 2.7 45,298 5.7

リビア … 4,400 3.5 1.5 … … …

モロッコ … 1,570 2.8 1.2 4,309 15.9 5.8 1,711 5.9

オマーン … 9,070 4.2 1.9 15,259 1.9 4.0 … …

サウジアラビア … 10,140 2.5 －0.2 … 4.0 1.7 14,618 5.5

シリア … 1,230 4.3 1.6 3,610 23.0 5.4 2,768 2.0

チュニジア … 2,650 4.7 3.3 7,768 12.6 3.0 2,639 1.3

トルコ 27 3,750 3.9 2.2 7,753 12.9 1.2 1,766 0.1

アラブ首長国連邦 … 23,770 5.8 －0.8 24,056 2.7 9.8 … …

イエメン … 550 5.2 1.5 879 13.8 6.3 524 3.8

サハラ以南アフリカ … 692 3.3 0.8 1,963 16.2 3.4 327 1.4

アンゴラ … 930 3.6 0.8 2,180 9.1 4.2 161 1.2

ベナン … 450 4.7 1.3 1,091 36.9 5.6 606 4.2

ボツワナ … 4,360 5.1 3.6 9,945 2.6 －0.5 407 －2.7

ブルキナファソ 46.4 350 4.1 1.1 1,169 30.8 4.3 164 0.7

ブルンジ … 90 －0.7 －2.5 677 51.4 －0.1 101 －1.4

カメルーン 40.2 810 2.8 0.5 2,174 44.2 5.8 1,215 4.9

カーボベルデ … 1,720 5.8 3.3 5,727 6.8 4.7 1,666 4.5

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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中央アフリカ共和国 … 310 0.9 －1.0 1,094 55.6 3.5 425 3.2

チャド … 250 5.8 2.5 2,090 … 3.1 257 3.9

コモロ … 560 2.1 －0.1 1,943 41.1 3.7 386 2.0

コンゴ … 760 2.0 －1.2 978 6.0 2.7 347 1.4

コンゴ民主共和国 … 110 －2.6 －5.2 705 … 0.3 … －1.4

コートジボワール … 760 1.7 －0.7 1,551 22.1 2.6 802 2.3 

ジブチ … 0.1 －2.3 1,993 … 1.0 … －0.6

赤道ギニア … … 18.9 16.1 … … 5.6 654 3.6

エリトリア … 190 4.8 2.2 977 15.1 2.3 57 0.8

エチオピア 44.2 110 4.6 2.4 756 46.9 2.4 109 －1.3

ガボン … 4,080 1.9 －0.6 6,623 8.1 1.0 1,805 1.2

ガンビア … 280 3.7 0.4 1,991 32.0 4.5 220 0.9

ガーナ … 380 4.4 2.0 2,240 37.9 3.7 346 0.9

ギニア … 410 3.9 1.1 2,180 24.9 4.5 231 2.6

ギニアビサウ … 160 1.1 －1.9 722 62.6 3.7 252 1.1

ケニア … 480 2.3 －0.3 1,140 26.8 2.1 148 －1.4

レソト … 730 3.3 2.5 2,619 17.7 1.4 499 0.8

リベリア … 120 6.2 1.8 … … … … …

マダガスカル … 290 2.5 －0.4 857 28.8 1.8 173 －0.6

マラウイ … 160 3.0 0.9 646 39.1 7.3 128 6.2

マリ … 330 5.0 2.1 998 35.6 3.5 247 2.6

モーリタニア … 530 4.9 2.1 1,940 18.3 2.7 271 0.7

モーリシャス … 4,640 5.0 3.8 12,027 6.1 0.6 4,846 2.5

モザンビーク … 270 6.8 4.1 1,237 21.6 5.3 146 3.1

ナミビア … 2,380 4.1 1.5 7,418 9.9 2.6 1,036 1.8

ニジェール … 210 2.5 －0.9 779 … 3.0 174 0.1

ナイジェリア … 430 3.3 0.8 1,154 16.6 3.9 871 3.2

ルワンダ … 210 4.1 1.7 1,263 40.5 4.4 234 2.8

サントメ・プリンシペ … 390 2.6 0.6 … 17.1 3.5 226 1.2

セネガル … 630 3.7 1.2 1,713 17.0 3.1 265 0.6

セイシェル … 8,190 2.6 1.3 16,652 2.6 0.1 554 －0.3

シエラレオネ 70.2 210 －1.9 －3.9 561 … －9.9 295 －2.5

ソマリア … … … … … … …

南アフリカ共和国 … 3,630 2.5 0.6 11,192 3.4 1.0 2,251 2.5

スーダン … 530 5.7 3.4 1,949 39.3 9.6 … 8.0

スワジランド … 1,660 2.9 0.2 5,638 12.6 －0.0 1,189 －0.6

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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タンザニア 35.7 320 4.2 1.6 674 44.8 3.7 290 1.4

トーゴ … 310 2.8 －0.2 1,536 41.2 3.3 405 1.2

ウガンダ 37.7 250 6.6 3.2 1,478 32.2 3.9 231 1.7

ザンビア … 400 2.0 －0.2 943 20.9 4.8 210 3.6

ジンバブエ … 620 －1.2 －2.6 2,065 17.8 0.7 … 1.0

 

先進市場経済国 … 35,312 2.5 1.8 32,566 1.9 0.7 23,081 4.4

オーストラリア … 27,070 3.8 2.8 30,331 … 4.0 … 2.2

オーストリア … 32,280 2.1 1.7 32,276 1.9 1.3 25,117 7.4

ベルギー … 31,280 2.0 1.7 31,096 1.4 2.6 41,876 6.5

カナダ … 28,310 3.2 2.2 31,263 … 0.7 … 2.5

デンマーク … 40,750 2.1 1.7 31,914 2.3 2.4 36,420 6.0

フィンランド … 32,880 2.7 2.4 29,951 3.2 2.0 32,031 6.9

フランス … 30,370 2.0 1.6 29,300 2.5 1.7 39,038 5.8

ドイツ … 30,690 1.5 1.2 28,303 1.1 0.5 22,911 6.4

ギリシャ … 16,730 2.9 2.3 22,205 6.6 －0.1 9,144 1.1

アイスランド … 37,920 2.9 1.9 33,051 … 0.4 … 1.7

アイルランド … 34,310 7.0 5.8 38,827 … … … …

イスラエル … 17,360 4.0 1.5 24,382 … … … …

イタリア … 26,280 1.4 1.3 28,180 2.6 0.9 21,437 4.9

日本 … 37,050 1.1 0.9 29,251 … －2.4 … 3.3

ルクセンブルク … 56,380 4.5 3.2 62,961 0.6 1.6 … …

マルタ 46.3 12,050 3.3 2.5 18,879 … … … …

オランダ … 32,130 2.3 1.6 31,789 2.4 1.6 … 4.1

ニュージーランド … 19,990 3.5 2.4 23,413 … 2.7 … 2.5

ノルウェー … 51,810 3.1 2.6 38,454 1.6 1.4 38,043 3.7

ポルトガル … 14,220 2.0 1.5 19,629 3.7 0.3 … 3.4

サンマリノ … 2.5 … 13,825 … …

スペイン … 21,530 2.8 2.1 25,047 3.5 0.6 15,656 4.5

スウェーデン … 35,840 2.3 1.9 29,541 1.8 0.7 31,960 3.5

スイス … 49,600 1.1 0.5 33,040 … －2.1 … …

英国 … 33,630 2.7 2.4 30,821 1.0 0.1 26,471 1.4

米国 … 41,440 3.3 2.1 39,676 … 3.8 … 6.0

移行経済国 … 3,672 1.9 2.1 8,963 7.0 0.8 2,007 2.5

アルバニア 25.4 2,120 5.6 6.0 4,978 24.7 5.6 1,393 6.6

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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アルメニア 50.9 1,060 2.4 3.5 4,101 23.4 1.8 2,809 6.2

アゼルバイジャン 49.0 940 0.0 －1.0 4,153 12.3 1.1 1,076 0.4

ベラルーシ 41.9 2,140 1.6 1.9 6,970 11.0 －0.2 2,766 2.9

ボスニア・ヘルツェゴビナ 19.5 2,040 19.5 18.4 7,032 11.9 4.4 … 13.9

ブルガリア 12.8 2,750 0.9 1.7 8,078 11.1 1.9 6,826 8.4

クロアチア … 6,820 2.1 2.3 12,191 8.2 －1.5 9,302 5.3

チェコ共和国 … 9,130 2.1 2.1 19,408 3.1 2.2 5,280 3.5 

エストニア … 7,080 2.5 3.6 14,555 4.3 －2.4 3,440 1.2 

グルジア 54.5 1,060 －1.9 －0.6 2,844 17.8 －4.4 1,503 4.1

ハンガリー … 8,370 2.9 3.1 16,814 … 1.4 3,990 1.7

カザフスタン … 2,250 1.5 2.2 7,440 8.4 －0.6 1,436 －1.5

キルギスタン 47.6 400 －0.6 －1.5 1,935 36.6 2.8 961 3.5

ラトビア … 5,580 1.6 2.7 11,653 4.1 －2.5 2,513 2.9

リトアニア … 5,740 0.5 1.1 13,107 6.2 1.6 4,424 6.3

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 … 2,420 －0.0 －0.4 6,610 13.2 －0.6 3,096 3.0

モルドバ 48.5 720 －3.6 －3.3 1,729 21.3 －6.1 706 －4.8

ポーランド … 6,100 4.3 4.3 12,974 3.4 2.0 1,397 3.1

ルーマニア … 2,960 1.7 2.2 8,480 14.4 2.1 3,621 4.8

ロシア連邦 … 3,400 －0.5 －0.3 9,902 5.0 －0.1 2,323 2.3

セルビア・モンテネグロ … 2,680 2.9 5.7 … 18.6 －2.1 … …

スロバキア … 6,480 3.0 2.8 14,623 3.6 3.4 … …

スロベニア … 14,770 3.1 3.1 20,939 … －0.5 30,713 10.1

タジキスタン … 280 －2.8 －4.1 1,202 24.2 －0.7 454 1.3

トルクメニスタン … … 0.5 －1.4 … … 3.2 1,352 4.1

ウクライナ 19.5 1,270 －2.5 －1.8 6,394 12.1 －0.9 1,400 1.6

ウズベキスタン 27.5 450 1.5 －0.2 1,869 31.1 2.6 1,601 2.0

最近年 2004 20042004 20031992-2004 1992-2004 1992-2004 1992-2003

(現行米　 
ドル 　 

（年成長 
     率， ％）  

(現行国際 
米ドル) 

(GDPに   
占める％)

(2000年 
 固定米 
 ドル) 

（人口比， 
％）　 

就業者１人当たり 
農業付加価値 

農業付加価値 国別 
貧困 
比率 

１人当た 
りGNI

１人当た 
りGDP

１人当た 
りGDP・ 
PPP

GDP

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  

（年成長 
     率， ％）  
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表A８　総要素生産性 

開発途上国 －2.6 1.7 0.0 －0.4 －2.6 2.0

アジア・太平洋 －3.5 1.9 －0.1 －0.6 －3.4 2.5

バングラデシュ －3.2 1.1 0.0 0.0 －3.2 1.1

中国， 本土 －4.4 3.6 0.0 0.0 －4.4 3.6

中国， 台湾 0.5 0.3 0.0 0.0 0.5 0.3

フィジー －0.4 －0.3 －0.1 －2.3 －0.2 2.0

インド －5.2 －1.0 0.0 －2.7 －5.2 1.7

インドネシア －0.5 －1.1 0.0 0.0 －0.5 －1.1

北朝鮮 1.0 1.6 －1.4 1.3 2.5 0.2

韓国 －4.5 －1.2 0.0 0.0 －4.5 －1.2

ラオス －0.2 3.3 －0.6 1.9 0.5 1.4

マレーシア 1.8 1.5 0.0 0.0 1.8 1.5

モンゴル －8.3 3.9 －0.7 1.4 －7.7 2.5

ミャンマー 0.0 1.8 0.6 0.5 －0.6 1.3

ネパール －3.8 1.2 －0.2 0.0 －3.6 1.2

パキスタン －0.7 2.7 －1.8 0.2 1.1 2.5

フィリピン 1.3 0.4 0.0 0.0 1.3 0.4

スリランカ 0.7 －0.2 0.2 －1.0 0.6 0.8

タイ 0.2 1.4 0.2 0.0 －0.1 1.4

ベトナム 0.4 1.0 －0.2 －0.6 0.7 1.6

ラテンアメリカ・カリブ海 －1.2 0.4 0.1 －0.1 －1.3 0.5

アルゼンチン －2.2 －3.4 0.0 0.0 －2.2 －3.4

バルバドス 2.9 0.9 0.3 －1.8 2.6 2.7

ベリーズ 2.0 1.0 1.4 －1.0 0.5 2.0

ボリビア 0.6 2.6 1.0 0.0 －0.4 2.6

ブラジル －3.0 1.1 0.0 0.0 －3.0 1.1

チリ 1.5 2.9 －0.2 0.1 1.7 2.8

コロンビア 1.4 1.0 0.3 0.0 1.1 1.0

コスタリカ 2.6 2.8 1.0 0.3 1.6 2.4

キューバ －0.9 0.2 －1.4 －1.6 0.5 1.8

ドミニカ共和国 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5

エクアドル －1.4 1.3 0.0 0.1 －1.3 1.2

エルサルバドル 1.4 －0.1 0.3 －1.3 1.1 1.2

グアドループ －0.6 1.7 －2.4 0.1 1.8 1.6

グアテマラ 2.1 0.8 0.7 0.0 1.4 0.8

ガイアナ 1.2 1.8 －0.3 0.8 1.5 1.0

1961－1981 1981－2000 1961－1981

（年平均変化， ％） 

1981－2000 1961－1981 1981－2000

総要素生産性の変化 効率の変化 技術の変化 
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ハイチ －1.4 －0.2 0.0 0.0 －1.4 －0.2

ホンジュラス －1.3 0.4 0.3 －0.6 －1.6 1.0

ジャマイカ 0.6 1.6 0.3 －0.8 0.2 2.4

マルチニーク －1.5 2.1 －1.4 0.0 －0.1 2.1

メキシコ 1.2 1.1 0.6 －0.6 0.6 1.7

ニカラグア －4.3 1.5 －1.2 0.7 －3.1 0.9

パナマ －0.2 0.5 －1.1 －0.5 0.9 1.0

パラグアイ －0.5 －1.9 0.0 0.0 －0.5 －1.9

ペルー －0.9 2.5 －0.9 0.5 0.0 2.0

セントルシア －0.7 －3.0 0.0 －2.9 －0.7 －0.2

セントビンセント・グレナディーン －1.0 0.2 －2.9 1.4 1.9 －1.2

スリナム 3.3 －4.3 1.8 －4.0 1.4 －0.3

トリニダード・トバゴ －1.6 0.5 －0.7 －1.2 －0.9 1.7

ウルグアイ －1.5 0.6 0.0 0.0 －1.5 0.6

ベネズエラ・ボリバル共和国 1.8 2.0 1.3 0.1 0.5 1.9

近東・北アフリカ 0.6 2.4 －0.2 0.2 0.7 2.1

アフガニスタン －1.5 2.1 0.3 0.0 －1.7 2.1

アルジェリア －0.8 3.2 －2.2 1.1 1.4 2.0

キプロス 3.3 4.4 －0.8 0.4 4.2 4.1

エジプト 1.1 2.1 0.0 0.0 1.1 2.1

イラン 0.2 2.3 －0.2 0.0 0.3 2.3

イラク －3.1 －1.0 －2.3 －1.9 －0.8 0.9

ヨルダン －3.4 1.6 －1.0 －0.1 －2.4 1.7

レバノン 3.8 2.7 0.0 0.0 3.8 2.7

リビア 4.6 4.5 3.5 2.0 1.1 2.4

モロッコ 1.7 2.9 0.6 1.2 1.1 1.7

サウジアラビア －3.3 4.8 －1.9 2.4 －1.4 2.3

シリア 1.4 0.3 0.0 －0.1 1.4 0.4

チュニジア 3.3 2.0 0.7 2.2 2.5 －0.2

トルコ 1.0 2.7 0.0 0.0 1.0 2.7

イエメン －10.3 2.1 －3.3 1.6 －7.3 0.4

サハラ以南アフリカ －3.7 1.9 0.1 0.0 －3.8 2.0

アンゴラ －3.7 5.3 －3.5 4.1 －0.2 1.1

ベナン 0.5 2.4 0.5 0.3 0.1 2.0

ボツワナ －2.4 －2.2 －0.2 －1.0 －2.2 －1.2

ブルキナファソ －9.0 －0.5 －1.0 －2.5 －8.1 2.0

1961－1981 1981－2000 1961－1981

（年平均変化， ％） 

1981－2000 1961－1981 1981－2000

総要素生産性の変化 効率の変化 技術の変化 
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ブルンジ －11.5 －0.4 0.0 0.0 －11.5 －0.4

カメルーン －6.8 1.1 0.0 0.0 －6.8 1.1

チャド －3.1 0.2 0.0 0.0 －3.1 0.2

コンゴ －2.3 －1.4 0.0 0.0 －2.3 －1.4

コートジボワール －4.1 1.9 0.0 0.0 －4.1 1.9

エリトリア ... －1.9 ... －2.2 ... 0.3

エチオピア ... 3.7 ... 0.0 ... 3.7

ガボン －5.2 2.9 0.0 0.0 －5.2 2.9

ガンビア －4.6 －0.7 －2.8 －0.5 －1.9 －0.2

ガーナ －6.6 4.3 0.0 0.0 －6.6 4.3

ギニア －2.4 －1.4 0.0 0.0 －2.4 －1.4

ケニア 0.8 1.1 2.1 －0.4 －1.3 1.5

レソト －2.9 －0.5 －2.7 －1.1 －0.2 0.6

マダガスカル －0.9 0.6 0.0 0.0 －0.9 0.6

マラウイ －0.8 2.6 －1.3 1.6 0.4 1.0

マリ －5.2 －1.6 0.0 －2.2 －5.2 0.6

モーリシャス 0.6 －0.3 0.0 0.0 0.6 －0.3

モザンビーク －2.3 0.6 0.0 －0.2 －2.3 0.8

ニジェール －6.3 1.3 0.0 0.0 －6.3 1.3

ナイジェリア －10.5 3.6 0.0 0.0 －10.5 3.6

レユニオン 2.0 5.8 －1.1 2.6 3.2 3.1

ルワンダ 1.6 0.6 0.0 0.0 1.6 0.6

セネガル －3.4 0.2 －2.3 －0.3 －1.1 0.5

シエラレオネ －0.6 1.5 －0.7 1.1 0.1 0.4

スーダン －0.7 2.0 0.0 0.0 －0.7 2.0

スワジランド －0.4 1.9 0.1 0.5 －0.5 1.4

タンザニア 1.1 2.2 1.7 0.0 －0.6 2.2

トーゴ －3.6 1.3 0.4 －0.3 －3.9 1.6

ウガンダ 1.6 －3.8 0.0 0.0 1.6 －3.8

ザンビア －0.4 1.4 －0.1 －1.2 －0.3 2.6

ジンバブエ 0.7 0.8 －0.7 －0.4 1.4 1.3

移行経済国 … 1.9 … 0.0 … 1.8

アルバニア … 5.8 … 4.0 … 1.7

アルメニア … 7.5 … 7.3 … 0.2

アゼルバイジャン … 8.1 … 6.1 … 1.9

ベラルーシ … －1.7 … －2.4 … 0.7

1961－1981 1993－2000 1961－1981 1993－2000 1961－1981 1993－2000

1961－1981 1981－2000 1961－1981

（年平均変化， ％） 

1981－2000 1961－1981 1981－2000

総要素生産性の変化 効率の変化 技術の変化 
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ボスニア・ヘルツェゴビナ … －3.4 … －2.8 … －0.7

ブルガリア … 4.3 … 1.4 … 2.9

クロアチア … 2.4 … 0.0 … 2.4

チェコ共和国 … －2.0 … 0.0 … －2.0

エストニア … 0.3 … 1.7 … －1.4

グルジア … －0.4 … －0.9 … 0.5

ハンガリー … 0.0 … 0.0 … 0.0

カザフスタン … 8.1 … 1.5 … 6.5

キルギスタン … 3.9 … 1.5 … 2.1

ラトビア … －0.9 … 0.0 … －0.9

リトアニア … －2.1 … －1.3 … －0.8

マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 … －6.9 … －4.9 … －2.1

モルドバ … 5.7 … 2.9 … 2.8

ポーランド … －0.2 … 0.0 … －0.2

ルーマニア … 0.6 … －0.9 … 1.5

ロシア連邦 … 3.3 … 0.0 … 3.3

セルビア・モンテネグロ … －1.3 … 0.0 … －1.3

スロバキア … －2.4 … －1.7 … －0.8

スロベニア … 2.3 … 0.0 … 2.3

タジキスタン … 6.1 … 4.2 … 1.8

トルクメニスタン … 0.7 … －1.5 … 2.2

ウクライナ … 2.8 … 0.0 … 2.8

ウズベキスタン … －0.2 … －1.2 … 1.0

1961－1981 1993－2000 1961－1981

（年平均変化， ％） 

1993－2000 1961－1981 1993－2000

総要素生産性の変化 効率の変化 技術の変化 
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世界食料農業白書（1992年までは世界農業白書，1993～95年は

世界食糧農業白書）の特集記事

1957年以降，この白書の各号は，各年の世界食料農業情勢の概観のほか

長期的に興味深い問題について１編以上の特集記事を掲載してきた。これ

までに出た特集記事は，次に掲げる主題にかかるものである。

1957年　食糧消費のすう勢に影響を与える諸要因

農業に影響を与えた制度的要因の戦後における変化

1958年　サハラ以南アフリカにおける食糧事情

林産業の成長と世界の森林に対するその影響

1959年　経済発展段階の異なった各国における農業所得と生活水準

戦後の経験に照らしてみた低開発国の農業発展の一般的諸問題

1960年　農業開発計画

1961年　土地改革および制度の変化

アフリカ，アジアおよびラテン・アメリカにおける農業普及，教

育および試験研究

1962年　低開発経済の克服と林産物工業の役割

後進国の畜産業

1963年　農業における生産性の増大に影響を及ぼす基本的要因

化学肥料の施用は農業開発の尖兵である

1964年　蛋白栄養－その必要性と展望

合成化学製品およびそれが農産物貿易に及ぼす影響

1966年　農業と工業化

世界食糧経済における米

1967年　開発途上国の農民に対する刺激要因と抑制要因

漁業資源の管理

1968年　技術改善による開発途上国の農業生産性の上昇
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貯蔵の改善とその世界食糧供給への寄与

1969年　農業マーケティング改善計画：最近の経験に基づく若干の教訓

林業開発を促進するための制度の近代化

1970年　国連の第２次開発10年の初頭における農業

1971年　水の汚染とそれが水産生物資源並びに漁業に及ぼす影響 1）

1972年　開発のための教育と訓練

開発途上国における農業研究の推進

1973年　開発途上国における農業雇用開発 2）

1974年　人口，食糧供給及び農業開発 3）

1975年　第２次国連開発10年の期央検討及び評価

1976年　エネルギーと農業

1977年　食糧農業の天然資源と人的環境情勢

1978年　開発途上国地域における問題と戦略

1979年　林業と農村開発

1980年　国家管轄権の新時代における海洋漁業

1981年　開発途上国における農村の貧困の緩和方策

1982年　畜産－世界の展望

1983年　農業開発における婦人

1984年　都市化，農業及び食糧システム

1985年　農業生産のエネルギー使用

食糧，農業における環境対策のすう勢

農産物流通と農業開発

1986年　農業開発の財源

1987－88年　開発途上国における農業科学・技術の優先順位の変化

1989年　持続可能な開発と天然資源管理

1990年　構造調整と農業

1991年　農業政策と争点△）

1992年　海面漁業と国連海洋法△）

1993年　水政策と農業△）
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1994年　世界の森林・林業政策と課題△）

1995年　農産物貿易：新時代を迎えて 4）

1996年　食料安全保障：若干のマクロ経済的側面

1997年　農産加工業と経済発展

1998年　開発途上国における農村の農外所得△）

1999年　（FAO原本非刊行のため欠版）

2000年　世界の食料と農業；過去50年の教訓

2001年　国境を越えて移動する植物病害虫及び動物疾病（越境病害虫等）

の経済的影響

2002年　地球サミット10年後の農業と地球規模の公共財

2003－04年　農業バイオテクノロジー：貧困者の必要を満たすことができ

るか？

2005年　農産物貿易と貧困：貿易は貧困者を助けうるか？

（注）△）日本語版は別冊として発行。

１）「世界の農林水産」（FAO協会）1972年６，７月号に翻訳掲載。

２）「世界の農林水産」1974年４月号に翻訳掲載。

３）「世界食糧会議の全貌」（FAO協会，1975年）第２編世界食糧情勢の評価と

ほとんど同内容につき省略。

４）「世界の農林水産」1996年11，12月号，1997年１，２月号に翻訳掲載。

※上記はいずれもFAO寄託図書館にて閲覧可能。
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（P. Pingali, L. Alinovi and J. Sutton, 2005）
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食 農 2006年報告は，国際的
な食料援助をめぐる問題および論議を検証し，
二次的な悪影響を最小限に抑えながら，その
本質である人道的役割を堅持する方策を見出
そうとしている。食料援助は，何百万人もの
命を救ったとして，正当に評価されている。
実際，食料援助はしばしば，飢えつつある人
々と死とを分かつ唯一のものである。にもか
かわらず，食料援助は，受領国において依存
性を生み，持続的な食料安全保障の基盤であ
る地域の農業生産者と貿易業者を害する援助
国主導の対応であるとして，厳しく批判され
ている。これらの問題に関係する経済的根拠
は驚くほどに薄弱ではあるが，阻害要因とな
る可能性を最小限にしつつ当面の食料安全保
障目的を達成するためには，食料援助のタイ
ミングと対象の特定が最重要事項であること
を確認している。
　国際的な食料援助制度の改革が必要とされ
ているが，人々の生命が危険にさらされてい
る状況では，それらは慎重に進めていかなけ
ればならない。

本書には，FAO統計年報 2005－2006年版のデータ
（英語ほか）が入ったCD－ROMが添付されています。
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